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前      書 
 
 

日本企業の対中直接投資の動向は 2004年においても高水準で推移し、その投
資件数は（3，454件）過去のピークであった 1993年（3,488 件）のレベルに、
投資金額 54.5億ドルと過去最大の投資規模となっている。 
このように日本企業の中国に対する進出意欲は今後も更に高まるものとみら

れ、中国が我が国産業へ及ぼす影響度や国民生活への波及度も益々拡大・深化

することが予想される。 
 
しかしながら、中国へ進出した日本企業が全て円滑な事業展開を果たしてい

るわけではなく、現実には過半の企業が様々の困難な問題を抱えており、なか

には深刻な問題に遭遇しているケースも多くあると聞いている。 
これらは地方によって異なると言われている法令運用や行政指導などから生

じる行政段階での問題、また中国の商慣習や雇用環境の違いから生じた問題な

ど多様なケースがある。 
 
日中投資促進機構では、近年、中国進出の著しい中堅・中小企業者からこう

した中国ビジネスに関する諸問題に関する相談が多い為、これらについて内容

を類型的に整理・分類してその方策を関係者に提供することとした。 
本報告書は日本企業の対中投資に伴う比較的照会の多い事項について 12 項

目に分類し、それを質問（Ｑ）及び回答（Ａ）形式に取りまとめたものである。

この取りまとめに当たっては事務局スタッフが中心となり、これに専門の法律

事務所や会計事務所の専門家からのアドバイス、また必要に応じて中国政府関

係機関などに対する調査や彼ら中国側からの助言・情報提供など受けて作成し

たものである。 
 
本報告書は中国進出企業や進出予定企業、とりわけ中小企業の方々にご活用

頂き、出来るだけ効率的な対中ビジネスの展開が図られるよう期待するもので

ある。 
 

以 上 



 

 

   KEIRIN 

                        この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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第 1 章 経営範囲に関するＱ＆Ａ 
 

 

 

 

 

－1－ 





１．中国での調達について 

 

 

中国の関連製造会社から、「年間1,000万米ドル以上輸出がある外資企業

は、国内購入品の輸出もできるようになります」という連絡が届きまし

た。 

Q 
1．この根拠となる法令はどのようなものでしょうか。 

2．これに基づき、該当する関連会社を日本本社の国際調達拠点として機能さ

せることは可能でしょうか。 

3．以上が可能だとした場合、どのような手続き(経営範囲の変更等)を行わな

ければならないのでしょうか。 

 

：

 

1.「年間1,000万米ドル以上輸出が

ある外資企業は、国内購入品の輸出

が可能」と定めた規定は、『外国投資家投

資企業の輸出入経営権の拡大に関係する問

題に関する対外貿易経済合作部弁公庁の通

知』（外経貿[2001]62号 2001年7月2日発布 

施行）となります。 

A ：

2.「国際調達拠点としての機能」の意図す

るところは不知ですが、現地法人の自社製

品だけでなく中国国内の製品（但し、割当

許可証管理または専営商品以外）の調達輸

出業務に従事することは可能です。 

その条件として以下があります。 

(1) 外国投資家投資生産型企業の年輸出額

が1,000万米ドル以上であること 

(2) 申請前2年連続して税収、外国為替お

よび輸出入の分野において違法・規則違

反の記録がないこと 

(3) 国際貿易に従事する専門業務人員を有

すること 

3.ご指摘の通り上記通知によれば、このよ

うな輸出業務に従事する場合、原審査認可

部門に対して経営範囲の変更手続きを行う

必要があります。 

 なお、自社製品以外の中国国内製品を調

達し輸出する機能を持つことが可能な事業

形態として、上記以外にも以下のものが挙

げられます。但し、このような機能を持つ

ためには条件が定められていますので、そ

れぞれの関連規定をお読みください； 

①投資性公司（『外国企業の投資による投

資性公司の設立に関する規定』（商務部

令 2004年第 22号 2004年 11月 17日公布 

2004年12月16日施行）） 

②輸出買付センター（『外商投資輸出買付

センター設立に関する管理弁法』（商務

部、税関総署、国家税務総局、国家外為

管理局令[2003]第3号 2003年11月17日

発布）） 

 

 

 

－3－ 



２．F/Sについて 

 

 

保税区貿易会社で、利益を確保するためコミッションを現法設立時の

F/S時より高く設定し、その後また引き下げる等の操作をする場合、当

局からの干渉はあるのでしょうか。 

Q ：

 

 

F/Sは進出にあたって企業の事業計

画性や実行可能性をまとめたもので

あり、中国で事業が成り立っていくか否か

を見極めるための調査にすぎず、F/S報告

書に記載した内容を正確に実行する義務を

負うものではありません。 

 外高橋保税区の三聯発展公司にも確認し

ましたが、例えば生産用設備のリストは海

外から輸入する際に税関がチェックするの

で、事前に実際に近い数字を出すべきです

が、貿易にかかるコミッションは自社で決

めるものです。 

A ：

 コミッションとともに事業形態自体も変

わるのであれば話は別ですが、F/S上のコ

ミッション額･率より高く設定することに

ついては、F/Sを提出した保税区管理委員

会等がわざわざ確認し指摘するとも考えに

くく、干渉はないと考えます。 

－4－ 



３．現地法人所在地における製品倉庫建設について 

 

 

Q 上海に設立した生産型合弁企業が50年間の土地使用権を得て経営活動しています。 

 同敷地の空きスペースに製品倉庫を建設しようと考えておりますが、その際、

倉庫の建設と倉庫内の製品入出庫管理は他の物流会社へ委託しようとの案が出

てきました。そこで以下危惧しています。 

1．倉庫を建設するスペースは当初土地使用権を得たときの使用目的と異なる

目的での使用となること 

2．当該合弁企業への出資関係の無い他人資本で倉庫が建設されること 

3．他人が敷地内に入って倉庫管理業務を行うこと 

4．加えて将来当該合弁企業が生産した製品以外のグループ企業の製品まで含

めて保管・入出庫管理すること 

 これら懸念点に関し、実行可否とその論拠を教えてください。 

 

：

 

1．原則、国有土地使用権の払下を

受ける場合、土地管理部門との間で

締結する払下契約において用途が記載され、

かかる用途に応じて土地使用年限が決定さ

れます。例えば、商業用地であれば40年で

あり、居住用地であれば70年となっていま

す。（『都市部の国有地使用権の払下およ

び譲渡に関する暫定条例』国務院制定1990

年5月19日公布 同日施行第12条参照、以

下『暫定条例』）また、土地使用年限の長

短に応じて払下金額も異なってきますから、

結局用途が変われば払下契約に定めた権利

義務関係に変更がもたらされることになり

ます。しかしながら、ご質問のケース（工

業用地としての50年間の土地使用権を取得

済）では、製品倉庫を建設する場合、工業

用地としての用途は変わらないこと、つま

り、工業用地として払下を受けた土地を開

発して居住用地として分譲するケースなど

とは異なると考えられますので、同敷地の

空きスペースに製品倉庫を建設すること自

体は、問題はないと考えられます。 

A ：

 2．3．4． 

 上記『暫定条例』第24条において、「地

上建築物その他の定着物の所有者又は共有

者は、その建築物、定着物の使用範囲内の

土地使用権を有する。（土地使用者が地上

建築物、その他の定着物の所有権を譲渡す

る時には、その使用範囲内の土地使用権は

これに伴って譲渡されるが、地上建築物、

その他の定着物を動産として譲渡するとき

はこの限りではない。）」と規定されている

ことから、ご質問のケースのように、「合

弁企業が使用権を所有する土地」の上に、

「他人資本による他人に所有権がある建

物」を建設することはできないと考えます。
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（土地建物不可分の原則）よって、「合弁

企業が使用権を所有する敷地の空きスペー

スに製品倉庫を建設し、製品入出庫管理は

物流会社へ委託する」というケースでは、

「土地の使用権を所有する合弁企業が倉庫

も建設し、土地と建物（倉庫）を同一の所

有者とした上で、土地と建物（倉庫）を物

流会社に賃貸し、賃貸料を徴収する」、或

いは倉庫の建設を物流会社にさせたいので

あれば、「物流会社に敷地の空きスペース

分の土地使用権を譲渡し、物流会社の自ら

の土地使用権とした上で、倉庫を建設させ

る」ということになろうかと考えます。 

 一方で、賃貸に関しては、製造現法であ

る合弁会社が不動産の賃貸行為を行うこと

は、製造会社としての経営範囲を逸脱する

ことになるのではないかという議論が考え

られ、確かに、法的には、経営範囲外によ

る違法の問題を生じます。しかし、実務上

類似スキームの実例は結構あり、土地と倉

庫の賃貸が合弁企業の主要業務にならなけ

れば問題視されることはないようです。 
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４．国有地使用権の払下期間満了時の扱いについて 

 

 

『都市部の国有地使用権の払下および譲渡に関する暫定条例』国務院制

定1990年5月19日公布、同日施行）の第40条では、土地使用権の期間

が満了した場合、土地使用権および当該地上建築物その他の定着物の所有権は、

国が無償で取得すると規定されていますが、最近、ホテルや飲食店、百貨店な

どで経営期間が終了したケースなどは、全て国が無償で取り上げているのでし

ょうか。 

Q 

 

：

 

ご照会の個別の業種に限った情報は

入手できませんでしたが、合弁形態

の場合、土地使用権の期限と合弁期限が同

じで、経営期間が終了し、合弁を解消する

ケースでは、土地については中方が継続使

用するというのが一般的なようです。その

際には、ご指摘の『都市部の国有地使用権

の払下および譲渡に関する暫定条例』（国

務院制定1990年5月19日公布 同日施行）

の第41条に、土地使用権の期間が満了する

際の期間延長申請について記載があります

が、その際の扱いと同様に中方が改めて契

約を締結し、土地使用権の払下金を支払い、

登記手続を行っているものと思われます。

中方が継続使用しないのであれば、第40条

の規定通り国が無償で取り上げるというこ

ともあるのかと考えます。 A ：
 独資形態の場合（合弁形態の場合もそう

だと思いますが）、経営期間の期限に必ず

清算して撤退することを前提に進出してい

るというケースばかりではないと思われま

すので、上記暫定条例の第41条にある通り、

期間延長申請を選択するケースが多いのか

と考えますが、仮にあるとすれば、独資で

あれば継続使用する合弁パートナーもいま

せんので、経営期間を延長せず、土地使用

権の期間延長申請もせず、清算・撤退を選

択するといった場合には第40条の規定通り

国が無償で取り上げるということもあるの

かと考えます。 
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５．『外商投資商業分野管理弁法』と『外商投資商業企業試点弁法』

との関係について 

 

 

新たに『外商投資商業分野管理弁法』が施行されましたが、これまでの

『外国投資家投資商業企業試点弁法』との関係はどうなるのでしょうか。

例えば、今までは小売業務で合営商業企業の設立を申請する場合、外国合営者

は申請前3年の年平均商品売上高は、20億米ドル以上、申請前1年の資産額は

2億米ドル以上と非常にきつい縛りがあったのですが、今後は外国投資家投資

商業企業試点弁法にあった制限は考えなくてよいということなのでしょうか。 

Q 

 

：

 

『外商投資商業分野管理弁法』（商

務部令2004年第8号 2004年4月16日

公布 2004年6月1日施行 以下『商業弁

法』と『外商投資商業企業試点弁法』（国

家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部令

第12号令 1999年6月25日発布 施行 以

下『試点弁法』）との関係について、『商業

弁法』第29条にて「旧国家経済貿易委員会、

対外貿易経済合作部が共同で発布した『試

点弁法』は本弁法施行の日より廃止す

る。」と定められています。従って、『試点

弁法』にて定めてあった外国投資家の資格

要件（ご質問では、申請前3年の年平均商

品売上高は、20億米ドル以上、申請前1年

の資産額は2億米ドル以上との制限）は適

用されなくなります。 

A ：
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６．『外商投資商業分野管理弁法』の運用について 

 

 

Q 『外商投資商業分野管理弁法』の施行により 1．保税区外に輸出入＋流通権（内販権）を有する会社の設立が可能 

2．既存の製造会社も自社製品に関連する他社品の仕入れでのセット販売が

「経営範囲の拡大＝変更」で可能 

3．本年12月11日以降は独資での設立も可能 

と聞きおよびました。 

 上記1～3の事実確認と同一会社で複数の製品を取り扱う販社なども上記の

法令に従って、保税区外に販売会社の設立は可能でしょうか。 

 

：

 

1．『外商投資商業分野管理弁法』

（以下『商業弁法』の第2条に、「外

国の会社、企業およびその他の経済組織或

いは個人が中国国内において外商投資商業

企業を設立して経営活動に従事する場合、

本弁法を遵守する」と規定しており、保税

区外においても販売会社を設立することは

可能と考えます。 

 続いて、第9条に、認可を経て外商投資

商業企業は以下の業務を経営することがで

きる旨、規定されています。 

(1) 小売業務に従事する外商投資企業： 

①商品の小売 

②自営商品の輸入 

③買い入れた国内製品の輸出 

④その他の関連する付属業務 

(2) 卸売業務に従事する外商投資商業企業： 

①商品の卸売 

②手数料代理（競売は除く） 

③商品の輸出入 

④その他の関連する付属業務 

2．『商業弁法』の第24条で、「外商投資商

業企業以外のその他の外商投資企業が本弁

法第3条に挙げる経営活動に従事する場合

は、本弁法の規定に合致し、かつ法に依っ

て相応の経営範囲を変更しなければならな

い。」と規定しています。但し、この条文

だけ見れば経営範囲を追加することは可能

ということになりますが、経営範囲を追加

するとしても、せいぜい本業の性質が変わ

らない範囲内での追加、或いは一定の制限

の下での追加ということになろうかと考え

ます。つまり、取扱商品が現在の生産品目

に関連するものでないと、許可されない可

能性を否定できないということです。 

A ：

3．『商業弁法』の第21条で、「2004年12月

11日より、外資商業企業の設立を許可す

る。」と規定しています。 

 そして、「同一会社で複数の製品を取り

扱う販社なども上記の法令に従って、保税

区外に販売会社の設立は可能か」について

ですが、『商業弁法』の第9条で、「外商投

資商業企業は認可を経て以上の1種類或い

は数種類の販売業務に従事することができ、
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その経営する商品の種類は契約、定款の経

営範囲に関する内容の中に明記しなければ

ならない。」と規定されています。文字通

りこれを見れば、その経営する商品の種類

を契約、定款の経営範囲に関する内容の中

に明記すれば、数種類の販売業務に従事す

ることができると解釈可能ですが、この条

文の意図は、政府として確実にその企業の

経営範囲を把握しておこうということとで

はないかと考えられます。従って、F/S1

の内容が取扱商品に見合っているかどうか

が、審査・認可の際の重要なポイントとな

ってくるでしょうから、闇雲に取扱商品を

明記して、登録資本を最低の金額で申請し

たとした場合、認可の可能性は低いと考え

られます。あくまでも、F/Sという、本来

の考えに立ち返って現実可能な内容にする

ことがポイントとなってくるのではないで

しょうか。 

１『外商投資プロジェクト審査認可暫定管理

弁法』（国家発展改革委員会第22号 2004年

10月9日発布 同日施行）により、従前の

F/Sの代わりに「プロジェクト申請報告」

の提出が要求されています。 
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７．生産型企業の商業分野への経営範囲拡大について 

 

 

弊社は、上海外高橋（保税区）に貿易型企業（A社：独資）、中国内（一

般地域）に生産型企業（B社：独資）の子会社があります。貿易型企業A

社は、弊社製品と修理用部品を輸入するとともに、B社の中国製品を購入し、

中国製・日本製の製品、修理用部品を中国資本のディーラーを経由して国内販

売をいたしております。 

Q 

 そこで質問ですが、『外商投資商業分野管理弁法』が発布され、外資も卸売、

小売分野に参入できると聞きました。現在のB社の定款は、「製品の製造、組立

および販売」および「関連業務」となっておりますが、この機会をとらえて、

「製品および部品の国内外からの仕入れ、国内外への販売、賃貸、および関連

サービスの提供」という経営範囲を追加し下記業務を実施することは、可能で

しょうか。また、不可能であるとすれば、どの項目に問題があるのでしょうか。 

1．（B社製ではない）親会社製品用の修理部品の販売 

(1) 日本の親会社から輸入し、中国内で販売 

(2) 国内の供給元から仕入れ、中国内で販売 

(3) 国内の供給元から仕入れ、親会社に輸出 

2．アフターサービス 

(1) A社およびディーラーの修理業務担当者への教育（親会社製品の修理

サービスを含む） 

(2) B社による親会社製品の改造、修理 

① B社を通して販売したもの 

② B社を通さずに親会社からA社経由で販売したもの 

3．リース・レンタル事業 

(1) B社および親会社の製品を中国内の顧客にリース・レンタル 

4．（B社製でない）親会社製品、部品の一時保管 

(1) 親会社よりA社が輸入しB社倉庫で保管後、A社がディーラーに販売 

（A社－B社間での売買はせず、B社はA社の物流業務を委託） 

 

：

 

1.の業務は『外商投資商業分野管理

弁法』（以下『商業弁法』）でいう

「卸売業」に該当すると考えます。『商業

弁法』第9条では商業企業の経営範囲につ

いて規定しておりますが、卸売業は商品の

卸売と商品の輸出入が明記されております。

ここでいう「商品」の範囲については、7

月に開催しました外資政策セミナーにおい

A ：
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て、胡景岩商務部外国投資管理司長から自

社商品と関係ない商品も含まれる旨の発言

がありました。親会社製品の修理部品の国

内仕入･日本からの輸入、国内販売･親会社

の輸出はできると考えます。 

 2.3.4の業務については、『商業弁法』第

9条の「その他関連する付属業務」に該当

するかがポイントになります。流通におけ

る付属業務の範囲についてはWTO加盟文

書の中で、「自ら販売する商品のために、

在庫管理、組立、仕分、選別、小口化、配

送、冷蔵、貯蔵、倉庫、販売促進、マーケ

ティング、広告、インストール、アフター

サービス（保守・修理、研修を含む）を完

全な範囲で提供することができる。」と規

定しております。『商業弁法』における付

属業務についてもこれに準ずると考えます。 

 以上を踏まえて、2.について、B社が販

売する商品についてディーラーへの研修、

修理･改造は可能でも、A社経由で販売し

た商品の修理･改造はできないと考えます。

3.のリース、レンタル事業については付属

業務の範囲外と捉えるべきでしょう。4.も

B社が扱う商品の保管・物流業務は可能で

しょうが、B社の商流を介さない商品の保

管･物流業務はやはりできないと考えます。

以上法的な解釈となりますが、上記業務を

認可するかどうかは当局の判断によります

ので、当局への個別の確認をお勧めします。 

－12－ 



８．『外商投資商業分野管理弁法』における既存外商投資企業の 

経営範囲の変更について 

 

 

『外商投資商業分野管理弁法』の第24条は、既存の外商投資企業が規定

に合致し、経営範囲の変更を行えば外商投資商業企業と同じ行為が可能

であるという解釈で、生産企業も経営範囲の変更により外商投資商業企業と同

じ行為が可能であると考えてよろしいでしょうか。 

Q 

 また、外商投資商業企業の経営期限は一般に30年を超えてはならないとあ

りますが、外商投資企業の経営期限との間に何らかの関連はあるのでしょうか。 

 

：

 

『外商投資商業企業分野管理弁法』

第24条の規定は、条件を満たせば既

存の外商投資企業（主に生産型が中心だと

考えますが）でも、卸売や小売に従事でき

ることと理解して良いと考えます。なお、

『外国投資者の投資による投資性公司の設

立に関する規定』（商務部令[2004]第22号

2004年11月17日公布 2004年12月16日施

行）によれば投資性公司でもこれらの業務

が可能と考えられます。但し、保税区企業

も同様に条件を満たせば、卸売や小売に従

事できるか否かは何ともいえません。 

A ：

 次に、経営期限については、既に存在し

ている外商投資企業の経営期限が有効だと

考えます。卸売や小売に従事することは経

営範囲を修正することにより営業許可証に

記載されるでしょうが、経営期限はオリジ

ナルのままではないかと考えます。 
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９．『対外貿易経営者備案登記弁法』における既存生産型企業の 

対外貿易権備案登記について 

 

 

『対外貿易経営者備案登記弁法』について、従来外商投資の生産型企業

は対外経営貿易権を有していましたが、本弁法施行日以降に設立した場

合、対外経営貿易権の備案登記を行う必要があるのでしょうか。従来の生産型

企業の範疇、つまり原材料を仕入れ、それらを加工して製品に仕上げ国内販売

あるいは輸出する場合においては必要ないと考えてよいのでしょうか。 

Q 

 

：

 

『対外貿易経営者届出登記弁法』

（商務部令2004年第14号 2004年6

月25日発布 2004年7月1日施行）第14条に

おいて、「対外貿易経営者が元の認可され

た経営範囲を超えて輸出入経営活動に従事

する場合は、本弁法に照らして届出登記を

行わなければならない。」と定めているこ

とから、生産型企業で、かつ原材料の輸入、

製品の輸出をするという自営輸出入経営に

留まるのであれば、新たな届出は必要ない

のではないかと判断します。 

A ：
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10．サンプル調達について 

 

 

弊社は中国に生産型企業の独資子会社を保有しています。中国市場での

競合他社サンプル品が日本での調査用に必要となり、子会社を介して入

手しようと考えています。この場合、サンプルといえども、取次販売とみなさ

れ経営範囲から外れるという理由で、認められないのでしょうか。 

Q 

 また、子会社の経理処理上は貿易外受取の「対外代理業務による受取金」と

いう名目で、日本から支払われた代金を処理できると考えてよいのでしょうか。 

 

：

 

日本の親会社が生産型企業の独資子

会社を介し、他社のサンプル品を調

達及び輸入する場合、その子会社は、生産

型企業であり、当然ながら他社の製品を輸

出する輸出権を保有していないため、経営

範囲を逸脱する行為となることから認めら

れないと考えます。 

 一方、その独資子会社から輸出入権のあ

る外貿公司や輸出入権のある物流会社を通

じて、日本の親会社へ輸出することは可能

であると考えます。 A ：  また、日本の親会社とコンサルタント会

社の間で、市場調査に関する業務委託契約

を締結し、市場調査用の資料、サンプル等

として輸出を行い、日本の親会社からコン

サルタント会社へは、業務委託料として送

金することはできると考えられますが、現

地コンサルタント会社などに確認されるこ

とをお勧めします。 
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11．フランチャイズチェーンについて 

 

 

弊社は北京において小型機械販売のフランチャイズ契約を中国資本と締

結する予定があります。弊社（フランチャイザー）より中国資本（フラ

ンチャイジー）に対し、①従業員教育、②品揃え、③財務管理、④店舗設計、

店内レイアウトなどのノウハウを提供し、その見返りとしてフランチャイジー

から、加盟金、ロイヤリティーなどを受取ることを考えていますが、この種の

契約に関する許認可について以下の点を教えて下さい。 

Q ：

1．許認可機関 

2．許認可手続きの内容 

 

 

貴社は外国企業ではなく、現地法人

であるという理解でコメントします。 

 まず、フランチャイズの定義について、

日本では法的に規定されているものはあり

ませんが、社団法人日本フランチャイズチ

ェーン協会では「フランチャイズとは、事

業者（以下「フランチャイザー」）が他の

事業者（以下「フランチャイジー」）との

間に契約を結び、自己の商標、サービス・

マーク、トレード・ネーム、その他の営業

の象徴となる標識、及び経営のノウハウを

用いて、同一のイメージのもとに商品の販

売、その他の事業を行う権利を与え、一方、

フランチャイジーはその見返りとして一定

の対価を支払い、事業に必要な資金を投下

してフランチャイザーの指導及び援助のも

とに事業を行う両者の継続的関係をいう」

と定義しています。 

 『外商投資商業分野管理弁法』（商務部

令[2004]第8号 2004年4月16日公布 同年

6月1日施行 以下『弁法』）第3条第4項に

フランチャイズ経営について「報酬或いは

フランチャイズ経営費を受け取るために契

約の締結を通じて、他人にその商業、商号、

経営規模などの使用を与える」と規定して

おり、中国においても経営ノウハウを提供

し、その対価として、一定額を受け取ると

いう点で日本の考え方とほぼ同じと理解し

て良いと考えます。 

A ：

 従って、貴社がご質問にあるような内容

において、中国資本企業とフランチャイズ

契約を締結するとなれば、『弁法』に従い、

まず商務部門に対して経営範囲の拡大申請

を行い、認可を得る必要があるものと考え

ます。 

 また、『弁法』第19条には「国がフラン

チャイズ活動に対して別途規定のある場合

は、その規定も遵守しなければならない」

と規定されていますが、その他の規定とし

て『商業フランチャイズ管理弁法』（商務

部令第25号 2004年12月31日公布 2005年

2月1日施行）が挙げられ、この中にフラン

チャイザーとフランチャイジーの双方の権

利、義務などが規定されています。従って、
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この中に規定されている以下の外商投資企

業に関する規定をあわせて遵守しなければ

いけません。 

・「外商投資産業指導目録」における禁止

類業務に従事してはならない。 

・フランチャイズ経営に従事する際、元の

審査認可部門に対し、以下の資料を揃え

て、経営範囲の追加申請を行わなければ

ならない。（尚、『商業フランチャイズ管

理弁法』の施行日より以前にフランチャ

イズ経営に従事している場合には、業務

情況を元の審査認可部門へ届出なければ

ならない。） 

①申請書および董事会決議 

②企業の営業許可、外商投資企業批准証

書（コピー） 

③契約、定款の修正協議（独資企業の場

合は定款の修正のみ） 

④弁法に規定するフランチャイザーの条

件に合致することを証明する関連資料 

⑤弁法において開示を要求するフランチ

ャイザーの基本情報資料 

⑥フランチャイズ契約（様式） 

⑦フランチャイズ経営マニュアル 

・毎年1月に前年度締結したフランチャイ

ズ契約の状況を元の審査認可部門および

フランチャイジー所在地の商務主管部門

へ届出なければならない。 
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12．代理店契約について 

 

 

Q 中国の合弁会社（S社：中方がマジョリティ）と当社で、A製品について中国国内における独占代理店契約を結ぶつもりでいます。 

 なお、A製品は当社の親会社（B社）の100％出資子会社（E社）で製造し

ています。E社はA製品と全く同等の製品（B製品）をB社ブランドで製造して

おり、B社の販売網で中国に販売しています。S社の責任者は「B製品がB社の

販売網で中国で売られていることについては問題がないので、A製品について

の独占権を与えてくれればよい」と言っています。ただ、その責任者が別の人

に替わり、「B製品の販売は独占権に抵触する」とクレームをつけられた場合に

問題とならないような契約を交わしておきたいので、注意点を教えてください。 

 ちなみに、当社への親会社（B社）の出資比率は約75％となっています。 

 当社、B社、E社のグループ企業が共謀して、「S社の独占権を侵害した」と

いうクレームを防ぐために、何らかのプロテクトをしたいと考えています。 

 

：

 

現在のS社担当者はA製品と同等の

製品であるB製品が別の商流で流通

していることを了承しているようですが、

契約書の中にも「同等のB製品が市場に出

ていることについて、S社は認識しており、

当社、B社、E社に対して異議申し立てを

しないことに同意する」旨付け加えるべき

と考えます。 

 本独占代理店契約は「A製品」というブ

ランドについてその販売権を独占的に与え

るものであり、E社でA製品と同品質の製

品であるB製品が製造され、別のブランド、

商流で販売されていることについては、製

品機能の類似性、ターゲットとする市場の

共通性などを考慮のうえ判断すべきでしょ

うが、本件の場合、ブランドの異なるB製

品が、A製品と競合しうるという前提に立

って、上記のような規定を設けても良いの

ではないでしょうか。 A ：  その他に2つ注意点を説明します。 

1.「S社がA製品の独占販売を行なうにあ

たり、卸売り販売のライセンスを有して

いるか」 

 S社が生産型企業の場合、他社製品の卸

売りをすることができません。S社は合弁

企業とのことですので、『外商投資商業分

野管理弁法』（商務部令[2004]第8号 2004

年4月16日公布 同年6月1日施行）に基づ

き、商業分野に従事すべく経営範囲の拡大

の申請を行なう必要があります。 

2.「商標使用許諾契約は盛り込まれている

か」 

 当社が有する商標使用許諾について、独

占代理店契約の中で規定するか、または別

途、商標使用許諾契約を結ぶべきと考えま

す。また、その際に無断で商標が利用され
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ないようS社が使用する、当社及びA製品

の商標をリストアップして契約に添付した

方が良いと考えます（もちろん、中国での

商標登録が前提になります）。 

以上ポイントのみ述べましたが、詳細につ

いては弁護士事務所にご相談されることを

お勧めします。 
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13．『外商投資商業分野管理弁法』に基づく生産型企業の経営範囲拡大について 
 

 

 

『外商投資商業分野管理弁法』の第24条に従い、既に設立済みで生産行

為を実施中の当社拠点（以下、A社）の経営範囲を拡大しようと考えて

います。 

Q 
 具体的には、現地生産を継続しつつ、加えて親会社製品をA社として完成品

で輸入し国内販売すること、また、他社へ生産委託してその製品に付加価値を

つけずにそのままA社製品として国内販売することなどを考えています。これ

は、製品バリエーションの拡大が目的であり、主体は生産型企業のままで、

90％を自社生産品、残りを輸入または委託生産品の販売として考えています。 

 先日（2004年）、A社がある地方開発区（国家級）へ問い合わせをしたとこ

ろ、「実態が生産中心であっても、商業企業として経営範囲を拡大した時点で

生産型企業の恩典である二免三減や設備免税はなくなる」、また、「2005年初

めに関連規則が明文化されるので、それまで待つように」と言われました。 

 最新の情報、動向はどのようになっているのでしょうか。また、何か解決で

きる良い方法があれば教えてください。 

 

：

 

『外商投資企業が生産性と非生産性

業務を兼営する場合どのように税収

優遇を享受するかの問題に関する通知』

（国家税務総局 国税発[1994]209号 1994

年9月19日公布、1994年1月1日施行 以下

『通知』）第2条第1項によると、「税法第8

条（二免三減のことを指します）で規定し

ている企業が利益計上より計算する減免税

期限内において、兼業性外商投資企業はそ

の生産性経営収入が全ての業務収入の50％

を超過している年度は、申請を提出して主

管税務機関の認定後、当該年度に相応の減

免税待遇を享受できる。その生産性経営収

入が全ての業務収入の50％に満たない年度

は、当該年度は相応の減免税優遇待遇を享

受できない」とあります。 

A  一方、『外商投資非商業企業の販売経営

範囲追加の関連問題に関する通知』（商務

部 2005年4月2日公布）によると、「生産

性企業が経営範囲変更後、継続して生産型

企業とする場合、その販売営業収入は一般

的に企業総販売額の30％を下回らない」と

記されており、国家税務総局の『通知』と

齟齬が生じていました。 

：

 その後、2005年9月2日に商務部より『外

商投資商業（分銷）企業手引きハンドブッ

ク』が発表され、その内容によると、税法

の通知を優先する旨の文言が記載されてお

り、すなわち50％規準で生産型企業である

か否かを判断することとなります。 

 従って、二免三減に関しては、『通知』

第2条第1項に基づき、「兼業性外商投資企
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業はその生産性経営収入が全ての業務収入

の50％を超過している年度は、申請を提出

して主管税務機関の認定後当該年度に相応

の減免税待遇を享受できる」ということか

と考えます。 

 設備免税に関しては、『輸入設備の税収

政策の調整に関する通達』（国務院 国発

[1997]37号 1997年12月29日発布 同日施

行）の輸入設備免税の範囲に基づき、輸入

設備免税の範囲は『外商投資産業指導目

録』の奨励類に合致することであり、これ

は生産型企業か否かが問題になることでは

ありません。 
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14．保税区外企業の保税販売について 

 

 

Q 中国国内（一般地域）への保税販売は、保税区企業しかできないのでしょうか。 

 日本の親会社の製品である電子部品を購入したい中国国内の顧客（セットメ

ーカー）がその輸入部品を使って組み立てた製品を輸出する場合に、顧客は親

会社の製品を保税で買いたいというニーズがあります。 

 例えば、『外商投資商業分野管理弁法』に基づく商業企業は、保税区外の一

般地域に設立されるものと思いますが、保税のまま顧客に販売することはでき

ないのでしょうか。また、投資性公司が地域本部の資格を獲得した場合は、親

会社の製品を中国に輸入して中国国内で販売することができるようになってい

ますが、この場合はどうなのでしょうか。 

 

：

 

ご質問の主旨を「通常の進料加工に

よる委託加工スキームを採る訳では

なく、また或いは、製品の輸出先は何処に

なるか未定ではあるが、何れにしても、そ

の部品を使用し、セットメーカーによって

組み立てられた製品を最終的に中国国外に

輸出することから、最初から部品を中国国

内に保税状態で持ち込むこと（保税状態で

売買すること）は可能ではないか」、また

「その売買を保税区外の一般地域に設立さ

れる『外商投資商業分野管理弁法』に基づ

いて設立された商業企業や、地域本部の資

格を獲得した投資性公司が行うことが可能

か」と仮定して、回答します。 

 最初に、ご質問の「中国国内（一般地

域）への保税販売は、保税区企業しかでき

ないのか」についてお答えする前に、1点

説明します。輸入取引において「関税およ

び輸入段階での税の徴収を免除される取

引」は、大まかに2つあると考えますが、

その 1つは、『上海外高橋保税区条例』

（1996年12月20日公布 1997年1月1日施行 

以下『条例』）の第37条の通り、国外より

保税区へ搬入される以下に列挙する貨物、

物品となります。 

A ：

(1) 輸入貨物（※国外より外高橋保税区へ

搬入される輸入貨物） 

(2) 中継貨物 

(3) 保税区内に保管する貨物 

(4) 保税区内の企業の生産に必要な原材料、

部品、包装材 

(5) 保税区内の建設プロジェクトに必要な

機器、設備及び基礎建設物資 

(6)保税区内の企業や機関が使用する機器、

設備及び合理的な数量の事務用品、燃料、

補修用部品 

加えて、続く第39条には「保税区から非保

税区へ搬出する貨物は、国に別途規定のあ

る場合を除き、国の貨物輸入の規定を参照

し、関税及び輸入段階での税を徴収する」
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とされています。 

 次に、「関税及び輸入段階での税の徴収

を免除される取引」の2つ目は『加工貿易

審査認可管理暫定弁法』（対外貿易経済合

作部 1999年5月27日公布 1999年6月1日

施行 以下『暫定弁法』）の第2条の通り、

「国外から輸入原料部品の全部または一部

を保税輸入し、国内企業による加工または

組立てを経た後に、完成品を再輸出する経

営活動である、来料加工と進料加工」とな

ります。 

 以上の2つの法令から、国外から保税状

態で輸入できる貨物、物品は『条例』の

(1)～(6)と、『暫定弁法』でいうところの

委託加工に使用される部材となります。加

えて、『条例』第39条にある通り、保税区

に到着している時点では保税貨物であって

も、保税区から非保税区へ搬出する際には、

関税及び輸入段階での税を徴収されてしま

います。 

 以上のことを総合し、厳密にいえば、現

状では「中国国内（一般地域）への保税販

売は、保税区企業しかできない」のではな

く、「中国国内（一般地域）への保税販売

は、保税区企業が輸出加工用の原材料を進

料加工企業へ販売する場合に限りできる」

といえると考えます。 

 また、保税状態での売買が認められる進

料加工の転廠であれば、保税区企業だけで

なく、区外の加工企業（加工貿易登録企

業）間で、保税製品の売買は可能ですが、

何れにしても、加工貿易契約という枠組み

の中での話となります。 

 ご質問の「外商投資商業企業」や「投資

性公司」は、保税区の貿易型企業や、加工

貿易企業として免許が与えられている生産

型企業とは性質を異にしますので、それら

が輸入する製品を保税のまま顧客に販売す

るということはできないと考えます。 

 補足ですが、ご照会のように、輸入部品

を使って組み立てた製品を最終的に中国国

外に全量輸出する場合、当初から保税で部

品を買いたいというニーズそのものは、上

述の理由などから満たすことはできません

が、「一部同様の効果」として、輸出後に、

輸入時に支払った増値税の還付を受けるこ

とは可能です。これは増値税の輸出還付を

定めた法令、『輸出入経営権を有する生産

型企業が自社（委託）輸出する物品に対す

る税額の免除・控除・還付税収管理弁法の

通知』（財税字[1997]50号 1997年5月21

日）の第2条に、「免除・控除・還付」方法

として規定されています。ここで、「一部

同様の効果」としたのは、輸出後に還付を

受けることができる税額の種類は、「増値

税のみ」であり（関税は対象外）、加えて

還付率には掛け目があり、製品によっては

全額還付を受けることができないためです。 

 なお、『輸出貨物税還付率調整に関する

通知』（財政部、国家税務総局 2003年10

月13日公布 2004年1月1日施行）により、

現行の輸出還付税率が17％及び15％の貨物

は、その輸出税還付率が一律13％に、また、

現行の徴税率及び還付率が13％の貨物は、

その輸出還付税率が一律11％に引き下げら

れました。 
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15．中関村の優遇措置について 

 

 

Q 中関村における経営範囲の認可で、具体的にどのような優遇が受けられるのでしょうか。 

 特に、独資企業に対し、自社製品以外のメンテナンスサービスを経営範囲に

含めることができるでしょうか。 

 

：

 

結論としては、経営範囲において中

関村固有の優遇規定はなく、自社製

品以外のメンテナンスサービスを経営範囲

に含めることは不可能であるものと考えま

す。 

 「自社製品以外のメンテナンスサービ

ス」については、一般地域の一部の企業に

おいて認可された例はありますが、これは

あくまで特例であり一般的に認められてい

るとはいいがたいものと考えます。保税区

企業の経営範囲では、一般的に自社製品及

び関連製品についてのメンテナンスサービ

スの業務を行うことが認められていました

が、自社製品以外のアフターメンテナンス

サービスについては原則認められていませ

ん。 

A ：

 しかしながら、以前、上海の外高橋保税

区連合発展有限公司へ確認した際に、実際

の運用ではアフターサービスの対象である

「関連製品」の定義が不明であり、実務上、

本当に「関連製品」に対してアフターサー

ビスを行っているか否か、確認が困難なた

め、他社製品のアフターサービスも行われ

ているのが現状とのコメントがありました。 
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16．輸出加工区からの国内販売について(1) 

 

 

輸出加工区（上海松江輸出加工区）にある製造会社は100％輸出を基本

としていますが、加工製品の30％までは中国国内への販売が可能と聞い

ています。しかし、この際の「国内販売」とは中国国内への輸入販売（外貨

取引）のことを指すのでしょうか。それとも完全なる中国国内との国内取引

（人民元取引）を指すのでしょうか。あるいは両方可能で、その両方の合計

として30％とされるのでしょうか。 

Q 

 

：

 

まず、輸出加工区企業に対して内販

比率制限を明確に定めた規定はあり

ません。これは、製品輸出企業で生産高の

7割以上を輸出しなければ、企業所得税上

のメリット（『外商投資企業及び外国企業

所得税法実施細則』第75条第1項(7)号）を

享受することができないという事情がある

ためかと考えます。 

 『税関の輸出加工区に対する監督管理暫

定弁法』（2003年9月2日『国務院の「税関

の輸出加工区に対する監督管理暫定弁法」

の改正に関する決定』に基づき修正）では、

加工区以外の中国国内のその他の地区を

『区外』と定め、『国外』と明確に区分し

ています。輸出加工区は税関が監督管理す

る特定地域であり、『区外』はいわゆる

「境内関外」（国内にあるが税関の外にあ

る）と位置付けられています。 

 また、『輸出加工区加工貿易管理暫定弁

法』（対外貿易経済合作部2001年4月1日施

行）第10条によれば「特殊な事情や或いは

外商投資企業が企業契約書（定款）の規定

に基づき区外の国内に販売する必要がある

場合には、区内企業が加工区税関で輸出手

続を行い、区外の企業は貨物輸入の関係規

定に基づき加工区税関で通関手続を行う」

と規定されており、中国国内への販売は全

て「中国への輸出」として取り扱われます。 

A ：

 よって、ご質問の「国内販売」とは、あ

くまで通関手続を経たうえでの中国国内へ

の輸出（国内サイドから見れば輸入）取引

になります。 

 なお、『輸出加工区外貨管理暫定弁法』

（国家外貨管理局2000年9月1日施行）第34

条によれば「税関の許可を受けて一部製品

の国内販売を行うときは、区外への貨物代

金として人民元資金を受け取ることができ

る。また、外貨管理局の認定書があれば、

国内販売代金としての人民元を使って銀行

で外貨購入ができる」と規定されており、

決済通貨に関しては、外貨、人民元建て双

方の取引が可能と考えられます。 
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17．輸出加工区からの国内販売について(2) 

 

 

Q 輸出加工区企業の実状として、区外輸出取引が多いかと思われますが、以下の区外輸出取引における保税取引 

(1) 他輸出加工区企業との取引 

(2) 保税区貿易企業との取引 

(3) 加工手冊を使用しての加工貿易企業との取引 

(4) 物流園区との取引 

 これらは国外への輸出と同様に見なされ、7割以上の輸出が必要と定められ

ている企業所得税上のメリットを享受することが出来るのでしょうか。 

 また、別の観点になりますが、区外輸出取引を行った場合の人民元取引のみ

が、7割以上と規定される輸出に含まれず、企業所得税上のメリットを享受で

きなくなるのでしょうか。 

 

：

 

従来の輸出加工区に関わる法令にお

いては、ご照会の(1)～(4)の取引に

関して、明確に規定したものはありません。

貨物の輸出加工区からの移動に関しては、

『税関の輸出加工区に対する監督管理暫定

弁法』（2003年9月2日『国務院の「中華人

民共和国税関の輸出加工区に対する監督管

理暫定弁法」の改正に関する決定』にもと

づき修正）の第3章「加工区と区外の間を

出入りする貨物の監督管理」第20条におい

て「区内企業の加工製品および加工生産の

過程で生じた端材、不良品、不合格品など

は、国外へ再搬出しなければならない。特

別な状況で区外へ搬出する必要がある場合

は企業が申請し、主管税関の認可を経た後、

内販時の状態に準じて分類を確定し、かつ

徴税する」という国内販売に関する条文と、

第21条「区内企業が確実に必要のある場合

は、関係する金型、半製品などを区外へ搬

出して加工を行うことができる。加工区の

主管税関長の認可を経て、委託を受けた区

外企業が加工区の主管税関へ貨物に課税す

べき関税及び輸入段階での増値税に相当す

る保証金或いは保証状を納めた後、出区手

続を行う」という条文のみで、国内販売に

ついて触れてはいるものの、ご照会の(1)

～(4)の区域との保税取引については、明

確な規定はありません。 

A ：

 一方、2005年3月21日公布、2005年5月1

日から施行の『輸出加工区貨物の出区深加

工結転管理弁法』（税関総署令第126号）の

第2条において、「輸出加工区貨物の出区深

加工結転（注：結転＝再委託加工）とは、

区内の加工企業が、『中華人民共和国税関

の輸出加工区に対する監督管理の暫定弁

法』の関係する規定に照らして通関手続を

行い、当該企業が加工生産した製品を、直

接或いは保税倉庫企業を通じて、その他の
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輸出加工区や保税区など税関の特殊監督管

理区域内および区外の加工企業へ転入して、

さらに加工を行った後に再輸出する経営活

動を指す」と、ご照会の(1)～(4)の区域へ

の転入についても明確に規定されているこ

とから、2005年5月1日からは正式にご照会

のような保税の再委託加工が可能になるも

のと考えます。この場合、国内販売とは異

なりますので、7割以上の輸出の範疇とな

り、企業所得税上のメリットを受けること

も可能と考えます。 

 また、再委託加工以外の方法で行う区外

への人民元での取引は国内販売となります

ので、7割以上と規定される輸出取引には

含まれず、輸出加工区の企業としては原則、

3割を超えることは認められないと考えま

す。 
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18．製造会社での輸入販売について(1) 

 

 

輸入販売も兼業する製造会社の新規設立について教えてください。 

既存の会社であれば、『外商投資商業分野管理弁法』に基づく申請により

経営範囲を拡大することになるかと思いますが、新規に設立する場合にはどの

ような申請、認可手続となるのでしょうか。また、『外商投資商業分野管理弁

法』と『外資（独資）法』との関係はどのようになるのでしょうか。 

Q 

 また、日本からの同等製品の輸入の際に、この製品が親会社の製品である場

合と、他社製品である場合とで違いはあるのでしょうか。 

 

：

 

ご指摘の通り、2004年6月1日に施行

された『外商投資商業分野管理弁

法』（以下『商業弁法』）第24条によれば、

既存の外商投資の生産型企業が商業分野に

従事する場合、商業弁法の規定に従い、経

営範囲を変更することにより可能と規定し

ています。 

 一方、ご指摘の生産と商業とを兼業する

外商投資企業を同時に1つの手続きにて設

立することについては、『商業弁法』には

規定がありません（勿論、『外資企業法』

およびその実施細則においても規定されて

いません）。 

 また、商業弁法における外資商業企業の

設立手続き（商業弁法第10条）は、『外資

企業法実施細則』における外資企業設立の

手続き（第7条～第11条）と異なっていま

す。 A ：
この点も踏まえると、生産と商業とを兼業

する外商投資企業を同時に1つの手続きに

て設立することは難しいのではないかと考

えます。現状は、まず生産型企業を設立し

た後に経営範囲を変更して商業分野にも従

事するという手続きになろうかと考えます。 

 次のご質問について、上述の通り生産と

商業とを兼業する外商投資企業を同時に1

つの手続きにて設立することは難しいと考

えられますが、まず生産型を設立して、そ

の後商業分野の卸売業に従事できるよう経

営範囲を変更すれば、親会社の製品に限ら

ず商品の輸出入をその経営範囲に含めるこ

とができると考えます。 
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19．製造会社での輸入販売について(2) 

 

 

製造会社を設立した後に、卸売業にも従事できるよう、経営範囲の拡大

を申請したいと考えています。どのタイミングで申請すればよいでしょ

うか。また、製造会社が親会社製品を輸入し、それを内販権を有する代理店に

販売させるということは可能でしょうか。 

Q ：

 

 

製造会社の設立批准を取得し、工商

登記の完了後営業許可証を取得すれ

ば、当該製造会社は設立したことになりま

す。基本的には、この設立の後でなければ

『外商投資商業分野管理弁法』第24条の規

定に従った経営範囲の変更を行うのは認め

られないのではないかと考えます。 

 この第24条では、経営範囲の変更申請が

認められる条件や時期が規定されていない

ため、設立後であれば経営範囲の変更申請

は認められると考えます。 

 しかしながら、経営範囲の変更申請には、

『外商投資商業分野管理弁法』第12条にて

要求されているF/S報告を提出する必要が

あると考えられ、この報告のなかで、製造

会社として順調な経営を維持しながら、商

業分野における経営で利益が十分確保でき

るなどの具体的な事業計画を訴求する必要

があろうかと考えます。すなわち、経営範

囲の変更可否は、商業分野での事業計画に

関するF/S報告の内容如何ではないかと考

えます。 

 次に、製造会社が親会社製品を輸入し、

それを内販権を有する代理店に販売させる

ことが可能かというご質問について、そも

そも製造会社が輸入できるのは、自社製品

の製造に必要な原材料や設備に限定されて

おり、製造会社が親会社の製品を輸入する、

すなわち自社製品の原材料や設備といった

取扱範囲を越えた商品を輸入し、国内で販

売することは、貿易企業、投資性公司で一

定の条件を満たしたものや商業企業の卸売

業など以外は認められないと考えます。 

A ：

 厳密にいうと、2004年7月の『対外貿易

法』の改正により、どの外資企業も対外貿

易経営者としての登録は認められるように

なりましたが、実際には、上述の一部の企

業にしか商品を輸入して国内販売をするこ

とができず、それ以外の外商投資企業は商

品を輸入しても国内にて販売する権限を付

与されていないので、結果として輸入でき

ないことになってしまいます。 

 ご質問のスキームについては、製造会社

が親会社製品の商品を輸入しても、内販権

のある代理店に国内販売することができな

いので、不可能という結論になろうかと考

えます。 
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１．『企業国有財産権譲渡管理暫定弁法』と出資持分譲渡の関係について 

 

 

中国で設立した合弁企業があります。中方企業（国有企業）から合弁会

社への出資持分の全部を当社に譲渡し、合弁を解消したい（よって合弁

会社は当社の独資企業になる）という申出があった場合における合弁企業の出

資持分譲渡について教えてください。 

Q ：

１．合弁企業の出資持分譲渡は、『企業国有財産権譲渡管理暫定弁法』(以下

『弁法』)の適用を受けると聞きました。合弁企業の設立は1994年なのです

が、それでも『弁法』の適用を受けるのでしょうか。 

２．合弁企業には『中外合資経営企業法』や『外商投資企業投資家の出資持分

の変更に関する若干の規定』も適用があるのではないかと思います。これら

の法律と『弁法』の適用に関する優先関係はどのようになっているのでしょ

うか。 

３.『弁法』は、企業国有財産権の譲渡は「財産権取引機構」において公開で行

い、譲渡方式は、競売、入札、協議譲渡その他の法定の方式を採用すると定

めています。また、譲渡側が資産評価機関に委託して資産評価を行い、譲渡

価格確定の参考にしなければならず、譲渡価格はその評価結果の90％を下回

ってはならない旨を定めています。 

 一方、合弁契約では、合弁当事者が出資持分の全部を売却する場合は、他

方の合弁当事者に優先買取権があり、譲渡価格は譲渡時の純資産に出資比率

を乗じた価格を考慮して決定する旨を定めています（因みに『中外合資経営

企業法』にも、他の合弁当事者が優先買取権を有すると規定されています）。 

(1) この場合、合弁契約が『弁法』より優先し、本件出資持分譲渡を公開せ

ず、また競売、入札などを行わずに、直ちに合弁当事者同士が協議を行い、

合弁契約に従い譲渡価格を決められると考えてよいのでしょうか。 

(2) 譲渡価格が、資産評価機関の評価結果を参考にしても、合弁当事者同士

の協議で決められないときには、合弁契約に従い仲裁で譲渡価格を決める

ことができるでしょうか。 

 この場合には、仲裁で決められた譲渡価格が『弁法』で定める評価結果

の90％を下回る結果になってもよいのでしょうか。 

 

 

A 1.1994年に設立された合弁会社の出資持分譲渡は、『企業国有財産権譲

渡管理暫定弁法』(国有資産監督管理委員

会 財政部令 第3号 2003年12月31日公布 

：
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2004年2月1日施行 以下『弁法』)の適用を

受けるのかとのご質問について、設立が

1994年であっても、譲渡行為が国有財産暫

定弁法施行後であれば、同法の適用を受け

ることになります。 

2．『中外合資経営企業法』および『外商投

資企業投資家の出資持分の変更に関する若

干の規定』（1997年5月28日施行）などの規

定と『弁法』との優先関係は如何、とのご

質問について、外商投資に関するこれらの

規定は一般法であり、『弁法』は国有資産

に関する特別法として優先的に適用される

ものと考えられます。 

3．合弁企業における中方持分（国有資産

の場合）を買い取る場合、『弁法』で定め

る具体的方法（「財産権取引機構」におい

て公開し、譲渡価格は資産評価機関による

確定評価額の資産評価を行い、評価結果の

額の90％を下回ってはならない）と合弁契

約に定める具体的方法（日方に優先買取権

があり、譲渡価格は譲渡時の純資産に出資

比率を乗じた価格を考慮して決定）との違

いに関連して； 

(1) この場合、合弁契約が『弁法』より優

先し、直ちに合弁当事者同士が協議を行

い、合弁契約に従い譲渡価格を決められ

ると考えてよいかとのご質問について、

国有資産に関する特別法としての『弁

法』は、国有資産流失防止という趣旨に

出るものであり、強行法規性を有するも

のと考えられ、契約によって排除するこ

とはできないものと考えます。従って、

合弁契約の規定の如何に拘わらず、『弁

法』の拘束を受けるとされる可能性は残

ります。 

(2) 譲渡価格が、資産評価機関の評価結果

を参考にしても、合弁当事者同士の協議

で決められないときには、合弁契約に従

い仲裁で譲渡価格を決めることができる

のかとのご質問について、『弁法』を強

行規定と解するならば、理論的には仲裁

機関の判断もそれに拘束される（それと

矛盾する裁決を下すことはできない）と

いうことになろうかと考えます。しかし

ながら、実際に仲裁機関がかかる拘束に

従わずに90％を下回る裁決を下した場合

には、事実上それに従って確定する可能

性もあるものといえます。 

 

 最後に付言すると、『弁法』が外商投資

企業についてどこまで適用されるのか、と

いう点については外国企業からの疑問が多

く、そもそも適用されるべきではないとい

う反対論にも根強いものがあります。しか

しながら、外商投資企業を管轄する商務部

を頂点とする対外経済貿易部門としては、

国務院国有資産監督委員会との間で十分に

協調しているとはいえず、現時点では他部

門である同委員会の規定として、何ら外商

投資企業について区別する規定を設けてい

ない以上、同委員会の規定を尊重せざるを

得ない、という立場に立っているようです。 
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２．合弁企業の出資持分譲渡の手続きについて 

 

 

Ａ社（中国国有）とＢ社（日本）の２社で合弁会社Ｃ社の持分を持って

おり、定款で持分譲渡は董事会での出席董事全員一致の決議が必要とし

ているとします。 

Q ：

 『企業国有財産権譲渡管理暫定弁法』（以下『弁法』に基づく競売などの結

果、Ａ社のＣ社持分の譲渡先が、Ｂ社ではなく別の会社に決まった場合、董事

会の持分譲渡議案についてＢ社の董事が持分譲渡議案に反対をすることで、譲

渡をできなくするということは実質的に可能なのでしょうか。 

 それとも、そもそも持分譲渡にあたっては、先に『Ａ社がＣ社持分を譲渡す

ること（譲受先は未定）』のみを董事会で決議して、その後、『弁法』で規定す

る手続きに入ることとなっているのでしょうか。 

 

 

 

『企業国有財産権譲渡管理暫定弁

法』（国有資産監督管理委員会財務

部令第3号 2003年12月31日公布 2004年2

月1日施行）（以下『弁法』）が、中外合弁

企業における国有持分の譲渡に適用され、

この暫定弁法が特別法として、『中外合資

経営企業法』などに代表される外商投資に

関する一般法に優先して適用されます。 

 『弁法』の規定に従えば、国有持分の譲

渡は、原則公開され、譲受希望者が1人ま

たは認可当局の許可を得た場合、協議譲渡

方式を採用することが可能ですが、それ以

外で公開を経て譲受希望者が複数いる場合

は、競売または入札方式により譲受人が決

まることになります。（『弁法』第14～18

条） 

 従い、この規定は、『中外合弁企業法実

施条例』第20条に定める、ある合弁当事者

が持分譲渡を希望する際に他方合弁当事者

の全員の同意を必要とする規定、および他

方合弁当事者による優先買取権の規定と完

全に矛盾することになります。 

A ：

 一般的に合弁当事者の相手方が入れ替わ

る場合、相手側が合弁当事者として相応し

いか見極める必要があると考えます。合弁

事業では当事者間の信頼関係が何よりも重

要視されているのが一般的であり、『弁

法』に従って、意にそぐわない合弁当事者

が新たに参加してきた場合、当該合弁事業

が成り立たなく可能性は十分にあると考え

ます。 

 現状の理屈からいえば、合弁当事者の合

弁企業A社における国有持分の譲受人が、

『弁法』にて定める手続きに従い「B社」

以外の第三者に決った場合、合弁当事者が

協議（董事会で決定するのではなく合弁当

事者間での協議だと考えます）して当該第

三者への持分譲渡を不可能にすることは理
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論上できないのではないかと考えます。 

 しかしながら、外資導入促進の基本政策

や合弁企業の安定的経営を考えると、上段

のような『弁法』の実際の運用においては

問題が生じる可能性は十分あると考えます。 

 また、中国の中央政府や地方政府もこの

問題を認識しているようで、今後の実施細

則での『中外合弁企業法実施細則』との矛

盾をどのように解消していくのかが期待さ

れます。 
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３．合併における資産評価について 

 

 

同じ地域、同じ出資者、同じ出資比率、同じ業種の２社を合併しようと

しています。規定では吸収される方の債権債務を全て吸収する方が引き

受けなければならないとされています。 

Q ：

 何とかして債務を減らして合併させたいのですが、債権債務もすべて「Ａ社

＋Ｂ社の和」となるのでしょうか。 

 

 

債権債務はすべて「A社＋B社の

和」となります。合併に伴い、資産

再評価をすることは認められていないと考

えられます。 

 その裏づけとして、『公司法』第184条で

は、「会社が合併する時、合併の各当事会

社の債権および債務は、合併後の存続会社

または新設会社が承継する。」と規定され

ています。ならびに、企業再編に関する税

務上の取扱について規定した、『外国投資

家投資企業の合併、分割、株式権改組およ

び資産譲渡等の改組業務に係る所得税の処

理に関する暫定施行規定』（国税発[1997] 

71号 1997年4月28日）の第1条にも、「合

併前の企業の債権及び債務は、法律所定の

手続を通じ、合併後の企業がこれを承継す

る。」と明確に規定されており、「被存続企

業の債権・債務は合弁存続企業に継承され

る」旨の、「人格合一説」の適用となって

おります。加えて、同暫定施行規定の同第

1条（一）に、「合併後の企業の各種資産、

負債及び株主権益については、合併前の企

業の帳簿歴史原価に従い評価しなければな

らず、企業が合併を実現するため関係する

資産などの項目について評価をする価値に

よりその原帳簿価額を調整してはならな

い。」と規定されており、これは、被存続

企業の資産、負債及び持分権は被存続企業

の帳簿価額に基づき評価され、合併に伴う

資産再評価は認められないことを意味して

います。故に、合併存続企業又は合併新設

企業は、解散企業の債権・債務の全てを承

継しなければならないという結論に至りま

す。 

A ：

 最後に「人格合一説」について説明しま

す。合併の本質論については、会計論上、

「現物出資説」と「人格合一説」の考え方

があります。これらは会計処理と密接に関

連しながら、各本質観の妥当性が議論され

ています。ここで、「現物出資説」とは、

合併を「解散会社（消滅会社）の株主によ

る存続会社への現物出資とみる」見解であ

り、「人格合一説」は、合併を「合併当事

会社の株主持分が株式交換を通じて人格的

に合体したものとみる」見解です。「現物

出資説」によれば、①受入資産及び負債は

全て公正価値に評価換えし、②純資産の公

正価値と合併会社交付株式の公正価値（お

よび合併交付金額）との差額を暖簾又は合

併差益として計上します。一方、「人格合
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一説」では、①受入資産及び負債は被合併

会社の帳簿価額のまま合併会社に記帳され、

②被合併会社の純資産項目も合併会社にそ

のまま引き継がれることになります。『外

国投資家投資企業の合併、分割、株式権改

組及び資産譲渡等の改組業務に係る所得税

の処理に関する暫定施行規定』においては、

後者の｢人格合一説｣の立場がとられている

と考えられます。 
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４．外商投資企業と出資比率の関係について 

 

 

『公司法』第75条によれば、株式有限公司については「発起人の過半数

は中国国内に住所がなければならない」と規定しています。有限責任公

司のように『中外合弁経営企業法』などには触れていないように思われますが、

外国企業が出資比率25％以上にとらわれることなくそれ以下でも発起人また

は出資者になりうると解釈できるのでしょうか。それとも1995年1月10日公

布の「外商投資株式有限公司設立の若干の問題に関する暫定規定」に基づき、

外資が25％を下回ってはならないと理解しなければならないのでしょうか。 

Q ：

 外国企業が出資比率25％以上にとらわれなくてもいい場合、配当や株式売

却代金の海外送金も可能なのでしょうか。 

 また、外国企業の出資比率が25%未満の場合、株式有限公司及び有限責任

公司のどちらの法人形態でも良いのか、或いは株式有限公司のみについてなの

か教えて下さい。 

 

 

外商投資企業を設立するにあたって

は、『外商投資企業の審査批准、登

記、外為および税収管理の関連問題に関す

る通知』（外経貿法発[2002]575号 2002年

12月30日公布 2003年1月1日施行）に基づ

き、外資が参入する場合は外国企業の出資

比率が25％を満たさない場合でも、全て外

商投資企業とされることになりました。但

し、外国企業の出資比率が25％未満である

場合は、外商投資企業としての優遇政策を

受けることはできません。 

 『公司法』の第18条には「外商投資企業

について、合弁企業・合作企業・独資企業

にかかわる法律に別の規定があるときは、

その定めに従う」と定められています。外

商投資企業に関しては、特別規定である

『中外合弁経営企業法』、『中外合作経営企

業法』、『外資企業法』の3法およびそれぞ

れの実施条例・実施細則に加え、『外商投

資株式有限公司設立の若干の問題に関する

暫定規定』（外経貿1995年1月10日公布 同

日施行）が、一般規定である『公司法』に

優先する位置付けにあります。（以下これ

らを総称して『外商投資企業法令』としま

す）よって、外商投資企業の設立・運営に

は通常『外商投資企業法令』が適用され、

この『外商投資企業法令』が及ばない部分

について『公司法』が適用される関係とい

えます。 

A ：

 ご質問の内容からすると、25％未満の出

資比率を条件に株式有限公司を設立するこ

とを検討されているようですが、この場合、

出資比率が25％未満であってもその設立に

は『外商投資株式有限公司設立の若干の問

題に関する暫定規定』に定める手続き規定

が適用されつつも、外商投資企業としての
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各種優遇は受けられないと理解するのが自

然といえるでしょう。 

 配当の外貨送金については、外商投資企

業として設立されているのですから、送金

は可能です。 

 また法人形態に関しては、『外商投資企

業の審査批准、登記、外為および税収管理

の関連問題に関する通知』に基づいて考え

ると、全ての外商投資企業にこの通知が適

用されることになります。従いまして、外

国企業の出資比率が25％未満である外商投

資企業の会社組織形態は、株式有限公司と

有限責任公司のどちらもありえます。 
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５．投資総額と増資の関係について 

 

 

当社は独資企業で、奨励業種に該当しており「輸入設備を免税で購入」

することができます。現在、追加投資を考えているのですが、設立許認

可時の投資総額と登録資本金では、資金的に難しい状況にあります。自己資金

（＝資本金）と借入金の合計を「投資総額」というのであれば、投資総額を増

やした場合、最低資本金比率を基に、設立時の登録資本金額が再度変わるので

しょうか。それとも、設立時の借入金の枠は変わらずに登録資本金だけが単に

増えるのでしょうか。また、最低資本金比率の内容について、追加投資分を全

額登録資本として申請しても構わないのでしょうか。 

Q ：

 

 

外貨での借入額は「総投資額－資本

金」で算出できます。そして、新規

設立時はもちろんのこと増資時にも「最低

資本金比率を遵守」し総投資額を登録しな

ければなりません。よって、増資をする際

に総投資額を増やすことにより借入枠を増

やすことも可能です。但し増資をした場合、

その増資額に対し最低資本金比率が適用さ

れます。 

 総投資と資本金の関係については、『中

外合資企業の登録資本と投資総額との比率

に関する暫定規定』（工商行政管理局 

1987年2月17日公布 同日施行）にて外資

企業は総投資の一部を資本金で拠出するこ

とが求められており、この比率は総投資に

応じて以下の通りに規定されています。 

1．300万米ドル以下：70％以上 

2．300万米ドル超～1,000万米ドル：50％

以上 

（但し、総投資額が420万米ドル以下の場

合は、最低210万米ドルの資本金が必要） 

3．1,000万米ドル超～3,000万米ドル：

40％以上 

（但し、総投資額が1,250万米ドル以下

の場合は、最低500万米ドルの資本金が

必要） 

A ：

4．3,000万米ドル超～：1/3以上 

（但し、総投資額が3,600万米ドル以下

の場合は、最低1,200万米ドルの資本金

が必要） 

 なお、ここでいう「投資額」とは、総資

産に準じる概念で、『中外合弁企業法実施

細則』において「投資総額とは、企業の契

約及び定款において定める生産規模に従っ

て投下する必要のある基本建設資金および

生産・運転資金の総和をいう。」と規定さ

れています。 

 追加投資分を登録資本とすることは問題

ありません。増資の手続きとしては、工商

行政管理局で登録資本の変更登記をした後、

資本金が実際に払い込まれ、その後、会計

事務所の増資審査（験資）を受けることに

なります。また増資を行う場合は、合弁契

約、定款の変更が必要になります。 
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６．国内で調達する外貨による借入金について 

 

 

『外商投資企業資本項目外貨の買取及び外債登記管理工作を改善に関す

る通知』により外債調達可能額の定義が明確化され、『国内外資銀行外債

管理弁法』により国内で調達する外貨は外債でないことになりました。 

Q ：

 一見すると国内外貨借入がいくらでもできるように見えます。そもそも、人

民元借入につきそのようなチェックが働いてなかったことに加え、国内外貨貸

付も銀行の外貨枠の範囲であれば総投資との関係をチェックすることなく貸せ

るということになるのでしょうか。そうなると当初申請時の総投資と資本金の

関係は有名無実化したものとなり、何か違和感を感じるのですが、実際のとこ

ろはどうなのでしょうか。 

 

 

『外商投資企業資本項目外貨の買取

と外債登記管理業務の改善に関する

通知』(国家外為管理局 匯発[2004]42号 

2004年5月17日発布 7月1日施行)において

「中長期対外債務の累計額と短期の対外債

務残高の合計が投資総額と登録資本金の差

額以内になるように厳格に管理しなければ

ならない」旨、規制（規定）されました

（これは、昨年既に施行されている『外債

管理暫定弁法』（国家発展計画委員会 財政

部 国家外為管理局令 第28号 2003年3月1

日施行）第18条の内容を改めて規定し直し

たものです）。 

そして、続いて発布された『国内外資銀

行外債管理弁法』(国家発展・改革委員会 

中国人民銀行 中国銀行業務監督管理委員

会令 第9号 2004年5月27日発布 6月26日

施行)の第10条において、「国内外資銀行が

貸付けた外貨貸付は、国内外貨貸付方式に

照らして管理する。」と規定され、国内外

資銀行支店からの外貨建借入は対外債務と

しての登記管理が不要となりました。 

但し、これは外貨管理上の観点からの判

断であり、一歩踏み込んで、借入資金を上

記規制を超えて調達してよいか否かについ

ては、別問題であると考えます。外資企業

は投資総額の一定部分を資本金で拠出する

ことが求められており、この比率は投資総

額に応じて異なる旨、『中外合資企業の登

録資本と投資総額との比率に関する暫定規

定』（工商行政管理局 1987年2月17日公布 

同日施行）に規定されていること、また外

資企業の設立申請に対しても、当初の投資

総額、登録資本金に基づいて審査認可機関

の設立認可を受けていることから、実際に

は「外債扱い以外の国内外貨貸付や人民元

貸付についても外債同様、投資総額と登録

資本金の差額以内に収めるべきである」と

明確に規定する旨の法律は存在しませんが、

「本来的には登録資本と投資総額との差額

の範囲内でコントロールされるべきもの」

であると考えます。このことについては、

A ：
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『外資企業法実施細則』第20条第2項にお

いても、「外資系企業の登録資本はその経

営規模と相応しなければならず、登録資本

と投資総額との比率は中国の関係規定に適

合しなければならない。」と規定されてい

ます。また、登録資本と投資総額との差額

を超えて貸付を行い、債務過多となること

に対しては、個別の貸出銀行の与信判断の

面からも制約があろうかと考えます。 

何れにしても、『外債管理暫定弁法』（国

家発展計画委員会 財務部 国家外貨管理局

令 第28号 2003年1月8日公布 2003年3月

1日施行）から始まるこれら一連の外債関

連の法令において規定されている事柄は、

あくまでも「立法趣旨としては『外債管

理』という観点からの限定されたもの」で

す。即ち、「国内外資銀行からの外貨建借

入に関しては、貸し出す側の銀行が入口で

外債としての総量規制管理を受けるため、

末端では外債登記義務がなくなり地場銀行

と同等の取扱になったが、非居住者から直

接借入れる親子ローンなどは、従来通り外

債として登記管理が必要であるというこ

と」というように、単に外債管理の方法の

変更について言及している性質のものであ

って、設立認可時の登録資本と投資総額と

の比率の関係を否定するものではないと考

えます。 

補足になりますが、ご質問での、「『国

内外資銀行外債管理弁法』により国内で調

達する外貨は外債でないことになりまし

た」という表現について、解釈を統一させ

る為に説明します。これは元々、『外債管

理暫定弁法』第2条においても、「外債とは

国内の機関が非居住者に対して負う外貨建

で表示する債務を指す」と規定されており、

居住者である国内外資銀行からの外貨借入

は外債扱いでないことが示されていました。

同様に第5条でも、外債は「外国政府借款」、

「国際金融組織借款」および「国際商業借

款」に分類される旨規定されており、国際

商業借款には「国内外資銀行が国内機関へ

貸付けた外貨貸付」は含まれていません。

つまり、規定上、外債扱いでないにもかか

わらず、外債登記は行われていたというこ

とになります。 

これはどういうことかといえば、『対外

債務の対象範囲の調整、関係する問題につ

いての通知』(国家外貨管理局 2001年7月

13日施行)により、国内の機構（外資系企

業、中国資本企業）の国内の外資金融機構

に対する負債は対外債務の対象からは除か

れる形で変更されていましたが、従来、対

外債務としての登記が必要とされていた外

資系企業の国内外資銀行からの借入につい

ては、実質、総量規制などは機能していな

かったため、その後も引続き「外債登記」

は必要とされ、企業の借入可能額算出には

加味されるという扱いとなっていました。 

しかし、今回の『国内外資銀行外債管理

弁法』において国内外資銀行の海外からの

資金調達について総量規制を行う扱いにな

ったことに伴い国内外資銀行の中国内支店

が海外より調達をする時点において対外債

務と認識し残高を管理する方式に変更にな

りましたので、これまでの外債登記の対象

から外れる扱いになったものと考えます。 
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７．合弁企業における中方出資企業の変化による影響について 

 

 

合弁契約当初、中方は国営企業であって、登記資本などもちゃんとした

企業でしたが合弁企業設立後、中方企業は国営企業から民営企業に変わ

ったり、また民営企業に変わった後、合弁企業の生産は通常通りに行われてい

るが、中方企業の方は経営が芳しくなく、実際に生産中止という状態になって

しまいました。 

Q ：

 このような状況で、合弁企業に対し、どのような影響を及ぼす可能性がある

のでしょうか。またどう対応したらよいのでしょうか。 

 

 

合弁企業の出資者である中方企業の

経営が芳しくなくても、合弁企業は

中方企業とは別格の法人なので、中方企業

の破産や債務超過などの場合でも、中方企

業が保有する合弁企業の持分権（一般的に

は土地・建物・機械設備など）に対して、

中方企業の債権者が差押えなどの権利を行

使する理屈はないと考えます。 

 但し、以下の場合、結果的に、中方企業

の債権者が合弁企業の財産に影響を及ぼす

可能性は十分にありますので注意が必要と

考えます。 

1．過去に日本企業に対し、当該日本企業

が出資した合弁企業の財産に対して強制執

行が認められた例があり、仮にこれらが適

用されると、本件の場合、合弁企業の財産

に対する、中方企業の債権者の差押えなど

の行為が認められることになってしまいま

す。しかし、この点は最高人民法院が通知

を発布して明確に否定しており、十分反論

の余地があると推察します。 

2．中方企業から現物出資された土地使用

権が割当土地使用権のため譲渡できない、

もしくは合弁企業が中方企業から買い受け

たにもかかわらず、機械の所有権の移転手

続が完了していない場合などでは、中方企

業の債権者が、これらの合弁企業の財産に

対し、譲渡不可および移転手続未了を理由

に、「合弁企業の財産ではなく中方企業の

財産である」として権利行使してくる可能

性はあります。 

A ：

 上記のことが起こらないための対応とし

ては、予め合弁契約書上に「合弁企業の登

録資本に対する各出資者の持分に対して、

出資者全員の書面による同意がない限り、

抵当権、質権、担保またはその他の負担を

設定してはならない。」などの一文を入れ

ることにより、合弁企業の財産に対して、

第三者である出資者の債権者等による勝手

な権利行使がなされないよう規定しておく

ことが望ましいと思われます。 

 上記にて、合弁企業が保有する土地や建

物に対して、中方企業の債権者により差押

えを受けることはない、と記載しましたが、

中方企業の合弁企業に対する持分権には、

出資者である中方企業の財産であるだけに、
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実質的には中方企業の債権者の引当財産と

なり、差し押さえられる可能性は否定でき

ないともいえるかもしれません。 

 しかしながら、合弁事業における日方企

業にとって、ある日突然詳細不知の第三者

が合弁パートナーとなるということは当初

の合弁の前提が崩れ、その後の合弁企業に

おける経営にも大きな影響を与えることに

なり、また今後新パートナーとの合弁事業

を立ち上げる際の大きな弊害となるといえ

ます。 

 持分権の譲渡には『中外合資経営企業法

実施条例』により、合弁パートナーの同意、

結果的には董事会の全員一致決議（定款変

更が必要となると思われることから間接的

に必要）および審査認可機関の認可が必要

とされており、『人民法院の執行業務の若

干の問題に関する最高人民法院の規定（試

行）』（1998年7月8日公布 1998年7月18日

施行）第55条においても、その第1項にお

いて、「他の合弁当事者の同意および審査

認可管理機関の認可を受けて持分権の譲渡

ができる。」ことを定めていますので、差

押に伴う譲渡についても基本的には上記の

弊害を防止するために他の合弁パートナー

の関与なくしてこれを行えないような仕組

みとなっています。 

 しかしながら、同条第2項は、「当事者

（この場合、中方企業）に他に提供できる

財産が存在せず、他の合弁当事者が譲渡に

同意しない場合には、当事者の持分を直接

に強制譲渡することができる。」と規定し

ており、中方企業に持分権以外の資産がな

い場合には合弁パートナーの同意を得られ

ずとも強制的に譲渡しうることを示してい

ます。ただ、その場合でも同項において他

の合弁パートナーの優先購入権は保障され

ていますので、他の合弁パートナーとして

は自ら持分を買い取るという方法によって

上記の弊害を防ぐことは可能です。 

 仮に差し押された場合の対処については、

今後のトラブルを回避するため、当該合弁

企業を解散し、改めて新会社を立ち上げる

か、もしくは強制執行となった際に優先的

買取権を主張し、当該持分権を買い取るこ

とになるものと思われます。但し、この場

合には当初合弁契約書に定めた解散要件に

合致することが必要となります。 

 ちなみに、ここで優先的買取権を持って

いるとしても、マジョリティが認められな

い事業などの場合には、現在の持分以上の

保有が認められません。そうなれば、結果

的に第三者に持分権を譲渡せざるをえない

ことになってしまうことになります。 

 また、事前の予防策としては、出資制限

のある業種等では、常に中方企業の業況を

注視し、業況悪化等が確認できた段階で、

中方企業の債権者から差し押さえられる前

に、早急に中方企業に対し、出資持分の売

渡を交渉する、または日方企業の他の提携

中方企業に買取を依頼するなどの方策しか

ないものと思われ、出資制限のない業種に

ついては、今のうちに中方企業の持分権を

日方企業に譲渡するよう働きかけるしかな

いと思われます。 
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８．経済貿易緊密化協定（CEPA）での物流コンサルティング業務運営について 

 

 

経済貿易緊密化協定（CEPA）資格での中国進出において管理諮詢公司

というカテゴリーがあります。物流関連のコンサルティング業務を行う

際に管理諮詢公司を設立し対応することは可能でしょうか。これは独資で設立

することはできますか。また最低資本金は10万元と言われておりますが正し

いでしょうか。その他に物流のコンサルティング業務を行うことのできる申請

方法はありますか？ 

Q ：

 

 

経済貿易緊密化協定（CEPA）の付

属文書4にて、サービス貿易の開放

に関する具体的承諾が規定されております

が、その別表1で「管理諮詢公司」（経営コ

ンサルティングサービス企業）が記載され

ております。この経営コンサルティングの

内容は、一般経営、財務経営（税務を除

く）、マーケティング管理、人事、生産管

理、および広報といったコンサルティング

を指し、物流コンサルティングは含まれま

せん。 

 なぜなら、同じく付属文書4に物流サー

ビスという項目があり、その具体的承諾は

「香港のサービス提供者が、独資により、

本土で物流サービスを提供することを許可

する。物流サービスには、道路一般貨物輸

送、倉庫保管、積み下ろし、付加価値加工、

包装、配送および関連情報処理およびコン

サルティング業務、本土内の貨物代理サー

ビス、コンピュータネットワークを通じて

物流サービスの管理運営が含まれる」で、

お問合わせの物流コンサルティングは物流

サービスに該当すると解釈されているため

です。 A ：
 但し、この具体的承諾の中で独資での設

立は明記しているものの、出資金について

は触れられておりませんし、物流サービス

企業設立の具体的な法規も出ていないよう

です。 

 物流サービスは2004年12月31日時点で328

社の申請があり、そのうち310社は香港企

業としての認定を受けています（上記数字

は輸送サービスも含みます。詳しくは香港

工業貿易署 http://www.tid.gov.hk/english 

/cepa/hkss_statistics.htmlをご参照くださ

い。）が、あくまで香港企業としての認定

を受けただけで、中国本土に対して申請を

行っている、または許可を得た具体数につ

いては確認が取れておりません。 

 企業設立の具体的な法規が出ていないと

申し上げましたが、認可するかは別として

設立申請自体は受付けているようです。日

系企業では2社が許可を得て物流サービス

を開始するそうです。 
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９．外商投資企業の清算について 

 

 

当社では、上海現地法人設立に伴い、従来の長春拠点を閉鎖～清算いた

します。業務を上海に移管する過程で、清算を申請した後も、長春にて

経費が発生することが予想されます。 

Q ：

 清算報告までの間、ある程度費用発生が可能なのでしょうか。また、『外商

投資企業清算弁法』にある「新規の経営活動は出来ない」という文言の範囲を

教えてください。 

 

 

「清算予定企業から新設企業に業務

を移管する際に発生する費用につい

ては、清算申請した後でも、清算予定する

企業から支払うことは可能であるか」と理

解してコメントいたします。 

 『外商投資企業清算弁法』（対外経済貿

易合作部[1996]2号1996年7月9日公布 以下

『弁法』）第23条では清算費用として「企

業の清算財産の管理、換価、分配するため

に必要な費用」「公告、訴訟、仲裁の費用」

「清算過程で支払を必要とするその他の費

用」と規定しており、清算活動を行なうに

あたって、前述の定義に該当するものであ

れば、当然費用として認められるものと考

えます。 

 したがって、新設企業への固定資産の移

管、営業債権の移管等の行為は、財産の処

分活動としての固定資産の譲渡、営業債権

の譲渡等として見られるものと考えられま

すので、その費用も清算損失として計上す

ることは可能であると考えます。 

A ：

 また『弁法』第7条の「企業は、清算期

間中、新たな経営活動を展開してはならな

い。」という規定の解釈については、その

企業がこれまで行なっていた事業の継続お

よび新規の営業活動の禁止を規定するもの

であって、前述にふれたような清算活動の

一環とされる移管行為はここで禁止する活

動にあたらないものと考えます。 

 なお、独自の判断にて支払った費用が清

算報告の段階において否定されることがな

いよう、やはり事前に個々の費用について

専門家に確認されることをお勧めします。 
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10．日系独資企業の日本への投資について 

 

 

中国に設立した日系独資企業が、日本向けに投資（日本の新規プロジェ

クトに出資する等）する場合の、中国の法的規制面、一般的なその他注

意事項について教えてください。 

Q ：

 

 

まず、現状の中国の法規では、中国

で設立した外商投資企業が外国に投

資することが、できるかについて検討させ

ていただきます。今まで、この点について

は明白な規定がありませんでしたが、中国

国内企業の国外において行う投資に関する

新たな規定『国外投資プロジェクト審査・

承認暫定施行管理弁法』（2004年10月9日発

布 施行、国家発展･改革委員会第21号 

以下『国外投資管理弁法』）が実施される

ことにより、外商投資企業が国外に投資で

きることが明白になりました。同法第2条

は、「この弁法は、中華人民共和国国内の

各種法人（以下「投資主体」という。）お

よびそれが国外において持分を支配する企

業又は機構を通じて、国外において行う投

資（新規設立、買収、資本参加、増資およ

び再投資を含む）プロジェクトの審査・承

認に適用する。」と規定し、外商投資企業

は「投資主体」から排除されませんでした。

同法第4条において、「審査・承認が必要な

プロジェクトは、資源開発類プロジェクト

と大口外国為替使用プロジェクトであ

る。」と規定し、資源開発類プロジェクト

の定義については、同法第4条第2項におい

て、「国外において投資して原油および鉱

山等の資源を探査・開発するプロジェクト

をいう。当該類のプロジェクトの中国側当

事者の投資額が3,000万米ドル以上である

場合には、国家発展･改革委員会が審査・

承認する。そのうち中国側当事者の投資額

が2億米ドル以上である場合には、国家発

展･改革委員会が審査した後に国務院に報

告し審査・承認を受ける。」と規定し、大

口外国為替使用類プロジェクトの定義につ

いては、同法第4条第3項において「前項所

定の分野外の中国側当事者の投資外国為替

使用額が1,000万米ドル以上である国外投

資プロジェクトをいう。当該類のプロジェ

クトについては、国家発展･改革委員会が

審査・承認する。そのうち中国側当事者の

投資外国為替使用額が5,000万米ドル以上

である場合には、国家発展･改革委員会が

審査した後に国務院に報告し審査・承認を

受ける。」と規定しています。 

A ：

 さらに、『国外への投資による企業の設

立・運営の審査・承認に係る事項に関する

規定』（2004年10月1日公布 同日施行 以

下『商務部規定』）は、商務部の立場から

中国企業の対外投資による企業の設立・運

営の審査・承認に関する規定を設けていま

す。同法第12条において、「外商投資企業

が国外に赴き投資して企業を設立・運営す

る場合には、必ず省級以上の商務主管部門
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の審査・承認を経なければならない。その

うち、商務部の認可を経た外商投資企業が

国外に赴き投資して企業を設立・運営する

場合には、商務部が審査・承認する。その

他の外商投資企業が国外に赴き投資して企

業を設立・運営する場合には、省級商務主

管部門が審査・承認する。関係する具体的

な要求について、商務部は、別段の文書に

より発布する。」と規定しています。 

 次に、中国企業が海外へ投資を行う場合、

当然出資金としての外貨を国外送金する必

要があるため、中国の外貨管理の規制を受

けることになります。『外貨管理条例』（国

務院1996年1月8日制定 国務院1997年1月

14日改正 同日公布、施行）第21条におい

て、「国内機構が国外に投資する場合、審

査認可主管部門に申請する前に、外貨管理

機関がその外貨資金の出所を審査する。認

可を得た後に、国外投資の外貨管理に関す

る国務院の規定に従い関連資金の国外送金

手続きを行う。」と定めており、海外への

投資には、海外投資自体の可否の審査、お

よび外為管理の観点からの海外投資の可否

の審査が必要になっています。その他、対

外投資に対する為替管理の規制として、対

外直接投資に必要な審査手続きの簡略化に

関する、『国外投資における外貨資金源の

審査を簡略化することに関連する問題に関

する国家外貨管理局の通知』（2003年3月19

日 国家外貨管理局公布）および『国外投

資における外貨管理改革を更に深化させる

ことに関係する問題に関する国家外貨管理

局通知』（2003年11月1日）があります。 

 外国投資における外貨管理について、

『境外投資外貨管理弁法』（1989年3月6日

公布 同日施行）は、その第2条にて「海

外投資」を定義するなかで「海外投資」の

主体を「中国国内で登記登録した会社、企

業またはその他の経済団体である。」と定

めながら、その主体には「外商投資企業を

含まない。」旨明確に規定しています。即

ち、外為管理上、外商投資企業が外国投資

をする前提になっていないものと解釈でき

ると考えますので、上記の『国外投資管理

弁法』および『商務部規定』と不具合が生

じますが、具体的な手続に関しては、関連

法規定の調整を待つしかないと思います。 
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11．増資許認可の権限について 

 

 

今まで、投資送金額が3,000万米ドルを超えた場合、商務部の許認可を

取得する必要がありましたが、最近総投資金額が１億米ドルを超えない

場合、省の対外経済貿易庁に許認可の権限を下したという情報を貰いました。

これに関連する国の規定みたいのものがありますか。また実施日は何時から施

行しますか。 

Q ：

 

 

A これに関連する情報としては、『外商投資プロジェクト認可暫定管理弁 

：

法』（国家発展･改革委員会令第22号 2004

年10月9日公布 同日施行）があります。

この弁法は、中外合弁、中外合作、外資独

資、外国資本による国内企業の買収、外商

投資企業増資等の外商投資プロジェクトに

適用されています。この弁法で定められた

外商投資プロジェクトの認可機関について

は、投資総額（増資額を含む）および外商

投資産業指導目録の分類に基づくと以下の

表のようになります。 

 
投資総額 

(増資額を含む) 

外商投資産業 

指導目録の分類 
審査認可部門 

5億米ドル以上 

(5億米ドルを

含む) 

奨励類、許可

類および制限

類 

国家発展改革委員

会が一次審査し、

国務院が認可 

奨励類および

許可類 

国家発展改革委員

会が認可 

1億米ドル以上 

(1億米ドルを

含む) 制限類 国家発展改革委員

会が一次審査し、

国務院が認可 

奨励類および

許可類 

地方発展改革部門

が認可 

5千万から1億

米ドル 

(5千万米ドル

を含む) 

制限類 国家発展改革委員

会が認可 

奨励類および

許可類 

地方発展改革部門

が認可 

5千万米ドル

以下 

制限類 省レベルの発展改

革部門が認可 

 

 従いまして、投資総額が1億米ドルを超

えない奨励類および許可類、また5千万米

ドル以下の奨励類および許可類に関しまし

ては、地方発展改革部門が認可を下し、投

資総額が5千万米ドル以下の制限類に関し

ましては、省レベルの発展改革部門が認可

を下すということになります。 

 この弁法は、外商投資プロジェクトに関

する審査・承認について規定したもので、

審査・承認の機関は、国家発展･改革委員

会と地方の発展改革部門になります。 

 つまり、外商投資企業の設立審査にあた

る商務部系統の審査・認可とは別の審査・

承認機関であります。商務部に電話照会し

たところ、商務部も『投資体制改革的決

定』に基づき、近いうちに商務部系統が審

査・認可する投資総額基準に関する規定を

出すということで、現時点においては、実

務上も、投資総額が1億米ドルを超えない奨

励類、許可類の審査・認可権限が省の商務

庁に授権されていたという回答をえました。 

 したがって商務部系統による外商投資企

業の設立の審査・認可の投資総額基準も、

国家発展および改革委員会による外商投資

プロジェクトの審査・承認の投資総額基準

に合わせて、両者の調和を取っていくので

はないかと思われます。 
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12．駐在員事務所の開設について  

 

 

Q 中国に駐在員事務所の開設を検討しております。その際の手続きや、申請してから許可までの日数、必要な経費などを教えてください。 

：

 

 

外国企業の駐在員事務所設立に関す

る規定としては、『外国企業常駐代

表事務所の管理に関する暫定規定』（1980

年10月30日施行 以下『暫定規定』）と、

その実施細則である『外国企業の在中国在

中国常駐代表事務所の許可および管理に関

する実施細則』（1995年2月13日施行 以下

『実施細則』）があり、全国的な取扱とな

ります。 

 まず、『実施細則』の第3条に、「外国企

業が中華人民共和国内に常駐代表事務所を

設置することを申請するときは、必ず中華

人民共和国対外貿易経済合作部又はその授

権する各省、自治区、直轄市および計画独

立都市の対外経済貿易委員会（以下「許可

機関」という）の許可を得て、且つ中華人

民共和国国家工商行政管理局又はその授権

する各省、自治区、直轄市および計画独立

都市の工商行政管理局（以下「登記機関」

という）で登記手続を取らなければならな

い。」と規定されています。 

 しかし、『行政審査・認可項目の第3次取

消および調整に関する国務院の決定』（国

発[2004]16号 2004年5月19日）の付属書

類1の『国務院が取消を決定した行政審

査・認可項目のリスト』によると、商務部

管轄の取消項目として、「外国貿易業者、

製造メーカー、貨物運送代理業者などの9

種類の常駐代表機構に対する審査・認可」

（第138条）と規定されています。上記の9

種類の常駐代表機構について、国務院の規

定に全部列挙されていませんが、上海市の

『上海市対外経済貿易委員会が台湾・香

港・マカオおよび外国企業常駐代表機構の

設立、延期、変更に関係するの行政審査・

認可事項を取り消すことに関する通知』

（2004年7月29日発布）によると、行政審

査が取消された9種類は、外国貿易業者、

製造メーカー、貨物運輸代理業者、請負業

者、コンサルタント会社、公告会社、投資

会社、リース会社、煙草会社であります。

さらに、2004年7月1日施行された『確実に

留保を要する行政審査・認可項目に対して

行政許可を設定する国務院の決定』による

と、商務部系統で、常駐代表機構設置に関

連して留保された行政審査は、（ⅰ）外国

非企業経済組織による常駐代表機構の設立、

（ⅱ）台湾の非企業経済組織が大陸におい

て設立する常駐代表機構に限定されていま

す。 

A ：

 従って、上記の国務院の通知により行政

許可が留保されている常駐代表機構の設立

は、従前の手続のままで、それ以外は、直

接工商行政において登記手続きをすること

になります。 

 まず手続内容について説明します。 
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1．登記手続 

 常駐代表事務所所在地の工商行政管理局

に登記申請をします。 

2．その他の手続 

 『実施細則』第15条に、「常駐代表事務

所の設置申請が許可を得および登記手続を

取った後、常駐代表事務所は必ず30日以内

に許可証書、登記証および代表証を公安機

関、税務機関、税関、銀行などの部門に提

示し、関連する手続を取る。」と規定され

ています（登記申請後、事務所に対しては

外国企業常駐代表機構登記証が、駐在員個

人に対しては代表証が公布されます）。 

(1)「常駐代表事務所の要員および家族は

許可証書をその地の公安機関に提示し、

居留手続を申請し、居留証を申請しなけ

ればならない」（『暫定規定』第6条） 

(2)「常駐代表事務所およびその要員は、

中国税法の定めに従い、その地の税務機

関に納税登録手続を取り、定めに従い納

税しなければならない。」（『暫定規定』

第9条） 

(3)「常駐代表事務所およびその要員が必

要な事務用品、生活用品および交通手段

を輸入するときは、中国税関に申告し、

定めに従い関税および増値税を納付しなけ

ればならない。」（『暫定条例』第10条） 

(4)「常駐代表事務所は、登記証を提示し、

中国銀行の関係の定めに従い、中国銀行

又は中国銀行が指定する銀行に口座を開

設しなければならない。」（『暫定規定』

第8条） 

 申請から許可までの日数についてですが、

許可機関は申請に対して審査を行い、30開

庁日内に許可又は不許可の決定を行い、か

つ速やかにその外国企業宛通知する旨規定

されています（『実施細則』第9条）。 

 最後に必要経費についてですが、北京市

の例になりますが、上記、受入保証先（代

理申請機関）に対して支払う手数料として、

一般的に8,000元程度を申請時に払います。

工商行政管理局に支払う登記費としては、

600元となっています。 

 尚、『実施細則』第10条によると、身元

引受単位（代理申請機関）に委託しなけれ

ばならないのは許可機関への申請手続きで

あり、許可証書取得以降は、登記段階から

首席代表が行えると考えます。 

 以上が、外国企業の本社による駐在員事

務所の設立手続ですが、中国現地法人によ

る設立も可能です。その際の根拠法は、

『会社登記管理条例』（国務院令第156号 

1994年6月24日公布 7月1日施行）および

『同施行細則』（国家工商行政管理局令第

１号 1988年11月3日公布 2000年12月1日

改正）であり、設立に際しては工商行政管

理局への登記のみが必要で、外国企業本社

による設立に比べれば手続き的には簡単な

ものになります。 
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13．駐在員事務所長の兼務の可否と居住所登記について 

 

 

Q 駐在員事務所（常駐代表機構）の所長の選任・登記について教えて下さい。 

：

１．中国にある合弁企業の社員（総経理など）と、別の地に設立する駐在員事

務所長は、兼務可能でしょうか。 

２．可能な場合、その所長は、合弁会社の所在地（例：北京）に住んでおり、

駐在員事務所が別の地（例：上海）にあっても、所長の居住地登記は上海で

問題ないでしょうか。 

 

 

1．の合弁企業の総経理と駐在員事

務所長の兼務については、これを明

確に禁止する規定は存在せず、また実際に

も兼務が行われている状況から、可能であ

ると考えます（総経理、副総経理がその他

の経済組織の総経理又は副総経理を兼任し

てはならないことについては、『合弁企業

法』の第37条において明確に規定されてい

ます）。加えて、合弁企業にも適用される

一般法である『公司法』の第61条第1項に

おいて、「董事、総経理は、その在職する

会社と同種の業務を自分で経営し、若しく

は第三者のために経営し、又は当該会社の

利益に損害を与える活動に従事してはなら

ない。」と、所謂「競業の禁止」を規定し

ていますが、本来、駐在員事務所は「直接

営業にかかわらない活動に従事する」とい

う観点から、この「競業の禁止」には該当

しない、つまり、合弁企業の総経理と駐在

員事務所長の兼務については運用上可能で

あるという考え方もできると考えます。 

A ：

2．に関しては、兼務している実例がある

ということは、運用上問題はないという理

解ではないかと考えます。加えて、居住地

に関していえば、合弁会社の総経理、駐在

員事務所の首席代表は非居住者であっても

法律上、問題はないと考えます。 

 

 

 

 

－53－ 



14．分公司の設立について 

 

 

Q 当社は広東省登録の企業ですが、現在、福建省に分公司の設立を検討しています。（また本年既に江蘇省に分公司を一つ設立しております。） 

：

１．分公司は企業毎に（業種、資本額、営業額に拠って）設立出来る数に限り

があるのでしょうか。 

２．１年以内に２つ以上設立する事は特に規制に引っ掛かるような事はござい

ませんでしょうか。 

 

 

1.については設立数を制限する規定

はなく、2.についても、1年以内に2

つ以上設立することなどを特に規制する規

定は無いと考えます。 

 分公司についての関連規定については、 

『企業法人登記管理条例施行細則』（国家

工商行政管理局令96号 2000年12月1日改

正） 

『中華人民共和国会社登記管理条例』（国

務院令第156号 1994年6月24日公布 7月1

日施行） 

『外国投資家投資企業の分支機構に適用す

る所得税の税率問題に関する国家税務総局

の通知』（国税発[1997]49号 1997年4月9

日公布） 

『中華人民共和国増値税暫行条例実施細則』

（[93]財法字38号 1993年12月25日公布） 

A ：

『中華人民共和国営業税暫行条例』（国務

院令第136号 1993年12月13日公布） 

などがありますのでご確認ください。 

 分公司の特徴としては、営業活動に従事

できますが、独立の法人格を有していない

ので、非独立採算を実行しなければなりま

せん。従って、分公司の経営所得について

は、その本店が所得税を集計納税しなけれ

ばならないといったようなことがあげられ

ます。 
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15．建設設計の関連会社設立（独資）について 

 

 

当社は、建設設計会社で、中国内に独資設立を検討中です。検討は、

①建設設計コンサルタント会社の形態と、②建設設計会社の形態の2つ

について考えています。そこで以下について質問いたします。 

Q ：

１．上記２つの形態について最低資本金はいくらでしょうか。 

２．設計会社の形態による進出の根拠法規は『外商投資建設工事設計企業管理

規定』（建設部、経貿部令第114号）（02年9月27日発布、同年12月1日施

行）と思いますが、この法令の第15条にある企業資質の申請に関する「建設

工事設計企業資質等級別標準要求の条件」というものが見つかりません。企

業資質の条件についてもあわせて教えてください。 

 

 

まず、「建設設計コンサルタント会

社」と「建設設計会社」の設立申請

については建設設計会社の設立申請と同様

と考えます。 

 これは『外商投資建設工事設計企業管理

規定』（建設部 対外貿易経済合作部令 

第114号 2002年9月27日発布 2002年12月

1日施行 以下『規定』）における設立申請

時の遵守法規である『建設工事実地調査・

設計企業資質管理規定』（建設部 第93号

令2001年7月25日発布 同日施行）第3条2

項では「資質証書を取得した建設工事実地

調査・設計企業は、相応する建設工事実地

調査、設計コンサルティングおよび技術サ

ービスに従事することができる。」と規定

しています。このことは、建設設計コンサ

ルティング業務は建設設計業務に含まれる

と解釈できるものと思います。したがって、

設計コンサルティング業務を行なう際にも

『建設工事設計企業資質管理規定』に従い、

資質証書を取得する必要があることを考え

ると、結局は建設設計コンサルタント会社

においても、建設設計会社の設立と同様の

要件を求められるものと推測します。 

A ：

 ご質問に戻りますが、1.については、実

際の設立申請については規定にそって設立

申請することになろうかと思われますが、

両規定を見ても最低資本金等の条件につい

て記載されておらず、そう考えると確かに

『公司法』に規定する最低登録資本を満た

せばよいとも思われます。 

 2.については、『関于頒発工程勘察資質

分級標準和工程設計資質分級標準的通知』

（建設［2001］22号2001年1月20日発布同

日施行）に「工事設計総合資質」「工事設

計業種資質」「工事設計専門項目資質」ご

とに資質標準が定められており、それぞれ

(1)業歴と信用、(2)技術力、(3)技術水準、

(4)技術装備と使用水準、(5)管理水準、

(6)業務成果の資質を満たす条件が定めら

れております。 

 下記にこの通知および資質標準のURL
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を記載致しましたのでご参照下さい。 

http://www.realestate.gov.cn/file.asp? 

recordno=772&teamno=103&line=100 
 

 補足になりますが、前提として「独資に

よる建設設計企業の設立」とされておられ

ますけれども、『外商投資建設工事設計企

業管理規定』第19条では、独資申請受理の

時期は建設行政主管部門および対外貿易経

済行政主管部門が決定すると規定するにと

どめ、未だ独資による申請を認めていない

ものと思われます（その後、関連部門の決

定は出されていないものと思います）。し

たがって、独資による設立申請を行なうに

は、現状では経済貿易緊密化協定 (CEPA)

を利用する『「外商投資建設工事設計企業

管理規定」の補充規定』（建設部 商務部 

第122号令 2003年12月9日公布2004年1月1

日施行）により「香港およびマカオのサー

ビス提供者」が申請するものしか認められ

ておらず、その他の出資者による申請につ

いてはこれまで同様合弁による設立申請し

か認められないものと考えます。 

－56－ 



16．中国へのインターネットカフェ進出について 

 

 

外資（合弁含む）による中国（上海）へのインターネットカフェ進出は

可能でしょうか。可能であれば、その規制内容（設立形態、最低資本金、

総投資額等）、および根拠法規を教えてください。 

Q ：

 

 

外資のインターネットカフェ業の進

出についてですが、法制度的には可

能です。 

 インターネットカフェ事業自体は「通信

事業」には該当しない為、『電信条例』、

『外商投資電信企業管理規定』等の通信事

業関連の規制にかかりません。根拠法規と

しては、『インターネット接続サービス営

業場所管理条例』（国務院令第363号 2002

年9月29日公布 2002年11月15日施行）が

施行されております。この条例の限りでは、

設立形態･最低資本金･総投資額等、外資参

入の規制はありません。本条令に基づき文

化行政部門へ申請し、認可後「ネットワー

ク文化経営許可証」が発給されますが、こ

の許可証がないとインターネットカフェ事

業を行う事ができません。 

 また、インターネットカフェをチェーン

展開する場合、『関于加強互聯網上網服務

営業場所連鎖経営管理的通知』(文市発

[2003]15号 2003年4月22日)が根拠規定と

なります。本通知におけるチェーン経営企

業の概要は以下の通りです。 

①インターネット経営場所チェーン経営企

業の設立制限 

 各省（自治区、直轄市）が認可するイン

ターネットサービス経営場所チェーン経営

企業は3社、全国的なインターネットサー

ビス経営場所チェーン経営企業は10社を超

えてはならないという設立企業数制限あり。 

A ：

②経営方式 

 この規定では、チェーン展開について、

「直営チェーン経営」と「特許チェーン

（特約店）経営」の2種類の経営方式を採

用。 

③資本金 

 同一省（自治区、直轄市）内でチェーン

経営を行う場合、1,000万人民元を下回ら

ない出資、全国展開もしくは省を跨ぐチェ

ーン経営を行う場合、5,000万人民元を下

回らない出資が必要。 

④店舗数 

 同一省（自治区、直轄市）内でチェーン

経営するには10店舗の直営チェーン店を下

回ってはならない。全国展開もしくは省を

跨ぐチェーン経営を行う場合、2つの省

（自治区、直轄市）内で20店舗の直営チェ

ーン店を下回ってはならない。 

 実例として韓国のアイスターネットワー

ク社と中国の瑞得投資控股公司がインター

ネットカフェ事業で合弁企業を立ち上げて

おります。 

 以上のように、法制度上では外資参入に

ついての規制はありませんが、実際に認可
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されるかどうかについては、中国でのイン

ターネットカフェ事情を把握しなければな

りません。 

 中国では個人レベルでパソコンが普及し

ていない為、インターネットカフェを利用

して情報を得たり、メールの送受信を行う

という背景や、インターネットカフェ設立

にあまり元手がかからず個人経営者による

インターネットカフェの乱立したことによ

り、近年急激にインターネットカフェの数

が増えました。しかし一方で賭博ソフトの

提供やアダルトサイトの閲覧等、悪質な経

営も多く、青少年の非行や犯罪の温床とな

った為、中国当局は上述の条例や通知によ

って、認可条件を厳しくすることで、以前

のように多数の小規模のインターネットカ

フェ経営から少数の健全かつ大規模展開す

るインターネットカフェ経営へと、中国当

局が管理政策をシフトしています。 

 よって、法制度的に外資の参入は可能で

はあるものの、実際条件を満たし、認可を

えることはかなり難しいと考えます。 
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17．レンタル業会社の設立について 

 

 

リース会社の設立については現状合弁のみで、外国投資者の要件として

総資産が4億米ドルあることと、5年以上の業暦が必要とされており、ま

た登録資本金についてもファイナンスリースを行う場合2,000万米ドル、その

他リースの場合で500万米ドル必要とされております。では、レンタル業につ

いてはどのような取扱になるのでしょうか。仮に小規模なレンタル業を行うと

考えた場合でもその他リースという扱いで前述の要件を要求されるのでしょう

か。 

Q ：

 

 

レンタル業を行う場合、ご質問にあ

るような外国投資者の要件が規定さ

れている『外国投資家投資リース会社審査

認可管理暫定施行弁法』（対外貿易経済合

作部令[2001]第3号 2001年8月14日公布 

2001年9月1日施行 以下『弁法』という）

の、「その他リース会社」の条件が当ては

まるものと考えます。 

 本件に関しては、WTOの加盟文書の付

属書9：『サービスにおける特定の約束に係

る表』に「レンタルおよびリースサービ

ス」として、「合弁企業形態のみ認める。

中国の加入後1年以内に、外資過半所有を

認める。中国の加入後3年以内に、全額外

資所有の子会社を認める。レンタルおよび

リースサービスについて、サービス提供者

は、全世界での資産が500万米ドルを有す

るものとする。」と記載されております。 

A ：

 確かに、WTOの約束では、上記の通り

レンタルについては全世界での資産が500

万米ドル以上とされていますが、他には外

資比率以外約束されていませんので、上記

『弁法』で資本金要件を定めても違反とい

うわけではありません。但し、この『弁

法』は年内の独資解禁に向けて改正中とい

われており、それに伴って資本金要件も緩

和される可能性もあるかも知れません。 
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18．自動車部品製造企業設立について 

 

 

Q 日本の自動車部品製造会社が、中国で合弁または独資会社を設立する場合の関連法令、およびその内容を教えてください。 

：

 また、設立にあたっての規制および条件をかいつまんで教えてください（最

低登録資本金など）。 

 

 

まず、自動車部品製造会社の設立に

係わる主な規定として、以下の法規

が挙げられると考えます。 

『外商投資方向指導規定』および『外商投

資産業指導目録』 

『自動車産業発展政策』 

『中外合弁経営企業法』およびその実施細則 

『外資企業法』およびその実施細則 

 まず、外国企業が自動車部品製造会社を

設立する場合、予定する製造品目が『外商

投資産業指導目録』に従って、奨励類、許

可類、制限類または禁止類のどれに該当す

るかを確認する必要があります。これによ

り、会社が設立しやすいかどうかの目処が

ついたり、輸入設備の免税枠が確保できる

かどうかの目安になったりします。 

 次に、『自動車産業発展政策』（国家発

展･改革委員会令第8号2004年6月1日発布 

同日施行 以下『政策』）では、新規プロ

ジェクトへの参入条件を定めているため、

これも参照する必要があります。この『政

策』第41条において、「自動車部品生産へ

の投資は、届け出制を採用する。」と定め

られています。 

A ：

 更に、第42条では、「省の投資管理部門

を届け出先として」規定しています。しか

しながら、届け出に必要な書類については

特に定めておりません。 

 また、『政策』においては、自動車部品

製造の合弁または独資企業の設立要件（最

低登録資本金、出資比率制限、出資者の資

格要件）を具体的に定めてはいないようで

す。 

 また、合弁会社または独資企業の設立に

係わる法規ですが、『中外合資経営企業法』、

『外資企業法』およびこれらの法律の実施

細則があります。 
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19．中国における人材派遣業について 

 

 

Q 中国においては外資（もしくは合弁）での人材派遣業は認められているのでしょうか。 

：

 中国の優秀な人材を集め世界的に供給する。あるいは日本（もしくは外国

人）の人材を中国の国有企業へ、或いは外資系企業へ派遣するなどを行うこと。 

 この種の事業会社設立のための準拠法など教えてください。 

 

 

ご質問の、「中国においては外資

（若しくは合弁）での人材派遣業は

認められているのか」につきましては、現

在のところ、「人材派遣業」については外

資には開放されておりません。ここでいう

「人材派遣業」とは、自社でスキルを持つ

人材を保有し、企業からの要請に基づき人

材を手配することを意味します。 

 一方で、自社で人材を保有せず、企業か

らの要請に基づき、相応のスキルを持つ人

材を紹介するというような、所謂就職斡旋、

職業紹介といった人材の情報提供や紹介業 

 

 

 

 

務を行う「人材仲介業」については、この

種の事業会社設立のための準拠法である

『中外合弁人材仲介機構管理暫定規定』

（人事部、商務部および国家工商行政管理

総局令第2号 2003年9月4日発布、同年11

月1日施行）により、その営業が可能とな

っております。 

A ：

 現在、中国内で合法的に営業を行ってい

る外資系人材会社（※但し、合弁に限る）

の業務は、この「人材仲介業」に該当しま

す。 
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20．工場の住所登記について 

 

 

外資100％の企業を上海のA区に設立登記しました。 

A区の登記住所には、オフィスのみを設置し（賃貸契約は締結していま

すが、実態はありません）、生産工場は市内のB区の不動産業者と土地建物の

賃貸契約を結び、そこで生産を行なう予定です。この場合、工場所在地も分

支機構ということで、登記を行なう必要はあるのでしょうか。なお、該社は

一般の生産型外資企業で、保税区とは関係ありません。 

Q ：

 

 

このケースの場合、『企業法人登記

管理条例』（国務院 1988年6月3日

公布 1988年7月1日施行 以下『条例』）

に基づき、すみやかに登記を行なう必要が

あると思われます。何らかの事情でA区か

らB区に工場を移転される場合であっても、

『条例』第17条により変更登記の申請が必

要となるはずです。 

A ：
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21．配当・ロイヤリティーの支払いについて 

 

 

中国の外資企業から日本の親会社に対する配当、ロイヤリティーの支払

いについては、必要書類の関係から年1回となりますが、中国国内の企

業（外資企業）間の配当、ロイヤリティーの支払いも同じような規定、手続が

適用されているのでしょうか。 

Q ：

 

 

まず、配当に関しては、合弁企業の

場合は『中外合弁企業法実施条例』

の第76条に、独資企業の場合は『外資企業

法実施細則』の第58条に手続について規定

されています。合弁企業も独資企業も会計

年度は暦年制を採用し、1月1日から12月31

日までが1会計年度となりますので、12月

末以外の決算期を選択することはできない

と考えられます。利益処分は決算日以降に

開催される董事会での配当決議により決定

されますので、結果的に配当の支払いは年

に1回ということになりますが、「国内から

国外」と「国内間」で取扱の規定が異なる

ということはないと考えます。 

 次に、ロイヤリティーの送金手続および

管理に関する規定としては、 

・『無形資産導入に係る外国為替売却・支

払に対する管理の強化に関連する問題に

関する国家外貨管理局の通知』（国家外

貨管理局 1998年3月27日発布 同日施

行）〈基本通知〉 

A ：

・『技術輸入契約に係る外国為替売却・支

払の管理の強化に関する対外貿易経済合

作部及び国家外貨管理局の通知』（対外

貿易経済合作部 2002年2月20日公布 

同年3月1日施行）〈本通知〉 

がありますが、配当同様、「国内から国

外」と「国内間」で取扱が異なるというこ

とはないと考えます。ランニングロイヤリ

ティーの支払い回数についても、年に1回

というような規定はなく、3か月毎または

半年毎など、技術移転契約において当事者

間の合意の下、決定されることになると考

えます。 
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22．配当受取の権利について 

 

 

配当受取の権利について、『合弁企業法実施条例』第76条第3項では、合

弁各方の出資比率に基づき分配することになっています。前年度の途中

で増資を行い、増資に応じなかった出資者がいた場合、出資比率が変わります。 

Q ：

 このような場合、どのように分配するかは、規定されていないので董事会に

任されていると考えていいのでしょうか。 

 また、配当受取の権利は、どの時点の出資者に生じるのでしょうか。例えば、

前年度末は出資者だったが、今年に入り、董事会前に持分を譲渡した場合、配

当受取の権利はあるのでしょうか。一部の譲渡で引き続き出資者である場合は

期間の比例配分でよいと思いますが、全部譲渡した出資者に対しては、配当分

を含んだ譲渡価格になっているとして、配当は分配しないというのは可能でし

ょうか。 

 

 

『中外合資経営企業法実施条例』で

は、年度途中の出資比率の変更や出

資者の変更があった場合にどのように決定

すべきかという取扱まで踏み込んで規定し

ていませんが、登録資本金の出資が予定通

りではない場合には、実際に払い込まれた

資本金に基づいて配当することになり、董

事会の任意決議事項ではないようです。 

 次に、出資持分を譲渡する場合について、

譲渡時の配当金は譲渡価格に含まれている

と考えられるので、別途配当を行う必要は

なく、従って、一部譲渡の時もその譲渡し

た分について、配当は対価に含まれている

と考えられるので、残った持分についての

み配当を考えればよいようです。 

A ：
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23．株式上場について 

 

 

合弁会社を香港株式市場（もしくは上海株式市場）に上場させたいと考

えています。上場に関しての基準、手続きなどにはどのようなものがあ

るのでしょうか。 

Q ：

 また、合弁会社(外商投資企業)から投資している有限責任公司を上場（特に、

株式有限公司への改組）させたいと考える場合に、上場に関しての基準、手続

きなどが、外商投資企業と異なるところはあるのでしょうか。 

 

 

上場に関しての基準、手続きについ

ては、中国本土、即ち上海（または

深圳）株式市場と香港株式市場とでは適用

される法規が根本的に異なるため、上場の

方法も全く異なります。 

 中国本土での株式上場については、まず

既存の合弁企業を株式有限公司に組織変更

して、その後、株式上場手続きを行なう必

要があります。前者については『公司法』

及び『外商投資株式有限公司設立の若干の

問題に関する暫定規定』（対外貿易経済合

作部 1995年1月10日公布 以下『暫定規

定』）、後者については『上場会社の外商投

資に係る問題についての若干の意見』（対

外貿易経済合作部および中国証券監督管理

委員会 2001年11月5日公布）にそれぞれ

規定されています。 

 具体的な規定の内容は省略しますが、合

弁企業の株式有限公司への改組、および外

商投資株式有限公司の上場について、いず

れも手続きを進めるにあたり、それぞれ要

件があるため、ここでは概略をご紹介しま

す。 

1． 合弁企業の株式有限公司への改組 

(1) 外資側株主の保有する株式が、登録

資本金の25％以上であること（『暫定

規定』第2条） 

A ：

(2) 登録資本の最低額が3千万人民元を

下回らないこと（『暫定規定』第7条） 

(3) 発起人は5人以上で半数以上は国内

発起人かつ少なくとも1人の発起人が

外国株主であること（『公司法』第75

条、『暫定規定』第6条） 

2． 外商投資株式有限公司の上場 

(1) 上場申請前の3年間、全て外商投資

企業合同年度検査に合格していること 

(2) 経営範囲が『外商投資方向指導暫定

規定』と『外商投資産業指導目録』の

要求に合致していること  

(3) 上場して株式を発行した後、その外

資株の株式資本総額に占める比率が

10％を下回らないこと 

(4) 規定に基づき中国側が株式を支配す

る（相対的支配を含む）必要がある、

あるいは中国側の持分比率に特別な規

定のある外商投資株式有限公司は、上

場後も関係規定の要求に基づいて、引
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き続き中国側が支配的地位、もしくは

持分比率を維持しなければならない。 

 次に、香港での株式上場については、中

国本土企業の株式を香港市場（メインボー

ド）に上場させる場合、香港H株が一般的

ですが、メインボードの他に、成長企業を

対 象 と し た GEM（ Growth Enterprise 

Market）と呼ばれる別の株式市場もあり

ます。上場の基準、手続きの詳細について

は香港交易所のホームページをご確認くだ

さい。 

http://www.hkex.com.hk/issuer/listhk/

getting_listed.htm 
 ここではメインボードでの上場基準につ

いての概略をご紹介します。 

①上場企業は中国、香港、バミューダ諸島、

ケイマン諸島いずれかの法域で設立され

た会社でなければならない。 

②会計報告書が香港の会計基準か、国際会

計基準によるものでなければならない。 

③ 3年以上の通商記録を有し、それが

「 Profit Test」「MarketCap/Revenue 

Test」「MarketCap/Revenue/Cashflow 

Test」のいずれか一つの財務標準を満た

さなければならない。 

④上場前3年間において、実質的に同じ経

営・所有の下にある会社でなければなら

ない。 

⑤公開発行する株式の市場価格が5,000万

香港ドル以上になることが期待される。 

⑥総発行株式の25％が公開株式であること。 

 また、香港での株式上場を具体的にご検

討される場合、香港貿易発展局をご紹介す

ることができますので別途ご連絡ください。 

 なお、前述の『外商投資株式有限公司設

立の若干の問題に関する暫定規定』と『上

場会社の外商投資に係る問題についての若

干の意見』は外商投資企業に対して適用さ

れる法律です。 

 合弁会社（外商投資企業）が投資してい

る有限責任公司は他に外国投資家からの直

接投資がない限り、内資企業扱いとなりこ

の2つの法律の適用外となります。 

 この場合『公司法』第98条にて「有限責

任公司を株式有限公司に変更する場合は、

本法で規定する株式有限公司の条件に合致

し、かつ本法の株式有限公司設立手続に照

らして行わなければならない」と規定して

おり、お問合わせのケースでは、『公司

法』の規定に沿って、株式有限公司設立の

手続きを行なうものと考えます。 
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24．増資に関する法令について 

 

 

既存法人の増資について規定している法令にはどのようなものがあるの

でしょうか。例えば、既存の法人が生産企業の場合、「工場が稼動以前の

増資は不可である」と聞きましたが、これはどのような規定により定められて

いるのでしょうか。 

Q ：

 

 

増資に関して規定している法律は以

下のものが挙げられます。 

①『公司法』（1999年12月25日第1次改正 

2004年8月28日第2次改正 同日施行）

「第187条」 

②『中外合弁企業法実施条例』（国務院 

2001年7月22日改正 同日施行）「第21

条、第29条」 

③『外資企業法実施細則』（国務院 2001

年4月12日改正 同日施行）「第22条」 

④『会社登記管理条例』（国務院 1994年6

月24日公布 同年7月1日施行）「第28

条」 

⑤『中外合弁企業の登録資本と総投資額の

比率に関する暫定規定』（国家工商行政

管理局 1987年3月1日公布 同日施行）

「第5条」 

⑥『外国投資家投資企業の投資総額及び登

録資本の調整に関連する規定及び手続に

関する対外貿易経済合作部及び国家工商

行政管理局の通知』（外経貿法発366号 

1995年5月25日） A ：
⑦『外国投資家投資企業が発展基金及び予

備基金を登録資本に転換して増資する際

の外国為替管理に関連する問題に関する

国家外国為替管理局の回答』（国家外為

管理局 [2000]203号） 

 しかしながら、ご照会の内容が定められ

ている規定は、当事務局においても検索す

ることができませんでした。「生産型企業

の場合、工場稼動以前の増資は不可」に対

しては、明確な規定を指し示すことができ

ない以上、推察の域を越えませんが、恐ら

く、工場稼動以前は、当初の登録資本金を

使い切っていない場合が有り得るので、そ

のような場合には、増資が実務上認められ

ない（まずは当初設立時に払込済みの登録

資本金を消化してから）ということではな

いかと考えます。 
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25．分支機構について 

 

 

分公司の下に分公司あるいは事務所を設立することは可能でしょうか。 

また、支店間に役割上の序列関係（例えば、A支店を地域統括の役割を

担う支店として位置付け、B支店は限定された地域内で営業活動を行うと位置

付けます）を持たせるとしても、いずれの支店も親会社の経営活動に従事する

機構としての位置付けであれば、特に登記などの手続を取る必要はないのでし

ょうか。 

Q ：

 

 

まず、分支機構及び事務所機構（以

下「支店」）の設立、登記の関連法

令として、以下のものが挙げられると考え

ます。 

①『公司法』（主席令第20号 2004年8月28

日改正） 

②『会社登記管理条例』（国務院 1994年6

月24日公布 同年7月1日施行 以下『管

理条例』） 

③『企業法人登記管理条例施行細則』（国

家工商行政管理局令第96号 2001年12月

1日改正 以下『施行細則』） 

 『公司法』第13条で「会社は支店を設立

することは可能であるが、支店自体は企業

法人の資格を持たず、その民事責任は会社

が責任を負う」旨規定しており、『管理条

例』第39条では「分公司は、あくまでも親

会社の経営活動に従事する機構としての位

置付けであり、支店自体は独自に、企業法

人の資格を有していない」旨規定しており、

支店は法人格を有していないことが明らか

だと考えます。 A ：
 一方、『管理条例』第42条および『施行

細則』第37条では、支店設立の際、その親

会社が国家工商行政管理局などの会社登記

主管機関より認可され、「会社が法人格及

び適法な経営権を取得したこと」の信憑書

類である「企業法人営業許可証」の提出が

要求され、支店を設立するには法人格が要

求されています。 

 従って、支店自体は法人格を有していな

いため支店設立の要件を満たしておらず、

支店自らがその下に新たに支店を設立する

ことは不可能であると考えます。 

 また、支店間の序列関係については、あ

くまで支店は親会社の経営範囲内での活動

しかできません。企業登記は、企業もしく

は支店としての登記のみ必要であり、同一

の会社の支店において、序列関係を位置付

けるための登記は必要ないと考えます。 
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26．造船所の設立について 

 

 

造船所の設立に関する最低資本金、出資制限などの規制について教えて

ください。また、造船下請会社、孫受会社の場合における規制について

も併せて教えてください。 

Q ：

 

 

造船関係に関しては、『外商投資産

業指導目録』（2004年改正）による

と、外商投資奨励産業リストの三．製造業

（十八）交通輸送設備製造業の中で、 

14. 船舶用低速ディーゼルエンジンのクラ

ンクの設計と製造 

15. 特殊船、高性能船舶の修理、設計と製

造（中国側がマジョリティをとる。） 

16. 船舶用中高速ディーゼルエンジン、補

助エンジン、無線通信、船舶誘導設備お

よび部品の設計と製造（中国側がマジョ

リティをとる。） 

17. FRP漁船、遊覧船の製造 
という業種が奨励類に属しており、その他

の一般的な船舶製造については明確に定め

られていないため、許可類に属するかと考

えます。 

 ただし、奨励類にもかかわらず15. 16. 

に関して中国側マジョリティを要求してい

るので、仮に許可類であっても一般の船舶

製造では、外資の出資比率制限があるので

はないかと予想します。 

 中央政府の管轄部門は「国家発展改革委

員会工業司車船処」で、問い合わせたとこ

ろ、最低資本金の制限はないが、独資は不

許可で、合弁の場合も中国側のマジョリテ

ィが条件となるとのことです。さらに、中

国各地の外資処に問い合わせを行いました

が、各地での規制の内容も様々で、統一的

な運用がされていないようです。 A ： 〈上海市〉問合先：上海市外国投資促進中

心産業部 

 2010年世界博覧会は上海で開催するため、

造船会社を設立する際には、埠頭を占用す

ることから企画部門の制限を受けている。

造船会社の設立を許可されるかどうかも企

画部門と相談しなければならない。もし部

門の許可をもらったとしても、外国投資家

が独資で会社を設立することはできず、ま

た合資の場合、中国側は少なくとも株を

25％以上持たなければいけない。 

〈天津市〉問合先：天津市経済委員会外資処 

 審査許可は、投資金額1億米ドル以下の

場合は天津市、1億米ドル以上の場合は国

家発展改革委員会が行う。外資は最低でも

25％以上の株を持たなければいけない。最

低資本金に対する制限はない。 

 プロセスとしては、まず天津港企画部門

の審査許可をもらい、それから、天津市の

発展改革委員会行政許可サービスセンター

に申請することとなる。 

 よって、実行にあたっては、造船所の建

設を考えている場所の外資処および国家発

展改革委員会に、個別の条件（どういった

船舶を対象としているか、投資金額規模

等）を踏まえながら、直接ご確認されるこ

とをお勧めいたします。 
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27．輸入車販売の規制緩和について 

 

 

現行法では、国産自動車（現地生産車）と輸入車は同一新車販売ディー

ラーに於いては販売不可とされていますが、緩和される見通しはあるの

でしょうか。 

Q ：

 北京の新車販売ディーラーは既に輸入車販売の認可をもらっているとの発言

も耳にしました。これは別企業を設立せずに同じ販売ディーラー内で国産車、

輸入車を販売できるということを意味するのでしょうか。 

 

 

現行法規で、国産車と輸入車とを同

一ディーラーで併売することを明確

に禁止している規定はないと認識していま

す。但し、国産車及び輸入車の同一ディー

ラーにおける併売の可否について、2004年

5月21日に公布、施行された『自動車産業

発展政策』では、その第34条において「国

内外の投資家は、自動車生産企業からの授

権を得て、関係する規定に照らして必要な

手続きを行った後、国内において国産車ま

たは輸入車のブランド販売およびアフター

サービス活動に従事することができる」と

定めていますが、明確に禁止していると断

言できる表現ではないと考えます。 

 また、2005年8月10日に商務部より公布

された『自動車貿易政策』（商務部 2005

年16号令）においても、「自動車ブランド

販売活動に従事するには、まず自動車生産

企業あるいはその授権を経た自動車総取次

販売店からの授権を得なければならない」

と明記されているのみで、国産車および輸

入車の併売を禁止する条項はありません。 

 更に、商務部のある筋からは「特定の自

動車ブランド販売網で国産車と輸入車とを

併売させるか否かは自動車メーカーが決め

るべきだ」と伺っています。 A ：
 しかしながら、現状は、ご指摘の通り同

じディーラーで国産車と輸入車とを同時に

併売していないところが多いようです。 

 このような状況の背景には、国産車メー

カーが国家工商行政管理局の許可に基づき

展開した自らのブランドの販売網を展開す

る一方で、輸入車について、外国自動車メ

ーカーが自らのブランド販売展開が可能な

ディストリビューターを100％独資で設立

する方法がなく、輸入車の輸入貿易権を有

する貿易業者が持つ販売ルートを通じて販

売するしか方法がないため、結果的に同一

ディーラーで併売できないという事情があ

るようです。 

 ただし、最近では、一部外国自動車メー

カーが認定する自動車ディーラーで、国産

車と輸入車とを併売しているところも現れ

てきているようです。 

 また、輸入車と国産車との併売の方法に

ついて、基本的に別企業の設立は不要だと

考えます。上述の通り『自動車産業発展政

策』においても、明確に国産車と輸入車と
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の併売を禁止していません。 

 更に、工商管理上も事業単位毎に発行さ

れる営業許可証における経営範囲の記載方

法について、商用車に限られた自動車販売

と乗用車を含む自動車販売とに分けられる

だけで、国産車と輸入車とを区別した形で

の経営範囲の記載はないのではないでしょ

うか。 
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28．カレー（食品）店の出店規制について 

 

 

Q 上海でカレー（食品）のレストランを出店する場合、以下の内容について教えてください。 

：

1．規制に関する関連規定 

2．必要とする許可、免許の内容および関連機関 

3．申請から出店までの手続きの流れ 

4．出店場所の規制 

 

 

上海貿易促進会などに確認した内容

をご紹介いたします。 

 上海地区においてカレーレストランを出

店する方法としては、①レストランチェー

ンを確立しフランチャイズ展開を視野に入

れ進出するケース、または②単独で会社を

設立し営業許可証を取得し進出するケース

の2通りが考えられます。 

 ①のフランチャイズ型の進出の場合、

『商業分野管理弁法』（商務部令[2004]第8

号 2004年4月16日公布 同年年6月1日施

行）に基づいて商業企業を設立し、『商業

フランチャイズ経営管理弁法』（商務部令

[2004]第25号 2004年12月30日公布 2005

年2月1日施行）に基づき、フランチャイズ

経営での事業展開が考えられます。 

 ただし、『商業フランチャイズ経営管理

弁法』第7条第4項において、フランチャイ

ザーは、「中国国内において、経営1年以上

の直営店、あるいはその子会社や持ち株会

社が設立した直営店を少なくとも2店有し

ていること」が条件に規定されていること

に注意が必要です。 

 ②の場合は『外資企業法』の規定に則り、

設立するケースが考えられます。カレーレ

ストランは業種分類では「飲食業」となり、

中国への投資にかかる産業指導目録リスト

では「許可類」に該当します。また、上海

市におけるカレーレストラン店の設立に関

する要件及び制限については以下のものが

挙げられます。 

A ：

(1) 企業形態：独資可能 

(2) 出資比率：制限なし 

(3) 投資総額：20万米ドル以上 

(4) 資 本 金：14万米ドル以上 

(5) 出店規制：出店エリア規制は特になし 

(6) 衛生許可証の取得 

 なお、(3)、(4)の金額の根拠ですが、投

資総額については、上海市外国投資工作委

員会外資審査批准管理処より発行している

『上海市外商投資項目審査・認可管理実務

手冊』で、「外商投資飲食店の登録資本最

低金額は14万米ドルとする、合弁・合作企

業の場合の外国側出資最低金額は10万米ド

ルとする」と規定しています。 

 また、『中外合弁企業の登録資本と総投

資額の比率に関する暫定規定』（工商企字

[1987]第38号 1987年2月17日公布 同日
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実施）で、「独資、合弁、合作企業の総投

資額が300万米ドル以下の場合、登録資本

は少なくとも総投資額の10分の7を占めな

ければならない。」（第3、6条）と規定して

いることから、最低総投資額は20万米ドル

以上、最低登録資本金は14万米ドル以上で

あると考えます。 

 (6)の「衛生許可証」については、『食品

衛生法』（主席令59号 1995年10月30日公

布 同日施行）第27条で「食品生産経営企

業及び食品販売業を経営する企業は、管轄

の衛生行政部より「衛生許可証」を取得し

たうえで、工商行政管理局に申請登記しな

ければならない」と規定しており、また、

第40条で「『衛生許可証』を取得しない、

または偽造して食品生産経営活動に従事し

た場合は、違法所得を没収し、かつ違法所

得相当額の5倍以下の罰金を課す」と規定

していることから、事前に管轄の衛生行政

局に取得申請の手続きを行う必要がありま

す。 

 会社設立の流れについては、管轄の対外

経済貿易部門から批准書を取得し、既述の

「衛生許可証」を管轄の衛生行政局より取

得したうえで、管轄の工商行政管理局へ登

記申請を行ない、工商行政管理局より営業

許可証を発行してもらうことで会社設立と

なります。 

 また、工商行政管理局へ登記申請後は、

会社運営にあたり、外貨登記、外貨口座開

設、税務登記などの諸手続きを管轄機関へ

申請する必要があります。 

 ご参考までに、その他飲食店の経営に関

する規定として、以下のものが挙げられま

す。 

『飲食業食品衛生管理弁法』（2000年1月16

日公布 2000年6月1日施行） 

『食品衛生法』（主席令 1995年10月30日

公布 同日施行） 

『食物中毒事故処理方法』（1999年12月24

日公布 2000年1月1日施行） 

『上海市消防条例』（2003年6月30日第3回

改正） 
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29．英会話学校、学習塾などの教室展開について 

 

 

中国国民を対象にビジネスマン向け英会話学校や子供向けの学習塾や知

的教育教室などの非学歴教育を教室展開する場合、2003年9月施行の

『中外合作学校経営条例』で全て規定されるものなのでしょうか。それともい

わゆる「培訓センター」という形でこの条例が適用されず、別の条例ないしは

法規で規定されるのでしょうか。 

Q ：

 

 

学習塾や英会話学校等の非学歴教育

について、『中外合作学校経営条例』

（国務院令第372号 2003年3月1日公布 

同年9月1日施行 以下『条例』）が根拠規

定になるか否かのご質問ですね。 

 根拠法規については、どのような教育事

業（学歴教育、非学歴教育、職業技能訓練

等）をどのような形態（中外合作学校経営

機構、中外合作学校経営プロジェクト）で

行なうかによって異なります。 

 『条例』では日方と中方で中外合作学校

経営機構を設立し、学歴教育、非学歴教育、

職業技能訓練等の事業を行なうことについ

て規定しています。また、中外合作学校経

営機構は法人格がある場合とない場合とで

その運営形態が異なります。（前者は董事

会、後者は連合管理委員会を設置。『条

例』第21条） 

 一方、中外合作学校経営プロジェクトと

は、中国の教育機構と外国の教育機構とが

教育機構を設立しない方式を指します

（『中外合作学校経営条例実施弁法』（教育

部令第20号 2004年6月2日公布 同年7月1

日施行 以下『実施弁法』）第2条第2項）。 

A ：

 但し、中外合作学校経営プロジェクトに

て行う、職業技能訓練を目的とするプロジ

ェクトについては、別途国務院労働行政部

門が制定します（『条例』第61条第2項、

『実施弁法』第2条第3項）。 

 以上、中外合作学校経営の形態について

説明しましたが、取組を検討している教育

事業が、中外合作学校経営機構、中外合作

学校経営プロジェクトのいずれに該当する

かによって根拠法規が変わるかと考えます。

中外合作学校経営機構の場合は、固定の経

営場所を設ける場合（学校、訓練センター

等）で中外合作学校経営プロジェクトの場

合は、固定の経営場所を設けない（通信教

育等）というすみ分けがあるのかもしれま

せん。 
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30．コーポレートガバナンスについて 

 

 

中国に外商独資企業という形態で進出する企業の経営管理機構（コーポ

レートガバナンス）は『合弁法』にて規定されているのが実態と聞いて

います。外国資本100％の独資企業に関しては『外資法』が適用され、『公司

法』は適用範囲外なのでガバナンス体制は柔軟性が高いと認識していました。

この考え方は間違っているのでしょうか。 

Q ：

 日本では平成13年に商法が改正され、商法上の大会社は「委員会等設置会

社」の選択が認められるようになりましたが、このいわゆる「経営と監督の分

離」という考え方を採用し、董事会の中に「報酬委員会」「指名委員会」「監査

委員会」を設置するという形態をとることは法規上可能なのでしょうか。また、

可能であればそのような事例はあるのでしょうか。 

 

 

外国資本100％の独資企業は、『外資

企業法』およびその実施細則の適用

を受けますが、当該企業内における監査監

督機能の設置について、これらの法規に定

めはなく、準用され得る『中外合資経営企

業法』及びその実施細則にも定めはないよ

うです。 

 ご指摘の｢経営管理機関｣はあくまでも総

経理を中心とした企業の日常的経営管理を

担当する機関であり、監査業務を明確な責

務として含むものではないと考えます。 

 しかしながら、『公司法』第52条では監

査役会の設置とその構成について定め、第

54条では、①財務検査、②董事及び経理の

遵法状況の監督、③会社に損害を与える場

合の董事及び経理に対する是正要求、④臨

時株主総会召集の定義などの職権を監査役

会及び監査役に与えています。 

 『公司法』と『外資企業法』との法律上

の上下関係があるにしても、『公司法』に

定める監査役会を独資企業に設置すること

は、『外資企業法』と矛盾するものではな

く、可能だと考えます。 

A ：

 なお、当該監査役は、董事、経理及び財

務役が兼任することはできないため、ご質

問にある通り董事会の中に設置することは

できないと考えます。 

 また、外国資本100％の独資企業に『外

資企業法』が適用されるのはご理解の通り

ですが、『外資企業法』にて定めていない

部分については『公司法』の適用を受ける

という解釈があるようです。 

 『外資企業法』およびその実施細則にて

監査役および監査役会の設置について規定

していないことをもって、『公司法』の適

用を受けず、さらに監査役および監査役会

の設置を禁止しているとまではいえないの

ではないかと考えます。 

 実際、監査役および監査役会を設置して

いるところは独資企業では、ほとんど見ら
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れませんが、監査役および監査役会の設置

の要否は各独資企業出資者の判断によるも

のではないでしょうか。その点では柔軟性

があるといえるかもしれません。 

 そもそも、『中外合弁企業法』を準用し

て運用しているケースがある独資企業の董

事会と日本の会社の取締役会との比較にお

いて、それぞれに認められている権限と機

能が違うため単純な比較はできないかと考

えます。 

 日本の「委員会等設置会社」について言

及されていますが、この会社制度は2003年

4月1日施行の商法改正により、商法上の所

謂「大会社」が商法の委員会等設置会社に

関する特例の適用を受けて導入する制度で

あり、その一般的な目的として、会社にお

ける業務の執行と監督とを明確に分離して

企業統治をより強化することが挙げられ、

具体的には、取締役会の中に委員会を設置

し、取締役会の経営に対する監督機能を強

化することであるといわれています。 

 一方、中国の合弁企業または（董事会を

設置している）独資企業の董事会は、主と

して出資者の意見を直接的に反映できる董

事から構成されており、会社経営の重要事

項の一切をこの董事会を通じて決定し、決

定事項を執行者である総経理を中心とする

経営管理機構が担っています。 

 この場合、仮に董事会の内部に監査機能

を持つ組織を置いたとしても、経営の決定

権限および業務執行権限を有する董事会が、

自らを監査することができるか疑問に感じ

ます。 

 現在の『公司法』の規定の通り、董事と

監査役の兼任を回避させる方法はベストで

はないのですが、ある程度の妥当性はある

と考えます。 
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31．現物出資について 

 

 

中国瀋陽にて合弁会社の設立を検討しています。出資比率は、中方75％、

日方25％となる見込みです。そのような中、中方より「出資の一部を現

金ではなく、中古設備と土地にて賄いたい」との要望が出されました。 

Q ：

 当社は、現物出資を実施した経験は無いため、現物出資の方法、留意点その

他につき、一般的な情報を教えてください。 

 

 

現物出資に関する「トラブル」と

「予防策」に分けて、まとめると以

下のようになるかと考えます。 

《中方による出資の場合》 

1． 土地使用権の現物出資について 

・中国における土地使用権は、大きく「払

下土地使用権」と「無償割当土地使用

権」があります。後者を現物出資の対象

とする場合、本来であれば政府の特別の

認可が必要ではあるのですが、こうした

手続きを行わず、「無償割当土地使用

権」による現物出資を認めてしまってい

るケースがあります。 

・現物出資する土地が、いわゆる「集団所

有土地」の場合もトラブルになりやすい

といえます。土地の国有化を経て、払下

げ手続きを行ったうえで、初めて合弁会

社に現物出資が可能になります。 

・土地使用権の評価は、原則として中国の

評価機関より評価を受ける必要があるが

（特に当該土地が国有資産である場合）、

この評価額が外国企業からみて必ずしも

適正でないこともあります。 

・2005年6月18日に中国最高裁判所が公布

した「国有土地使用権に関する契約紛争

案件の審理に関する解釈」により、開発

区管理委員会が払い下げた土地である場

合は無効となることとなりました。ただ

し、本解釈の施行前に既に開発区管理委

員会が払下者となって締結している払下

契約については、起訴する前に市、県人

民政府の土地管理部門の追認を得ている

場合、その契約は有効とすることができ

ます。 

A ：

・また、上記の通達に基づき、市、県人民

政府の同意を得て、協議方式で払下契約

を締結する場合、その払下金が国家の規

定に従い、現地政府が規定した最低価格

を下回る場合、当該払下契約の価格条項

は無効となります。また、実際のケース

として、契約の価格は最低価格より高い

が、契約金額の大部分を開発区から還付

されるために土地を譲渡する対価として

の金額は最低価格よりはるかに低いこと

が国家の土地管理部門に発見された場合、

会社は契約締結時の市場評価価格に従っ

て追加料金を支払うか、契約を解除し土

地を返還するという2つの選択肢のいず

れかをとらなければならないこととなり

ます。 
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〈予防策〉 

・土地使用権には、必ず「土地使用権証

書」が発行されております。この使用権

証書のコピーを入手のうえ、現物出資さ

れる土地使用権が「払下土地使用権」で

あることを確認する必要があります。ま

た、管理当局との間で締結された払下げ

に関わる契約も入手のうえ、確認する必

要があります。 

・開発区と締結された払下契約土地管理部

門の承認がない場合、当該払下契約は無

効とされますが、開発区と契約を締結し

た場合でも、土地管理部門から土地使用

証書を取得した場合、土地管理部門から

追加承認を得たとされます。従って、会

社側は払下契約の有効性を明確にするた

めにも、「土地使用権証書」の有無を確

認すべきです。 

 

《日方による出資の場合》 

1． 設備、機械の現物出資について 

・現物出資する設備、機械の価額について

も、中方から不当に高いのではないか、

不要な中古の設備を合弁会社に高値で現

物出資したのではないかという疑いを持

たれる可能性があり、交渉ではもめる要

因になります。 

＜予防策＞ 

・合弁会社の外国当事者企業が機械設備を

現物出資する場合、価額について商品検

験局が「外商投資財産鑑定管理規程（試

行）」（国検鑑（1991）282号）、「当面の

外商投資財産の価値鑑定工作に関する通

知」（国検検（1999）205号、1999年9月

30日）により、その評価額を検討してい

ますが、実際の価額認定は、基本的に外

資系企業の揃えたエビデンスによって価

額評価がなされるようです。トラブル回

避のためにも、新品、中古とも設備、機

械の取得価格、実際の状況、性能レベル、

市場価格など評価価額の裏付けとなる資

料の準備が必要です。 

2． ノウハウの現物出資について 

・外国企業がノウハウを現物出資する場合、

ノウハウの評価価額について、中方から

日本では誰でも知っているようなノウハ

ウを高く評価し、現物出資しているので

はないかという疑いをもたれる可能性が

あり、これも交渉の際にもめます。 

〈予防策〉 

・「中外合弁経営企業法実施条例」第22条

により、ノウハウの評価価額は、当事者

による合意で決定することも可能であり、

当事者が同意した第三者に評価を依頼す

ることもできます。審査認可を求める場

合には、必ず関係資料の添付が必要とな

りますので、技術の特徴、ノウハウの特

徴、実用的な価値、評価価額の裏付けと

なる資料の準備が必要です。 
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32．合弁会社設立費用の負担について 

 

 

中方と合弁会社設立の検討を進めています。合弁会社の法人格取得のた

めの行為（各種認可の取得）、および合弁会社の実際の営業を開始する準

備として必要な行為（従業員雇用、事務所賃借、その他事前営業活動）を行う

に際し、数十万人民元のレベルで（合弁会社設立前に）費用が発生することが

予想されています。 

Q ：

 日本法の下では、設立時の会社の財政的基盤を危うくするとの懸念から、

「これら設立費用を会社が負担するためにはその旨を定款に記載し（商法168

条／変態設立事項）、検査役の調査を受けることが要件とされている」と理解

しています（商法173条）。 

 中国法の下での設立費用の負担につき、実務も含め、留意すべき点があれば

教えてください。例えば、中国法の下では、設立費用を会社が負担するために

は定款にその旨書き込むことが必要など、特別なアレンジメントは求められて

いるのでしょうか。 

 

 

『外国投資家投資企業の準備建設期

間の財政財務管理に関係する規定に

関する通知』（財政部 1995年6月27日発布 

同日施行 以下『通知』）において、外商

投資企業における準備建設期間および当該

期間内に発生した関係費用の処理について

定めています。 

 即ち、準備建設期間とは、合弁、合作経

営企業および外資企業について「契約締結

の日から企業が生産経営（試験生産および

試験営業を含む）を開始するまでの期間」

および「我が国の関係部門が成立を認可し

た日から生産経営（試験生産および試験営

業を含む）を開始するまでの期間」とそれ

ぞれ定め、その期間内で発生する関係費用

を開業準備費に組み入れることが認められ

ています（『通知』第1条）。 A ：  次に、準備建設期間以前に外商投資企業

設立に関連して発生した費用について、

『通知』第8条では「外国投資家投資企業

が契約締結の前に投資各当事者において企

業の準備建設のため発生した各種費用支出

については、支出した各当事者が自ら負担

しなければならない」と定め、準備建設期

間以前に発生した設立関連費用は、各当事

者がそれぞれ負担する必要があります。 

 但し、契約締結の前に発生した関連費用

について、開業準備費として処理する旨合

弁契約などで定めていれば、税務上開業準

備費として処理可能と聞いています。実際

にこのような対応をする場合は会計士とご

相談されることをお勧めいたします。 
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33．国営企業の株式譲渡について 

 

 

Q 弊社は上海の国営企業と合弁会社を1997年に設立し、今般、出資比率を20％から30％に引き上げることで中国側と合意しました。 

：

 譲渡の段になり今まで話にも無かった「国営企業の資産譲渡には仲介会社を

通す必要があり、国営企業が保有する株式の譲渡について、『上海市財産権取

引管理方法』の規定に基づき、上海聯合財産権取引所を通して譲渡しなければ

ならない」といわれています。 

 今まで仲介会社なる者は何も交渉に顔を出さず、仲介を実際に行なったわけ

でもありません。しかし、「上海の法律でそうなっており、約1万元の手数料を

我々が支払わなければならない」といわれています。先方には法律的根拠を提

示するようにいっていますが、本当にこのようなことがあるのでしょうか。 

 また、合弁会社は株式が上場されているわけでも無く、かつ合弁当事者以外

への株譲渡制限がある会社です。このような株式を取引所を通して売買しなけ

ればいけないのでしょうか。 

 

 

まず本題に入る前に、中外合弁/合

作企業で中方が国有資産を譲渡する

際の手続きについて、中国ではここ数年、

国有資産の不当流失の防止を目的に、国有

資産の処分に関する各種規定が制定されて

います。その一環として『企業国有財産権

譲渡管理暫定弁法』（以下『弁法』）が、

2003年12月31日に国務院国有資産監督管理

委員会から公布され、2004年2月1日より施

行されています。『弁法』によると、「企業

国有財産権」を譲渡する場合、財産権取引

所において競売または入札を通じて行うこ

とが原則となっています。 

 『弁法』第2条において、「企業国有財産

権とは、国が企業に対して各種の形式で投

入し形成された権益、国有および国有持株

企業の各種投資で形成された享受すべき権

益、および法に依って国の所有と認められ

たその他の権益を指す」と定義されており、

これに基づけば、中外合弁企業における国

有持分も「企業国有財産権」に含まれると

解釈でき、当該国有持分の譲渡に『弁法』

が適用される可能性は否定できないものと

考えます。 

A ：

 その場合、国有資産持分の譲渡は、関連

認可機関が協議方式による譲渡を認めた場

合を除き、公開募集により行わなければな

らず、公開募集の結果、2人以上の譲り受

け希望者が現れた場合、譲渡者が競売また

は入札の方式を採用して国有資産持分を譲

渡することが求められています。 

 これは『中外合弁企業法実施条例』第20

条の「合弁の一方が第三者にそのすべて或

いは一部の株式権を譲渡する場合、合弁他
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方の同意を経なければならず、同時に審査

認可機関の認可を受け、登記管理機関で登

記変更手続きを行わなければならない」、

「合弁の一方がそのすべて或いは一部の株

式権を譲渡する場合、合弁他方が優先購買

権を有する」との記述と矛盾する可能性が

あります。 

 そもそもの問題として、合弁企業の基礎

となるものは互いの信頼関係であり、競売

や入札の方式で募集した第三者が合弁のパ

ートナーとして相応しいとは限りませんし、

その第三者が競争企業となってしまう可能

性もあるわけです。 

 『弁法』が外商投資企業についてどこま

で適用されるのか、という点について、外

国企業からの疑問が多く、そもそも適用さ

れるべきではないという反対論も根強いも

のがあります。しかし、外商投資企業を管

轄する商務部を頂点とする対外経済貿易部

門としては、国務院国有資産監督委員会と

の間で十分に協調しているとはいえず、現

時点では他部門である同委員会の規定とし

て、何ら外商投資企業について区別する規

定を設けていない以上、同委員会の規定を

尊重せざるを得ない、という立場に立って

いるようです。 

 昨年（2004年）、当機構が開催したセミ

ナーで商務部外資司の方は「中国の法律の

規定と会社の合弁契約の定款に従って売買

が可能であるし、譲渡も可能」とのコメン

トを出していました。しかし、一方で、あ

る雑誌のインタビューによると、財産権取

引所の方は「実務上、合弁企業は『弁法』

の適用対象になる」とのコメントを出して 

いました。いずれにせよ、まだ統一見解が

出されていないのが現状です。 

 さて、上海での事例に関して、本年

（2005年）1月28日に上海市政府から『上

海市における中外合弁、合作企業の国有財

産権の取引に関連する問題を一層規範化す

ることに関する通達』（以下『通達』）が出

されました。『通達』によれば、国有資産

持分の譲渡には、まず出資監督管理単位の

審査批准を得る必要があり、次に資産評価

を行い、評価結果について許可を得るか、

または届出を行い、上述の審査批准を得た

上で、「上海聯合産権取引所」において協

議による譲渡が可能と定められています。 

 『通達』は上海市の規定で、上海市にお

いて設立された中外合弁/合作企業にしか

適用されません。ただ、『通達』は『弁

法』の執行上の疑問を明らかにしたもので、

非常に注目されているようです。 

 実際の運用状況については、更に調査を

進める必要がありますが、制度上はこの

『通達』に従い、上海市における国有資産

持分の譲渡は、上記「上海聯合産権取引

所」を通じて行う必要があるようです。ま

た、「上海聯合産権取引所」は仲介会社と

いうよりも、公的な機関と理解してもよい

のではないでしょうか。 

 なお、「約1万元の手数料」については、

上海市の産権交易部に確認したところ、

「譲渡の額に応じて手数料を取るというこ

とを運用上決めている」とのことでした。

これは規定に基づくものではなく、実務の

運用上の取り決めであるようです。 
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34．保険種目について 

 

 

弊社は現在、合弁企業を南京市に設立する予定でいますが、設立にあた

り、資産や従業員に対する保険など手配が必要になる保険種目にはどの

ようなものがあり、その中で外資系の損保会社が認可を受けている保険にはど

のようなものがあるでしょうか。 

Q ：

 また、養老保険や失業保険などの社会保障制度に関わる保険は強制と理解し

ていますが、日本から出向する社員に対しても同様に支払う義務があるのでし

ょうか。 

 

 

保険種類には、工場などの資産をカ

バーする損害保険（財産保険）と従

業員などの人をカバーする損害保険（財産

保険）および生命保険（人寿保険）があり

ます。 

1． 損害保険 

(1) 物保険分野 

①火災保険（財産保険、財産一切険） 

②機械保険（機器損壊険） 

③現金保険（現金保険） 

④海上、陸上、航空運輸保険（海上、

内陸、航空運輸貨物保険） 

(2) 利益保険分野 

①利益保険（利潤損失保険） 

②機械利益保険（機損利損険） 

(3) 賠償保険分野 

①公衆責任保険（公衆責任険） 

②製造物責任保険（産品責任険） 

③雇主責任保険（雇主責任） 

(4) 物保険と賠償保険の複合保険 

①自動車保険（汽車保険） 

②建設工事保険、組立保険（建築工程

一切険、安装工程一切険） 

(5) 傷害保険（日本を出発する前に日本

で加入する場合） A ：
①海外旅行傷害保険 

※（  ）内は、中国名をさします。 

2． 生命保険 

(1) 生命保険 

(2) 傷害保険（日本と異なり、中国では

生命保険分野になります。） 

 次に、外資系の損害保険会社ということ

ですが、中国は外資系の保険会社に対して

は全国ライセンスではなく、地域ライセン

スを与え、一定の地域内での元受営業ライ

センス制となっています。江蘇省南京市で

は営業ライセンスを持った外資損害保険会

社は無いと思われます。なお、外資、特に

日本の保険会社であれば、現在、上海（2

社）、大連（1社）が支店営業をしています。 

 地域ライセンスは、同地域内の物件の損

害保険の引き受けに限定されますが、2点

だけ例外があります。 

例外1： 貨物運送保険（所謂マリン種目）

は、地域を跨いでの引受が可能で

す（上海から西安の貨物の運送保
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険を上海支店が引き受け可能とい

う意味です）。 

例外2： 大規模商業物件（投資金額1億5千

万元以上かつ元受保険料40万元以

上の大型案件）であれば地域に関

係なく引受可能です（大連支店が

北京の工場[前記の金額を満たす

ことが前提]の火災保険を引き受

けることが可能という意味です）。 

 お尋ねの南京市に所在する工場等の資産

に損害保険を付ける場合は、現在では中国

の損害保険会社、例えば、中国財産保険

（PICC）や太平洋財産保険（CPIC）など

と元受保険契約を行なう必要があります。 

 最後に「日本からの出向・・・・支払う

義務」とのご質問ですが、日本のある保険

会社に確認したところ、加入している場合

であっても日本人と現地中国人の補償額の

差が大きい為、事実上、日本人は別途、日

本の海外旅行傷害保険（日本を出発する前

に日本で加入手続）に入り、十分な補償額

を確保しているようです。 

 当方の調査では以上の通りですが、中国

（上海市、江蘇省、大連市、北京市など）

には日本の損害保険会社の支店や駐在員事

務所がありますので詳細は、各損害保険会

社に確認されることをお勧めします。 

 

 

 

 

－83－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 投資性公司に関するＱ＆Ａ 
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１．投資性公司の経営範囲について 

 

 

Q 投資性公司の経営範囲に関連し、 １．対外請負工事の経営権を持つ中国企業の国内外での請負工事への参入 

：

２．機器、事務設備のリース 

３．親会社製品のアフターサービス 

４．代理・取次販売、輸出調達機構設立方式で輸出割当などにかかわらない国

内商品の輸出についてその実態を教えてください。 

 

 

基本的には、経営範囲の拡大要件を

満たす投資性公司は、『外国企業の

投資による投資性公司の設立に関する規

定』（商務部令2004年第2号 2004年2月13

日公布 2004年3月13日施行）（以下『2004

年2月規定』）の第14条に記載される経営範

囲の項目を全て商務部に申請して批准を得

ているようで、批准を受けた経営範囲の項

目全てについて実際に業務として従事して

いるかは別の話であるのが実態のようです。 

 

 3については、一部製造業で親会社製品

のアフターサービスを提供されているよう

ですが1、2、4については、当機構では事

例を聞いたことがありません。 

 A ：
 それに、『外国企業の投資による投資性

公司の設立に関する規定』（商務部第22号 

2004年11月17日発布 2004年12月16日施行 

以下『 2004年 12月規定』）は、上記の

『2004年2月規定』に関する修正であり、

『2004年2月規定』第14条第7項に規定され

た『親会社製品のアフターサービス』とい

う条文が『2004年12月規定』においてはな

くなり、代わりに当該規定の第15条7項に

おいて「其の輸入した製品のアフターサー

ビス」と規定されていますので、この点も

留意してください。 
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２．投資性公司での外貨建国内販売について 

 

 

投資性公司でテスト販売輸入品を外貨で販売することはできるのでしょ

うか。もちろん輸入時には関税・増値税は支払いますが、増値税は増値

税発票を発行することにより客先から回収したいと考えております。 

Q ：

 外貨と人民元の2種類のインボイスを発行し、商品代は外貨で販売し、増値税

の部分は人民元で回収したいのですが、このような販売方法は可能でしょうか。 

 

 

ご存知の通り、中国国内では、外国

通貨の流通を禁止し、外国通貨によ

る決算を認めておりません。（『外貨管理

条例』第7条） 

 但し、『国内外貨振替管理暫定規定』（国

家外貨管理局97年9月25日公布 10月15日

施行）において、特別な場合は、国内企業

間で外貨建ての送金および振替を認めてい

ます。例えば、代理の輸出入で発生した外

貨代金、外貨建ての増資、出資などが挙げ

られます。 

A ：

 お問合せのケースは、輸入商品の国内販

売の決済代金を外貨建てで行うものであり、

『国内外貨振替管理暫定規定』において外

貨送金または外貨振替が認められるケース

に該当しないため、不可能かと考えます。 
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３．投資性公司の設立要件について 

 

 

『外国企業の投資による投資性公司の設立に関する規定』第3条に、投

資性公司設立の条件が記載されています。その中に「3つ以上の投資プ

ロジェクトの予定があること」というものが挙げられていますが、「投資プロ

ジェクトの予定」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。例えば、（実

際の投資の実行可能性に関わらず）合計3つの（会社への）投資を行なう計画

があることを示せばよい、ということでしょうか。 

Q ：

 

 

ご質問をいただいた後に、新しい

『外国企業の投資による投資性公司

の設立に関する規定』（商務部令[2004]第

22号 2004年11月17日公布 同年12月16日

施行 以下『新規定』）が出され、ご照会

の第3条「かつ3つ以上の投資プロジェクト

の予定があること」の部分が、『新規定』

においては、削除されました（出資者要件

が緩和されたといえます）。従って、『新規

定』のもとでは、「かつ3つ以上の投資プロ

ジェクトの予定があること」は、もはや、

投資性公司設立の申請条件ではなくなった

と考えられます。 

＜補足＞ 

 因みに、ご参考までですが、旧規定にお

いては、「かつ3つ以上の投資プロジェクト

の予定があること」とは、項目建議書認可

を取得し、投資予定が具現化しているプロ

ジェクトが3件あれば、もちろん申し分あ

りませんが、必ずしも、その新規案件が3

件なくとも、日本の本社が中国大陸に既に

合弁会社を3社設立済で、かつ投資総額が

1,000万米ドルを超えていれば、投資性公

司の設立申請は可能とされるという解釈で

した。つまり、「投資性公司による投資」

という点は考慮することなく、投資性公司

を設立する外国投資家（＝親会社）が投資

しているか、またはそれが投資する予定の、

という意味でした。「投資プロジェクトの

予定」と称していたのは、既に投資してい

るプロジェクトのみならず、投資予定であ

っても項目建議書認可を取得し、具体化し

ているものについては勘定に入れる、とい

うことだったようです。 

A ：

 ところが、上述の通り、『新規定』のも

とでは、当該条文の箇所は削除され、出資

者要件が緩和された形となりました。しか

しながら、一つ無視できない事柄として、

新規定においても、依然として第8条にお

いて、いわゆる、投資性公司の登録資本の

内、少なくとも3,000万米ドルについては、

①「その投資して新たに設立する外商投資

企業の出資とする」、または②「その親会

社または関連公司の投資設立済外商投資企

業（法に依って出資持分譲渡手続きが完了

しているもの）の払込未完了の出資額とし

ての出資、もしくは増資部分の出資」、ま

たは③「研究開発センターなどの機関の設
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立投資」、または④「中国国内公司株主の

株式権の買い入れ」（投資性公司親会社、

もしくはその関連会社が支払いを完了して

いる出資額が形成する株式権は含まない）

に使用しなければならないとなっているた

め、実際上、新規の案件がなければ、3,000

万ドルは氷漬けになってしまうということ

です。 

 更に、そうなってしまった場合（つまり、

3,000万ドルが氷漬けになってしまった場

合）には、新規定においても、その第15条

に規定してある通り、投資性公司の経営範

囲の拡大を狙うためには、その条件として

「投資者が実際に払い込む登録資本額が

3,000万米ドルを下回らず、かつ、上記第8

条で規定する用途（上記①～④）にすでに

使用していること」が引き続き要求されて

いるため、投資性公司を設立する本来のメ

リットを十分に享受すること（国内におい

て投資性公司が輸入した親会社の製品を販

売すること（但し小売は含まず）等、第15

条(1)～(9)の記載事項）が難しくなってき

ます。故に、そのような観点からも、やは

り、実務上3,000万米ドルの使い道を予め

検討すること自体は、必要ではないかと考

えます。 
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４．投資性公司の借入について 

 

 

投資性公司の借入限度額は払込済み登録資本の4倍または6倍ということ

になっています。仮に投資総額と登録資本が同額である場合に調達する

借入が外債の場合も、払込済み登録資本の4倍または6倍を調達することがで

きるのでしょうか。 

Q ：

 当方、投資性公司を持っていますが、投資性公司の批准証書の投資総額欄は

空白となっております。定款上は投資総額と登録資本が同額になっていたので、

投資総額を増やそうと商務部に申請したことがありますが、「商務部は投資性

公司規定に記載のある登録資本のみを批准し、投資総額については批准しない

ことにしているので定款から削除するように」と指導され、投資総額を定款か

ら削除しました。工商局はそれで通っています。 

 

 

ご存知の通り、『外国企業の投資に

よる投資性公司の設立に関する規

定』（商務部令[2004]第22号 2004年11月

17日公布 同年12月16日施行 以下『規

定』）の第9条には、「投資性公司の登録資

本が3,000万米ドルを下回らない場合、そ

の借入額は払込済み登録資本の4倍を超え

てはならない。投資性公司の登録資本が1

億米ドルを下回らない場合、その借入額は

払込済み登録資本の6倍を超えてはならな

い。投資性公司の経営上の必要性により、

借入額が上述の規定を超える予定の場合、

商務部へ報告し認可を受けなければならな

い」と簡潔、かつ明確に規定されています。

このことは、即ち、文字通りに捕らえて、

登録資本の4倍もしくは6倍の借入が可能と

理解できると考えます。 

 そもそも、投資性公司とは、「直接投資

に従事する会社」を指す訳であって（『規

定』第2条）、その性質上、工場を建設した

り、生産設備を所有したりする生産型企業

とは異なります。生産型企業の場合は、工

場建設や設備購入に資金が必要であり、そ

れがキャッシュである登録資本（自己資

本）で手当てしきれない分について、投資

総額という概念があり、登録資本との差額

分に関し、借入により賄うこと（投資総額

－登録資本＝借入）が認められています。

しかし、投資性公司は本来の性質上、それ

自体で工場建設や設備の購入が必要ではな

く、敢えて「投資総額」という文言を使う

ならば、結果的に、投資総額と登録資本金

は同一（各社の投資性公司設立の目的によ

り3,000万ドル或いは1億ドル）という形に

なっていることが多いのではないでしょう

か。 

A ：

 『外資独資企業法実施細則』（国務院 

2001年4月12日改正 同日公布 同日施

行）の第19条には、投資総額の概念として、

「外資独資企業の投資総額とは、外資独資
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企業の設立運営に必要な資金の総額、即ち

その生産規模に応じて投入する必要のある

基本建設資金及び生産運転資金の合計をい

う」と明確に規定されています（『中外合

弁企業法実施条例』の第17条にも同様の規

定あり）。つまり、投資性公司には、「生産

規模に応じて投入する必要のある『基本建

設資金』及び『生産運転資金』」という概

念は基本的に存在しないと考えられ、投資

総額を定款から削除するというような取扱

になるのであろうと考えられます。 

 結論を述べると、投資性公司には、投資

総額の概念は当てはまらないものと考えら

れ、投資総額と登録資本が同一という仮定

は存在しません。従って、「投資総額と登

録資本が同一の場合はその差額が存在しな

いので、外債の借入枠がない」ということ

ではないと考えられます。『規定』第9条の

通り素直に、登録資本に伴い、登録資本の

4倍もしくは6倍の借入が可能であると理解

されれば良いものと考えます。 
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５．投資性公司の100％子会社の分公司化について 

 

 

弊社の投資性公司の100％子会社を投資性公司の分公司に変更すること

を検討していますが、適用法律、手順等について教えてください。『外国

投資家企業の合併及び分割に関する規定』と同じ手続になってしまうのでしょ

うか。早く、分公司化を実現したいのですが、何かよい方法は無いでしょうか。 

Q ：

 なお、分公司後の事業内容は投資性公司に認められているアフターサービス

（保守関連）になります。 

 

 

まず、ご質問に対してコメントする

前に、100％子会社（以下「子会

社」）の有する経営範囲を投資性公司が自

らの経営範囲として取り込めるかという問

題が存在するかと考えます。 

 すなわち、子会社が生産型現地法人の場

合には「投資性公司は、生産活動に直接従

事してはならない」と『外国企業の投資に

よる投資性公司の設立に関する規定』（商

務部令第22号 2004年11月17日公布 同年

12月16日施行）第28条に規定しており、子

会社の持つ経営範囲を投資性公司が継続で

きないため、投資性公司の分公司として生

産経営に従事できないと考えられます。そ

うなると、手続きとしては子会社を『外商

投資企業清算弁法』（外経貿[1996]2号）に

基づき一旦清算し、残余財産を出資者であ

る投資性公司が引き継ぐ程度に留まり、従

前の子会社の業務を引き継ぐことは不可能

だと考えます。 

 次に子会社が非生産型現地法人である場

合、上記の経営範囲の制限を受けないため、

吸収合併することは可能となります。この

ケースにおいては、子会社の出資者である

投資性公司が吸収することになり、存続企

業である投資性公司の資本体制には変わり

はない結果となりますが、いずれにしろ子

会社は解散することになろうかと考えます。 

A ：

 子会社が生産型現地法人である場合の清

算段階での留意点において、債務整理のた

め債権を現金化することを考えると、一旦

売却し、その後、投資性公司が買い取ると

いう手続きになるものと考えられ、またそ

の現金化において、投資者に優先購入権が

あるといえども、提示価格が高い者が購入

するとなれば、当初分公司設置場所と予定

した土地や建物を購入できない、もしくは

高い価格での購入となったり、その他契税

の発生など、必要以上にコストがかかるこ

とも考えられます。 

 また、投資性公司の分支機構の設立につ

いては『外国企業の投資による投資性公司

の設立に関する規定』第21条に規定する

「投資性公司の登録資本が契約、定款の規

定に照らして、期日どおりに払込んでおり、

かつ払い込んだ出資額は3,000万米ドルを

下回らないこと。或いは投資性公司が10以

上の外商投資企業を投資設立済み或いは保
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有していること。分公司設立予定の地域が、

投資性公司の投資が集中している地域であ

る或いは製品の販売が集中している地域で

あること」の条件に合致し、商務部に審査

認可を得る必要があります。 

 実際の投資性公司の子会社の分公司化の

事例について不知のため、運用として上記

のような手続きとなるかは分かりませんが、

経営範囲上の問題がある限り、投資性公司

による子会社の合併については制約がある

ものと考えます。 
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６．投資性公司の支店・事務所について 

 

 

投資性公司設立を機に現在の駐在事務所を転換、また新規拠点を設立し

ようと思い、調べてみましたが、支店を作ると地域によっては所得税が

発生し、上海の投資性公司本体と二重課税される恐れがあります。もしそうな

らば、契約も増値税伝票発行ができなくても支店ではなく、事務所にした方が

いいのではないかと考えます。 

Q ：

 支店の税務について実態を教えてください。また、本当に二重課税のリスク

はあるのでしょうか。 

 

 

投資性公司における税務に関しては、

『外商投資企業が投資業務に従事す

る場合のいくつかの税務問題に関する通

知』（財税字[1994]第083号 1995年1月13

日公布 以下『通知』）があり、この『通

知』によれば、投資性公司の税務は『外商

投資企業および外国企業所得税法』（以下

『税法』）の規定により計算、納税される

ものとなっています（配当に関しては、

『税法』実施細則第18条に更なる規定があ

ります）。 

 『税法』実施細則第5条第2項によれば、

本機構、分支機構の税務に関して「外国投

資企業の中国国内または国外の分支機構

（支店等）による生産、経営所得およびそ

の他の所得は、当該総機構（本店）がこれ

を集計して企業所得税を納付するものとす

る」と規定しています。合算申告納税に関

しては、同じく『税法』実施細則第91条～

第93条、第96条に規定されており、この内

容に基づく限りでは、『所得税の二重課

税』の心配はないかと考えます。 

A ：

 ただし、投資性公司所在地の企業所得税

の税率と分支機構所在地の税率を確認する

必要があります。税率が異なる地域に分支

機構が設立された場合には、分支機構の課

税所得を算出する必要があります。 

 また現地の税務署が、自らの管轄区で税

収を上げるという事情で、分支機構に所得

税の納税要請を出されているということも、

可能性としては有り得るかもしれません。 

 いずれにせよ、現地の税務署がどういう

背景、事情で分支機構に所得税の納税要求

をしているのか、ということが重要です。

具体的な現地の状況がわからなければ、誤

解が誤解を生むようなことになりかねませ

んので、その点を整理した上で、一度、会

計士の先生に相談することをお勧めします。 
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第 4 章 保税区に関するＱ＆Ａ 
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１．保税区を経由した三国間貿易について 

 

 

物流は日本⇒広州で、通関はエンドユーザーである広州日系企業が広州

で行いますが、実際の商流は日本⇒上海保税区貿易会社、上海保税区貿

易会社⇒広州日系製造業とすることは可能でしょうか。また、各地区において

税関（華南に限らず）にこういう商形態に理解があるのでしょうか。 

Q ：

 

 

ご質問は、「商流は日本から外高橋

保税区企業を通して広州日系企業と

いう取引となるが、物流は直接日本から広

州に渡る取引、いわゆる『仲介貿易』が可

能か否か」との趣旨と理解してコメントい

たします。 

 結論からいうと、現状この仲介貿易は不

可能であると考えます。『外高橋保税区管

理条例』（1996年12月20日発布 1997年1月

1日施行）第3条に保税区企業の業務につい

て規定していますが、「仲介貿易」はその

中には含まれていません。また、『保税区

外貨管理弁法』（国家外貨管理局［2002］

74号 2002年7月25日発布 2002年10月1日

施行）第24条においても、「国外への支払

は税関の貨物輸入通関書の正本を提示する

必要がある」と規定していることから、国

外への支払は貨物の保税区への通関を前提

としており、保税区にて通関しない貨物の

決済はできないと解釈できます。（Q&A集 

第5集 P.59をご参照ください。） 

A ：

 但し、ご質問のスキームに類する取引と

しては、外高橋保税区企業から広州に在す

る対外貿易公司（貿易権を有した外貿公

司）を経由することで可能となり、また実

際にも行なわれているように聞いておりま

す。これについては「Q&A集 第1・2集

合本」P.84にも同様の記載がありますので、

ご参照ください。 
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２．外高橋保税区における増値税還付状況について 

 

 

貨物が保税区経由で輸出された場合で、保税区企業が増値税還付申請を

した際の増値税還付状況は諸説様々ですが、実際の運用面はどうなので

しょうか。 

Q ：

 先般、保税区企業の増値税還付申請手続きが変更になりましたが、これによ

って還付がされ易くなったなど、状況の変化はありますでしょうか。 

 

 

お問い合わせの上海外高橋保税区の

増値税還付について、外高橋保税区

三聯発展有限公司に確認しましたところ、

増値税の還付状況に関して以下のような回

答を得ました。 

 還付申請については、今まで3ヶ月毎（4

半期）に受付け、還付手続きを行うことと

していましたが、外高橋保税区では、実際

の還付時期は平均6ヶ月程度が現状です。 

 また、お問い合わせにあります『輸出貨

物税還付（免除）管理の関連問題に関する

通知』（国家税務総局 国税発[2004]64号 

2004年5月31日発布 2004年6月1日施行）

により、還付申請につき簡素化、還付手続

きの迅速化を図っております。還付申請に

ついては、3ヶ月毎の申請から、毎月申請

を行えるよう変更になります。ただし、申

請書類にミスがあった場合には、若干還付

まで時間がかかることになりますが、還付

を行わないことではありません。 

A ：

 また、申請手続きは還付が遅れている場

合でも、還付申請ができますので、実際の

還付と還付申請は関係ないものと理解して

ください。 

 しかしながら外高橋保税区内の日系企業

からのヒアリングでは、実際は各社還付時

期が異なっているなど、依然として問題も

あります。 
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３．外高橋保税区内企業の輸出業務について 

 

 

外高橋保税区内貿易会社である当社は、主に海外からの輸入を取り扱っ

ております。輸入業務は全く問題なく業務を行っておりますが、下記ス

キームの中国製品の調達における注意点を教えてください。 

Q ：

１．C社（区外企業［貿易権あり］）、D社（区外企業［貿易権あり］）より、非

保税貨物をB社（外高橋貿易会社）に向け輸出（米ドル建て） 

２．外高橋保税区内でC社、D社品を一つの貨物にまとめ、B社はA社（日本親

会社）に向け輸出（米ドル建て） 

３．B社→C社、D社の順に送金（米ドル建て） 

４．A社→B社に送金（米ドル建て） 

 

 

1. 区外企業であるC,D社共に貿易

権を有しているので外高橋保税区企

業B社への輸出は可能ですが、実際には区

外から外高橋保税区に出荷するだけでは輸

出と見なされず、保税区から国外に出荷し

て初めて輸出となるそうです。決済貨幣に

ついては保税区と区外間の非保税貨物項目

での取引は人民元でも外貨での決済でも可

能です。（『保税区外貨管理弁法』国家外

貨管理局［2002］74号 2002年7月25日発

布 2002年10月1日施行、第7条） 

2. 国の定める輸出割当管理がされている

貨物でなければ日本親会社A社への輸出は

可能です。（『上海外高橋保税区条例』

1996年12月20日発布 1997年1月1日施行、

第6条） 

3. B社はC,D社間で締結した契約又は合

意書、領収書、税関の輸入貨物通関書の正

本、保税区外貨登記証によって、B社の外

貨口座から支払う事は可能ですが、決済を

する為に外貨を買い入れることはできませ

ん。（『保税区外貨管理弁法』第25条）ま

た、非保税貨物（中国国内貨物）を区外か

ら保税区に出荷した時点では、外貨送金で

きず、外貨送金を可能とするには、保税区

出荷時に通関を済ませて非保税貨物を保税

貨物（中国国外貨物）に変えることが必要

になります。 

A ：

4. 可能です。A社から受取る外貨は、経

常外貨預金口座に預入れされます。（『保

税区外貨管理弁法』第23条） 

 最後に、整理してご説明いたしますと本

件、保税貨物と非保税貨物とで扱いが異な

るのは、貨物を輸出、つまり中国国内から

中国国外に出さない限り、外貨送金ができ

ない為です。非保税貨物を区外からそのま

ま保税区に出荷しても貨物は中国国内貨物

の状態で、海外との取引が成立していない

＝外貨送金ができないという解釈です。中

国国内貨物を保税区で通関して中国国外貨

物として扱えば、海外との取引と見なし、

外貨送金が可能です。 
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また、その他注意点ですが、当該内貨の増

値税還付のタイミングについては、保税区

に輸出した時点では還付されず、B社がA

社に輸出してはじめて還付を受けることが

できます。 
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４．保税区貿易型企業におけるアフターサービスについて 

 

 

保税区内にある貿易型企業が中国国内より製品を仕入れ、中国内で販売

する事は保税区の経営範囲としては法的には認められておりませんが、

実際には多くの法人が行っていると聞きます。電子機器など販売する製品がア

フターサービスの必要な場合、貿易型企業はアフターサービスを行っているの

でしょうか。 

Q ：

 

 

結論から言えば、外高橋保税区の貿

易型企業では、その経営範囲に「ア

フターサービス」を明記することは不可能

ですが、「貿易コンサルタント」の一環と

してアフターサービスに直接従事すること

を黙認されているようであり、アフターサ

ービスによる対価も収入として認められて

いるのが実態のようです。 

 保税区貿易型企業が販売した商品のアフ

ターサービスについて、下記のいずれかで

行なわれているようです。 

1.区外企業にアフターサービスは全て任せ、

直接関与しない 

2.中国国内のサービス代理店に業務を委託

し、委託手数料を徴収する 

3.実際にサービススタッフを抱え、サービ

スを提供する A ：
 また、その製品のサービス対象範囲です

が、一般的には当該保税区企業が販売した

商品に限定されようと思われますが、関連

グループ企業の製品についてもその対象と

なりうるケースはあるようです。他社製品

のアフターサービスについては、実際のと

ころ不可能であるようですが、運用上は行

なわれているようです。 

 しかしながら、以上の記載は、外高橋保

税区における例であり、他の保税区での運

用については不知ですので、実際にアフタ

ーサービスを行なう際には各保税区の管理

委員会などに確認をお勧めします。 
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５．外高橋保税区企業のコンサルティング業務について 

 

 

外高橋で設立可能な会社は、貿易、倉庫、加工、配送センターと理解し

ておりますが、これ以外の業務を経営範囲に加えることは可能でしょう

か。例えば投資コンサルティング、XXコンサルティングなどの業務を経営範

囲に追加可能でしょうか。 

Q ：

 また管理委員会で認められる可能性はありますか。 

 

 

まず、保税区に関する法規として

『各保税区の管理条例』があります

が、お問い合わせにあるような可否判断に

関する法規はないようです。 

 お問い合わせの内容について、外高橋保

税区三聯発展有限公司に問い合わせたとこ

ろ、保税区に登録されている貿易型企業は、

保税区外の企業に対するコンサルタント業

務を行うことが可能であるとの回答をいた

だきました。しかしながら、貿易コンサル

タント業務については、輸出入権を有する

区外企業との貿易業務に附随するものとし

て認められるものと考えられます。また、

保税区内の企業がコンサルタント業務をす

る場合には、政府発行の営業免許に「貿易

コンサルタント業務」と表記されることと

なりますので政府発行という意味では、法

的な効果もあると考えられます。 A ：
 「外高橋保税区投資指南」には、物流型

企業について、保税区外企業に対し製品に

関する技術指導などアフターサービス的な

管理サービスを行うことは認めております。

外高橋保税区以外の保税区については、若

干運用の違いがあると思われますので、各

保税区の発展有限公司などにご相談するこ

とをお勧めします。 

 実際の運用では「貿易コンサルタント業

務」を経営範囲として、アフターサービス

などを行なっている事例は聞いていますが、

「投資コンサルティング」、「XXコンサル

ティング」などを経営範囲に追加して営業

許可をとることは難しいと思われます。 
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６．物流園区の概要について 

 

 

Q 物流園区について、以下の内容について教えてください。 １．物流園区を設けた背景、目的 

：

２．どのような業種、企業が本物流園区でメリットを受けるのか 

３．そのメリットの内容 

４．外高橋保税区内での位置付け 

 

 

上海外高橋保税区物流園区に関わる

規定は以下のものが挙げらます。 

『国務院弁公庁関于同意上海外高橋保税区

与外高港区連動試点的復函』（国弁函

［2003］81号 2003年12月8日） 

『上海外高橋保税区和外高橋港区連動発展

試 点 意 見 的 通 知 』（ 上 海 市 人 民 政 府

［2004］17号 2004年4月8日公布 施行） 

『国務院弁公庁の上海外高橋保税区と外高

橋港区の連動試行の関連事項に関する通

知』（濾国税「2004」26号2004年5月14日） 

『国務院弁公庁の保税区と港区の連動試行

拡大に同意に関する回答書』（国弁函

「2004」58号2004年8月16日） 

『保税区と港湾区の連動発展の関連税収問

題に関する通知』（国家税務総局［2004］

117号 2004年9月13日） 

 

1．物流園区の背景、目的 

 上記[2003]81号では、倉庫企業と物流企

業の発展を目的とするような記載がありま

した。実際には物流関連企業の発展という

より保税区の利便性向上が目的だと考えま

す。これまで保税区は中国において「境内

関外」という扱いであるため、香港×中国

大陸との関係のように、一旦香港へ輸出し、

再度大陸へ輸入するオペレーションを華東

地区において行なうことは困難であり、行

なうにしても多大な物流コストをかける必

要がありました。そこで、華東地区におい

て、香港と大陸のようなオペレーションを

可能とする環境作りのため、物流園区が設

立されたものと推察します。 

A ：

 また、上記 [2004] 58号令では、「港区

連動」のスローガンのもと、現在では、上

海外高橋保税区の他7つの保税区（天津、

青島、寧波、大連、張家港、厦門、深圳）

に隣接する形で建設が進められています。 

2．どのような業種、企業が本物流園区で

メリットを受けるのか 

 物流園区内にて設立できる企業は「行政

管理機構」、「倉庫保管物流企業」、「多国籍

企業地区総本部の物流センター」および

「倉庫保管物流サービス専門の運輸企業お

よび貿易企業」に限定されており、生産加

工型企業の設立は認められていません。ま

た物流園区の主な機能として「国際接続運

送」、「国際配送」、「国際調達」および「国

際中継貿易」が定められています。 
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3．そのメリットの内容 

 メリットとして、税務管理、検査検疫管

理および輸出入管理などについて規定され

ており、その内容を以下に列挙します。 

(1) 税務管理 

 輸出加工区の関連政策に基づき、輸出入

経営権を有する区外企業から物流園区に入

る貨物については輸出とみなし、区外企業

は輸出貨物申告書（輸出税額還付専用）お

よび関連税額還付証憑を申請して税額還付

（免除）手続を行なう。 

 物流園区内企業が区内で加工する貨物で、

区内企業に販売する場合、増値税と消費税

の徴収を免除する。区内から輸出する貨物

については、税額還付手続を行なわない。 

 物流園区内企業が国外から輸入する自家

用基本建設プロジェクトに必要な設備およ

び物資、生産に必要な設備およびその補修

用部品、物流配送のために港で必要な包装

材料、自家用の合理的な数量の事務用品は

免税。 

 区外企業が区内企業に販売し、物流園区

に入り区内企業の使用する国産の設備、原

材料、部品、パーツ、包装材料および建造

基礎施設などに対し、区外企業は税関が発

行する輸出貨物申告書（輸出税額還付専

用）とその他現行規定の輸出税額還付証憑

を税務機関に申告して税額還付（免除）手

続を行なうことが可能。 

 区外企業が区内企業、行政管理部門に販

売し、物流園区に入り使用する生活消費用

品、交通運輸工具および輸入された機器設

備、原材料、部品、パーツ、包装材料、基

本建設物資に対して、輸出貨物申告書（輸

出税額還付専用）を発行せず、税務部門は

税額還付（免税）手続を行なわない。 

(2) 検査検疫管理 

 物流園区に入った後に再度物流園区を出

て国内市場に入る貨物に対しては検疫実施

を免除。 

 物流園区内の企業の自家用設備、事務お

よび生活消費用品について、強制性製品認

証を免除し、品質検査の実施も免除。 

 物流園区において中継する必要がある貨

物については、短期保管かつ包装密封状況

が良好な場合、入国時に外包装検疫のみ実

施。その場合、出国時には内容の検疫を実

施にしない。 

(3) 輸出入管理 

 物流園区と国外との間で出入する貨物は、

輸出割当額管理を実行する以外、輸出入割

当額、許可証管理を実行しない。 

 区外から物流園区に入る貨物は、輸出と

みなして輸出申告手続を行なう。許可証管

理商品に属する場合は、税関に輸出許可証

を提示しなければならない。 

 物流園区から区外に運送する貨物に対し

ては、輸入申告手続を行ない、税関は申告

貨物に対する関税、輸入増値税、消費税を

徴収する。 

4．外高橋保税区内での位置付け 

 まず、物流園区内周辺の企業に与える影

響として、これまで増値税の還付について

は、区外企業が単に保税区内に販売しただ

けでは輸出とみなされず、還付手続ができ

ない状況にありました。物流園区では、区

外から物流園区に貨物が入る場合、輸出と

みなして、この還付手続きのできない状況

を解消し、増値税の負担から実際に還付さ

れるまでのタイムラグによる資金負担を軽

減することが可能となります。 

 また、国外から原材料等を輸入する際に
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も、物流園区にとどめておくことにより、

関税増値税の支払を遅らせることが可能で

あり、かつ企業の在庫管理も容易になるも

のと考えます。 

 他には、これまで華南では香港の活用に

より、転廠が何らかの原因で不可能となっ

た場合においても、香港に一旦搬入し、再

度大陸に搬出することにより、保税状態を

維持できたのですが、華東ではできない状

況にありました。今後は、この物流園区周

辺にて加工貿易を行なう企業にとって、転

廠の際、国外に一旦輸出しなければならな

い状況に陥ったときに、この物流園区に搬

入することで華南同様のことが可能となる

わけです。 

 次に、物流園区への進出という面におい

ては、仮に物流園区内に倉庫型企業を設立

した場合には、海外から園区に搬入しただ

けでは輸入許可証、検査検疫等は不要であ

り、また関税増値税の支払もないことから、

アジア全体の物流基地として活用すること

も可能であると思われます。 

 このように考えれば、今後区外企業は物

流園区内の貨物の受入先として、物流園区

内企業（倉庫）を利用する動きになること

は十分考えられることを想像すると、やは

りビジネスとして物流企業であるといえ、

現に物流園区内に進出をしているもしくは

決めた企業のほとんどは物流企業であるよ

うです。 

 なお、現地に物流園区に進出している日

系物流企業に確認いたしましたところ、既

に営業は開始されており、また、国家税務

総局より『保税区と港湾区の連動発展の関

連税収問題に関する通知』（国家税務総局

［2004］117号 2004年9月13日）が正式に

公布されたことから、今後は本格的に物流

園区を介した取引が活発化するにつれ、ま

た、この物流園区が華南における「香港」

的存在となりうる可能性もあることから、

今後の華東地区における加工貿易にも大き

な影響があるものと思われます（主な内容

としては以下のとおりです）。 

① 物流園区外の企業が物流園区に貨物を

運び込むことは輸出とみなし、輸出貨物

通関申告書によって、主管税関で税還付

（免除）手続を申請する。 

② 税務機関は、区外企業の税還付（免

除）申請を受け取った後、『輸出加工区

税収管理暫定施行規定』（国家税務総局

［2000］155号2000年9月7日）に照らし、

税還付を行なう。 

③ その他、保税物流園区内企業の貨物の

販売や輸出等については［2000］155号

に照らす。 
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７．商業企業と保税区企業の合併について 

 

 

弊社は、上海、天津、大連の各保税区に独資で貿易企業を設立していま

す。2004年6月1日施行の『外商投資商業分野管理弁法』では、2004

年12月11日以降、独資の商業企業設立も認可される、と聞いています。 

Q ：

 そこで、この弁法に基づいて、各地の保税区貿易企業を将来は保税区外の一

つの企業にまとめたい、と考えています。その場合、『外商投資企業の合併と

分割に関する規定』（2001年11月22日公布 同日施行）を利用することは可

能でしょうか。 

 具体的には、各保税区の貿易企業を合併して保税区外に商業企業を1社設立

し、合併前の各企業（保税区貿易企業）はそれぞれ解散する、というスキーム

です。 

 

 

お問い合わせは、『外商投資商業分

野管理弁法』（以下『商業弁法』）の

施行により、今後の業務の効率化を図るた

め、まず、区外に新たに商業企業を設立し

たうえで、現在各地に点在する御社の既存

保税区企業を前述の商業企業へ合併をして

経営活動を行うことが可能かどうかという

質問と理解し回答します。 

 『商業弁法』に基づき設立された商業企

業と保税区内貿易企業との合併は、『商業

弁法』においては、特に明記していません。

しかし、外高橋保税区三聯発展有限公司か

らは、三資企業、外商投資株式有限公司及

び内資企業との合併と同様に『外商投資企

業の合併と分割に関する規定』（対外貿易

経済合作部、国家工商行政管理局 2001年

11月22日改正、公布 同日施行 以下『規

定』）に基づき所定の手続きのもと、合併

することは可能であると回答がありました。 

 お問い合わせの場合、商業企業が既存保

税区貿易企業を吸収合併し、新たな商業企

業として経営活動を行うことになりますの

で、吸収合併の手続きを行うことになりま

す。 

A ：

 吸収合併を行う商業企業は、債権、債務

を全て継承することになり（『規定』第25

条）、この商業企業は、元の審査批准機関

に外商投資企業批准証書の変更手続きをし、

登記機関で企業登記の変更手続きを行い、

吸収される保税区企業側は、元の審査批准

機関で外商投資企業批准証書を返納し、登

記機関で企業の登記の抹消手続を行うこと

になります（『規定』第22条、第31条）。そ

して、吸収される保税区企業は、解散、清

算の手続きを行うことになります（『規

定』第3条）。 

 合併に関しては、『外商投資方向指導暫

定規定』、『外商投資産業指導目録』の規定

に合致していることを前提として、税関、

税務、外貨管理などの関連規定にも合致し
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てなければなりません（『規定』5条、6

条）が、これら一連の手続きにかかる許認

可、批准等には相応の時間がかかることも

お含みおき下さい。 

 なお、商業企業との合併については実例

もないため、運用面等の解釈が不透明な点

も否めませんので、弁護士などに確認され

ることをお勧めいたします。 
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８．外高橋保税区物流園区に関する税務総局の通達について 
 

 

日刊航空貿易という日刊紙に、区外から外高橋保税区物流園区に輸出し

たときに発行される退税単で区外企業が支払った増値税を還付するよう

に、最近税務総局が各税務局に通達したという記事を見ました。その通達の日

付、通達名称、内容について教えてください。 

Q ：

 

 

お問い合わせの国家税務総局の通達

は『保税区と港湾区の連動発展の関

連税収問題に関する通知』（国家税務総局

[2004]117号 2004年9月13日）であると考

えます。 

 この通知の第2条において、「物流園区外

の企業が物流園区に貨物を運び込むことは

輸出とみなし、輸出貨物通関申告書によっ

て、主管税関で税還付（免除）手続を申請

する」とあり、税務機関は区外企業の税還

付（免除）申請を受け取った後、『輸出加

工区税収管理暫定施行規定』（国家税務総

局[2000]155号 2000年9月7日）に照らし、

税還付を行なうとあります。その他、保税

物流園区内企業の貨物の販売や輸出等につ

いては[2000]155号に照らして執行すると

あります。 

A ：
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９．保税物流園区とPE認定について 

 

 

保税物流園区を使えば、中国国内調達、中国国内販売という商流に日本

の企業が入り込めると聞いていますが、このケースの場合、PE認定され

ることはないのでしょうか。 

Q ：

 

 

最初に、PE認定については、保税

物流園区と一般地域との区別はなく、

また保税物流園区の関連法規も確認致しま

したが、PE認定適用の緩和を規定するも

のは存在しないものと考えます。 

 また、保税物流園区は、確かに税関上に

おいては、海外と同様な扱いとなりますが、

これまでの保税区同様、「境内関外」は変

わりません。一方、PE認定については、

税関上の取扱が税務上においても同様に適

用されるのではなく、あくまで税務上にお

いて保税物流園区内の活動がPEに該当す

るか否かということが判断材料になるもの

と理解します。 

 ご質問は、日本企業が保税物流園区内に

ある物流企業もしくは倉庫企業に日本企業

の所有権のある貨物（いわゆる非居住者在

庫）を保管し、一般地域にある中国国内企

業と日本企業との間において売買取引を行

う、つまり保税物流園区は海外扱いとなり

国内との取引は輸出入取引となるが、その

出荷などに際して、例えば現地の駐在員事

務所の駐在員がその物流園区に立ち入り関

与することは、駐在員事務所が日中租税条

約 第 5 条 に お け る 恒 久 的 施 設 （ 以 下

「PE」）として認定されるのか、と理解し

て回答いたします。 

 まず、保税物流園区に限定せず、通常、

中国国内企業と日本企業が売買（輸出入取

引）を行うことについては、PE認定の対

象になりません。 

A ：

 しかしながら、当然、倉庫に保管された

貨物は、その出荷や保管の管理を誰かが行

うことになりますが、現地駐在員事務所な

どの駐在員が出荷管理を含めて行うケース

や倉庫企業が行うケースと多々あろうかと

思われます。 

 まず、駐在員が出荷管理などを行うケー

スですが、駐在員が日本企業のために出荷

管理などを行う行為は、日本企業のための

役務提供と考えられます。PE認定とは、

駐在員などが行う役務提供行為の程度によ

って、その行為がPEとなるか否かになる

ものと考えられます。 

 この役務提供の程度による判断を行なう

指針については、『日中租税条約』にて規

定されており、PEに含まれない形態とし

て、第5条4項では次のように規定していま

す。 

①企業に属する物品または物品の保管、展

示または引渡しのためにのみ施設を使用

すること。 

②企業に属する物品または物品の在庫を保

管、展示または引渡しのためにのみ保有
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すること。 

③企業に属する物品または物品の在庫を他

の企業による加工のためにのみ保有する

こと。 

④企業のために、物品もしくは物品を購入

しまたは情報を収集することのみを目的

として、事業を行う一定の場所を保有す

ること。 

⑤企業のために、その他の準備的または補

助的な性格の活動を行うことのみを目的

として、事業を行う一定の場所を保有す

ること。 

 対して、PEに含まれるものとして、第6

条には「第1条及び第2条の規定にかかわら

ず、一方の締約国内において他方の締約国

の企業に代わって行動する者（第7条の規

定が適用される独立の地位を有する代理人

を除く）が次のいずれかの行動を行う場合

には、当該企業は、その者が当該企業のた

めに行う全ての活動について、当該一方の

締約国内に「恒久的施設」を有するものと

される。 

(a) 当該一方の締約国内において当該企

業の名において契約を締結する権限を有

し、かつ、この権限を反復して行使する

こと。ただし、その活動が第4条に掲げ

る活動（事業を行う一定の場所で行われ

たとしても、第4条の規定により当該一

定の場所が「恒久的施設」とされない活

動）のみである場合は、この限りでない。 

(b) 当該一方の締約国内において、専ら

または主として当該企業のため又は当該

企業及び当該企業を支配し若しくは当該

企業に支配されている他の企業のため、

反復して注文をとること。」 

とあります。 

 これらを踏まえると、駐在員などが契約

締結、注文取得、及び契約締結権限を有す

ることなどがあれば、上記第6条(a)(b)に

該当し、PE認定されるものと考えますが、

単に出荷及び保管のみであれば、第5条4項

に該当し、PEとはなりえないものと考え

ます。 

 しかしながら、実際には、「全く関与し

ない」と主張しても、見方を変えれば駐在

員が倉庫保管の物品の販売活動を単独に行

う営業行為としてとられかねない可能性も

あり、また第6条に該当せず、第5条第4項

に合致しているといっても、そのPE判定

の裁量権はあくまで税務局にありますので、

事前に管轄の税務局において確認された方

が得策であると考えます。 
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10．蘇州物流園区を活用した取引について 

 

 

当社は蘇州に100％出資の子会社（生産型企業）を設立して、日本から

部品を保税にて輸入、一部中国調達、自社加工を行って機械を組立、日

本へ輸出しています。そして、その機械を再び中国のグループ会社へ輸出して

います。なお、中国のグループ会社は免税枠を利用して輸入しています。 

Q ：

 蘇州物流園区を活用して以下のことが可能でしょうか。 

 A社：日本の親会社、B社：中国のA社子会社、C社：中国のA社グループ会社 

 〈取引形態〉 

  C社→A社へ発注、A社→B社へ発注 

  物品はB社→〔輸出〕蘇州物流園区（A社宛て）→〔輸入〕C社 

  C社→A社へ支払、A社→B社へ支払 

 確認したい項目 

1．B社の輸出は保税の輸出として認められるか。 

2．C社は通常の輸入と同じように輸入免税枠を使用できるか。 

3．C社からA社（日本）への送金は問題ないか。 

 以上3点について、注意点も含め教えてください。 

 

 

お問合せに記載された内容を踏まえ

て、質問の前提となる取引形態を仮

定しました。 

(1) A社×C社間で機械の売買契約を締結

し、中国大陸内で引渡しを行う旨の条項

を当該売買契約に反映 

(2) A社は、自らの子会社で中国にあるB

社に対して当該機械を発注し、B社はこ

の発注を受け、A社が有償で支給した保

税の原材料およびB社が現地で調達した

原材料を用いて機械を組立（A社×B社

間の取引は進料加工取引） 

(3) B社で組み立てられた機械を蘇州物流

園区（以下「園区」）に搬入（＝輸出）。

このとき当該機械をA社の非居住在庫と

して保管 A ： (4) 上記(1)にいう売買契約の内容に従い、

A社は園区から機械を搬出し（＝中国に

輸入）C社に当該機械を引渡し。C社は、

当該機械を自らが保有する免税枠を用い

て輸入。 

 まず、園区の基本的な機能として、園区

外の企業の貨物が、園区内に搬入された時

点で輸出、および園区外に搬出されると輸

入とそれぞれみなされ、税関が輸出入通関

手続きを行うと定められています（根拠規

定：『蘇州工業園区税関保税物流中心（B

型試点）に進出する国内貨物の税金還付を

許可する事に関する通知』（財税[2004]第

133号 2004年8月3日）および『保税物流
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センター（B型）の税収管理弁法を印刷、

配布することに関する通知』（国家税務総

局[2004]第150号 2004年11月15日）。 

 この基本的な機能を踏まえて以下の通り

コメントします。 

 1.について、B社は、A社より発注を受

けて生産した機械を、輸出通関手続きを経

て園区に搬入（＝輸出）し、A社の非居住

者在庫として保管することになります。現

時点でB社が、（ご質問の冒頭に記載され

た通り）「日本から部品を保税にて輸入、

一部中国調達、自社加工を行って機械を組

立、日本へ輸出」しているのであれば、進

料加工として保税状態のまま、園区に搬入

（＝輸出）することは可能と考えます。 

 2.について、ご存知の通り、通常の外商

投資プロジェクトにおいては「外商投資産

業指導目録」に定められる奨励類に属する

か、または許可類に属しその製品を全数輸

出している場合、その総投資額の範囲内で

輸入する設備（但し、『外商投資プロジェ

クトで免税を付与しない輸入商品目録』に

挙げられている商品を除く）は、関税及び

増値税が免除になります（『輸入設備税収

政策の調整に関する国務院の通知』国発

[1997]37号 1997年12月29日発布 1998年

1月1日施行）。 

 ご質問の取引は、通常の外商投資プロジ

ェクトにおける設備の輸入のケースに照ら

してみて異なるのは、設備機械が国産であ

る点、および実質的に国内からC社に引き

渡される点に限られると考えられますので、

ご質問にあるようにB社製造の機械を園区

経由でC社に提供し、C社が自らの輸入免

税枠を利用して当該機械を輸入することは

可能と考えられます。 

 なぜなら、上記の37号規定やその他設備

輸入に関する規定を調べましたが、設備機

械が国産であるということ、および実質的

に国内からC社に引き渡されるということ

を理由に、免税扱いとしないと明確に定め

た規定を見つけることができなかったため

です。 

 勿論、これらの規定が公布された時点で

は、ご質問のような取引は想定されていな

かったので、今後このような取引により外

商投資プロジェクトに提供された設備につ

いては免税を享受させないという判断のも

と規制を加えられる可能性は否定できませ

ん。 

 お問合せのケースは、実例がないため、

実務上の確認が取れない状況であり、蘇州

物流園区側の担当者やコンサルタントも確

定的なコメントをしかねるといった状況に

あります。具体的には、物流園区や管轄の

税関と相談しながら取引の可否を少しずつ

確認してゆく作業が必要かと考えます。 

 3.について、C社からA社への外貨送金

では、(1)輸入貨物の通関と輸入代金の支

払との照合手続きに関わる問題、及び(2)

輸入代金の外貨送金上の問題が挙げられま

す｡ 

 今回のお取引では、園区内のA社所有設

備は、輸入通関手続をされて園区の税関か

ら輸入決済／到着貨物照合表を発行しても

らい、C社に搬出（＝輸入）することにな

り、C社からA社への外貨送金ついても、

決済／到着貨物照合表や輸入代金対外支払

照合書などの実際に貨物が輸入されたこと

の証明文書に基づき、銀行及び外貨管理局

が輸入決済のための外貨決済を行うことに

なると考えます｡ 
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根拠規定： 

『外貨の買取、売渡、対外支払管理規定』

（中国人民銀行 1996年7月1日公布 同日

施行）及び『輸入貨物通関申告証明用紙に

基づく外貨の売渡、対外支払、支払商業の

取扱いに対し、分類管理をおこなうことに

ついての通知』（国家外貨管理局[2003]第

15号 2003年1月24日） 
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11．保税貨物の取り扱いについて 

 

 

保税貨物というのは、必ず保税区を通るのでしょうか。 

港から直にお客様に運ぶのであれば、無理に保税区に搬入しなくとも、

港の税関から直接、保税トラックで輸送させてもらうことができないものでし

ょうか。 

Q ：

 もしくは、外国から購入した商品を保税区倉庫企業に預かってもらい、お客

様への販売行為は商業企業や投資性公司が行うものの、貨物は保税区から保税

のままでお客様に届けられる、といった扱いは存在しないのでしょうか。 

 また、外高橋保税区では区内企業が『外商投資商業分野管理弁法』に基づく

商業企業を申請できるよう、保税区自体が動いているというような話も聞きま

すが、それが可能となるならば、逆に一般地域の企業が保税区の中に支店を設

けて、保税、非保税貨物両方を扱えるようになるというような話はないのでし

ょうか。 

 

 

保税貨物は、必ず保税区を通るとは

言い切れません。 

 「保税区」とは「中国の国際貿易（特に

輸出）を発展させるために、本来の場所は

中国内でありながら、区内に搬入される全

ての貨物に対し、関税の賦課については国

外扱い（関税賦課の対象外）とする形（境

内関外）で、税関が特別な監督管理を行っ

ている地域」です。つまり、保税区におい

ては国外から貨物が入ってくることは、輸

入とは扱われず、保税区にある間は一時的

に関税及び輸入段階での税の徴収が免除さ

れます（保税区から保税区外に出た時点で、

中国の輸入とみなされ、課税されます）。 

 以上のことから、「保税区が取扱う貨物

（保税区にある貨物）は保税貨物」と言う

ことはできますが、「保税貨物というのは、

必ず保税区を通る」とは言い切れません。

なぜなら、「加工貿易に使用される部材も

保税扱い」であり、保税区以外の一般地域

でも加工貿易は広く行われているためです。

加工貿易の部材は、保税扱いであるからと

いっても、必ずしも保税区に搬入しなくて

はならないということではなく、加工貿易

部材の保税管理は、登記手冊により行われ

ており、保税区以外の一般の港でも通関で

きます。 

A ：

 国外から保税状態で輸入できる貨物、物

品は『上海外高橋保税区条例』（以下『条

例』）第37条(1)～(6)の要件で保税区に搬

入される物品と、『加工貿易審査認可管理

暫定弁法』でいうところの委託加工に使用

される部材（これは保税区に搬入されるも

のばかりとは限りません）ですが、『条

例』第39条にある通り、（保税区に到着し

ている時点では保税貨物であっても）、保
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税区から非保税区へ搬出する際には、「本

来的に保税取引である加工貿易」の部材以

外は、関税及び輸入段階での税を徴収され

てしまいます。 

 結論として、「外国から購入した商品を

保税区倉庫企業に預かってもらっておいて、

お客様への販売行為は、商業企業や投資性

公司が行うが、貨物は保税区から保税のま

まで保税区からお客様に届けること」の、

「保税のままで」に関しては、「本来的に

保税取引である加工貿易」の部材以外は、

「保税のまま」ではできません。それは、

販売行為により、保税であった貨物が、保

税区外に搬出される時点で、中国の輸入と

見なされ、『条例』第39条のとおり、課税

されてしまうからです。ご参考までに、下

記に『条例』第22条をご案内します。 

（第22条） 

 「貨物、物品を国外から直接保税区へ搬

入する、或いは保税区から直接国外へ搬出

する場合、保税区の税関へ届け出なければ

ならない。安全、衛生、環境保護に影響す

る貨物は、法定検査を受けなければならな

い。貨物、物品を保税区から非保税区へ搬

出する場合、輸入とみなし、非保税区から

保税区へ搬入する場合、輸出と見なして、

輸出入手続きを行う。非保税区から搬入す

る保税区内での使用に供する機器、設備、

部品、原材料、交通手段、建築材料および

事務用品などは、保税区の税関が登記して

通関を許可する」 

 即ち、国外から直接保税区へ搬入する、

或いは保税区から直接国外へ搬出する場合

は「保税区の税関への届出」だけでよく、

保税区から非保税区へ搬出する場合、輸入

とみなし、非保税区から保税区へ搬入する

場合、輸出と見なして、「輸出入手続きを

行う」となっており、この「輸出入手続を

行う」という部分が、つまり、「通関手

続」であり、この時点で保税貨物が「内国

貨物」となり、課税されるわけです。 

 次に、「外高橋保税区では区内企業が

『外商投資商業分野管理弁法』に基づく商

業企業を申請できるよう、保税区自体が動

いているような話」については、2005年7

月13日に商務部より『保税区および保税物

流園区貿易関連問題に関する通知』（商務

部弁公庁[2005]第76号）が公布され、『外

商投資商業分野管理弁法』の規定が保税区

企業にも適用されることが明らかになりま

した。 

 本通知では、保税区、保税物流園区の企

業と個人が貿易権を取得し、国内販売権を

申請することが可能となる一方で、保税区、

保税物流園区内の対外貿易経営者が国内区

外との製品の売買にあたっては、国家関連

輸出入、外貨と国家税収管理方面の規定を

遵守しなければならない旨、規定されてい

ます。 

 ご照会の、「逆に一般地域の企業が保税

区の中に支店を設けて、保税非保税貨物両

方を扱えるようなスキームも実現して欲し

い」という点に関しては、現在のところ、

関連する情報や動きというものは、入って

いません。 
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第 5 章 加工貿易に関するＱ＆Ａ 
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１．外注加工における主要な工程について 

 

 

『加工貿易貨物に対する監督管理弁法』の第23～26条の中国国内での

外注加工で、主要な工程は外注加工が出来ないとあります。経営企業が

輸入した複数の電気部品を加工を加えずにそのまま、請負企業に搬入しプリン

ト基板上に機械で組立を行なってもらい、組立済プリント基板として経営企業

に戻し、経営企業で複数のその他の部品と共に最終組立を行い完成品とし輸出

する。請負企業に依頼したい上記加工は、主要な工程と税関に判断される可能

性があるでしょうか。 

Q ：

 なお、経営企業でも電気部品をプリント基板上に機械で組立を行なっていま

すが、手持ちの機械の生産能力が不足している為、外注加工を検討しているも

のです。 

 

 

『加工貿易貨物に対する監督管理弁

法』（税関総署［2004］113号2004年

2月26日公布 2004年4月1日施行）第25条

では、税関が加工業務の外注を許可しない

ケースとして「経営企業が主要な工程を外

注加工する場合」を規定しています。この

中の「主要な工程」の定義とは何かと理解

してご回答致します。 

 この「主要な工程」の定義を記載した規

定はないため、税関総署に確認したところ、

下記の回答をえました。 

第25条にある「外注加工の主要工程」の

「主要工程」は、企業の生産過程において

千差万別であるため、企業が申請する「主

要工程」の定義については、加工貿易貨物

の実際の監督管理部門である地方主管税関

が認定する。 

 また、「手持ちの機械の生産能力が不足

している際の外注加工は可能か」のご質問

は、この弁法施行以前は、フル生産しても

供給が追いつかないなどの特殊な事業があ

れば、税関許可を得ることで可能、として

いたようですが、この点についても同様に

税関総署に確認し、下記の回答をえました。 

A ：

 「企業の生産能力を超えたことにより、

主要工程を他の企業に加工させることは外

注加工の範疇に属さず、その時は、企業は

委託加工の規定に照らし、商務主管部門の

批准同意を経ることができれば可能であり、

生産企業の所在税関が監督管理の責任を負

うこととする。」 
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２．来料加工業態における検査業務について 

 

 

Q 広東省の東莞市に弊社の中国法人（来料加工）を持っていますが、以下のライセンス取得と運営は法的に可能でしょうか。 

：

１．B社（中国国内企業・仕入先）から部品を転廠にて購入 

２．A社（現地法人・来料加工ライセンスにて運営）はその部品を検査し、C

社（中国国内企業・客先）へ転廠にて納入する。 

 また、A社としてはその部品について基本的には何の加工もせず、「検査」の

付加価値を付けてC社へ転廠するのですが、その様なライセンスの取得は可能

でしょうか。 

 

 

来料加工業態での検査業務について

ですが、そもそも加工貿易とは、経

営企業が原材料･部品の全部または一部を

輸入し、加工･組立を経て、完成品を再輸

出するという経営活動を指し、加工を伴わ

ない加工貿易契約が当局の認可を得ること

は難しいと考えます。 

 今回の商流が、税関区を跨る転廠にあた

るかは不知ですが、法律面では『加工貿易

保税貨物の税関区を跨る深加工結転に関す

る管理弁法』（税関総署令第109号 2004年

1月19日公布 2004年3月1日施行）第2条に

おいても「加工貿易保税貨物の税関管轄区

を跨る深加工結転（転廠）とは、加工貿易

企業が保税輸入原材料を加工した製品を、

別の直属税関区内の加工貿易企業に移して

『更に加工を行った』後、再輸出する経営

活動を指す」と定義づけております。 A ：
 しかしながら、運用面について華南の加

工貿易企業にヒアリングしたところ、過去

に香港で製造した製品を輸入し、品質保証

検査を行い「合格シール」を貼付して、中

国国内の取引先に転廠したという事例を聞

きました。この場合、製品とシールを輸入

して、「シールを貼る」という行為が加工

に当たるということで当局に説明し、認可

をえたようです。 

 但しこれはあくまでも一事例ですので、

この方法で当局の認可が得られるという確

証はありません。詳細については現地当局

への確認をお勧めします。 
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３．委託元の変更について 

 

 

香港の現地法人と広東省内現地法人（香港現地法人100％出資）の間で

来料加工を行っていますが、これを日本の本社と中国現地法人の間の来

料加工に切り換えることは可能でしょうか教えてください。 

Q ：

 

 

お問い合わせの件ですが、一般的に

は、現在広東省内の中国現地法人が

香港現地法人との間で締結している委託加

工契約を解消し、改めて日本の本社との間

で委託加工契約を締結することで特段問題

ないと考えます。 

 委託加工契約に関する法規として『加工

貿易審査認可管理暫定弁法』（[1999]外経

貿管発第314号 1999年5月27日公布 1999

年6月1日施行）が当機構データライブラリ

ーにございますのでご参照下さい。 

A ：
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４．非生産型企業との加工貿易について 

 

 

加工貿易とは外国の会社と中国国内の会社との契約が必要条件であると

認識しております。つまり中国国内企業は必ず加工を加えなければなら

ないということになります。ということは、保税区の非生産型企業を通じた加

工貿易というのは成り立たたないと考えればいいのでしょうか。 

Q ：

 この場合保税区の非生産型企業は加工貿易手帳を保有しておりませんが、一

般の保税手帳でそれに代替することはできるのでしょうか。 

 

 

加工貿易は、「中国国内における、

輸出を前提とした保税加工」であり、

外国企業と中国国内企業（外商投資企業含

む）との間で、加工貿易契約書締結した上

で、対外貿易部門の認可取得し、かつ税関

への登記が必要となります。 

 今回のケースでは、非生産型企業が加工

業務を行うこと自体が、経営範囲を逸脱す

ることが考えられることや、仮に日本企業

と非生産型企業間で加工貿易契約書を締結

したとしても、対外貿易部門の認可を得ら

れるとは考えにくく、よって保税区の非生

産型企業を通じた加工貿易は成立しないと

考えます。 

A ：

 また、保税手帳についてですが、一般の

保税区内の加工貿易においても、保税手帳

による管理は行われないと考えます。 
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５．深加工結転における増値税発生の有無について 

 

 

Q 加工貿易は基本的に保税取引であると認識しておりますが、深加工結転の実務においては増値税が発生する場合としない場合があると聞きます。 

：

 どのような場合に増値税が発生するのでしょうか。また発生した場合還付を

受けることができるのでしょうか。 

 

 

規定では、進料加工企業間の取引

（以下「進料転進料」）においては

『外商投資企業の輸出貨物の若干の税収問

題に関する通知』（国家税務総局［1996］

123号 1996年7月8日公布 同日施行）に

より、国内取引として増値税を徴収すると

しています。その税額還付方式は、一般的

には「免除・控除・還付」方式が広く採用

されています。 

 つまり、進料転進料において、転出企業

は移送時に転入企業より一旦増値税分を徴

収し、転出企業所在の税務局において増値

税を納付することになります。転入企業は

加工後、輸出段階において、先に支払った

増値税の還付申請を行ないますが、実際に

は付加価値に対して還付の欠け目相当額が

還付不能額として増値税が課せられること

になります。 

 ちなみに、来料転来料、進料転来料は

「免除・控除・還付」方式が採用されてい

る限り、「増値税は発生しない」というこ

とになり、来料転進料は来料加工企業のみ

から仕入を行なう限り、同様に「増値税は

発生しない」と思われます。 

A ：

 しかしながら、運用上は、各税務局の税

額還付方法（「免除・控除・還付」方式or

「先徴収・後還付」方式or「不徴収・不還

付」方式）や各税務局の深加工結転取引に

対する捉え方（「国内（課税）取引」 or

「保税取引」）などの違いにより、増値税

の課税対応も違うようですので、所管の税

務局や進出地区の企業等に確認されること

をお勧めします。 
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６．進料加工、外注加工にかかる増値税について 

 

 

当社は100％外資製造企業で日本から原材料を100％輸入し、製品を

100％輸出する進料加工貿易を検討しています。また、製造の一部加工

工程を隣接する他社に外注し、委託加工賃を支払う形式を取りたいと考えてい

ます。この場合の増値税の取扱いについて教えてください。 

Q ：

 

 

まず外注加工について説明いたしま

す。外注加工については今まで根拠

となる法律がなく自社の生産ラインが逼迫

している等の特別な事情により税関の認可

を得て行うことができるとされていました

が、『税関の加工貿易貨物に対する監督管

理弁法』（税関総署令第113号2004年2月26

日公布 2004年4月1日施行）第23条から第

26条において明確に規定されました。 

 次に進料加工の増値税の取扱いについて

説明いたします。運用に関しては、地域に

よって違う場合もありますが、基本的な考

えは以下の通りです。 

・輸入時：原材料の増値税は関税とともに

「保税」申請ができる。 

・輸出時：「0税率」が適用。一般的に「免

税・控除・還付方式」により還付額の計

算が行われる。 

 ここで注意いただきたいことは、「保

税」と「0税率」の意味についてです。委

託加工での「保税」とは「税関の認可を経

て輸入貨物を暫定的に課税留保する」こと

で、税金徴収が免除される「免税」とは厳

密には意味が異なります。 

 すなわち、保税の要件を満たさなくなっ

た（中国国内への転売等）場合には、遡っ

て関税とともに増値税が課されます。一方

「0税率」とは輸出取引に関しての直接的

な税率はゼロであることを意味しています

が、輸出によって増値税の負担が生じない

（税額負担の発生がゼロである）ことを意

味していません。すなわち、現行の規定で

は還付額の計算として「免税･控除･還付方

式」が用いられるため、還付税率が徴税税

率を下回る場合、結果的に不還付額分の増

値税の負担が生じることになります。「免

税･控除･還付方式」の計算式は以下の通り

です。 

A ：

「不還付額」＝輸出貨物FOB価格×為替

レート×(徴収税率－還付税率)－免税購

入原材料価格×(徴収税率－還付税率) 

「納付税額」＝国内売上税額－(仕入税総

額－控除還付不能税額) 

※国内売上税額は国内販売した場合の売上

増値税、仕入税は輸出貨物の原材料・部

品にかかる増値税を指す。 

 例えば、進料加工の保税輸入材料が100、

加工後の輸出価格が200の場合、（増値税率

17％、還付率13％） 

「不還付額」＝200×(17％－13％)－100×

(17％－13％)＝4 

「納付税額」＝0－(0※－4)＝4 
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※本来輸入時に100×17％＝17の増値税が

発生するが、「保税」扱いとなるため0と

なる。 

ということで実質4の増値税負担が発生し

ます。 

 一方外注加工の場合、加工賃については

増値税が課税されると考えます。しかし上

記の計算により仕入税として控除が可能で

す。 

 例えば再委託加工で50の加工賃を支払っ

た場合に50×17％＝8.5の増値税が発生し

ますが、上記の式に当てはめると 

 納付税額＝0－(8.5－4)＝－4.5 

となり、8.5の増値税を一旦、再委託加工

業者に対して支払いますが、輸出還付申請

により不還付額を差し引いた4.5が還付さ

れることとなります。 
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７．原材料輸入の伴わない来料加工について 

 

 

Q 原材料を輸入せずに来料加工を行うことは可能でしょうか。その場合、どのような手続が必要になるのでしょうか。 

：

 具体的には、加工工場では、中国国内企業数社から原材料を仕入れ、製品を

製造し、日本へ輸出します。決済については、日本から加工工場に加工賃を支

払うとともに、中国国内企業（原材料購入先）に原材料購入費を支払うことを

考えています。 

 また、上記の場合で、日本ではなく外高橋保税区の商社が基点となった場合

にはどうなるのでしょうか。 

 

 

まず、来料加工の定義について説明

します。来料加工は、「外国企業か

ら原材料の無償支給を受け、中国大陸内で

加工を行い、その製品または半製品をその

外国企業に引き渡して加工賃を受取る加工

形態」を指します。来料加工を行うには外

国企業と加工工場との間で来料加工契約を

締結し、外経貿部門の認可を経て管轄税関

へ登録する必要があります。 

 以上を踏まえると、原材料は原則、海外

からの調達となりますが、外国企業が来料

加工用の原材料の一部を国内調達する場合、

外経貿部門に申請、批准を取得し、来料加

工契約に注記をすれば可能であるようです

（外経貿部門への確認をお勧めします）。 

 しかしながら、全量を国内調達すること

は来料加工の定義から外れ、外経貿部門の

認可も得られないと考えます。そもそも来

料加工のメリットは輸入原材料を保税で加

工できるところにありますので、原材料を

全量国内調達する時点で加工貿易として成

立しません。 

A ：

 外高橋保税区の商社の場合も同様で来料

加工を行うことはできません。仮に加工貿

易でなく一般貿易として考えた場合、原材

料を買付けることは可能でしょうが、別の

国内企業に加工賃決済で加工の委託をする

ことができるかどうかは、商社の経営範囲

内かどうか確認する必要があります。加工

を委託するのではなく、買付けた原材料を

加工工場に販売して、加工した製品を再度

買い戻すことはできるかと考えます。 
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８．原材料輸入の伴わない進料加工について 

 

 

子会社と進料加工契約を締結する予定です。中国国内で原材料部品の調

達が100％達成できた場合、輸入する原材料部品が無くとも進料加工契

約を締結して、子会社が製品を輸出し、増値税の輸出還付を受けることは可能

ででしょうか。なお、製品はすべて親会社が買い取る予定です。 

Q ：

 

 

お問合わせの件ですが、「進料加工

を行なうこと」と「増値税の輸出還

付を受けること」は一体のものではない点

をまず、ご注意ください。 

 進料加工の定義を説明すると、「外国企

業から原材料を有償で購入（輸入）し、中

国大陸内で加工を行い、その製品または半

製品をその外国企業に販売（輸出）する加

工貿易形態」ということになります。つま

り進料加工は、製品の全量輸出を条件とし

て、原材料を保税で輸入し加工するメリッ

トがありますが、進料加工により増値税の

輸出還付が受けられるというものではあり

ません。 

 一方、増値税の輸出還付は、『増値税暫

行条例』（国務院令[1993]第134号 1993年

12月13日公布 1994年1月1日施行）第2条

第1項(3)に「物品を輸出する場合は税率を

0％とする」と規定されているように、仕

入時に中国国内で支払った増値税を還付す

るということを意味しています。ご質問の

スキームであれば、原材料を100％国内調

達しますので進料加工ではなく、通常の輸

出契約になるかと考えますが、輸出増値税

については、当然還付を受けることが可能

です。但し、還付率の引下げにより、全額

還付を受けることができない場合が多いの

でご注意ください。 

A ：
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９．進料加工における仕入ルートについて 

 

 

中国一般地区に設立した子会社では原料の一部は中国国内から調達し、

大半は国外から輸入します。出来上がった製品の大半（70％以上）は輸

出していますが、輸入原料の関税が高いことから、それを軽減するために日本

の親会社と進料加工貿易契約を締結して、保税で輸入することを考えています。 

Q ：

 そこで質問ですが、 

1．進料加工貿易の場合には、輸入する有償原料は委託側の親会社から直接購

入（輸入）しなければならないのでしょうか。それとも子会社が自由に海外

の原料メーカーから輸入することができるのでしょうか。 

2．来料加工の場合は中国国内で調達する原料は一部の副資材を除いては、す

べてが委託側から無償提供されることが前提ですが、進料加工貿易の場合、

中国国内で調達する原料と有償で輸入する原料の比率に制限があるのでしょ

うか。 

3．進料加工の場合、必ず一旦は日本の親会社に輸出する必要があるのでしょ

うか、それとも日本の親会社の顧客が存在する他の国に直接輸出することが

できるのでしょうか。 

4．投資機構のデータベースに進料加工貿易契約雛形が登録されていますが、

輸出代理合意書、輸入代理合意書、加工合意書の3種類があるだけで、委託

側（外国企業）と委託される側（中国企業）の間で交わされる契約雛形があ

りませんが、不要なのでしょうか。 

5．進料加工の場合、原材料の供給は親会社以外の利害関係の無い企業から輸

入も認められるのでしょうか。 

 

 

以下ご質問別に回答します。 

1． 進料加工は原材料の輸入契約と

製品の輸出契約がベースとなっており、製

品を全量輸出するという条件で原材料を保

税で輸入すべく、輸入契約及び輸出契約に

ついて共に商務部門の認可を得て税関の登

録をする加工貿易制度です。輸入先と輸出

先が同一でなければならないという規定は

ありませんので、親会社以外からの輸入も

可能です。 A ： 2． 進料加工における輸入材料と国内材料

の比率の制限についてですが、これについ

ても規定はありません。進料加工において

商務部門、税関がチェックしているのは保

税で輸入される材料の部分ですので、国内

材料に対してその比率を制限されることは

ありません。 

3． 日本親会社の顧客先の国へ直接輸出す
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ることは問題ないと考えます。 

4． 弊機構会員ネットにある契約の雛型は、

中国子会社が輸出入取引を外貿公司に代理

させる際の合意書です。通常、中国子会社

自身が輸出入業務を行いますので、その際

これら雛型は不要となります。上記1.で述

べた通り、進料加工は原材料の輸入契約と

製品の輸出契約がベースとなっております

ので、厳密な意味では「進料加工契約」と

いう名前の契約はないことになります。 

5． 進料加工での輸出入契約の当事者は、

資本関係の有無と何ら関係ありませんので、

当該契約が商務部で認可を取得し、税関で

登記を得ることができれば、原材料の保税

での供給は可能と考えます。 
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10．『香港一日遊』について 

 

 

物流園区が設立されることによって、従来、香港に一旦出してまた中国

に入れる、いわゆる『香港一日遊』を行なう必要がなくなった、という

ようなことを耳にします。そもそも『香港一日遊』の目的とスキームは何でし

ょうか。 

Q ：

 

 

『香港一日遊』が物流園区ができた

現在もまだ継続して行われているこ

とについては、次のような事情があるかと

考えます。 

 加工貿易の発展に伴い、「加工貿易の貨

物を国内で購入したい」というニーズが生

じましたが、加工貿易の貨物は保税である

ため、そのまま国内で流通させることはで

きません。 

 これに対応するため、国内一般地域より

保税区に搬入し、再度国内へ輸出すること

で貨物の保税を解除し、国内販売を可能と

なることを目論み、保税区の機能が期待さ

れました。しかし、実際には保税区に搬入

してから一般地域へ再度搬出するのに数日

を要したり、また保税区に搬入された貨物

に対する増値税の輸出還付が、実際に海外

へ輸出されない限り行えない、といったこ

とで、結局は香港へ一度出して、そのまま

往復して戻ってきて再輸入するという『香

港一日遊』のオペレーションが実務的とな

っているという次第です。 A ：
 これは、当初、広東省を中心とした華南

地区の話でしたが、現在では華東地区でも

このオペレーションをとっています。 

 よって、『香港一日遊』の目的は、一番

には加工貿易の貨物を国内で流通させるた

めの手段、ということだと考えます。 

 なお、加工貿易の貨物を国内で流通させ

る場合、保税区利用の場合は、物流費用は

比較的安価であるものの日数を要したり、

増値税還付の問題があり、一方、香港利用

の場合は、オペレーションは迅速で増値税

還付も問題ないが、物流コストがかかる、

といった問題が挙げられます。 

 外高橋の物流園区や塩田の園区構想では、

増値税還付も迅速に行われ、『香港一日

遊』より物流コストの改善が図れるケース

が多くなるはずであり、新たなオペレーシ

ョンへの期待があると考えます。 
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11．電子手冊について 

 

 

弊社は、現在、中国関連会社で中国国内販売用製品と海外輸出用製品を

生産しています。なお、使用する部品のうち、中国国内で調達できない

ものについては日本から輸入しています。 

Q ：

 輸出する際に免税の適用（手冊管理）を受けるために、免税、課税で分けて

インボイスを作成して輸出していましたが、効率改善のために、電子手冊導入

（申請）を検討しています。 

 電子手冊導入後は、免税、課税部材全てを免税の状態で輸入し、課税（国内

向け）分の事後納税が可能となり、これにより緊急の輸出向け、国内向けの仕

向変更や余材の転用が簡略化されるメリットを享受できると認識していますが

よろしいでしょうか。 

 また、納税を販売前に完了させるなどの注意事項がありましたら教えてくだ

さい。 

 

 

 

電子手冊に関しては、『税関の加工

貿易企業に対するコンピュータネッ

トワーク監督管理実施弁法』（税関総署令 

第100号 2003年3月19日発布 同年5月1日

施行）に要件が規定されています。 

 しかしながら、運用実態など、不明な点

も多々あり、実際に現地で実務を行ってい

る会員企業の方に、ヒアリングを行ないま

したので、それを参考にコメントします。 

 まず、「電子手冊導入後は、免税、課税

部材全てを免税の状態で輸入し、課税（国

内向け）分の事後納税が可能となり、これ

により緊急の輸出向け、国内向けの仕向変

更や余材の転用が簡略化されるメリットを

享受できる」という認識は間違っているよ

うです。 

 電子通関システムとは、以前の手冊が単

なるデータ台帳に変化し、それらの情報が

税関、対外経済貿易、外貨管理局、工商行

政管理局、税務局、銀行などの機関でオン

ライン化され、透明性と共有化が図られて

いるもののようです。 

A ：

 実際の運用としては、現状と同様にイン

ボイス、パッキングリストは免税用、課税

用と分けて申請を行なう必要があります。

従来は、まず、何を、誰に、いくつ製造す

るのか、そのためにはどんな部材が必要な

のかなどを記帳しておく管理ノートが必要

でしたが、それらがデータ入力となり、関

係当局とリンクした電子在庫台帳に変化し

ただけのようです。 

 従って、製造品の売買契約書、それらを

製造するための部材を入力し、対外経済貿

易部門傘下の経済発展処などで輸入の許可
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と海外契約の承認を得て、税関へ免税かそ

れとも課税かという手続きが全てネット上

でできるようにはなります。しかし、その

際に税関から課税と指摘があったものは、

別途、免税とは相違した現状と同様な課税

輸入方法となり、一旦全ての部材を免税で

輸入通関することはできません。 

 更に付記しますと、企業 ICカードと通

関員オペレーション ICカードを税関へ登

録することで、ネット上で輸出入品の入力

が工場からできますが、貨物検査が発生し

た場合には、工場から出向いて検査立会い

が税関より要求されます。 

 よって、電子手冊のメリットは、電子情

報で全ての情報が関係当局にリンクしてお

り、いちいち税関、その他機関へ赴かずネ

ット上で処理ができることにあるといえま

す。 

 なお、運用にあたっての注意点としては、

主管税関、商品検験局等が何時でも工場へ

赴き在庫検査を実施できるデータをネット

上で見られるので在庫管理、品質管理を一

層透明性のあるものにしなければならない

こということが挙げられます。 

 もし、データーと実物在庫が合致しない

場合には多額の罰金が課せられるようです

（工場規模によりますが、10万元～300万

元の罰金となる模様です）。 
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12．税関区を跨ぐ深加工結転について 

 

 

加工貿易について、以下の点を教えてください。 

1．増値税は、輸出入取引と見られる場合は免税、国内取引と見られる

場合は課税と認識していますが、国内調達で増値税を支払っている場合、深

加工結転によって、支払った増値税は還付されるのでしょうか。地域によっ

て実情は違うと思いますが、現在、深加工結転を輸出入取引として扱ってい

る地域は、香港遊や外高橋保税物流園区を利用した園区遊が不要になると考

えます。 

Q ：

2．貨物輸送については、1999年の税関総署令第75号（旧法）では監管輸送

とそうではない一般輸送の2通りがありましたが、2004年の税関総署令第

109号（新法）では統一されたと聞きました。新法ではすべて監管車を必要

とせず、一般車で輸送が可能になったと理解してよろしいのでしょうか。 

 

 

1． 在上海日系企業（転出企業）か

らヒアリングしたケースでは、転廠

取引は通常、増値税課税と見なされますが、

上海市外の転入企業に転廠する際に税務局

の許可を得て、免税取引にすることが可能

のようです。 

 一方で、免税取引にした場合、国内材料

調達時にかかった仕入増値税を控除できな

いという運用がなされているとのことでし

た。この場合、当該企業では、国内調達材

料と海外調達材料の比率を見て取引形態を

判断しているようです。あくまで地域毎に

運用が違うと思われますので参考情報とし

てください。 

 尚、転廠については運用が柔軟になって

きたとはいえ、HSコードの違いやその他

の原因にて転廠が認められない場合がある

ことも考えられます。そのような場合、保

税を維持するために一時的な輸出入通関を

行なうことからすれば、香港や物流園区の

機能は今後も必要であると考えます。 

A ：

2． 転廠貨物の運送では監管車を利用しま

せん。現地にヒアリングした印象では、保

税運送に限らず、主に異地通関のような、

通関地と荷上げ地、積下ろし地間の空白地

帯の運送時に監管車が利用されているよう

です。 
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13．売買契約と注文書・請書について 

 

 

Q 日本の取引の場合は、売買契約を締結しないで買主が注文書、売主が請書のやり取りで売買を行なっているケースがあります。 

：

 中国において進料加工や親子間貿易を行なう場合、売買契約を締結せずに注

文書や請書で代行して、増値税の還付、原料の免税輸入、進料加工登記手帳の

発行を行なうことはできるのでしょうか。 

 

 

ご質問は「進料加工を行なう場合、

売買契約（原材料および完成品の輸

出入契約）を締結せずに、注文書、注文請

書で代行可能か」との趣旨と理解して回答

します。 

 結論から申し上げますと、進料加工を行

なう場合、原材料および完成品の輸出入契

約の締結は必須と考えます。 

 まず、日本親会社と現地法人間で進料加

工を行なう場合、『加工貿易審査認可管理

暫定弁法』（外経貿管発 [1999]第 314号 

1999年5月27日公布 同年6月1日施行 以

下『暫定弁法』）に基づいて商務部門に申

請資料を提出し認可を得る必要があります。

商務部門で審査のうえ認可を得ると「加工

貿易業務批准証」が発行され、この批准証

を基に登記手帳や銀行保証金台帳が発行さ

れます。商務部門に提出する申請書類の一

つとして『暫定弁法』第10条（4）で「経

営企業が対外的に締結した輸出入契約（正

本）」の提出が定められています。 

 また、現地法人が日本親会社から輸入し

た原材料の送金を行なう際に必要な書類と

して輸入契約書が必要とされます。（『外

貨の買取、売渡、対外支払管理規定』中国

人民銀行 1996年6月20日公布 同年7月1

日施行 第13条） A ：
 ここで問題となるのが所謂「契約」とは

何かということです。ご質問でおっしゃっ

ている注文書、注文請書がどのような条項

を盛り込んだものかは分かりませんが、

『契約法』（全国人民代表大会1999年3月15

日制定 同日公布 同年10月1日施行）第

12条では、「契約の内容は当事者により定

められ、一般的に以下の条項が含まれる。

(1)当事者の名称又は指名および住所、(2)

目的、(3)数量、(4)品質、(5)代金または

報酬、(6)履行期限、履行地および履行の

方式、(7)違約責任、(8)紛争解決方法」と

規定しており、加工貿易の認可権限を持つ

商務部門も契約上の条項を見て認可の判断

をすると推察されます。 

 更に、前述の通り、商務部門に提出する

申請書類として「経営企業が対外的に『締

結した』輸出入契約」と定められています

が、注文書だけでは注文者の一方的な意思

表示であり『契約が締結された』と見なさ

れないのではないかと考えます。しかし、

注文書（またそれに対する注文請書）が上

記『契約法』にある条項を具備し、双方が
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署名を行ない、申込と承諾の意思表示をす

ることにより、『締結した契約（に準じる

書面）』と見なし、商務部門が受理し、審

査のうえ認可する可能性はあろうかと考え

ます。 
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14．倒産会社からの進料契約引継ぎについて 

 

 

Q 当社は台湾の会社（A社）経由で華東地区の会社（B社）に委託加工を行なっています。 

：

 部材は当社→A社→B社と渡り、B社で加工後、製品はB社→A社→当社とい

う流れで輸入されています。 

 これらは全て有償で行っているので、A－B間は進料加工になるかと思いま

すが、突然、A社が倒産した場合、今ある進料契約を当社が引き継ぐことは出

来るのでしょうか。 

 現在、多くの部材がB社にあり、今まさに加工しているところですが、この製

品を当社が直接輸入することができるか、また、そのための（当局に申請してい

る進料契約の内容を変更するなどの）手続きとして何が必要か、教えてください。 

 

 

そもそも進料加工の過程として契約

当事者（ご質問のケースの場合、A

社とB社）間の部材、完成品の輸出入契約

に対して、商務部門が認可をし、その後税

関に登録することによって、部材を保税の

状態で輸入することが可能となります。あ

くまでもA社とB社との契約のもとで部材

の保税性が保たれているため、仮にA社が

倒産し、認可を受けたA社とB社の契約を

履行できなくなった場合、この契約を御社

が自動的に引き継ぐことはできず、御社と

B社との間で進料加工契約を新規に締結す

る必要があると考えます。 

 ちなみに、A社倒産によるA社とB社の

進料加工契約の取り扱いについては、恐ら

く認可を受けた商務部門に対して、A社と

B社の契約が履行できない旨の変更申請を

行い、認可を受けたうえで税関にて登記抹

消を行なうことになろうかと考えます。 

 次に、既にA社及びB社に渡っている部

材の手当てについてですが、御社とA社と

の売買契約において契約終了時の措置に関

する規定をおき、以下のような条項を盛り

込んでみてはいかがでしょうか。 

A ：

①A社在庫品について、当社（御社）が全

数または当社（御社）が指定するA社在

庫品を優先的に買取（価格は別途協議）

の趣旨で規定。 

②B社在庫品について、A社とB社との間

で締結される売買契約が終了したときに

B社在庫部品の優先買取権がA社にあり、

A社による買取が不能の場合、当社に買

取権が発生する旨をA社－B社間の売買

契約に織り込む義務をA社に負わせると

規定。 

 但し、②のケースでは、A社とB社の進

料加工契約のもとで部材が保税状態になっ

ており、これをB社がA社以外（つまり御

社）に販売するためには、やはり商務部門、

税関の許可が必要になるかと考えます。 
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15．異なる税関管轄エリアでの転廠について 

 

 

広州にある弊社では現在「進料加工」による保税輸出入を行っています

が、生産量増大、またその他の理由に伴い、この度北京にあるメーカー

へ半製品を引き渡し、加工後、再輸出という、いわゆる「転廠」を考えていま

す。 

Q ：

 転廠の定義としては、「加工貿易の保税原料により加工される製品を、別の

税関管轄エリアにある企業に引き渡して、引き続き再加工して輸出する業務」

という、認識を当方は持っています。 

 しかしながら、当方どもが広州税関へ確認した限りでは、「こうした転廠手

続きは、同一税関管轄エリアの企業間でのみ行えるもので、北京等の異なる管

轄エリアの企業同士では認められない」といった趣旨の回答が返ってきました。 

 そこで質問ですが、 

1．異なる税関管轄エリアで、果たして転廠は認められるのでしょうか。 

2．同一省内（特に広東省）などではよく転廠（深加工）が行われていること

を耳にしますが、弊社のように省・税関管轄エリアを越えた所での転廠とい

う形態について、実例はあるのでしょうか。 

 

 

異なる税関管轄エリアでの転廠につ

いてですが、『加工貿易保税貨物の

税関区を跨る深加工結転に関する管理弁

法』（税関総署令第109号 2004年1月19日

公布 同年3月1日実施 以下『弁法』）に

手順が規定されています。従って、異なる

税関管轄エリアでの転廠は可能、というこ

とになります。 A ：  また、この『弁法』の運用状況を調査す

べく事務局では2004年6月に北京の税関総

署をはじめ、天津、上海、広州の税関を訪

問しましたが、どの税関も『弁法』につい

て理解しており、実際に異なる税関管轄エ

リアでの転廠の実績もあるとのことでした。 
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第 6 章 設備導入に関するＱ＆Ａ 
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１．「外商投資産業指導目録」と輸入設備の免税規定について 
 

 

『輸入設備税収政策の調整に関する国務院の通知』（国発[1997]37号 

1997年12月29日公布、1998年1月1日施行）では、「外商投資産業指

導目録」中の奨励類と制限類（乙）該当企業が総投資額の範囲内で輸入する設

備は、関税、増値税が免除されるとなっていますが、「外商投資産業指導目

録」は2002年3月に改定された時に、制限類が一本化されています（甲、乙

に分かれていません）。 

Q ：

 この新しい指導目録に適合するように『輸入設備税収政策の調整に関する国

務院の通知』は改定されているのでしょうか。 

 また、実際の設備輸入時の免税規定はどうなっているのか、教えてください。 

 

 

ご指摘の通り、2002年4月1日から執

行された「指導目録」（以下「指導

目録2002年版」）では「制限類（甲）･

（乙）」の区別はなくなり、「制限類」に一

本化されています。項目数も製造業を中心

に大幅に数が減少しています。 

 なお、この「指導目録」は2004年11月30

日に3回目の改訂（以下「指導目録2004年

版」）がなされていますが、今回の改訂で

は、奨励類、制限類、禁止類の各項目数に

大きな変動はなく、輸入設備免税枠措置に

関する変動もありません。 

 結論から述べると、2002年4月1日以降認

可の外商投資プロジェクトにおける総投資

額範囲内での輸入設備免税措置については、

奨励類と共に従来対象となっていた「制限

乙類」がはずされ、「指導目録2002年版」

による「奨励類」のみが対象となっていま

す。しかしながら、これは『輸入設備税収

政策調整に関する国務院の通知』（国発

[1997]37号）の条文自体が新しい指導目録

に適合するように改定されたというわけで

はありません。なお、税収優遇政策の執行

における「指導目録2002年版」と旧「指導

目録」の適用問題について、別途、取扱を

規定した通知が国家税務総局より出された

形になっています。 

A ：

 以下に、当該通知を紹介します。 

『新外商投資産業指導目録の執行に関連す

る税収問題に関する国家税務総局の通知』

（国税発[2002]63号 2002年5月30日公布）

（第1条） 

 「外商投資プロジェクト（増資プロジェ

クトを含む）のFS報告が2002年4月1日以

後に認可される外商投資プロジェクト又は

FS報告の認可段階がなく、その会社の契

約、定款若しくは増資申請文書が2002年4

月1日以後に審査認可部門の認可を経る外

商投資プロジェクトについては、新たな

「指導目録」に従い奨励類型を確定しなけ

ればならない。上記プロジェクト中の新た

な「指導目録」に従い奨励類であると確定

された外商投資プロジェクトには、現行の

規定の奨励類プロジェクトの各種税収優遇
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政策を適用することができる」 

（第2条） 

 「政策の連続性を保持するため、2002年

4月1日前に認可された外商投資プロジェク

トで古い「指導目録」に従い奨励類又は制

限乙類であると確定されたものは、現行の

規定の奨励類又は制限乙類に適用される各

種税収優遇政策を継続して享受する」 

 上記の通知は「指導目録2002年版」に応

じ、国家税務総局より出されたものですが、

「指導目録2004年版」が公布された現在も

なお有効です。また、2004年12月27日に税

関総署からも殆ど同様の内容を網羅した通

知が出されています。ご参考までに、以下

に通知名をご紹介します（条文は省略）。 

「『外商投資産業指導目録（2004年改正）』

の転送・発布に関する税関総署の通知」

（署税発[2004]441号 2004年12月27日） 

 次に、実際の設備輸入時における免税の

規定ですが、上記のような総投資額の範囲

内によるものを含め、その他の例を挙げれ

ば、次の①～⑨のようなプロジェクトに関

連した同様の設備輸入の税収優遇措置に大

別できると考えます。 

①奨励分類項目の外国投資プロジェクト 

②製品の全量を輸出する許可類の外商投資

プロジェクト 

③既存設備更新プロジェクト 

④外国投資研究開発プロジェクト 

⑤中西部プロジェクト 

⑥加工貿易プロジェクト 

⑦外国政府借款プロジェクト 

⑧ハイテク製品プロジェクト 

⑨IT関連プロジェクト 

〈主な関連法規〉 

『輸入設備税収政策調整に関する国務院の

通知』（国発[1997]37号）①・⑦ 

『一部の輸入税収優遇政策調整に関する通

知』（財税[2002]146号）② 

『外国投資家の投資のより一層の奨励に関

連する輸入税収政策に関する税関総署の通

知』（署税[1999]791号）③・④・⑤ 

『加工貿易輸入設備の関連問題に関する通

知』（外経貿政発[1998]383号）⑥ 

『「中共中央、国務院：技術刷新の強化、

ハイテクの発展、産業化の実現に関する決

定」の実施に関する税収問題についての通

知』（財税字[1999]273号）⑧ 

『ソフトウエア産業及び集積回路産業の発

展の奨励に関わる税収政策問題の通知』

（財税[2000]25号）⑨ 

『西部大開発の税務優遇政策の問題に関す

る通知』（財税[2001]202号）⑤ 

など。 
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２．中古設備の輸入について  

 

 

上海にある会社で中古設備（1994年製）を輸入する計画があります。

当社は歴史が長いため、投資免税枠を使い果たしてありません。代わり

に自由資金免税枠により機械輸入免税を受けていますが、これは更新設備を基

本対象としています（更新設備は基本的に新品であり、中古設備輸入には使用

できません）。 

Q ：

 従って、税金を支払い一般貿易で設備を輸入しようと考えています。この場

合、商品検査局では、「製造5年以内の機械はほぼ問題ないものの、7年から

10年経過の機械は難しい。また、免税枠のない設備は輸入できない方向にあ

り、設備を輸入する場合は増資しなければならない」といった様々な情報があ

ります。 

 そこで質問ですが 

1．10年前の中古機械は一般貿易で輸入できないのでしょうか。 

2．できないとすれば増資以外で輸入する方法はあるのでしょうか。 

 

 

まず、1. について回答します。中

古の程度（製造年）による規制につ

いて、1980年以前（1980年を含む）に製造

された中古設備は、中央政府の許可取得が

条件となっています（『中古機電製品輸入

管理に関する補充通知』外経貿機電発

[1998]第555号 1998年10月5日公布 第1

条ならびに当該補充通知中の『重要中古機

電製品輸入目録』参照）。通常、製造後10

年未満の中古設備であれば地方政府の許可

を取得し、輸入されているようです。製造

後10年以上の期間が経過したものに関して

は、許可取得は難しいようですが、地方に

よって解釈基準が異なることもあるようで

すので、持ち込まれる現地の機電局、検験

局、税関にて事前に確認されることをお勧

めいたします。 

A ：  なお、補足ですが、8年以上（8年を含

む）前に製造された中古設備に関しては、

別途、検験局による積出前予備検査が必要

となってきますので注意が必要です（『国

家質量監督検験検疫総局公告』2003年第40

号 2003年4月24日公布 第4条第3項）。 

 次に2. についてですが、仮に「免税枠

の無い設備は輸入できない」ということで

あれば、増資を行って総投資額を増額する

以外の方法で中古設備を輸入する方法はな

いと考えます。なぜなら、ご指摘の「免税

枠」とは、「総投資額の枠（内）」と同義だ

からです。『輸入設備税収政策調整に関す

る通知』（国発[1997]37号 1997年12月29

日公布 1998年 1月 1日施行 以下『通

知』）の第1条に「『外商投資産業指導目

録』の奨励類に合致し、かつ技術を譲渡す
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る外商投資プロジェクトが、総投資額内で

輸入する自社用設備は、『外商投資プロジ

ェクトで免税を付与しない輸入商品目録』

に挙げられている商品を除き、関税と輸入

段階での増値税の徴収を免除する」と規定

されています。 

 しかしながら、ご指摘の「免税枠の無い

設備は輸入できない方向にある」という情

報の真偽に関しては、確認できていません。

上記『通知』にも免税を付与される条件の

一つとして、「総投資額内での輸入」が挙

げられていますが、これは裏を返せば「総

投資額枠外での輸入」であれば更新設備等

の特殊な場合を除き、免税は付与されない

が、輸入自体を妨げるものではないという

ように逆説的に理解できるとも考えられま

す。 

 加えて、中古設備輸入の際の税負担とし

て、中古設備に課される関税と増値税は新

品価値の60％を下回らない価値を基礎とし

て評価算定される旨規定されています

（『中古機電製品輸入管理強化に関する通

知』国経貿機[1997]877号 1997年12月22

日公布 同日施行 第5条）。これは、免税

の条件に当てはまらない場合、関税と増値

税を支払った上で中古設備を輸入するケー

スも一般的に有り得るが故に、このような

規定が存在しているとも考えられます。従

って、「免税枠のない設備は輸入できな

い」即ち換言すれば「設備輸入は全て免税

扱い」とは考えにくく、つまり増資を行わ

ず、総投資額枠外で税金を支払った上で輸

入することは有り得るケースなのではない

かと考えます。 

 1. 2. いずれの場合も、中古機電製品の

輸入に関しては、地方によって解釈基準が

異なる場合がありますので、かかる情報の

詳細、真偽については、現地の機電局、検

験局或いは税関にご確認されることをお勧

めいたします。 
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３．免税輸入設備の移転について 

 

 

日本本社の100％出資の生産型現地法人で、輸入設備免税枠のあるA社

（上海市）と、これから設立予定の生産型現地法人で、輸入設備免税枠

のあるB社（江蘇省）があります。 

Q ：

 A社から5年を経過していない免税輸入設備をB社へ移転させようと考えてお

り、その方法として、①B社へ国内転売する、②一旦親会社へ販売し、中古輸

入設備としてB社が再輸入する、③A社は当該設備を含めて現物出資としてB社

へ出資する、3つケースを検討中です。 

 ①～③のそれぞれが実務的に可能か否か、法的に問題がないか否か、税務上

問題がないか否か、教えてください。 

 

 

外商投資企業が設立当初に輸入した

免税生産設備の売却については『外

商投資企業の輸出入貨物に対する監督管理

及び徴税弁法』（税関総署令第29号 1992

年7月25日公布 1992年9月1日施行 以下

『弁法』）に規定されています。ご質問の

「5年を経過していない」設備は、その設

備が機械であれば『弁法』で規定する監督

管理年限内（機械は5年）となるため、『弁

法』第18条第4項に従い、監督管理解除の

手続きのため、元の審査許可部門の認可を

経て、その使用期間に従って計算された当

該設備の減価償却評価により算出される関

税、増値税を納付する必要があります。こ

の手続きはご質問の①～③いずれにしても

必要であり、このことをクリアすれば法的

には問題ないものと考えます。 

 それぞれの方法について、コメントする

と、まず②については、以下の点で実現性

に乏しいものと考えます。 

1． 日本への輸出及び再輸入するため、設

備の運送コストがかかる。 A ： 2． 中古設備輸入に関しては検験局及び機

電局における検査が必要となるため、場

合によっては再輸入できないことも想定

され、また時間もかかり、手続きに関す

るコストが新たに発生する可能性がある。 

 1.については、上海周辺では先般設立さ

れた物流園区や保税倉庫の利用により日本

に戻すことなく売買を行い、コスト軽減を

図ることも可能ですが、その運用の実例は

当機構では不知のため、実際には現地に確

認する必要があります。 

 次に、③については、A社からB社への

出資となると、国内再投資に該当するため、

『外商投資企業の国内投資に関する暫定施

行規定』（対外貿易経済合作部及び国家工

商行政管理局令第6号 2000年7月25日公

布 同年9月1日施行）に従う必要がありま

す。出資者の条件として、それぞれ「登録

資本が既に全額払い込まれている」「利益

の計上を開始している」「違法経営記録が
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ない」他、「国内累計投資額は出資者の純

資産の50％を超えてはならない」とあるた

め、A社が各条件に該当するか確認する必

要があります。また、中西部への投資でな

い限り、B社が外商投資企業の優遇を享受

するためには必ず外国企業から25％以上の

投資がなければ、優遇は享受できないので

同時に注意する必要があります。 

 さらに、機械の現物出資では、外国投資

家の現物出資と同様、鑑定評価が必要であ

ろうかと考えます。この評価によって、想

像より低い評価をされた場合には、不足分

を追加現金出資しなければならないので注

意が必要です。 

 実務的には①の方法は、一般的にもよく

行われているものと考えます。しかしなが

ら、その際に当該設備はもはや輸入設備で

はないと判断されるため、増値税が課税さ

れることになると考えます。この増値税の

取扱については『中古品及び中古車に対す

る増値税政策に関する通達』（財政部 国

家税務総局[2002]29号 2002年3月13日）

に従い、通常の17％の増値税ではなく、一

律に4％の徴収税率を半減した増値税、つ

まり2％の増値税となりますが、仕入税額

控除はできないことになっています。 

 なお、余談ですが、税関への届出なしに

別の地に輸入免税設備を移転させた際に、

税関からの検査において当初の輸入関税増

値税の納付を要求されたと聞いたことがあ

りますので、輸入免税設備の移転には事前

に地区の税関に個別に確認されるなど細心

の注意が必要です。 
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４．「輸入中古機電製品目録」の内容変更について 

 

 

国家質量監督検験検疫総局公告2004年第38号の「輸入中古機電製品目

録」は、2003年第39号公告の「輸入中古機電製品目録」と見比べると、

大幅に製品内容が変わっています。2003年第39号公告が廃止されるので、

2004年4月1日以降は2004年の目録掲載の中古機電製品について、届出が必

要であると理解しています。 

Q ：

 なぜ、目録の内容を1年で大幅に変えたのでしょうか。 

 また、2003年の目録に含まれていたのに2004年の目録から外れた中古機

電製品については、①届出すら受理しないという意味、②届出は不要であり自

由に輸入できるという意味のいずれなのでしょうか。 

 

 

国家質検総局検験監督及び専門機関

へのヒアリングを踏まえ、以下の通

り回答します。 

 ご指摘の通り「国家質検総局に登録する

輸入中古機電製品目録」（国家質量監督検

験検疫総局公告2004年第38号 2004年4月1

日発布 同日施行 以下『第38号公告』）

は、国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）

による審査が必要な中古機電について定め

てあり、同時に2003年第39号公告は廃止さ

れています。 

 従来は、第39号公告記載の中古機電につ

いて、中央の国家質量監督検験検疫総局が

審査を実施し、第39号公告記載以外の中古

機電製品について、地方の出入境検験局

（CIQ）が審査を実施していました。 

 しかしながら、実務上は、国家質量監督

検験検疫総局による審査が要求されている

中古機電についても、地方の出入境検験局

が審査をしているのが現状のようです。 

 この実態を踏まえて、今回の『第38号公

告』では、地方の出入境検験局が初審を実

施し、初審を通過したものが、国家質量監

督検験検疫総局から審査及び認可を行うと

いう実態に則した中で、国家質量監督検験

検疫総局において最終的に審査が必要な中

古機電の目録を掲載しています。 

A ：

 まず1つ目のお問い合わせですが、前提

にある通り、実務上は、国家質量監督検験

検疫総局が審査を要求する中古機電につい

ても、地方の出入境検験局が審査を実施し

ていることから、実態に則した手続き及び

内容になるように、『第38号公告』で見直

したためと考えられます。 

 2つ目のお問い合わせですが、第39号公

告の目録で記載されながら、『第38号公

告』の目録において国家質量監督検験検疫

総局による審査の対象外となった製品につ

いて、地方の出入境検験局の初審を経て、

国家質量監督検験検疫総局による審査が要

求されていないだけで、依然として地方の

出入境検験局による審査が必要です。 
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 また、旧型の中古機電について、各地出

入境検験局の初審により、機械の性能、個

別の交渉次第では許可されることがありま

すが、年数が判別できない等の旧型の中古

機電については、各地出入境検験局の初審

にて許可が下りない可能性もあります。 
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５．貸与目的設備の免税輸入について 

 

 

設備の免税枠を利用して、設備を輸入しようと考えています。免税で輸

入した設備は自社で使用することが原則ですが、最初から外注工場に貸

与することを目的とした設備を免税で輸入することは可能でしょうか。 

Q ：

 

 

ご存知の通り、輸入設備の免税につ

いては『輸入設備税収政策の調整に

関する通知』（国発[1997]37号 1997年12

月29日公布 1998年1月1日施行 以下『設

備通知』）及び『外商投資企業の輸出入貨

物に対する監督管理及び徴税弁法』（税関

総署 第29号 1992年7月25日公布 同年9

月1日施行 以下『弁法』）に規定されてい

ます。 

 各法規では、その免税対象となりうる設

備として以下のものを挙げています。 

＜『設備通知』（第1条第1項、第3項）＞ 

①自家用の設備 

②及びその設備に付随して輸入される技術

及び付属品、備品 

＜『弁法』（第13条、第14条、第15条、第

17条）＞ 

①契約の規定に従って、外国側合営者の出

資とされる機器設備、部品その他の資材

（その他の資材とは、工場［作業場］建

設及び機器の据付又は固定に必要な材料

をいう。以下同じ） 

②投資総額の範囲内の資金で輸入される機

器設備、部品その他の資材 

③増加された資本で輸入される、国内では

生産・供給を保証することのできない機

器設備、部品その他の資材 

④外商投資企業が①～③の貨物および生産

管理設備を輸入する場合 A ：
⑤（エネルギー関係であるため省略しま

す） 

⑥外商投資企業が投資総額の範囲内で、国

の規定に基づいて自家用かつ合理的数量

の交通手段、生産用車両及び事務用品

（設備）の輸入 

 列挙したもののうち、質問のケースは

『弁法』記載②が該当するようにみえます

が、この設備の定義については設備通知に

おいてその範囲を「自家用の設備及びその

設備に付随して輸入される付属品、備品」

と規定しているように自家用を前提として

いるため、「外注工場への貸与目的にある

設備」は②に該当しないと考えます。従っ

て、当然、輸入当初より「外注工場に貸与

する」ことを当局に対して明言した設備の

免税輸入は不可能であると考えます。 

 次に考えられるケースとして「当初は免

税設備として輸入した設備をその後に、他

社に貸与する」場合がありますが、『弁

法』第18条にあるように輸入免税設備は税

関の監督管理にあります。輸入免税設備が

税関監督管理下におかれるということは、

『弁法』第5条の「税関の監督管理貨物に

属するものは、税関の許可を経ないで、み
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だりに売却し、譲渡し、抵当に供し、又は

他の用途に転用してはならない」という規

定に従わざるを得ず、またスムーズに認可

されるとは考えにくいため、やはりその貸

与自体も相当のリスクがあると考えます。 

 また、多少ケースは異なりますが、実際

の事例として、ある生産型企業において税

関への届出なしに別の地に輸入免税設備を

移転させた際に、税関からの抜き打ち検査

で「税関の許可なく移転させた」ことを理

由に、輸入当初に遡って輸入関税、増値税

の納付を要求されたと聞いたことがありま

す。よって、輸入免税設備の移転について

も事前に地区の税関に個別に確認されるな

ど細心の注意が必要です。 
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第 7 章 人事労務に関するＱ＆Ａ 
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１．日本人出向者の労務費について 

 

 

現地企業の日本人労務費については、①一部現地払い、②一部日本払い

とし、税務的には現地で①＋②総額を申告、というパターンが多いと思

います。この①と②の比率について、中国・日本それぞれでの関連規定上、問

題がありうる上限・下限はありますか。 

Q ：

 また、基本的な考え方（日本の親会社が現地子会社勤務者の労務費を負担す

ることが事実上の贈与にあたるかどうかなど）についても教えてください。 

 

 

ご質問の趣旨は、現地企業の日本人

労務費の現地支払い分と日本支払い

分の比率についてですね。ここでは現地企

業の日本人を「日本親会社の出向者」と仮

定して回答します。 

 本来ならば出向者は現地企業のために勤

務するので、その受益者である現地企業が

出向者の給与を負担するべきです。しかし

出向元の日本親会社で支給されていた給与

水準を保証するべく、現地企業の給与額と

日本親会社での給与額との格差補填は、一

定の範囲で日本側の税務局から認められて

いるようです。 

 具体的には日本の『法人税基本通達』9-

2-35で「出向者に対する給与の格差補填」

として「出向元法人が出向先法人との給与

条件の較差を補填するために出向者に対し

て支給した給与の額は、当該出向元法人の

損金の額に算入する。」と規定されており、

日本親会社が負担した給与較差分は贈与で

はなく、損金として認められています。ま

た『同通達』では、 

1.出向先法人が経営不振等で出向者に賞与

を支給することができないため出向元法

人が当該出向者に対して支給する賞与の

額 A ：
2.出向元法人が支給するいわゆる留守宅手

当の額 

も給与格差補填の為の支給として認められ

ています。 

 現地法人と日本親会社との給与額の格差

によって負担の割合も異なってきますので、

上限･下限という具体的な数値はありませ

ん。但し、給与額格差分の日本親会社の負

担については、現地企業の経営状況や、中

国の物価水準、生活水準、同業種の給与水

準等を鑑みて合理的な基準に基づかなくて

はなりません。例えば、現地企業が十分な

利益を上げているのに、出向者の給与全て、

または、高い割合で日本親会社が負担して

いたり、住居が日本にないにもかかわらず

日本で留守宅手当が支給されていたりして

いるなど、合理的基準と比較して給与の格

差とは認めがたい場合は、現地法人に対し

ての贈与にあたると日本側税務局から指摘

されるやもしれませんので、御社経理部内

担当者で相談しながら負担割合を決められ

てはいかがでしょうか。 
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２．『企業年金試行弁法』について 

 

 

『企業年金試行弁法』第13条において「転職先において企業年金制度が

実施されていない場合、その者の企業年金の個人積立部分は、引き続き

元の管理機構で管理することができる。」とあります。 

Q ：

 この管理機構というのは公的な機構のことを指すのでしょうか。 

 または、在籍していた会社が有する機構のことを指すのでしょうか。もし後

者であるならば、自身が在籍していない会社がどうなっているのか把握するの

は難しいと思うのですが、仮にもとの管理機構が破綻してしまった場合個人の

積立分はどうなってしまうのでしょうか。 

 

 

まず、お問合せについては、『企業

年金試行弁法』（労働及び社会保障

部令第20号 2004年1月6日公布 2004年5

月1日施行 以下『試行弁法』）を読む限り、

お問合せにいう「公的機関」および「在籍

していた会社が有する機構」が考えられる

と解釈します。 

企業年金個人口座の管理について、年金

制度を導入する企業は、受託人を決定の上、

企業年金の管理をその受託人に委託するこ

とを要し（『試行弁法』第15条第1文）、そ

の受託人は、企業が成立させた企業年金理

事会でも良いし、国家が定める規定に合致

した法人受託機構でも良く（同第2文）、更

に受託人は、資格のある企業年金口座管理

機構を口座管理人として委託することもで

きます。（『試行弁法』第19条） 

この規定から判断するに、受託人が企業

側および職員で構成される理事会（『試行

弁法』第16条）であれば、「在籍していた

会社が有する機構」による管理になるでし

ょうし、上記の法人受託機構ならば「公的

な機構」にあたります。 A ：
しかしながら、年金管理については、管

理を委託する企業と受託人との間で契約を

締結することが要求され、更に受託人と口

座管理人との間においても契約を締結する

ことが要求されています。（『試行弁法』

第18条）もちろん、これらの契約において

年金制度が破綻しないような管理義務、お

よび破綻時の補償義務を負わせることは予

想されます。 

また、年金制度の実行状況についても県

レベル以上の人民政府の労働保障行政部門

が責任を持って年金制度の執行状況を監

督・検査するよう要求されており（『試行

弁法』第21条）、制度上は確実に運営がで

きるような形になっているものと考えます。 

但し、制度として運用が開始されたばか

りなので、破綻が起きた場合の実務上の対

応については当機構にも情報がなく、何と

もいえません。 
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３．董事／総経理の交代について 

 

 

三資企業(独資、合弁、合作)において『○月○日付で董事/総経理を交代

させる』との董事会決議を行った場合、いつの時点でその交代の効力が

発生すると考えられるでしょうか教えてください。 

Q ：

１．董事／総経理（の交代）は、登記事項にあたるのでしょうか。 

２．董事／総経理（の交代）が登記事項にあたらないとした場合、董事／総経

理の交代が正式に発効するのは、（○月○日より後の）登記完了時点、と考

えるべきなのでしょうか。 

３．董事長／副董事長についても、董事と同様（認可事項ではなく）事後報告

で足り、任意に決定できると考えてよろしいでしょうか。 

 

 

1．前提として、厳密にいうと董事

の交替は董事会の決定事項ではなく、

（合弁企業の董事であれば）各合弁当事者

が任命をし（『中外合資経営企業法』第6

条）、董事会はその董事の就任を確認する

に留まります。 

 外商投資企業の董事会の成員に変化が生

じたときには、原審査認可機関及び原登記

主管機関に対し報告し記録に留める必要が

あります。（（『外商投資企業管理を強化す

ることに関する対外貿易経済合作部の通

知』（1995年10月4日施行、第3条）および

『企業法人登記管理条例施行細則』（1988

年11月3日国家工商行政管理局令1号、2000

年12月1日国家工商行政管理局令第96号に

より改正、第44条第4項） 

 総経理については、合弁契約書および定

款の決議要件にも基づき董事会が招聘し

（『中外合資経営企業法実施条例』第37条）、

総経理の交替の発効については董事会で任

意に決定できると考えます。 A ：
2．『企業法人登記管理条例施行細則』の内

容から判断すると、董事会の成員変更は、

認可事項でもなく、事後報告で足りると考

えられるゆえ、その成員変更の発効のタイ

ミングについては、合弁契約用に政府の認

可を得た後でなければ発効が認められない

のではなく、任意に決定できるものと考え

ます。 

3．董事長／副董事長の交替についても、

董事と同じ扱いで良いかと考えます。 

 董事長は法的には会社代表者であり営業

許可書などにも記載されているため、董事

長を変更した場合は、変更後直ちに工商行

政管理局等の登記主管部門に届け出る必要

はあります。尚、若干地域差はありますが、

当該届出については総経理についても同様

です。 
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４．工会の設置について 

 

 

工会の設置に関して、ご教授ください。ある文献において、「2001年の

『工会法』改正により、外資系企業や公的組織を含め、25人以上の従業

員がいる組織全てに公会の設置が義務付けられた。」との記載があります。こ

れは『工会法』第10条のことを記載しているのかと推測されます。 

Q ：

 第10条では「会員が25人以上いる場合は、基層工会委員会を設立しなけれ

ばならない。」と記載があります。この基層工会委員会と工会は同じものなの

でしょうか。異なるとすれば、上記の文章は「従業員ではなく、基層工会会

員」、「工会ではなく、基層工会委員会」に修正する必要があるということでし

ょうか。また、基層工会とは共産党の組織の一つと考えて宜しいでしょうか。 
 

 

外資企業において、その従業員は工

会を設立する権利を有しているのは

ご存知のことと考えます。『工会法』（1992

年4月3日第7期全国人民代表大会第5回会議

採択 2001年10月27日第9期全国人民代表

大会常務委員会第24回会議の『「中華人民

共和国工会法」修正に関する決定』にもと

づき修正）第10条では、基層工会の会員が

25人以上いる企業では基層工会委員会の設

置が義務付けされております。これは、基

層工会のなかに、その執行部にあたる「基

層工会委員会」の設立を義務付けたもので、

その意味では、厳密に「工会」と「基層工

会委員会」は異なります。 

言及されている文献の出展、背景などの詳

細を知らないため、この文献の修正要否をい

う立場にはありませんが、『労働法』第7条で

は「労働者は、法に基づき工会に参加し工会

を組織する権利を有する。」と定め、『工会

法』第3条では「～労働者は、（中略）全て法

に依って工会に参加し、組織する権利を有す

る」と定め、また、三資企業法関連では、

『外資企業法実施細則』第66条で「外資独資

企業の従業員は『中華人民共和国労働工会

法』の規定に従って、基層工会を設立し、工

会活動を展開する権利を有する。」と定めて

います。いずれも工会の設置は強制ではなく、

労働者の権利である旨定めています。従い、

この労働法の趣旨と、言及されている文献の

内容とは矛盾しているといえるでしょう。 

A ：

次に、基層工会は、中華全国総工会を頂

点とする工会組織の一部といえ、党組織の

一部ではないと考えます。実態として、工

会組織は、地方（省・市）レベルの地方総

工会、県レベルの県総工会、企業・事業単

位レベルの基層工会といったレベル分けを

されているようです。また、産業別にも工

会が組織されています。 

上述の通り、基層工会は党の組織ではあ

りませんが、企業における工会代表者は上

級工会の指名を受けて、企業における党員

が工会の役員を兼任しているのが実情であ

り、党の影響を受けているといえるのでは

ないでしょうか。 
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５．日本人派遣者の労務費負担とビザについて 

 

 

Q 中国へ販売した「設備」の据付・運転開始に数ヶ月を要する場合、日本から技術者を1名派遣した際の労務費負担について教えてください。 

：

 確か、183日以内であれば費用負担しなくても問題ないのでしょうか。その

場合のビザ（6ヶ月以内で終了する前提）はどうすべきなのか教えてください。 

 

 

上記のようなケースにおける日本人

派遣者の現地での労務費負担につき、

日本側、中国側の何れが負担するかの判断

については、派遣期間とは直接関係はない

と考えます。 

一般的には、中国へ販売した「設備」の

据付などのために派遣される日本人技術者

にかかわる宿泊費や交通費などその他労務

費の負担に関しては、当初のその設備の売

買契約時に契約当事者双方で取り決め、予

め契約に盛り込まれるパターンが多いです

が、現地側の設備稼働のために必要な作業

の付随費用として現地が負担するケースが

多いかと考えます。 

いわゆる183日ルールとは、出張者の中

国における個人所得税の課税を判定する際

のルールとなります。従って費用負担を決

めるルールではありません。ちなみに、出

張期間183日以下の日本人出張者の取扱に

ついては『日中租税条約』の第15条に規定

されており、1．中国での勤務（滞在）期

間が183日を超えず、2．給与が日本企業か

ら支払われ、3．かつ当該給与について中

国国内の支店等のPE（恒久的施設）負担

していない場合においてのみ、当該給与所

得に対する中国での課税は生じないことに

なっています。 

A ：

それから、本件のような技術者派遣のケ

ースにおけるビザについてですが、6ヶ月

以内で終了する前提であれば、Fビザに該

当すると考えます。（『外国人出入国管理法

実施細則』1994年7月15日発布 第4条 第

4項参照） 
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６．駐在員の副総経理兼任について 

 

 

弊社は駐在員事務所（代表事務所）を中国国内に3箇所有しています。

日本から派遣の駐在員は各駐在員事務所のビザを取得しており、その給

与を駐在員事務所が支払っています。また、弊社は上海外高橋にも販売会社が

あります。 

Q ：

 今般、駐在員事務所所属の日本人駐在員3名を販売会社の副総経理も兼任さ

せたいと考えています。この場合、例えば、ビザ、給与（販売会社の副総経理

としては無給）などについて、中国の法律上何か問題が発生するのでしょうか。 

 ちなみに給与は駐在員事務所のみが支払い、販売会社は給与支払いありませ

ん。 

 

 

駐在員事務所代表と現地法人の副総

経理を兼任することを禁止した中国

の規定を見つけることはできませんでした。

一般的に、税務上、駐在員事務所または現

地法人のどちらで納税するかが問題になり

ますが、お問合せのケースでは、現地法人

による給与負担がないので事務所での納税

になります。現地法人からの給与負担もあ

るならば、役職の高低を比較して判断する

ことになろうかと考えます。 

 上海市の場合、現地法人と駐在員事務所

との兼任の場合には駐在員事務所が優先す

るとのローカルルールがあるようですが、

当方にて検索しましたが見つかりませんで

した。なお、本件について、駐在員事務所

の代表が、現地法人のために無給で業務を

した場合、親会社から現地法人への利益供

与と見なされる可能性があり、日本の税務

上問題が生じるかもしれません。日本の税

務上の問題については御社経理担当部門お

よび会計士に確認願います。 

A ：
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７．保険の加入義務について 

 

 

Q 外資系企業が関係する保険について、法律で加入が義務付けられている保険があれば教えて下さい。 

：

 

 

外資系企業に関係する保険としては、

様々な種類（建設工事保険、組立保

険、貨物海上／運送保険、オールリスク保

険、機械保険、利益保険、自動車保険、現

金保険、賠償責任保険など）が挙げられま

すが、法律で加入が義務付けられているも

ので所謂「社会保険」として、①「基本養

老保険」、②「基本医療保険」、③「失業保

険」、④「労災保険」が挙げられると考え

ます。 

 上記①～③については、『社会保険料徴

収納付暫定施行条例』（国務院令第259号 

1999年1月22日公布 同日施行）の下記条

文をご参照ください。 

（第2条） 

1．「基本養老保険料、基本医療保険料及び

失業保険料（以下「社会保険料」と総称

する）の徴収及び納付については、この

条例を適用する」 

2． この条例において「保険料納付単位」

及び「保険料納付個人」とは、関係する

法律、行政法規及び国務院の規定により

社会保険料を納付するべき単位及び個人

をいう」 

（第3条） 

1 ．「基本養老保険料の徴収納付範囲

は、・・・（中略）・・・外国投資家投資

企業・・・(中略)・・・及びその従業員

並びに企業化管理を実行する事業単位及

びその従業員とする」 A ：
2．「基本医療保険料の徴収納付範囲

は、・・・（中略）・・・外国投資家投資

企業・・・(中略)・・・及びその従業員

並びに国家機関及びその業務職員、事業

単位及びその従業員、民営非企業単位及

びその従業員並びに社会団体及びその専

従人員を言う」 

3．「失業保険料の徴収納付範囲は、・・・

（ 中 略 ）・ ・ ・ 外 国 投 資 家 投 資 企

業・・・(中略)・・・及びその従業員並

びに事業単位及びその従業員をいう」 

4．5．（後略） 

（第4条） 

 「保険料納付単位及び保険料納付個人は、

期限に従い金額どおりに社会保険料を納付

しなければならない」 

 ④「労災保険」も、①～③と同じく、

「社会保険」の範疇に入り、企業（雇用単

位）は強制加入が義務付けられていますの

で、『労災保険条例』（国務院令第375号 

2003年4月27日公布、2004年1月1日施行）

の下記条文をご参照ください。 

（第2条） 

 「中華人民共和国国内の各種企業、雇用

労働者のある個人経営工商業者（以下、雇

用単位と称する）は、本条例の規定に照ら
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して労災保険に加入し、当該単位のすべて

の従業員或いは労働者（以下、従業員と称

する）のために労災保険費を納入しなけれ

ばならない。 

 中華人民共和国国内の各種企業の従業員

および個人経営工商業者の雇用労働者は、

均しく本条例の規定に照らして労災保険待

遇を享受する権利を有する。 

 雇用労働者のある個人経営工商業者の労

災保険加入の具体的な措置および実施弁法

は、省、自治区、直轄市人民政府が規定す

る」 

（第3条） 

 「労災保険費の徴収納入は、『社会保険

料徴収納入暫定条例』の基本養老保険費、

基本医療保険費、失業保険費の徴収納入に

関する規定に照らして執行する」 

 しかし、中国の社会保険制度は現在、整

備途上にあり、その運用については地域に

より異なることが考えられるので、内容、

詳細については、進出地現地の社会保険局

または日本の親会社でお取引のある保険会

社などに事前に確認することをお勧めしま

す。 
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８．医務室の設立について 

 

 

Q 1．広東省で生産型企業を立ち上げる際、必ず従業員のため、医務室を設けないといけないでしょうか。具体的に何か条例があるのでしょうか。 

：

2．中国で医療センターを設立しようとしたら、その手続き、必要とする資格

及び関連法令などがあるのでしょうか。 

 

 

1.の質問については、広東省独自で

の法令、ならびに全国的な法令とし

ても、「生産型企業を立ち上げる際、必ず

従業員のため、医務室を設けないといけな

い」という具体的な規定を定めている法令

は、事務局の方でも検索しましたが、発見

することができませんでした。検索した中

で関連すると推察される法令としては、

『労働法』（全国人民代表大会常務委員会

1994年7月5日制定 同日公布 1995年1月1

日施行）の「第6章労働安全衛生」（第53

条）に、「労働安全衛生設備は、国が定め

る基準に合致しなければならない。新築、

改築、拡張工事の対象となる労働安全衛生

設備について、主要部分の工事と同時に設

計、施工し、同時に操業し使用を開始しな

ければならない」とありましたので、ご紹

介します。 

 2.の質問については、外国の医療機構、

会社、企業その他経済組織が、中国国内に

おいて中国の医療機構、会社、企業その他

経済組織と、合資または合作形式をもって

医療機構を設立する際に遵守する法律とし

て、『中外合資・合作医療機構管理暫定施

行弁法』（衛生部及び対外貿易経済合作部

令第11号 2000年5月15日、2000年7月1日

施行 以下『弁法』）があります。 

 『弁法』の第7条、第8条に、中外合資・

合作医療機構の設立を申請する中外当事者

双方の、また、設立される中外合資・合作

医療機構そのものの条件が規定されていま

すので、以下にご紹介します。 

A ：

（第7条） 

 中外合資・合作医療機構の設立を申請す

る中外当事者双方は、独立して民事責任を

引き受けることのできる法人でなければな

らない。合資・合作の中外当事者双方は、

直接に、または間接に医療衛生投資及び管

理に従事する経験を有し、かつ、次の各号

に掲げる要求の一つに適合しなければなら

ない。 

(1) 国際的に先進的な医療機構管理経験、

管理モデル及びサービスモデルを提供す

ることができる。 

(2) 国際的にリードする水準を有する医学

技術及び設備を提供することができる。 

(3) 当該地区の医療サービス能力、医療技

術、資金及び医療施設分野の不足を補充

し、又は改善することができる。 

（第8条） 

 設立される中外合資・合作医療機構は、

次の各号に掲げる条件に適合しなければな
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らない。 

(1) 必ず独立の法人でなければならない。 

(2) 投資総額は、2,000万人民元を下回っ

てはならない。 

(3) 合資・合作中国側当事者が中外合資・

合作医療機構において占める出資持分比

率又は権益は、30％を下回ってはならな

い。 

(4) 合資・合作期間は、20年を超えない。 

(5) 省級以上の衛生行政部門の定めるその

他の条件。 

 また、設立の手続としては、本弁法の

「第3章 設置の審査認可及び登記」第10

条～第17条に、提出資料や申請先、所要日

数等、詳しく規定されていますので、本弁

法の該当個所をご確認ください。 
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９．董事長と副董事長の派遣について 

 

 

中外合弁企業設立に際し、董事長は日本側が派遣します。合弁関連法規

によれば、董事長を外国側が派遣したときは、副董事長は中国側が派遣

する、という規定があります。 

Q ：

 中国側比率が例えば20％以下のマイナー出資で、かつ中国側が同意すれば、

副董事長を中国側から派遣しない、または空席にすることは可能でしょうか。 

 

 

『中外合弁企業法』第6条で「中国

側又は外国側の合弁当事者の一方が

董事長を務める場合、他方が副董事長を務

める」と規定しております。本規定を厳格

に捉えると、董事長を日本側から派遣する

のであれば副董事長は中国側から派遣しな

ければなりません。 

 そもそも中外合弁企業設立にあたり、中

国側の出資比率の下限は特に規定はありま

せんが、20％を下回るようなマイナー出資

について、余程の理由がない限り商務部門

が認可することはないかと考えます。 

A ：

 いずれにせよ、最終的な認可権者は商務

部門ですので、商務部門へのご確認をお勧

めします。 

 

 

 

 

 

－165－ 



10．複雑な出向形態における厚生費・所得税の支払い方法について 
 

 

 

Q 下記の出向形態での、課税所得の範囲および厚生費の支払方法をご教示ください。 

：

〈出向形態〉 

 日本A会社→〔出向：日本B会社〕→〔出向：中国C会社〕 

1．この場合、赴任手当て、語学補助、医療費補助、教育手当て、特別休暇

上の一時帰国費用は中国での個人所得税の課税所得に該当するのでしょう

か。 

2．上記の厚生費の支払い方法について、日本A会社と日本B会社の厚生費

（補助）関係の支給基準が異なり、日本A会社が差額もしくは全額を負担

せざるを得ないものの、当該出向者が日本B会社、中国C会社の所属となっ

ている状況で、日本A会社の北京事務所での当該出向者への差額もしくは

全額での支払いは可能なのでしょうか。 

 また、その場合、日本A会社の北京事務所は、どの名目で支払い、当該

出向者の個人所得税金申告はどうすればよいのでしょうか。 

 更には、日本A会社の北京事務所の営業税、企業税関係はどうなるので

しょうか。 

 

 

中国に再出向の形態で赴任する駐在

員の経費への課税および支払い方法

についてのご質問ですね。 

A ：

 まず、言及された「赴任手当て」「語学

補助」「医療費補助」「教育手当て」「一時

帰国費用」について、『外国籍の個人が取

得する特定手当てに対する個人所得税の徴

税、免税に関する通達』（国税発[1997]054

号 1997年4月9日 以下『通達』）におい

て、外国人駐在員等に対して支給される経

済的利益の供与に関する中国個人所得税法

上の取扱を定めています。 

 ご質問にある各項目について『通達』で

の規定を以下の通り説明致します。 

(1)「赴任手当て」について、第2条におい

て｢中国で着任・帰任する際、実費精算

方式で支給される引越し手当ては個人所

得税が免除される。納税者が所轄税務機

関に有効証憑を提出して認可を受ければ、

適正な部分については免税となる｣と定

めています。 

(2)「語学補助」について、第5条において

「外国籍の個人に支給される語学研修手

当て・子女教育手当ては個人所得税が免

除される。納税者が、中国国内で上記の

教育を受けるために支払った費用の証憑

と、その期間を証明できる資料を所轄税

務機関に提出し、認可を受ければ、中国
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国内で語学研修や子女の教育のために支

給された語学研修手当て、子女教育手当

ては、適正な部分について納税が免除さ

れる」と定めています。 

(3)「医療費補助」について、『通達』では

言及されていません。しかし、『住宅積

立金、医療保険金、養老保険金に対する

個人所得税の徴収問題に関する財政部、

国家税務総局の通知』（財政字[1997]144

号 1997年11月7日公布 1998年1月1日

施行）の第3条において「企業が現金の

方式によって個人に発給する住宅手当、

医療補助については、受取人の当期賃金、

給与所得に全額計上し、個人所得税を計

算、徴収しなければならない。ただし、

外国籍の個人が実費精算方式で取得した

住宅手当については、なお『個人所得税

の若干の政策問題に関する財政部、国家

税務総局の通知』（財政字[1994]第020

号）の規定に従い、個人所得税を免除す

る」と定めています。従って、医療費補

助については、個人所得税を払わなけれ

ばならないと考えます。 

(4)「教育手当て」について、上記(2)にお

けるコメントをご参照ください。 

(5)「一時帰国費用」について、『通達』第

4条では、実費支給されるホームリーブ

費用については基本的に個人所得税の対

象ではない旨定めていますが、年間の帰

郷回数および支給基準について別途定め

があり、その範囲で免税が認められてい

ます。 

 即ち『外国籍個人に支給されるホームリ

ーブ費用の個人所得税免税の実施基準に関

する通達』（国税函[2001]336号 2001年5

月4日）において、「免税が適用される範囲

は、外国籍の個人がわが国での勤務地と家

族の居住地（配偶者と両親の居住地を含

む）との間を移動する際支出する交通費で

あり、毎年2回まで免税となる」と定めて

います。 

 なお、これらの各項目についての課税の

是非については念のため会計士とご相談く

ださい。 

 次に、差額の支払方法についてですが、

A社の北京事務所から、C社に出向してい

る駐在員に支払うのは一般的ではないと考

えます。 

 その理由として、外国企業の代表機構が

有する外貨口座の管理について、『国内外

為口座管理規定』（1997年10月15日施行）

第8条にて、外国企業の代表機構が有する

外貨口座の入金は、境外から入金される事

務所費用に限定されています。事務所経費

費用とは、一般的に駐在員事務所の活動経

費（事務所家賃、駐在員事務所における現

地職員の経費、駐在員社宅家賃、出張費、

交通費その他活動経費）に限定されている

ために、お問合せにあるように、C社に出

向する駐在員の差額分をA社駐在員事務所

の経費から支払うことはできないと考えま

す。 

 また、仮にC社に出向する駐在員の差額

分をA社駐在員事務所の経費から支払うと

しても、このA社駐在員事務所が経費ベー

スの課税事務所であれば、当該差額分もA

社駐在員事務所の課税対象として上積みさ

れることになるため、得策ではないと考え

ます。 

 C社に出向する駐在員の差額分の支払に

ついては、当該駐在員の個人外貨口座を中

国で開設し、そこにA社から直接振り込む
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のが一般的だと考えます。 

 また、C社に出向する駐在員の個人所得

税は原則本人が税務登録をして毎月7日ま

でに個人所得税を申告のうえ納付します。  
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11．董事会における注意事項について 

 

 

当社はこの度、中国に合弁会社を設立する予定です。協議の結果、董事

は中方から3人、日方から2人となりました。なお、資本金の比率は中方

51％、日方49％となる予定です。日方から副董事長1名、董事1名（総経理

兼務）を出す予定ですが、董事会に出席するにあたり日本側が注意しなければ

ならない点、董事会に対する認識としてこれだけは押えておかなければならな

い点など、董事会に出席するに当たっての「心得」のようなものがあれば教え

てください。 

Q ：

 

 

董事会は経営に関わる重要事項を決

定する重要な機関です。しかしなが

ら、一般的に董事会のメンバーは非常に忙

しく、かつ非常勤の董事も含まれているケ

ースもあり、頻繁に開催できるものではな

いので、董事会を効率的にかつスムーズに

運営してゆくことが重要になります。 

 董事会では、よく当初から議題にあがっ

ていない事項について協議したり、不毛な

主張を延々と続けたりするケースがありま

すが、このような事態に陥らないためにも、

出席する董事の方々には、董事会は座談や

討論を行う場ではなく意思決定の場である

ことをしっかり意識してもらう必要があり

ます。 

 このような意識付けをしてもらうには、

董事会開催の前に以下のような準備が必要

と考えます。 

(1) まず、総経理／副総経理をはじめとす

る経営管理機構が董事会メンバーに対し

て日常的に経営報告を行う必要がありま

す。御社のケースでは、董事が2名でそ

のうち1名が総経理を兼任されているの

で、その董事兼任総経理が副董事長への

日常的な報告を行う必要があると考えま

す。中方においても同様の日常的な報告

システムを確立しておく必要があります。

またこのような報告は、できれば中方の

董事長に対して日方総経理が、中方の副

総経理を伴って直接報告できるようにな

れば、しばし合弁会社の間でトラブルの

種になっている中方董事長×日方総経理

との間見解の相違を避けることができる

と考えます。更に、合弁会社は日方と中

方の双方の利害が絡むため、それぞれの

董事に報告する前に、経営管理機構のな

かでも丁寧な調整作業が必要になるのは

想像に難くないと考えます。 

A ：

(2) 董事会では、複数の重要事項について

決定・承認を下しますので、この決定・

承認に向けての根回し、関連資料の作成

が必要になりますが、これらの過程には

多くの時間が費やされます。例えば、董

事会では年度会計報告書案の承認を行う

のが通常ですが、この承認までには、1

年分の財務諸表を作成し、その後公認会
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計士による法定監査を受けることになり

ます。この間、親会社への事前説明・承

認を取り付ける必要があるため、最低2

～3ヶ月の時間は必要になります。した

がって、董事会の開催日から逆算して、

根回しや関連資料の作成のためのスケジ

ューリングを行ない、そのスケジュール

通りに準備を進めてゆく必要があります。

御社のケースでは会社設立直後に第1回

董事会を開催する必要になりますが、1

回目の董事会は通常の董事会に比べ、承

認・決定事項が多いため、準備のために

それなりの時間と作業が必要となるでし

ょう。 

(3) 董事会決議書面は、日文中文両方準備

しておく必要があります。例えば増資決

議は、認可機関への提出が必要になるた

め中文の準備は不可欠です。また董事会

決議書面に留まらず関連資料は日中間の

公平性を保つためにも日中文双方を準備

しておくべきだと考えます。 

(4) 細かい説明になり恐縮ですが、式次第

を作成しておき、式次第の時間配分通り

にスムーズに議事が進行するよう関係董

事に配布しておくことも重要だと考えま

す。 

 以上、董事の心構えというより董事会運

営事務局の注意事項の説明となりましたが、

上記のような下準備があってこそ出席した

董事が、董事会が議論の場でなく意思決定

の場であるという意識を持ち、ひいては董

事会のスムーズな運営が実現できるものと

信じます。 
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12．日本からの非常勤総経理の派遣（任命）について 

 

 

Q 日本から非常勤の総経理（中国の非居住者で、Zビザの無い人物）を中国の独資会社に派遣（任命）して、法律上、問題はあるのでしょうか。 

：

 

 

外商投資企業の総経理が常勤である

ことを義務づけた規定はありません。

また、董事長についても同様です。 

A ：

 但し、個人所得税法上、総経理は非常勤

として、183日以内の滞在であっても非居

住の高級管理職に関して、中国の滞在日数

に基づき按分して日本から支給される所得

につき中国での所得税の支払いが必要にな

りますので注意を要します。 

 一方で、2004年7月1日施行の『中国国内

に住所のない個人の租税協定および個人所

得税法執行の若干問題に関する通知』（国

税発[2004]97号）では、中国での滞在日数

が183日以内であれば、日本から支給され

る所得については課税しない旨を定めてい

ますが、実際には中国での滞在日数に拘ら

ず、滞在日数按分で課税されているケース

もあるようなので注意が必要です。 
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１．工事契約におけるみなし利益と企業所得税について 

 

 

Q 日本の建設会社と工場建設契約の締結を進めようとしていますが、先方より税金に関して次のような話がありました。 

：

 支払：日本の建設会社の現地法人の口座 

 税金：営業税3％およびみなし利益率を30％と設定し企業所得税を徴収する。 

 先方は工事本体価格には税金を含んでいませんので、営業税3％、みなし利

益率を30％と設定し企業所得税を請求しようとしています。 

 通常は税込みで工事契約をすると思いますが、諸般の事情により税別で契約

することになります。営業税の3％は法的にも問題はありませんが、企業所得

税、みなし利益率30％を請求するのは通常の範囲内なのでしょうか。 

 当社としてはみなし利益率は10％が限度と思っています。 

 また日本の建設会社が決算の際に当社から徴収した金額を企業所得税として

納付したかどうかを確認できるのでしょうか。 

 

 

基本的には、工場建設の請負工事に

おいて、請負側が幾らの利益を設定

するかは当事者間の合意で決める事柄であ

り、請負側が開示・請求した利益が多いな

らば、交渉次第で少なくすることも可能で

あし、相見積もりを通じて少なくすること

も可能だと考えます。尚、税法の考え方か

らすると、あくまでも自己の名で事業を行

う者（中国法人）が営業税、企業所得税を

納税義務を負い、請負で事業を行ったもの

が一部負担するか否かは当該事業に関して

は当事者のとりきめで徴収管理を行うもの

であり、税務局は他の課税要件がない限り

この負担割合に関与するものではありませ

ん。 

A ：

 恐らく、先方は30％程度の利益幅を確保

しておけば赤字にならないし、納税額が不

足することもないと考えたのでしょう。ま

た、みなし利益率30％は何も根拠がないと

考えます。 

 相手は中国国内の現地法人ですから、現

地法人が申告納付する企業所得税を確認す

ることは確定申告書でも見ない限り不可能

と考えます。 
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２．ソフトウェア譲渡に対する営業税課税について  

 

 

Q 中国子会社に対して、日本親会社からソフトウェアを譲渡します。譲渡対価を送金する際に、営業税は課税されますでしょうか。 

：

 仮に免税の場合、送金時に通常必要である税務証憑について、この「免税」

はいわば規定による「当然免税」であり、免税申請を行い初めて取得できる

「免税」とは違うため、当局から「免税証明」は取得できないと思われます。

そうなると、銀行で送金（中国→日本）する際の必要書類である「納税証明」

あるいは「免税証明」に関して、営業税の免税証明は提出できないことになる

と思うのですが、実務的に銀行は企業所得納税証明のみでこのような送金を受

け付けてくれるのでしょうか。 

 

 

ソフトウェアの譲渡の対価送金に対

する営業税課税の有無については、

『国内企業が外国企業にソフトウェア費用

を支払う際の営業税課税問題に関する通

知』（2000年11月3日公布 国税発[2000] 

179号）にて、「外国企業が中国国内にある

企業にソフトウェアを単品で販売する場合、

または通信機器およびコンピュータ等の財

貨に、関連するソフトウェアも組み合わせ

て譲渡する場合、買受側である国内企業が

上記ソフトウェアを輸入する際、関税･輸

入増値税の納付状況にかかわらず、当該国

内企業が支払うソフトウェア代金に対する

営業税課税を行わない。」と規定しており

ます。 

 しかし、営業税の免税の証憑については、

税務局から営業税の免税証明を取得する必

要があると考えます。営業税が課税にせよ、

免税にせよそのことを証明する証憑がなけ

れば銀行側で送金手続きを行うことはでき

ないと考えます。いずれにせよ、上記通知

の運用、免税証明の発行、および送金手続

についての詳細は税務局、お取引銀行への

確認をお勧めします。 

A ：

 なお、上記条文で関税･増値税の表記が

ありましたが、ソフトウェアの場合は一般

的に、物品（有形資産）として輸入通関す

る場合には関税･増値税を支払い、無形資

産として中国で利用する場合には、企業所

得税･営業税の支払いが発生するようです。 
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３．輸出加工区の輸出入関係税金について  

 

 

Q 輸出加工区では輸入材料、設備は免税となりますが、その他工具、チップ、現場消耗品等を輸入する場合も免税となるのか教えてください。 

：

 また、輸出加工区に関する関連法規(税制、関税、増値税)も教えてください。 

 

 

輸出加工区において、区内企業が設

備、材料だけでなく、その他工具、

チップ、現場消耗品などを国外から輸入す

る場合も免税となるのか、というご質問で

すね。 

 『税関の輸出加工区に対する監督管理暫

定弁法』（国務院令 第389号 2003年9月2日

改正 2003年11月1日施行）第17条第3項に

「区内企業が輸出製品を加工するために必

要とする原材料、部品、エレメント、包装

材料および消耗性材料については、保税と

する。」と規定しており、ご質問にあるチ

ップ、現場消耗品が輸出製品を加工するた

めのものであれば、免税ではなく、保税扱

いとなります。 

 つまり、加工区にて生産した製品を輸出

するのではなく、国内販売を行なう際には、

当該材料等に輸入関税および増値税が徴収

されるということになります。 

 次にその他工具については、同弁法第17

条第2項に「区内企業の生産に必要な機器、

設備、金型およびその補修用部品について

は、免税とする。」と規定されており、こ

こでお話しされている工具が同条項の機器

などに認められるとなれば、免税となるも

のと思われます。この判断については、管

轄税関の判断に拠るところが多く、一度、

確認されることをお勧めします。 

A ：

 また税務面における輸出加工区に関する

関連法規については、主なものは下記のと

おりですが、各輸出加工区によって個別の

規定がされていますので確認する必要があ

ります 

1．『税関の輸出加工区に対する監督管理暫

定弁法』（国務院令 第389号 2003年9月2

日改正 2003年11月1日施行） 

2．『輸出加工区税収管理暫定弁法』（国家

税務総局 第155号 2000年9月7日公布施

行） 
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４．輸出増値税還付について 

 

 

2004年5月31日に国家税務総局から『輸出貨物の税額還付（免除）の

管理の関連問題に関する通知』（国税発[2004]64号）が公布され、

2004年6月1日より施行されています。 

Q ：

 この『通知』によって、輸出貨物の税額還付（免除）についてどのような変

更点があるのでしょうか。 

 

 

『輸出貨物税還付（免除）管理の関

連問題に関する通知』（国会税務総

局 国税発[2004] 64号 2004年5月31日発布 

2004年6月1日施行）は、総括すると、これ

まで滞りがちであった輸出貨物の増値税の

還付を促進するために煩雑な制度を簡素化

したものだと考えます。 

すなわち、これまで還付申請の際に提出

を要求されていた「税金納付書」または

「輸出貨物税完納分割書」を提出しないで

済むように定めています。（同通知第1条。

但し一部のケースでは依然提出義務あり） 

同様にこれまで還付申請の際に提出を要

求されていた「輸出代金回収照合書」にお

いて、還付申請の際に決済期限が到達して

いないものは提出する必要はなく、還付手

続きを進めることが可能と規定しています。

(但し、貨物の通関輸出の日から180日以内

に「輸出代金回収照合書」を提出する必要

あり)  

A ：

また、輸出税額還付について、1998年か

ら輸出税額還付の実績に基づき輸出企業を

A～Dまでの4種類に分類してそれぞれ異な

る対応をしてきた管理制度を基本的に廃止

しています。（同通知第9条） 

実務がどのように回っているかは現地に

確認する必要がありますが、制度としては

税額還付の手続きが簡素化されたと理解し

て宜しいのではないでしょうか。 
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５．国内購入固定資産の増値税控除について 

 

 

Q 国内購入の固定資産にかかる増値税については、これまで取得価格に含めて資産計上しなければならないと認識しております。 

：

 増値税の仕入控除ができるようになるという話を聞きましたが、何か具体的

な動きはあるのでしょうか。 

 

 

固定資産の取得時に発生する仕入増

値税については、これまで売上増値

税からの控除は認められていませんでした

が、東北振興政策の一環として2004年に入

り、『増値税の控除範囲の拡大に伴う企業

の認定作業の展開に関する通知』（国家税

務総局［2004］143号 1月29日公布 以下

『通知』）が公布され、『東北地区における

増値税控除範囲拡大に係る若干の問題に関

する規定』（財政部 国家税務総局 財税

[2004]156号 2004年9月14日発布 2004年7

月1日施行）および『東北地区増値税控除

範囲拡大に係る会計処理に関する規定』

（財会[2004]11号 2004年11月1日公布）

により具体化されました。 

 中国東北地域（黒龍江省・吉林省・遼寧

省・大連市）で従事する①設備製造業、②石

油化学工業、③冶金工業、④船舶製造業、

⑤自動車製造業、⑥農産物加工業、の一般

納税者に限り、増値税の仕入控除を認める、

所謂消費型増値税を先行実施することを規

定しています。（当初『通知』では⑦軍事

品産業、⑧ハイテク産業を含めた8大産業

を対象とし、『規定』でも、この2業種を対

象業種としておりますが、具体的条件につ

いては別規定にて定めるとしています。）

また、『東北地区増値税控除範囲拡大に係

る会計処理に関する規定』により、固定資

産の贈与や投資による受け入れ、輸入など

に対して具体的な会計処理が定められまし

た。 

A ：

 この控除が認められれば、東北地域の特

定業種の企業にとっては、固定資産コスト

が削減されることになりますので、新規投

資の促進が期待されます。 

 しかしながら、この通知は中国の「東北

開発」振興のための一部地区および業種に

限定された優遇政策であり、中国全土にわ

たる統一的な規定ではありません。 

 したがって、将来的には、今後の税制改

革により、外資優遇税制の見直しとともに

この固定資産購入に係る仕入増値税控除が

認められる動きがあるのではないかと推察

しますが、現段階では規定されておらず、

上記企業以外はこの固定資産購入に係る仕

入増値税控除は認められないものと考えま

す。 

 

－179－ 



６．配当性向と税率について  

 

 

Q １．独資企業の日本の親会社への配当性向とその税金について教えてください。 

：

２．配当率に対する法律・規制はないのでしょうか。 

３．配当を行なう場合の具体的な手続きを教えてください。 

 

 

1．配当性向とは、1株当たり配当額

を1株当たり当期純利益で除して求

められ、会社が税引後の利益である当期純

利益のうち、どれだけを配当金の支払いに

向けたかを示す指標だと理解しています。 

 独資企業を含む外商投資企業の配当性向

については、残念ながら、一般的に発表さ

れている資料のようなものは、事務局でも

入手できませんでした。 

 ご参考までに、限定された統計にはなり

ますが、当機構が独自に行っている『日系

企業アンケート調査』の第7次アンケート

集計分析結果（2002年10月発行）をご紹介

します。これは、当機構が2年に一度、会

員企業をはじめ、中国にある日系現地法人

約2,000社を対象に調査票を発送し、最終

的に403社から回答を頂いたものを、集計

したものです。これは前回二年前のアンケ

ートで、データも1999年以前操業企業の

2001年度配当性向となることをご了承くだ

さい（尚、現在第8次アンケートの集計を

行なっております）。 

(1) 2001年では、配当実績がない企業が合

弁・合作・独資・その他で、約55％と大

半を占める。 

(2) 業種別では、繊維では約45％の企業が

配当性向60％以上となっており、現地法

人が日本の親会社の収益を下支えしてい

ることが伺える。 

A ：

(3) 操業時期では、操業年数が長い企業ほ

ど配当性向が高い。但し、必ずしも操業

時期別の売上高経常利益率の高低とは一

致しない。 

(4) 企業形態別では、合弁企業の方が独資

企業よりも配当性向が高い。 

 詳細の数値は下記表をご参照ください。 

 

 
配当 

なし 

0％超 

20％未

満 

20％以

上 

40％未

満 

40％以

上 

60％未

満 

合弁 48.3％ 7.9％ 8.4％ 11.2％

独資 64.2％ 10.0％ 10.0％ 8.3％

 

60％以

上 

80％未

満 

80％以

上 

100％未満 

100％  

合弁 12.9％ 7.9％ 3.4％  

独資 2.5％ 4.2％ 0.8％  

 

 次に、配当にかかわる税金についてです

が、『外商投資企業および外国企業所得税

法』第19条第1項にて、「外国投資家が外商

投資企業から取得する利益については、所

得税を免除する。」と規定されており、二
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重課税の回避と脱税の防止の為に定められ

ている『日中租税条約』第10条第5項にお

いても、配当は免税となることが規定され

ています。 

 加えて、『日中租税条約』第23条第2項

(a)において、「日本の内国法人が直接投

資して得た配当、（利子、使用料所得）に

対する現地での企業所得税は、外国税額と

して日本の法人税額から控除できる。」と

いう「直接税額控除」が認められています。

上述の通り、配当に関する企業所得税は免

税となっているため、実際には納税してい

ませんが、同第23条第3項(a)において、

配当については、中華人民共和国の合弁企

業が支払う配当である場合には10％、その

他の配当である場合には20％のみなし税率

（実際納付していないにも係らず納付した

ものとみなされる税率）の適用となります

ので、実際課税0％との差額である10％或

いは20％の「みなし直接外国税額控除（減

免がなかったものとみなされて日本で外国

税額控除を認める制度）」が認められ、現

地での免税の恩恵以外に、その部分が更に

日本の法人税額から控除されることとなり

ます。 

2．配当率に対する法律・規制はありませ

ん。 

3．配当に対する考え方としては、 

(1) 過去の会計年度の欠損が補填される前

には、利益を分配することができません。

欠損金を解消した後で未処分利益がある

ことが、利益処分の前提となります。

（『外資企業法実施細則』第58条第2項、

『中外合弁企業法実施条例』第77条） 

(2) 次に企業所得税の支払、三項基金の積

み立てが必要です。三項基金を控除した

後が配当可能利益になります。合弁企業

の場合には、董事会の配当決議が必要で

す。（『中外合弁企業法実施条例』第76

条、『外資企業法実施細則』第58条第1

項） 

(3) 外資系企業が配当送金を行なうに際し、

銀行に提出する書類は以下のようになり

ます。 

①書面による確認申請書 

②外資系企業外貨登記証 

③董事会の利潤分配決議書 

④登録会計士事務所が発行する資本金払

込済み報告および関係年度の利益、配

当、特別配当の状況についての監査報

告書 

⑤税務証憑 

（『貿易外支払に関わる外貨の売渡、

対外支払および国内居住者個人の外貨

収支管理取扱規定（試行）』第13条） 
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７．既存企業へ出資した場合の税制優遇について  

 

 

Q 当社は日本企業で、出資関係のない既存企業に出資を検討していますが、 １．内資企業へ出資し、企業ステイタスが外資企業になった場合 

：

２．外資企業（2免3減期間終了済み）へ出資した場合 

 上記の場合において、出資後の企業が2免3減など外資優遇税制を受けるこ

とは可能ですか。また、制限などがあれば教えてください。 

 

 

A 1．内資企業へ出資し、企業ステイタスが外資企業になった場合 

：

 外国企業が内資企業を買収、或いは内資

企業の増資引受けを行なう形で出資し、そ

の結果外国投資家の出資割合が25％以上と

なる場合、出資後の企業は「外商投資企

業」となり、外資優遇税制を享受すること

は可能です。この際の適用開始時期につい

ては、変更後の営業許可証の発行日から開

始となります。（『外国投資家が国内企業

の持分を買収する場合の税務問題に関する

通知』国税発［2003］60号 2003年5月28日

公布） 

 ちなみに、この出資割合が25％以下の場

合には、外商投資企業とはなりますが、外

資優遇税制は享受することはできません。

（『外商投資企業の審査批准、登記、外為

および税収管理の関連問題に関する通知』

外経貿法発［2002］575号 2002年12月30

日発布 2003年1月1日施行 第3条参照、『外

国投資家の出資比率が25％未満の外商投資

企業に係る税務処理についての通知』国税

函［2003］422号 2003年4月18日公布） 

2．外資企業（2免3減期間終了済み）へ出

資した場合 

 外国企業が外資企業を買収或いは増資引

受けを行なう形で出資した場合においては、

企業形態は不変であるため、2免3減を再度

享受することは不可能です。但し、下記の

条件を満たせば、2免3減を享受することが

可能となります。（『外商投資企業の追加

投資による企業所得税優遇政策の享受に関

する通知』財税［2002］56号 2002年6月1

日公布） 

(1) 対象企業 

①「外商投資企業産業指導目録」の奨励

業種に分類されるプロジェクトに従事

する外商投資企業であること 

(2) 追加投資（増資）額が下記のいずれか

に合致すること 

① 追加投資（増資）後の登録資本金額

が6,000万米ドル以上であること 

② 追加投資（増資）後の登録資本金額

が1,500万米ドル以上で、かつ増資前

登録資本金額に対して50％以上増資し

ていること 

(3) 特記事項 

① 外商投資企業は、追加プロジェクト

の生産、経営状況について、その先行

投資の生産、経営状況と区別し、各々
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に帳簿、証憑を設置し、課税所得税額

を正確に計算しなければならず、企業

が納税すべき所得税を合理的に計算で

きない場合は主管税務機関が、企業の

収入、資産などの比率に基づき、合理

的に計算します。つまり、追加投資プ

ロジェクトにより発生した収益(最初

の投資プロジェクトに関する収益は除

く)に対してのみ、企業所得税の優遇

を享受することができます。 

② この適用は、2002年1月1日より執行

（なお、通知は2002年6月1日に公布し

ているため遡及発効）し、上記要件を

満たす2002年1月1日前に実行された追

加投資プロジェクトについて、2002年

1月1日以降の優遇残余期間について適

用が認められますが、2002年1月1日以

前に既に徴収した税金については不還

付となります。 

③ 複数回の追加投資については、追加

投資プロジェクトを統合し、一つのプ

ロジェクト(最初の投資プロジェクト

は除く)として登録資本を合算し、上

記の条件に合致すれば2免3減は享受で

きます。また、その際の利益計上年度

については初回の追加投資プロジェク

ト（最初の投資プロジェクトではな

い）の利益計上年度から減免税優遇期

間となります。（『外商投資企業の追

加投資による企業所得税優遇税制の享

受に関する補充通知』国税函［2003］

368号2003年3月28日公布） 
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８．再投資による税額還付について 

 

 

Q 『外商投資企業･外国企業所得税法』の第10条によると、再投資による税額還付が受けられるケースは、 

：

1．外商投資企業から取得した利益を直接当該企業へ増資 

2．外商投資企業から取得した利益を新たな外商投資企業の設立に投資 

ということですが、次のケースですと税額還付を受けることは可能でしょうか。 

3．外商投資企業から取得した利益を他の外商投資企業へ増資 

4．外商投資企業から取得した利益を他の外商投資企業又は当該企業の合弁

先持分の買取に使用 

 

 

最初に、関連規定について説明しま

すと、外商投資企業の国内投資の要

件・手続などを詳細かつ明確に定めた基本

となる法律としては、『外商投資企業の国

内投資に関する暫定規定』（対外貿易経済

合作部 国家工商行政管理局令 2000年第6

号 2000年7月25日公布 2000年9月1日実

施）があり、「再投資による税額還付」に

ついては、言及されている『中華人民共和

国外商投資企業･外国企業所得税法』の中

に関連規定があります。 

 しかしながら、一部の地区から、再投資

の税還付優遇政策執行について、更に明確

にする必要があると若干の問題が提起され、

それを受けて、2002年7月17日に国家税務

総局より『外国投資者の再投資企業所得税

還付の関連問題に関する通知』（国家税務

総局 国税発[2002]90号 2002年7月17日発

布 以下『通知』）が発布されました。 

 ご照会の3．4．については、それぞれ

『通知』の第2条に下記のように規定がさ

れております。 

『企業所得税法実施細則』第80条第1款で

いうところの「投資に直接使用して他の外

商投資企業を設立する。」とは、以下の状

況が含まれる。 

A ：

(1) 投資に直接使用して他の外商投資企業

を新たに設立し、かつその再投資額が新

しい企業の登録資本を構成する場合 

(2) 投資に直接使用して既存の外商投資企

業の登録資本を増加させる場合 

 外国投資者が外商投資企業から得た利潤

を再投資して、他の投資者が既存企業の株

式を購入し、当該企業の登録資本および経

営資金が増加させない場合、再投資還付優

遇を享受してはならない。 

 このことから、3．については、『通知』

第2条の第二項に、「投資に直接使用して既

存の外商投資企業の登録資本を増加させる

場合」と規定してありますので、税額還付

は可能です。 

 そして次に、4．については、同じく第2

条に、「外国投資者が外商投資企業から得

た利潤を再投資して、他の投資者が既に存
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在する企業の株式を購入し、当該企業の登

録資本および経営資金が増加させない場合、

再投資還付優遇を享受してはならない。」

と規定してありますので、『通知』によれ

ば、税額還付は認められません。 

 ポイントとしては、条文にもあるとおり、

再投資することにより（利益を源泉とする

ニューマネーが投資されることにより）、

被投資企業の登録資本および経営資金が増

加しているか否かが、税額還付のポイント

になると考えられます。4．の場合のよう

に持分の買取のみでは、持分権者が変わる

だけで、実質的に登録資本が増加すること

がないため、税額還付が認められていない

ものと考えます。 

 

 

 

 

 

－185－ 



９．現地派遣対価と個人所得税について 

 

 

Q 独資企業を設立し、当初半年間（183日未満）は親会社より要員を数名派遣し独資企業の経営を軌道に乗せたいと考えております。 

：

１．要員の人件費相当分（給与、滞在費、日本での社会保険費など）を要員派

遣費として独資企業から親会社が徴収することにしたいと考えております。

派遣協定書の締結は必要でしょうか。 

２．中国法令を読みますと、例え183日未満であっても、中国側企業が人件費

の一部あるいは全部を負担する場合は、その部分について個人所得税が課税

されるとなっていますが、実態としてそのようになるのでしょうか。尚、半

年間で目的を十分果たせない場合は、その時点から現地駐在（労働ビザ取

得）に切り換える想定もしております。 

３．親元へ送金する場合、送金通貨は米ドルもしくは日本円で問題なく行える

でしょうか。中国子会社（独資）が日本人出向者に支払う給与は全て親元宛

に送金させて、出向者本人へは親元が別途支給する方法も考えております。 

 

 

1．派遣協定書の締結については、

派遣者の業務内容や、下段で述べる

報酬の支払者等を明確化し、更には、親会

社への海外送金の際の証憑となりうる可能

性があることから締結は必要と考えます。 

2．「例え183日未満であっても、中国側企

業が人件費の一部あるいは全部を負担する

場合は、その部分について個人所得税が課

税される。」とは、『中国個人所得税法実施

条例』および『日中租税条約』第15条を指

していると考えます。これによると短期滞

在者は以下の3条件を全て満たすことで中

国側での個人所得税を免除することができ

ます。 

(1) 報酬の受領者の中国滞在が当該年を通

じて合計183日を越えない。 

(2) 報酬が中国の居住者でない雇用者また

はこれに代わるものから支払われている。 

(3) 報酬が雇用者の中国国内に有する恒久

的施設または固定的施設により負担され

るものではない。 

A ：

 今回の場合、人件費相当分を親会社が、

独資企業から徴収することとなり、結果と

して独資企業が派遣者の人件費を負担する

と考えられ、上記条件を満たさないことか

ら、個人所得税の課税対象となると考えま

す。 

 しかし、今回派遣者の人件費として、給

与以外に滞在費、日本での社会保険費など

が含まれ、これらが全て報酬に該当するか

という問題はあります。 

 関連法規として、『国家税務総局 外国籍

個人が取得する各種手当の個人所得税免税

の執行に関する通達』（国家税務総局 国税
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発[1997]054号 1997年4月9日公布） 

 同規定により、例えば住居費、子女教育

費等について、実費の形で給与に上乗せさ

れている場合には、税務局の認可を経て、

当該金額を課税所得から差引くことができ

ますが、手当として合算で区分しただけで

は控除は難しいと考えられます。 

 日本での社会保険費用については、『国

家税務総局 外国投資企業および外国企業

の使用人の国外保険料に係る所得税処理に

関する通達』（国家税務総局 国税発[1998] 

101号 1998年6月26日公布）2-(2)では、企

業が中国国内で就労する使用人個人のため

に支払う、または負担する国外の各種保険

料については、企業が企業の課税所得額か

ら控除していないが、支払いまたは負担し

ている、中国国内で就労する使用人の国外

保険料も原則給与所得であるが、関連国の

確かな法律規定により、雇用主に負担義務

のある社会保障的性質を持つ費用について

は、現地所轄税務機関の認可を受ければ、

使用人の個人の課税所得額に含めないこと

が可能である旨規定しています。（ただ、

この規定は会社負担部分について個人所得

税の税額計算に含めないことを認めるもの

であり、個人負担部分の控除を認めるもの

ではありません。） 

 上記から、人件費から給与とそれ以外の

項目を明確化し、純粋な給与部分のみ個人

所得税を納めた上での親元への送金は可能

であると考えます。 

 但し、あくまでも現地税務局の判断によ

りますので、税務局および取引先銀行への

確認をお勧めします。 

3．最初に締結する派遣協定書にて支払い

の通貨を規定していれば、米ドルであれ、

日本円であれ、本件に対する外貨送金は可

能と考えますが、具体的に必要な証憑につ

いては、一度取引銀行へのご確認をお勧め

します。 
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10．個人所得税の税務登記について 

 

 

現在、個人所得税の税登記の要否について調査しております。事例を調

査しているのですが、外国人(駐在員)の方は税務登記が必要であるとい

う事例と、必要のない事例とがあり、混乱しております。中国人／外国人の所

得税登記の要否について教えてください。 

Q ：

 

 

まず、税務登記のご説明をしますと、

規定する法規としては『税務登記管

理弁法』、『税収徴収管理法』、『税収徴収管

理法実施細則』などがあげられますが、現

地法人における個人（中国人、外国人とも

に）の税務登記は『税収徴収管理法』（全

人代常務委員会 2001年4月28日）第15条3

項に「個人の税務登記手続および源泉徴収

義務者の源泉徴収登記手続についての範囲

およびその方法は国務院が規定する。」と

規定しております。しかしその後関連法規

も発布されていないことから、特に個人の

税務登記について定めた法規はないものと

思われます。しかしながら『外国企業常駐

代表事務所の管理に関する暫定規定』（国

務院 1980年10月30日公布 同日施行）第

9条に「常駐代表事務所およびその要員は、

中国税法の定めに従い、その地の税務機関

に納税登録手続をとり、定めに従い納税し

なければならない。」と規定しており、こ

れを類推適用すると、法的にも個人の税務

登記は必要とされているものと思われます。 

 次にご質問にある外国人（駐在員）と中

国人の税務登記の必要性ですが、個人所得

税の納税方法によって、それぞれ違いが生

じるものと思われます。 

 まず外国人（駐在員）の方は、通常中国

国内と日本の2ヶ所において給与所得を得

ているため、納税義務者が各自で申告納税

を行なうことが必要となります（『個人所

得税法』第8条）。この納税は個別に行なう

ことになり、税務登記も個別に行なうもの

と思われます。会員企業に確認したところ

各自で税務登記を行い、毎月申告納税して

いるとのことでした。また、会計士にも確

認しましたが、一般的には企業と同様、前

述の関連法規に従い、個人についても勤務

開始から30日以内の税務登記を要求してい

る税務局が多いようです。 

A ：

 一方で中国人の方は、2ヶ所以上から所

得を得ていることは稀であり、ほとんどの

場合は組織（企業）が源泉徴収方式にて納

税することが一般的であると思われます。

法的には、納税方法が源泉徴収方式といえ

ども、前述の外国人（駐在員）同様、各自

が税務登記する必要があると思われますが、

会員企業に確認したところ、実際には各個

人（労働者）が個別に税務登記することな

く、源泉徴収義務者となる組織単位が取得

した税務登記コードを利用して、組織単位

が労働者全員の個人所得税を一括して、納

税しているケースもあるようです。（納税
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時には税率毎に区分けしたリストを提出し

ます）。 

 これらから考えますと、個人の税務登記

は、外国人（駐在員）は各自税務登記を行

なう必要がありますが、中国人は上述にお

いて税務登記を行なう必要がないようにも

思えます。 
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11．輸入増値税の納税額について 

 

 

弊社は中国華南地区に、進料加工工場を設立しています。 

貨物（材料）を有償＋課税で香港から入れたいと考えていますが、この

場合の増値税について教えて下さい。 

Q ：

1．増値税は、現地側購入価格＋関税＋輸送コストに対して課金されるのでし

ょうか。 

2．商社に代理通関してもらった場合、代理通関諸費用にも増値税は課金され

るのでしょうか。 

 

 

輸入増値税の納税額に関するご質問

ですね。 

 まず、輸入貨物に対する増値税の納税額

の計算方法ですが、『増値税暫行条例』（国

務院令[1993]第134号 1993年12月13日公

布 1994年1月1日施行）第15条によれば、

「納税額＝課税標準価格×税率」であり、

この「課税標準価格」とは「課税標準価格

＝関税課税価格＋関税＋消費税」により計

算される旨定められています。 

 ここで問題となるのが、この「関税課税

価格」ですが、『税関法』第55条によれば、

「輸出入貨物の課税価格は、税関が当該貨

物の取引価格を基礎にして査定する」と規

定されているため、ご質問の「現地側購入

価格（取引価格）」が、必ずしも、そのま

ま関税課税価格として採用されるわけでは

ありません。 

 では、この「関税課税価格」の査定の考

え方ですが、基本的には、貨物の価格、貨

物の中国国内の輸入地点で荷卸しされるま

での運賃及びその関連費用、保険料を含む

CIF価格を基準として算定します。FOBベ

ースの価格で取引される場合、その輸入品

が中国の港に運送されるまでにかかった運

賃、保険料および雑費などをベースに算定

することになります。 

A ：

 次に、2.については『輸出入関税条例』

（国務院令第392号 2003年11月23日公布 

2004年1月1日施行）第19条に、課税価格に

含めるべきものとして「買主が負担する貨

物購入のコミッション以外のコミッション

および仲介料」と規定されており、代理通

関諸費用も課税対象になると判断します。

実際、通関業者にヒアリングしたところ、

代理通関諸費用を「最初から契約価格に算

入するか、または、輸入申告時に加算する

か」のいずれかの方法で課税対象としてい

るそうです。 
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12．増値税の申告書類について 

 

 

増値税申告書類の中に、「未納増値税明細表（以下「明細表」）」と「未納

増値税明細帳（以下「明細帳」）」がありますが、以下の点を教えてくだ

さい。 

Q ：

1．両者ともにフォーマットは固定化されているのでしょうか。 

2．「明細帳」は取引発生ごと（増値税発生ごと）に明細を記入していくのでし

ょうか。 

3．「明細帳」を記入するときに赤字、もしくは青字を用いることになっていま

すが、これは印刷でも問題は無いのでしょうか。 

4．他に必要な付属帳票はあるのでしょうか。 

 

 

1. 「フォーマットについて固定化

されているか」について、まず「明

細表」は年度報告時または中間報告時に財

務諸表の一つとして作成するものであり、

その様式は『企業会計制度』の作成説明に

も記載されているので、それに従う必要が

あると考えます。 

 次に「明細帳」は、企業が会計処理のた

め「補助元帳」の意味合いで使用するもの

であり、特に固定化されているというわけ

ではありません。『企業会計制度』に従い、

各々仕入税額、売上税額など明細表を構成

するに必要な事項が明確に記載されていれ

ば足りるものと考えます。 

2. 『「明細帳」は取引発生毎に明細を記入

するのか』については、当然記入するもの

と考えます。中間報告時または年度報告時

に、各々取引毎に記載された加除合計額を

明細表に転記していくことになります。

『企業会計制度』における『「明細表」の

作成説明』においても『本表の未納増値税

の各項目は「未払税金－未払増値税」の明

細科目の関連記録に基づいて記入しなけれ

ばならない』とあり、このことからもやは

り記録として、取引毎に「明細帳」は記入

すべきものと考えます。 

A ：

3. 『増値税会計処理に関する規定』（国家

税務総局 1993年12月30日公布 1994年1

月1日施行）は、増値税の会計処理につい

ての決まりごとを規定しており、各々の要

件により赤字または青字を使用すると定め

ていますが、印刷の是非については特に記

載していません。 

 しかしながら、会計士に確認したところ、

本規定が制定された頃は手書きでの記帳処

理を想定していたため、教科書的にそのよ

うな規定となっているが、電算化処理が進

んでいる現在では厳格に考える必要はなく、

マイナス表示であれば括弧や▲等の表示で

対応しているソフトも少なくないようです。

実際に、黒字にて印刷しているケースも多

いようであり、これについて特に税務局か
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らのクレームもないことから、おそらく印

刷でも可とするのではないでしょうか。 

4. 会計士に確認したところ、会計上の書

類としては他に必要なものは特にないよう

です。 
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13．国産設備購入に伴う増値税の還付手続について 

 

 

Q 中国国産設備を購入時、メーカーから直接購入ではなく、商社が間に介する場合、増値税の還付手続に何か違いがあるのでしょうか。 

：

 「商社に対する増値税は5％で、かつ商社の発票であっても還付対象にな

る」とある商社は主張していますが、そのようなことがあるのでしょうか。 

 

 

日系商社の場合、投資性公司も保税

区商社も、国内の卸売業務には直接

従事できず、増値税の発票（増値税専用発

票）を発行できないため、国産設備メーカ

ーと、それを購入する現地法人との間に介

在する商社を、中国内資の地場商社と仮定

して回答します。 

 結論から述べると、設備メーカーからの

直接購入ではなく、地場商社が間に介する

場合でも、基本的な増値税の還付手続に変

更は無いものと考えられます。本来、国産

設備購入における増値税の還付にあたって

は、『外商投資企業国産設備調達税額還付

管理試行弁法』（国税[1999]171号 1999年

9月20日公布 同年9月1日施行 以下『弁

法』）の第6条、第13条に規定されている通

り、所轄税務当局に国産設備購入の登記手

続を行い、「外国投資企業国産設備購入登

記手帳」の交付を受け、増値税専用発票と

共に販売企業の所轄税務当局が交付する輸

出貨物専用の税務領収書、契約書の写し等

を添付して輸出免税申告書を提出すること

になります。 

 仮に、地場商社が設備メーカーから

1,000の金額で仕入れた国産設備を、現法

に1,200の金額で販売したと仮定して、各

段階における増値税の支払と最終的な還付

までの流れを単純化して表すと、まず、最

初に地場商社は設備メーカーからの購入時

に、設備代金1,000の他に、増値税を170設

備メーカーに対して支払います（この170

は設備メーカーから納税されます。商社は

設備メーカーから170の増値税専用領収書

を受領。この段階で、税務当局への納税額

は170）。次に、商社が現法に1,200で設備

を売却した際に、現法は、設備代金の

1,200の他に、増値税204を商社に対して支

払います（商社は現法に対し、204の増値

税専用領収書を発行し、受け取った204の

増値税のうち、購入時に設備メーカーに支

払った170の仕入増値税を、設備メーカー

から受け取った増値税専用発票をもとに仕

入控除した上で、実際には付加価値200に

対する税率17％分の34を税務当局へ納税し

ます。この段階で、税務当局への納税額は

累計の204）。そして、現法にとっては、国

産設備購入時に商社に対して支払った増値

税額204は、還付されるので、税務当局へ

の累計の204は相殺される形になると考え

ます（実際には、月中には他にも多数の売

買取引があり複雑ですが、分かり易くする

為に、売上増値税からの仕入増値税控除を

A ：
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同一製品に紐付けして説明しました）。 

 ご照会の中にある、「商社に対する増値

税は5％で、かつ商社の発票であっても還

付対象になる」という箇所の「5％の増値

税」という部分は、法令などで該当する記

述を発見することができませんでした。増

値税の徴収税率は、納税者が物品を販売し、

又は輸入する場合には、一般納税者の場合、

別途定めるものを除き17％となっています。

商社が小規模納税者と仮定した場合でも、

5％ではなく、6％となります（但し、小規

模納税者の場合、増値税専用発票は発行で

きず、結果として還付を受けることができ

ません）。 

 商社が主張されている5％という税率か

ら、「営業税」を連想しましたが、営業税

は、「役務の提供」「無形資産の譲渡」「不

動産の販売」に対して課税されるものであ

り、かつ、増値税のような専用発票はあり

ませんので、商社が営業税と増値税を取り

違えられているということも考えにくいで

しょう。 

 結論としては、本件に関し、増値税の還

付手続には商社が間に介する場合でも、基

本的に違いは無いものと考えますが、『弁

法』では、購入販売管理を規定した第4章

第10条～第12条でも、売買の当事者を「購

入企業」と「供給企業」としており、商社

などの仲介者が介在する想定になっていな

いことから、最終的な確認は現地の主管税

務機関にとることをお勧めします。 
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14．小規模納税人への発票発行について 

 

 

小規模納税人は増値税専用発票の取得も使用もできないとされています

が、増値税専用発票を発行する側は小規模納税人が小規模納税人である

ことをどのようにして認識するのでしょうか。 

Q ：

 認識できなかった場合、増値税専用発票を発行してしまうことになるのです

が、これによって事務的に煩雑になってしまうことはあるのでしょうか。 

 

 

小規模納税者は、『増値税暫行条例

実施細則』（財政部 財法字[1993]

第38号 1993年12月25日公布 1994年1月1

日施行）の第24条で以下の通り、定義され

ています。 

1. 物品生産または課税労務提供を行う納

税者、および物品生産または課税労務提

供を主とし物品の卸売または小売を兼業

する納税者で、年間の増値税課税売上高

（以下、「課税売上高」という）が100万

元以下の者 

2. 物品の卸売または小売に従事する納税

者で、年間課税売上高が180万元以下の者 

 但し、年間課税売上高が小規模納税者の

基準を超える場合であっても、個人、非企

業的組織および経常的に課税行為が発生し

ない企業は、小規模納税者とみなす。 

 なお、小規模納税者の定義は財政部が、

判定は所在地の国家税務局が行うことにな

っており、小規模納税者の特色は、①増値

税の専用発票を発行できず、②仕入税額控

除ができないことにあります。 

A ：

 今回のご質問は、②に関して、取引相手

が小規模納税者の場合には普通発票を発行

して、一般納税者の場合には専用発票を発

行するということかと思いますが、取引相

手が小規模納税者であろうと一般納税者で

あろうと専用発票を発行すればよいのでは

ないかと考えます。なぜなら、取引相手が

小規模納税者の場合はその取得した専用発

票で仕入税額控除ができないだけだからで

す（小規模納税者が専用発票を取得しては

ならないという規定は無いと考えます）。 

 もし、どうしても増値税専用発票を発行

する側が、相手が小規模納税人であるか否

かを認識したいなら、所在地の国家税務局

に問い合わせる、ということになるかと考

えます。 
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15．源泉徴収税の手数料給付について(1) 

 

 

中国の法令で、源泉徴収義務者に、１．個人所得税源泉徴収税額の2％

を手数料として支給する『個人所得税源泉徴収暫定弁法17条』、2．源泉

所得税の0.3％を手数料として支給する『（86）財税字第211号』という規定

がありますが、以下の点を教えて下さい。 

Q ：

(1) 支給のタイミング 

(2) 申請先 

(3) 申請方法 

(4) 他の税金に対して同様の規定があるかどうか 

 

 

日本の場合、企業が従業員の所得税

源泉徴収を行なっても、それに関連

して発生する費用負担は企業が負いますが、

中国では税務機関がこの源泉徴収業務にか

かる企業費用の補填のため、及び源泉徴収

業務を正しく処理する税務処理担当者を奨

励するために、源泉徴収義務者に対して、

源泉徴収税額の2％を手数料として支給す

るとしています（『個人所得税法』主席令

第22号 1999年8月30日公布 同日施行、

及び『個人所得税源泉徴収暫定弁法』国家

税務総局 国税発[1995]65号 1995年4月6

日公布 同年4月1日施行）。 

(1) 支給のタイミング： 

『個人所得税法実施条例』（国務院令

[1994]142号 1994年1月28日公布 同日施

行）第42条を見ると、手数料の支払には、

該当月に支払われた分に対する還付通知書

を源泉徴収義務者に発給し、その還付通知

書を指定銀行に持参して、還付手続を行な

うようです。従って、支給のタイミングに

ついては、通常源泉徴収した額を翌月7日

までに税務機関に納税申告しますが、その

際に上記の還付通知書が発給されるものと

考えます。 

A ：

(2) 申請先： 

前述のように、源泉徴収した個人所得税

を納付する税務機関になろうかと考えます。 

(3) 申請方法： 

前述(1)を参照願います。 

(4) 他の税金に対しては同様の規定がある

かどうか： 

「増値税」、「営業税」及び「消費税」な

ど、関連する法規を確認いたしましたが、

上記の個人所得税及び後述する企業所得税

以外はこれらの恩恵はないものと考えます。 

 次に、まず最初にご指摘いただいた『源

泉所得税の徴収・納付の委託に係る手数料

支給に関する通達』（財政部国家税務総局 

財政字[1986]211号 1986年7月7日公布 同

年7月1日施行）についても、個人所得税の

手数料支給と同様で、企業が負う源泉徴収

業務にかかる費用や責任を考慮して支給す

る目的で実施されていますが、これは外国
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企業が納付する企業所得税の源泉徴収を行

なう際に限定されるものと推測致します。 

 通常、中国に拠点がなく、申告納付を行

なうことができない外国企業は企業所得税

納付ができません。そのため、対価の支払

方である中国国内企業が外国企業のかわり

に税額計算及び納付を行いますが、従業員

の源泉徴収業務と同様、自社の納税以外の

部分にて中国国内企業による事務手続の対

価として、手数料を税務機関が支給しよう

というものであると考えます。 

 内容としては以下の通りです。 

○源泉徴収、納付する税額の0.3％を市、

県級以上の税務機関が、月又は四半期ご

とに源泉徴収、納付する税額から国庫に

よる還付手続を行う。 

○各回の手数料は通常100元を超えないも

のとする。 

○月又は四半期毎の支払時期についての詳

細は、各地の税務機関により実際の状況

に基づき確定する。 

○支払対象は源泉徴収義務者の経理部門で

ある。 
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16．源泉徴収税の手数料給付について(2) 

 

 

個人所得税が源泉徴収された場合の手数料給付について質問します。 

１．「手数料」支払いは、中国人職員の個人所得税についてのみでしょう

か。 

Q ：

２．もし、日本人に対する所得税源泉徴収に対しても手数料支払いが行われる

場合は、所得の源泉が日本の親会社の場合／中国の出先機関または子会社の

場合にかかわらず、納税額に対して一律2％の手数料支払いがあるのでしょ

うか？ 

3．手数料の支払い先は、納税手続きに行く税務担当者宛であり、企業宛では

ないという話も聞きましたが、本当でしょうか。 

 

 

1. 2. のご質問について、一般的に

駐在員などの個人所得については、

現地法人が負担して現地で支払われるもの

と、日本の親会社が負担して現地に外貨送

金されるものとで構成されています。現地

払いについては、源泉徴収は可能なので、

源泉徴収を行った所得に対しても手数料が

支払われることになろうかと考えます。 

 一方、日本からの送金払いについては源

泉徴収を行うタイミングがなく、当然のこ

とながら、手数料支払いも発生しません。

実際に駐在員の個人所得税は上記、現地払

いと日本からの送金払いを合算する必要が

あり、源泉徴収される機会をなくすため、

あくまで源泉徴収の対象となる中国人職員

の個人所得税のみになると考えます。 

A ：

 3. の運用面においては、『個人所得税源

泉徴収暫定弁法』第17条に「源泉徴収義務

者はこの手数料を源泉徴収の費用支出及び

源泉徴収業務を正しく処理する税務処理担

当者への奨励に用いることができる」と定

めていますので、手数料の支給は還付通知

書を源泉徴収義務者が一旦受け取り発給し

た後に、あくまで企業の運用において経理

担当者に支給されることもあろうかと考え

ます。 
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17．「二免三減」の開始時期について 

 

 

中国の企業所得税では「二免三減」の開始時期については、法律上は

「利益が出た翌年から」という規定があり、また、『外商投資企業及び外

国企業所得税法実施細則』の第76条には「企業の開業初期に欠損が生じたと

きは、税法第11条の規定により年度ごとに繰り越して補填し、その補填して

なお、利益がある納税年度を利益取得開始年度とする」と規定されています。 

Q ：

 具体的な開始時期は、「単年度黒字」の年を指すのでしょうか。あるいは

「累損解消」の年を指すのでしょうか。 

 

 

「二免三減」のスタート時期につい

てのご質問ですね。 

 ご質問にもあるように、「二免三減」に

おける利益計上年度の定義は『外商投資企

業及び外国企業所得税法実施細則』（国務

院令第85号 1991年6月30日公布 同年7月

1日施行）第76条に規定されています。そ

こでは「企業が生産、経営を開始した後、

利益を計上する最初の納税年度を意味し、

開業初期において欠損が生じている場合に

は、翌年度以降の所得から繰越控除でき、

補填後なお利益を計上する納税年度をい

う」と定めています。 

 一見、「単年度の黒字」なのか「累損解

消後」なのか、判断がつきかねますが、

「二免三減」の適用開始時期については

「累損解消後、利益を計上した納税年度」

だと考えます。 

 その根拠として、『外商投資企業の利益

計上年度の確定及び減免税期間の計算に関

する通達』（国家税務総局 国税発[1995] 

121号 1995年6月28日公布 同日施行）で

は、「二免三減」適用期間中において欠損

が発生した場合の処理について、改めて利

益計上年度を確定したり、減免期間の繰延

をすることはできないと規定しています。

この通達は、当初の「二免三減」適用開始

時期は「累損解消後、利益を計上した納税

年度」であるが、適用期間中は「単年度の

黒字」に対してのみ適用となることを示し

ていると考えられ、両者を混同しないよう

明確にしているものと考えます。裏を返せ

ば、「二免三減」の適用開始時期は「累損

解消後、利益を計上する年度」であること

を証明しているものといえます。 

A ：

 また、「二免三減」の適用開始時期は

「累損解消後、利益を計上する年度」です

が、外資企業については欠損金の繰越は5

年と規定されているので注意が必要です

（『外商投資企業及び外国企業所得税法』

（主席令第45号 1991年4月9日公布 同年

7月1日施行 第11条）。 
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18．リース料に対する移転価格税制について 

 

 

リース設備を輸入する場合、その課税価格はリース料を基準とすると認

識していますが、そのリース料が相場対比、低すぎると指摘され、移転

価格税制の適用を受けた場合、関税、増値税はどのような形で追徴されること

になるのでしょうか。 

Q ：

 

 

リース設備輸入の場合は、『輸出入

関税条例』（国務院令第392号 2003

年11月23日公布 2004年1月1日施行）の第

23条及び『税関輸出入貨物課税価格審査、

決定規則』（税関総署 2001年12月31日公

布 2002年1月1日施行）第17条で、税関の

審査決定するリース料を基準として課税さ

れると定めています。 

 ご質問の内容では、相場対比が実際どれ

位であるのか、想像の域を超えませんが、

日本親会社から中国子会社へ設備リースを

行なうと仮定し、そのリース料が極端に低

い場合は、税関が再度リース料の査定を行

い、課税価格を増額して関税と増値税を追

徴することになります。 A ：
 中国子会社から見れば、親会社に支払う

リース料が低くなるため、子会社の課税所

得は実質多くなりますが、これは移転価格

の問題ではなく、リース利用支払における

源泉税過少納付の問題に該当すると考えま

す。 

 逆にリース料が高い場合は、移転価格の

問題が発生することが考えられますが、税

関は問題にしないことになると考えられま

す。このように税関と税務署では逆の関係

になります。 
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19．個人所得税の納税地について 

 

 

上海に設立している外商投資企業が広州に分公司、北京に事務所を持っ

ている場合、分公司や事務所に所属している人の就業証や居留証はどこ

で手続すべきでしょうか。また、個人所得税はどこで納税すべきでしょうか。 

Q ：

 

 

1.「就業証」については、総公司所

在地の労働行政部門（この場合、上

海）にて手続を行なうことになると考えま

す。『外国人の中国における就業管理規定』

（労働部、公安部、外交部及び対外貿易経

済合作部 労部[1996]29号 1996年1月22

日公布 同年5月1日施行 以下『規定』）

の第16条で、「雇用単位は、雇用される外

国人が入国した後15日以内に「許可証書」

（「中華人民共和国外国人就業許可証書」）、

雇用される外国人と締結した労働契約およ

びその有効旅券又は旅行代替証明書を持参

して原証明発給機関において外国人のため

「就業証」の手続をし、かつ、外国人就業

登記表に記入しなければならない」とされ

ています。このことから、「就業証」の手

続は、「雇用単位」が「許可証書」その他

上記の書類を持参して、その「許可証書」

の発給機関（原証明発給機関）にて手続す

ることになります。 

 また、その「許可証書」の発給機関（原

証明発給機関）は、『規定』の第12条に

「・・・（略）・・・雇用単位は、申請表を

持参して当該単位の所在地の省、自治区若

しくは直轄市の労働行政部門又は当該部門

が授権する地区・市級の労働行政部門にお

いて審査許可手続をしなければならな

い 。・ ・ ・（ 略 ）・ ・ ・ 証 明 発 給 機 関

は、・・・（略）・・・審査許可をし、かつ、

審査許可した後に雇用単位に対して「許可

証書」を発給しなければならない」と規定

されていることから、雇用単位の所在地の

省、自治区もしくは直轄市の労働行政部門

又は当該部門が授権する地区・市級の労働

行政部門ということになります。 

A ：

 以上を総合すると、「就業証」について

は、「雇用単位」が当該単位の所在地の省、

自治区もしくは直轄市の労働行政部門又は

当該部門が授権する地区・市級の労働行政

部門において、その必要手続を行なうこと

になると考えます。また、「雇用単位」と

されていることからも、分公司や事務所で

ないことは分ると考えます。 

2.「居留証」については、居住地の公安局

とされています。『外国人入国出国管理法

実施細則』（1994年7月13日国務院改正承認、

同年7月15日公安部、外交部公布）の第16

条に「D、Z、X、J-1の文字が表記されて

いるビザを保有する外国人は、入国した日

から30日以内に居住地の市または県の公安

局において外国人居留証もしくは外国人臨

時居留証の発行処理をしなければならない。

（以下略）」と規定されており、また第21

条に新規手続ではなく、変更に関する手続
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について、「外国人居留証に記載された項

目の内容に変更がある場合には、所有者は、

必ず10日以内に居住地の公安局において変

更登録手続をしなければならない」と規定

されています。さらに、第24条には「中国

に定住する外国人は、必ず毎年一回指定の

日時に居住地の公安局において外国人居留

証を提出し検査を受けなければならない」

とも規定されていますので、居留証手続に

関しては、いずれにしても居住地の公安局

ではないかと考えます。 

3.「個人所得税」の納税については、「国

家税務総局の『個人所得税自己申告納税暫

定弁法』発布に関する通知」（国税発

[1995]077号 1995年4月28日公布 同年5

月1日施行）の第3条に「申告地は一般に収

入を得た地の主管税務機関でなければなら

ない。・・・（略）・・・国外から所得を得

ている場合は、国内の戸籍所在地或いは経

営居住地の税務局に申告し、納税しなけれ

ばならない」と規定されており、総公司か

ら全額支給されるのであれば、総公司が源

泉徴収し、総公司所在地の地方税務局に納

付すると考えますが、日本の本社から支給

（一部又は全額）されるのであれば、自己

申告することになり、国内の「経営居留

地」、つまり勤務地である分公司、事務所

所在地で納付することになると考えます。 
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20．語学留学期間中の個人所得税について 

 

 

Q 弊社では中国事業要員の短期育成を目的として、下記のような研修制度を実施し始めました。 

：

1．中国（北京）の大学にて短期語学留学4ヶ月 

2．その後引続き、現地法人にて実務研修（トレーニー）4ヶ月 

 1、2を通算すると183日を超える中国滞在となりますが、いずれか一方の

みであれば、183日を超えません。また、1、2の期間を通じて、研修生にか

かる人件費等は全て派遣元（日本本社）からの支給及び負担であり、現地法人

側での支給、負担は一切ありません。 

 この場合、中国での個人所得税の課税関係はどうなるのでしょうか。特に、

1．の語学留学期間は個人所得税の課税対象となるのでしょうか。 

 

 

お問い合わせの語学留学生及び実務

研修生の中国における個人所得税に

ついて、『日中租税条約』（1983年9月6日調

印 1983年6月26日発効）第21条に、「専ら、

教育もしくは訓練を受けるため又は特別の

技術的経験を習得するため一方の締約国内

に滞在する学生、事業修習者又は研修員で

あって、現に他方の締約国の居住者である

もの又はその滞在の直前に他方の締約国の

居住者であったものがその生計、教育また

は訓練のために受け取る給与または所得に

ついては、その一方の締約国の租税を免除

する」と規定しています。 

A ：

 これに従い、留学生、実務研修生の中国

における個人所得税は、免除対象となりま

す。 

 一方、日本の親会社の方で給与等を負担

しているため、日本における納税義務は発

生することになります。 
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21．みなし外国税額控除のための免税証明について 

 

 

中国の合弁企業から受けた配当に対しては、｢みなし税率10％、実際税

率0％｣となり、日本でみなし外国税額控除が適用されると聞いておりま

す。 

Q ：

 この場合、日本で｢中国の免税証明｣を提出せねばならない、とのことですが、

この免税証明は合弁企業所在地の税務局に行けば発行してもらえるのでしょうか。

どこで、どのような手続きをするのか教えてください。 

 

 

ご質問の「中国の免税証明」とは、

外商投資企業がその配当を外貨送金

する際に外貨取扱指定銀行に提出が必要な

書類の1つとして定められている「所在地

の国家税務局が減免税対象であることを確

認する文書」に該当すると考えられます

（『貿易外および一部の資本取引にかかわ

る外貨の売渡と対外支払いに際し納税証明

を提出する問題についての規定』（2000年3

月1日施行）第3条第1項）。 

A ：

 この文書は文字通り、管轄する国家税務

局に行けば入手可能です。 
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22．浦東新区の法人税率について 

 

 

Q 浦東新区に新法人（外資100％）を設立するにあたり、当地区における物流企業の企業所得税率について教えてください。 

：

 外高橋保税区では、物流サービス企業でも倉庫やトラックなどの資産を持て

ば、生産性企業と認められ、本来なら30％の税率適用のところが、15％の優

遇税率が適用されるという例を聞きました。 

 浦東新区においても、このような生産性企業についての解釈が認められるの

でしょうか。 

 

 

結論から述べると、物流サービス企

業においても、倉庫やトラック等の

資産を持てば、生産性企業と認められるこ

とになります。 

 根拠としては、『その他の業界の生産性

外商投資企業の解釈認定に関する国家税務

総局の通知』（国税発[1992]109号 1992年

4月29日公布 同日施行 以下『通知』）の

中で、『外商投資企業及び外国企業所得税

法実施細則』第72条第1項第10号（※注）

の規定に基づく、その他の業界の生産性外

商投資企業の解釈認定が明確化されており、

「自らが有する運輸手段及び保存施設を用

いて、直接に顧客に対して倉庫及び運輸サ

ービスをするもの」を生産性外商投資企業

と認定しています。 

 従って、本通知により御社が「生産性外

国投資家投資企業」として認定されれば、

15％の税率が適用されるものと考えます。 A ：
（※注） 

『外商投資企業及び外国企業所得税法実施

細則』（第72条第1項第10号）の規定内容：

税法（『外商投資企業及び外国企業所得税

法』のことを指します）第7条第1項、第2

項及び第8条第1項にいう「生産性外商投資

企業」とは、以下の業種に従事する外商投

資企業を意味する。 

(1)～(9)は省略 

(10) 「国務院税務主管部門が規定する

その他の業種」 

 以上のように規定されており、この「国

務院税務主管部門が規定する」という部分

が、上記『通知』に該当するものと考えま

す。
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１．派遣費用立替分の送金について 

 

 

Q 中国にある日中合弁企業です。この度研修生を日本に派遣したところ、日本側で立替払いをした費用が発生しました。 

：

 部品輸入も行っていますが、これについては、インボイスを根拠に外貨送金

をしています。今回発生した債務については日本側からの請求書に基づいて外

貨送金は可能でしょうか。（輸出を行ってないため手持ちの外貨はありませ

ん） 

 

 

本件に関し、基本的に人民元を外貨

に交換しての外貨送金は可能ではな

いかと考えます。必要書類としては、①日

本側からの請求書②研修生のパスポートな

どの身分証明③研修に関する証明書類（現

法と親会社との研修の契約書などで、日本

側で立替をしなければならなかった説明が

できるもの）などの事態の真実性を示す証

憑書類を、送金を取組む現地の外貨指定銀

行に提出する必要があると考えます。 

 立替金の送金は、経常取引の中の、貿易

外取引に分類されます。貿易外取引の対外

支払についての規定としては、『貿易外支

払に関わる外貨の売渡、対外支払及び国内

居住者個人の外貨収支管理取扱規定(試

行)』(2002年5月1日施行)があります。た

だし、立替金の送金については明記されて

おらず、取扱が不明瞭でしたが、『現行法

規では明確に定めていない貿易外取引の外

貨購入、対外支払にかかわる問題について

の通知』（国家外貨管理局 匯発［2003］

35号 2003年3月6日発布 2003年4月1日施

行）が施行され、現行の法規上明確な規定

がない、貿易外取引の対外送金については

5万米ドル以下のものであれば外貨管理局

の審査を経ることなく銀行審査のみで対外

送金できるようになっていますので、本件

につき、取組前に一度現地のお取引銀行に

ご確認されることをお勧めします。 

A ：
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２．外貨借入金の人民元両替禁止について 

 

 

2004年7月1日より「外貨借入金の人民元両替禁止」になると聞きまし

た。親子ローンで米ドルを親会社が貸し付けた場合、子会社は米ドルを

人民元に両替が出来なくなるのでしょうか。 

Q ：

 

 

ご照会の件は、『国内外資銀行外債

管理弁法』（国家発展・改革委員会 

中国人民銀行 中国銀行業監督管理委員会

令 第9号 2004年5月27日発布 2004年6

月26日施行 以下『管理弁法』）のことで

すね。 

 本件に関し、『管理弁法』の第10条に、

「国内外資銀行が国内機関へ貸付けた外貨

貸付は、国内外貨貸付方式に照らして管理

する。輸出荷為替を除き、国内外資銀行が

国内機関へ貸付けた外貨貸付は人民元買い

を行ってはならない。」と規定されており

ますが、これは文字通り、「今後国内外貨

貸付方式扱いとなる国内外資銀行による国

内機関への外貨貸付」について人民元への

両替禁止を規定しているもので、親子ロー

ンは従来通り、国内外貨貸付方式扱いでは

なく、外債扱いであり、人民元への両替も

可能であると考えます。 

 「国内外貨貸付方式」とは中国資本銀行

からの借入を指し、『外貨の買取、売渡、

対外支払管理規定』（中国人民銀行制定 

1996年6月20日公布 1996年7月1日施行 

以下『支払管理規定』）の第27条第2項に、

「荷為替付輸出手形の買取を除く国内外貨

貸付による受取外貨は人民元に両替するこ

とはできない。」と規定されています。故

に、「国内外資銀行が国内機関へ貸付けた

外貨貸付が、国内外貨貸付方式扱いにな

る。」ということは、「国内外資銀行が国内

機関へ貸付けた外貨貸付」は人民元への両

替ができなくなるということになります。

加えて、『支払管理規定』の第27条第1項

(2)には、「国外借入及び外貨債権または株

券を発行して取得した外貨は外貨管理局の

許可を経ないで人民元に両替してはならな

い」と規定されており、親子ローンは国外

借入ですので、これは言い換えれば、親子

ローンは外貨管理局の許可を経れば人民元

に両替可能ということだと考えます。 

A ：
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３．駐在員事務所による立替について 

 

 

上海地区に現地法人設立を進めています。不動産の賃貸契約や内装工事

にあたり人民元での支払いが必要ですが、会社登記されていないため銀

行口座が開けません。 

Q ：

 すでに駐在員事務所があるので、この口座から立替払いし、設立後資本金か

ら返金することは可能か教えてください。 

 

 

「会社登記されていないため銀行口

座が開けない」とのことですが、

『外商直接投資の外貨管理業務完備の関連

問題に関する通知』（国家外貨管理局発布

[2003]30号 2003年4月1日施行）に基づき、

2003年4月1日以降、外国投資者専用外貨口

座の開設が可能となっております。同通知

第1条において、「外国投資者は中国国内に

外商投資企業を未設立であるが、中国国内

において直接投資に従事、或いは直接投資

に関連する活動に従事している場合、投資

プロジェクト所在地の外為局に申請を行う

ことができ、当該投資者の名義で外国投資

者専用外貨口座を開設することができ

る。」と規定されております。外国投資者

は一つの銀行において一つの複数貨幣種専

用外貨口座のみを開設することができるも

のとされ、用途に応じて①投資類口座②買

付類口座③費用類口座④保証類口座に分類

されています。このうち、②「買付類口

座」は、同通知第1条において「外国投資

者が中国国内において外商投資企業を設立

予定で、その前段階で中国国内において土

地使用権及び付帯する不動産、機器設備或

いはその他の資産などを買付ける必要があ

る場合、資産の買入れ契約発効後、当該口

座の開設を申請し外貨での借入金の預金、

支払に使用することができる。」と規定さ

れており、御社のケースの場合はこの買付

類口座に該当すると考えます。尚、人民元

での支払に対しては、外貨管理局の個別の

審査許可を経て、専用口座の資金を人民元

に両替することになります。（同通知の付

属文書2、3に規定） 

A ：

 これら4種類の外国投資者専用口座のうち、

外商投資企業の設立にかかわるのは②買付

類口座③費用類口座④保証類口座ですが、

これらについては同通知第1条において、

「外国投資者が中国国内に外商投資企業を

設立した場合、上述口座の資金の余額は、

企業の資本金口座へ振替えることができる。

上述口座から買取ったり決済したりする資

金は、外為局が作成した相応の許可文書に

よって外国側の出資とし、且つ出資検証手

続を行う。中国国内に外商投資企業を未設

立の場合、外国投資者は外為局が作成した

相応の許可文書によって、未使用の資金の

外貨買取、支払及び当該資金を国外へ送金

する手続きを行うことができる」と規定さ

れております。 
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 一方、ご照会の「駐在員事務所の口座か

ら立替払いし設立後資本金から返金するこ

と」に関しては、可能ではあると思います。

但し、当該駐在員事務所が課税事務所の場

合には、立替分が経費とみなされ駐在員事

務所の課税計算に影響を及ぼすリスクがあ

ったり、駐在員事務所で立替えたとしても

領収書の名義は新会社でないと新会社の税

務上も不都合が生じますので、あまり良い

方法とはいえないと思います。従って本件

のようなケースでは、上述の外国投資者専

用外貨口座を開設するのが良いかと考えま

す。 

 また、本口座の取扱に関する詳細につい

ては、現地のお取引金融機関にご確認され

ることをお勧めします。 
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４．ソフトウェア費用回収方法について 

 

 

当社は日本の製造メーカーです。現在、上海に販売子会社を設立し中国

国内への直接販売を進めようとしています。営業開始準備段階で、受注

売上処理のために処理システムが必要になり、ハードウェアは子会社が直接現

地で購入いたしました。 

Q ：

 ソフトウェアについて、子会社は開発能力も無く、又資金面の問題もあり、

親会社が開発会社と共同で開発し、一旦親会社の資産として計上し、これを子

会社に60回月賦で譲渡し、資金を回収しようと検討しています。子会社との

契約方法、現地の役所への届け出方法、資金の親会社への送金方法などについ

て教えてください。 

 

 

中国子会社に対してのソフトウェア

の譲渡についてですが、日本親会社

と中国子会社間の契約方法は双方の取引形

態次第ですのでソフトウェア譲渡契約の締

結は可能と考えます。 

 ソフトウェア譲渡契約についての中国当

局への届け出についてですが、中国への技

術移転とされ、『技術輸出入管理条例』（国

務院令第331号 2002年1月1日施行）の適

用を受けると考えます。よって、該当する

技術が自由類であれば、国務院外経貿主管

部門に対し登記手続をし、①技術輸入契約

登記申請書、②技術輸入契約の副本、③契

約締結当事者双方の法的地位の証明文書を

提出します。（第18条）。国務院外経貿主管

部門は、文書を受付けた日から3業務日内

に、技術輸入契約について登記をし、技術

輸入契約登記書を発行します。（第19条） 

 日本親会社への送金方法については、

『外貨の買取、売渡、対外支払管理規定』

（1996年7月1日施行）第13条にて輸入契約

又は協議の外貨指定銀行への提出が規定さ

れております。また、『貿易外支払いに関

わる外貨の売渡、対外支払および国内居住

者個人の外貨収支管理取扱規定（試行）』

（国家外貨管理局 匯発［2002］第29号 

2002年3月18日発布 2002年5月1日施行）

内にて、「コンピュータソフトウェア使用

許諾※の外貨による支払」として以下の書

類の提出を掲げています。 

A ：

①書面による確認申請 

②契約または協定 

③インボイスまたは請求書 

④版権主管部門による「著作権契約登記

印」が押捺してある著作権使用許可契

約あるいは契約登録の承認回答 

⑤外経貿主管部門が発行する「技術導入

および設備輸入契約登録発効証書」あ

るいは「技術輸入許可証」または「技

術輸入契約登記証」 

⑥「技術導入契約データ表」 

⑦税務証憑 
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※上記書類はコンピュータソフトウェアの

使用許諾にかかる外貨支払いについて規

定しているものですが、外貨管理上は無

形資産輸入ということで、譲渡であって

も使用許諾であっても同一の規制にかか

ると考えます。 

 なお、お問い合わせのケースは、60回月

賦払いということで対外決済が90日を超え

る延払いとなりますので、通常は外債登記

の対象となりますので併せて当地の外貨管

理局で外債登記の必要性についてもご確認

されることをお勧めします。 
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５．輸入品の支払い期間について 

 

 

中国企業から直接製品を購入しています。この企業から「最近中国当局

の外貨管理制度が変更になり、輸出日から45日以内に売掛金を回収しな

ければならなくなったので協力を願いたい。」との連絡がありました。実際に

このような通達はあるのでしょうか。 

Q ：

 

 

本件について、中国企業と御社間の

今までの決済形態の内容について不

知ですが、外貨管理局から輸出代金の回収

期間を短縮する旨の通達は出ていないよう

です。『輸出代金回収照合管理弁法実施細

則』（国家外貨管理局 匯発［2003］第107

号 2003年9月8日発布 2003年10月1日改

正施行）第26条では、貨物輸出後、輸出企

業は、貨物の輸出契約に約定した代金回収

期限までに、代金全額を回収することを要

求しており、輸出代金の回収期限は、一覧

払いでの決済の場合、輸出通関後180日以

内、ユーザンスでの決済の場合、ユーザン

ス回収の届出上の回収期限内と規定してお

ります。 

 以下推察ですが、中国企業が輸出貨物の

増値税還付手続を行うために、売掛金の早

期回収を要望していることが考えられます。

『輸出貨物税還付（免除）管理の関連問題

に関する通知』（国税発[2004]64号 2004年

5月31日発布 6月1日施行）にて規定されて

おります。 

 上記通知中には、「45日以内に代金回

収」とは記述されておりませんが、増値税

還付手続について、書類提出･申告期限を

過ぎたものは原則受理しないと規定してお

りますので、このような背景の中、できる

だけ早期に輸出代金を回収し、増値税還付

申請書類を調え、還付手続をすべく、中国

企業が要求しているかもしれません。 

A ：

 また、中国では、輸出代金回収率により

輸出企業を区分し、回収率の高い企業には

優遇を、低い企業には輸出代金回収照合管

理強化や輸出入業務の一時停止などを行う

政策も取られており、中国企業が輸出代金

回収率を上げるべく、短期間での輸出代金

支払いを要求しているかもしれません。 

 以上、推察の域を越えませんが、いずれ

にせよ、外貨管理上では回収時期短縮の規

定は出されておりませんので中国企業側の

何らかの事情であると考えます。 
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６．親子ローンにおける担保提供ついて 

 

 

日本企業が中国の子会社へ親子ローンを出すために、他の日本企業から

資金を借入れる場合、貸し手への担保提供に中国子会社を絡めたいと考

えています。そこで、以下の点について教えてください。 

Q ：

1．日本企業（A社）から中国子会社（B社）への親子ローン債権を、貸し手

（C社）に譲渡担保として差し入れることは、法律的に可能か。 

(1) 可能であれば、中国サイドで具体的にどのような手続が必要か。 

(2) 可能であれば、対抗要件を具備する必要はあるか。また、中国で具備す

る手段はあるか。 

2．B社の顧客からB社への代金支払を、エスクロウ勘定（弁護士などの第三者

が中国国内に設定）に入金させることで、C社がB社の売掛金をおさえるこ

とは法律的に可能か。可能であれば、具体的にどのような手続が必要か。 

3．A社が保有するB社の出資持分にC社が質権設定する事は法律的に可能か。 

(1) 可能か否かの判断は、B社の法人形態によって違うか。 

(2) 質権設定、実行には、どのような手続が必要か。 

4．上記のような行為が法律的に可能であった場合、実効性はあるか。 

 

 

弁護士よりコメントをいただきまし

たので、項目別に回答します。 

1. 譲渡担保は譲渡の形式を採りつつ、実

質において担保として機能させる手法です。

形式面は中国企業に対する外国企業の債権

の、他の外国企業への譲渡であり、これは

外債登記変更により可能であり、実務上も

珍しいことではありません。実質的に担保

として機能させるという点については、譲

渡の両当事者である外国企業間の取決めの

問題に過ぎません。よって、譲受人は法律

上処分、行使などを行ないうる譲受債権に

ついて、これらの行為を行なえないという

契約的取決めをすればよいだけのことと考

えられ、これも特に禁止されるいわれはな

いものと考えます。 A ：  形式に従い債権譲渡について外債登記を

行なうことが必要と考えれば（逆に外債登

記を行わない単なる契約上の譲渡は、中国

の外貨管理規制上問題があるものと考えま

す）、対抗要件の問題を考える必要はない

ものと思われます。 

2. エスクロウ勘定は、法的には特にこれ

を規制する規定もないようであり、中国の

銀行がそのようなアレンジを受けてくれる

かという問題であり、一部地場銀行におい

て似たような業務を取り扱っている場合も

あるようです。 

 ただ、エスクロウ勘定を用いB社の債権

をおさえたとしても、B社の債権者ではな
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いC社がそれをおさえる法的根拠に欠けま

す。 

 従って、当該エスクロウ勘定に質権を設

定することが必要と考えます。しかし、そ

うなると中国の居住者、企業が外国企業

（A社）の債務のために担保を提供するこ

ととなります。このような中国の居住者に

よる外国企業の債務のための担保提供は対

外担保規制上は認められない可能性が高い

ものと考えます（例えば、『国内機構対外

担保管理弁法実施細則』第6条は「被担保

人（＝主債務者）」を中国企業及び中国企

業の外国における出資会社に限定していま

す）。 

 よって、現実的な発想とは言いがたいの

ではないでしょうか。 

3. 『担保法』第75条、第78条などにより

有限責任公司の持分権に質権を設定するこ

とは可能です。B社はA社の子会社（外商

投資企業）である以上、有限責任公司の形

態をとっているものと考えられるので、合

弁、合作、独資による相違はありません。 

 質権の設定には持分譲渡の規定が適用さ

れ、持分権者名簿に質権設定が記載された

日に発効するものとされます（『担保法』

第78条第3項）が、外商投資企業において

は持分権者名簿が通常存在せず、また、持

分譲渡の手続は認可機関の認可など『外商

投資企業投資家の持分変更についての若干

の規定』（対外貿易経済合作部、国家工商

行政管理局 1997年5月28日公布 同日施

行）の定めに従います。しかし、その手続

は面倒な上に、認可機関において質権設定

の認可という経験がないことが十分予想さ

れるので、具体的な手続及びその確実性に

ついては不明確です。 

 また、質権実行手続も、『担保法』第81

条、第71条により、質権者に優先弁済権が

認められること、質権者が主債務について

弁済を受けないときは、質権設定者と協議

して質物の評価買取、競売、売却等の処分

を行うことができることなどが確認されて

います。しかし、日本の担保権実行手続の

ような裁判所の主宰に係る強制執行手続は

存在せず、質権設定権者の任意の協力が必

要とされるなど、手続的な確実性は実行段

階でも欠落しています。 

4. 上記に見た手続の不確実性から、余り

実用化されておらず、その実効性には疑問

が残るものと言わざるをえません。 

 ただ、優先弁済効は破産やA社の他の債

権者による差押の場合等に有効に機能する

可能性はなお存在し、また、弁済に向けて

の心理的圧力にはなるものと考えます。 

 以上となりますが、1. については、当

初、外債登記を行なうに際して、B社はA

社との金銭消費貸借契約を提出しますが、

その契約中に通常、譲渡担保についても規

定しているものと考えられます。その規定

に債権者による債権譲渡担保の差入を禁止

するなどの文言があれば、差入を行なう前

に契約の変更が必要となり、それに伴い外

債登記内容の変更も必要となろうかと考え

ますので注意が必要です。 
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７．人民元の借入れと総投資額の関係について 

 

 

当社の子会社は、総投資額2,500万ドル、内資本金1,000万ドルとなっ

ています。中国の銀行（外銀含む）から人民元を短期または長期で借入

れた場合、その借入れた額は投資総額に加算されるのでしょうか。 

Q ：

 

 

「投資総額」とは、元々「合弁契約、

定款の規定する生産規模において投

入することが必要な基本建設資金及び生産

流動資金の総和」であるとされており

（『中外合弁経営企業法実施条例』第17条）、

その概念は「自己資本である登録資本」と

「他人資本である負債」とを足したもの、

即ちバランスシート的にいえば「総資産相

当額」であると捉えられているようです。 

 従 って、御社の場合、「投資総額」

（2,500万米ドル）と「自己資本である登

録資本」（1,000万米ドル）の差額である

1,500万米ドルが、「他人資本である負債」

の枠になると考えられ、投資規模に応じて

少負債の健全経営を義務付けている観点か

ら考えると、ご照会にある「人民元建の借

入れ」に関しても本来的には当然のことな

がら、「他人資本である負債」の1,500万米

ドルの枠残高に含まれるべきものであると

考えられます。 

 ただし、その他人資本である「負債」の

捉え方において、従来より「買掛金や未払

金など借入以外の負債はこれに該当しない

という考え方」、また「人民元建の借入に

ついてはそもそも規制の対象外である」と

いった法的にはあまり支持する根拠が見当

たらない考え方が実務上採用されることに

より、外商投資企業の資金調達において、

「投資総額は登録資本と負債との総和であ

る」という一般論は、しばしば有名無実化

してきているといえました（つまり、ご照

会の人民元建て借入は「負債」に該当しな

いという考え方から、投資総額にも含まれ

ないという考え方です）。 

 というのも、『外商投資企業の資本項目

の外貨決済の審査と外債登記管理業務を改

善することに関する通知』（国家外貨管理

局 匯発[2004]42号 2004年5月17日発布 

同年7月1日施行）の第3条は、「外商投資企

業が借入れる中長期外債の累計発生額及び

短期外債残高の和は、審査認可機関が認可

したプロジェクトの投資総額と登録資本の

差額の範囲内に厳格に抑制する」という旨

の規定を置いています（これは『外債管理

暫定弁法』（国家発展計画委員会、財政部、

国家外為管理局令 第28号 2003年1月8日

発布 同年3月1日施行）第18条においても

既に同様に規定されています）が、その反

対解釈として、これはあくまでも「中長期

外債の累計発生額及び短期外債残高の和」

について言及したものであることから人民

元建借入ならびに買掛金や未払金等借入以

外のその他の支払債務はかかる規制に服さ

ないのではないかと考えることができると

A ：

－218－ 



いうものです。 

 しかしながら、『2005年の国外外資銀行

短期外債指標査定業務に関する通知』（国

家外貨管理局 匯発[2005]4号 2005年1月

26日発布 同年4月1日施行）において、国

外機関の保証付き人民元借入れについても、

総投資額と登録資本の範囲内とする旨規定

されました。よって、御社が親会社などの

国外機関の保証付という条件で、中国国内

銀行（外資銀行含む）から人民元借入する

場合にも、総投資額と登録資本の範囲内の

枠内に参入されることになりましたので改

めて、全体の借入額と総投資額と登録資本

金の枠について注意することが必要です。 
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８．現法子会社とのネッティング決済について 

 

 

Q 日本企業（親会社）が中国に現地法人（子会社）を設立し、親会社から子会社へ原材料を供給し、子会社から親会社へ製品を輸出する予定です。 

：

 その際の決済については、ネッティングにより、親会社側の入超部分のみを

現地法人に支払うことを考えています。 

 一方で、「中国ではネッティングによる決済は認められていない」との情報

も聞かれますが、実状を教えてください。 

 

 

『「中国ではネッティングによる決

済は認められていない」との情報も

聞かれます』についてですが、後述する一

部の取り扱いを除いて、現在の中国の外貨

管理に関する規定のもとでは、輸出入代金

の差引決済（相殺処理）は、結果的に認め

られていないと考えます。根拠は、輸出入

それぞれに核銷（カクショウ）といわれる

制度があり、輸出には「輸出代金受領の照

合抹消手続」、輸入には「輸入代金支払の

照合抹消手続」が必要となってくるためで

す。 

 具体的には、中国の輸出の場合を例にと

ると、中国からの輸出通関貨物と、銀行経

由の国外からの輸出代金の回収額とを照合

する制度で、完全に照合するためには、輸

出通関貨物の代金全額を回収しなければ、

照合一致できないからです。これは、貨物

を輸出しても輸出代金の回収率が低いこと、

また輸出増値税還付を受けるための架空輸

出や、水増し輸出等の問題を防ぐためにと

られている制度です。「輸出代金受領の照

合抹消手続」については、『輸出外貨回収

照合管理弁法』（国家外貨管理局 匯発

[2003]91号 2003年8月5日発布 同年10月

1日施行）および、『輸出外貨回収照合管理

弁法実施細則』（国家外貨管理局 匯発

[2003]107号 2003年9月8日発布 同年10

月1日施行）に、「輸入代金支払の照合抹消

手続」については、『貿易輸入外貨支払照

合監督管理暫定施行弁法』(国家外貨管理

局 匯国発字[1997]第01号 1997年3月1日

施行)に規定されています。 

A ：

 確かに「相殺」については、中国におい

ても、日本の民法第511条に類似した規定

として『契約法』第99条（相殺）の規定が

あり、「相殺」そのものは可能であると考

えます。但し、これは基本的に中国国内企

業間での取り扱いという解釈になるのでは

ないかと考えます。中国国内企業と国外企

業間では、外貨管理上の問題があり、相殺

が結果的に認められないということは既に

述べたとおりです。 

 さて、上記において、「後述する一部の

取り扱いを除いて」としたのは、「加工貿

易」に関する外貨管理制度のもとでは、事

前に外貨管理局の許可を得られれば、次に

述べる「加工貿易」取引においてのみ、一
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部、差引決済（相殺処理）を認められる取

引が存在するためです。その取引とは、具

体的には、 

1. 「進料対口貿易方式の場合」 

2. 「進料深加工貿易の進料転来料の場合」 

3. 「外商投資企業の進料加工貿易の場合」 

が挙げられます。 

1. 「進料対口貿易方式の場合」 

 進料対口貿易とは、加工貿易において、

「国外の加工委託先」が、「中国内の加工

引受先（中国企業）」との間で、「部材供給

契約」と「加工後の製品の輸出入契約」と

を別々に締結する加工貿易のことです（※

「進料加工」とは、部材無償支給で、加工

賃のみの決済となる「来料加工」とは異な

り、元々「部材供給契約」と「加工後の製

品の輸出入契約」を別々に締結し、それぞ

れに決済が必要となり、かつ、必ずしも

「国外の加工委託先」と「加工後の製品の

引受先」が同一ではない方式ですが、この

進料「対口」方式とは、「国外の加工委託

先」と「加工後の製品の引受先」が同一の

取引方式ということになります）。 

 原則、進料対口加工では、国内の加工引

受先企業は、まず、部材の輸入代金を支払

い、次に、加工後の製品の輸出代金を「全

額」受け取ります。しかしながら、この方

式の場合には、事前に外貨管理局で差引決

済方式（相殺処理）の許可を受けることが

できれば、「部材の輸入支払代金を加工後

の製品の輸出受取代金から差し引くこと

（以収抵支）」が認められています。即ち、

国外の加工委託先は、加工賃だけを中国内

の加工引受先（中国企業）に支払うことで、

決済が完了します。これは、先にも述べた

通り、「国外の加工委託先」と「加工後の

製品の引受先」が同一の、進料対口加工貿

易であることから、差引決済が、外貨管理

局の事前の許可を受けた上で、認められる

ということです。 

2. 「進料深加工貿易の進料転来料の場合」 

 「進料深加工貿易」とは、中国内の加工

引受先（進料加工企業）が別の中国内の加

工企業に転廠する（※「転廠」（深加工結

転）とは、加工貿易企業が保税部材を加工

した製品を、別の加工貿易企業に移して

「更に加工を行った」後、再輸出する経営

活動のことを指す）取引のことで、更に

「進料転来料」とは、その転廠先の加工企

業が来料加工企業であるパターンです（進

料加工企業が別の来料加工企業へ転廠する

こと）。この「進料転来料」の場合も、通

常の進料対口加工貿易と同じく、中国内の

加工引受先（進料加工企業）は、原則、加

工後の製品の輸出代金を「全額」受け取り

ますが、この方式の場合でも、事前に外貨

管理局で差引決済方式（相殺処理）の許可

を受けることができれば、差引決済が認め

られています。これは、中国国内で進料企

業が来料企業に転廠している部分は、来料

企業への転廠ですので、いい換えれば、加

工賃決済のみの「来料加工契約」と同一で

あり、進料企業と来料企業の間は、転廠に

より再加工を加えられた部分に対応する加

工賃のみの中国内決済で済みます。故に、

国外の加工委託先は、最初の部材から最終

の製品へ加工された全体の加工賃だけを中

国内の加工引受先（進料加工企業）に支払

うことで、全体の決済が完了します（進料

転進料だと、中国内の進料企業間で「部材

としての半製品自体の決済」と「完成品自

体の決済」も必要になってくる為、中国内
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の加工引受先（進料加工企業）も資金負担

が発生し、関連して、国外の加工委託先と

も加工賃のみの差引決済は出来ず、加工後

の完成品の輸出代金全額を受取ることにな

るものと考えます）。 

3. 「外商投資企業の進料加工貿易の場合」 

 「外商投資企業の進料加工貿易」とは、

外商投資企業が行う進料加工貿易という意

味です。「中国内の加工引受先」が中国企

業ではなく、外商投資企業が加工引受先と

なって、国外の加工委託先である親会社と

の間で、製品輸出に必要とされる部材を輸

入し、加工後の製品を輸出する方式です。

この場合も、原則、輸出代金を全額回収す

ることになっていますが、事前に外貨管理

局で差引決済方式（相殺処理）の許可を受

けることができれば、差引決済が認められ

ています。これは、外商投資企業が行う進

料加工貿易であれば、親子間であり、所謂、

「国外の加工委託先」と「中国内の加工引

受先（進料加工企業）」の関係がはっきり

しているという理由（実質的には「対口」

と同様の理論）からだと考えられます。 

 上記1.～3.にて、「加工貿易」取引にお

ける一部の例外的な取り扱いを述べました

が、全国的にもこのような形式の加工貿易

で、事前に外貨管理局宛申請すれば、全て

自動的に差引決済（相殺処理）の許可が下

りるという状況ではないようです。外貨管

理局が許可をおろす根拠としては、まず

「資格審査」があり、その審査に通ってい

なければ許可は下りないようです。審査に

ついても詳細は分かりませんが、ポイント

としては、基本的に、加工貿易企業として

違反行為が無いことや、輸出入の相手が同

一（対口）であること、また付加価値が高

いことなどが考えられます。とりわけ、付

加価値率が高いということ（即ち、収支差

額、所謂、中国側に落ちる加工賃の部分）

が、重要な要素になっているようです（具

体的な数字は分かりません）。加工貿易と

は、本来、中国側にとってみれば、付加価

値の低い取引形態であり、中国を「世界の

工場」として捉えるのではなく、所謂「作

業現場」として捕らえているようなイメー

ジがあります。そのようなことから、加工

賃を搾取しているのではなく、「残す」と

いうようなイメージを、中国当局側に与え

るように持っていくことではないかと考え

ます。 

 御社の場合、「日本企業が中国に現法

（子会社）を設立し、当該日本企業から現

法へ原材料を供給し、現法から日本の親会

社へ製品を輸出する予定」ということです

ので、進料加工貿易形態を採られれば（関

税、増値税を払って部材を輸入し、製品を

加工、輸出後、増値税の輸出還付を受ける

という一般貿易の形態を採られなければ）、

理論的には、3.「外商投資企業の進料加工

貿易の場合」に当てはまると考えられます

ので、基本的には、差引決済が認められる

余地があると考えられます。ただし、上述

のような資格審査や、地域によって外貨管

理局の運用の違い（広東省では実際に行わ

れている例があるなど）も見られるようで

あり、また、差引決済代金の外貨送金に関

しては現地の銀行も取引に関係してくるの

で、進出される現地の外貨管理局、お取引

金融機関などに、事前に確認することをお

勧めします。 
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９．外貨決済口座の開設について 

 

 

子会社と貿易取引を開始しようとしていますが、子会社が現地の銀行に

取引口座を開設するには、どのような書類、届出が必要なのでしょうか。

ちなみに、通貨は米ドルとして、中国系銀行と日本の銀行の2行での開設を考

えています。 

Q ：

 また、申請から口座開設までの日数はどれ位かかるのでしょうか。 

 

 

経常取引にかかる外貨決済口座の開

設については、外貨管理局に口座開

設の許可を申請する必要があります。 

 まず、外貨決済口座の開設に関連する規

定として、『経常取引外貨口座管理政策を

更に調整することの関連問題に関する通

知』および付属文書として『国内機構経常

取引外貨口座管理実施細則』（国家外貨管

理局 匯発[2002]87号 2002年9月9日発布 

同年10月15日施行 以下『実施細則』）が

あります。 

 外貨管理局に提出する書類は『実施細

則』第5条に以下の通り定めています。 

・経常取引外貨口座開設申請書 

・営業許可証の原本及びコピー 

・外資系企業外貨登記証 

・組織機構コード証の原本及びコピー 

・その他外貨管理局が提出を求める資料 

 申請内容に不備がない場合、外貨管理局

から「経常取引外貨預金口座開設認定書」

が発給され、銀行は外貨管理局の「認定

書」に基づき口座を開設することになりま

す。 

 次に、複数の経常決済口座の開設につい

てですが、『実施細則』第13条で、外貨預

金口座管理情報システムが適用されている

地域では、必要に応じ、複数の経常取引外

貨口座の開設を外貨管理局へ申請できる旨

定めています。ただし、複数の口座数の申

請が全て認められているわけではなく、申

請事由に対する審査が行われます｡ 

A ：

 また、同13条には、「複数の経常取引外

貨口座の残高限度額は、規定の限度額を超

えてはならない」と定めており、口座の増

加が限度額の増加にならないことになりま

す。 

 この限度額は、『経常取引の外貨口座預

入限度額認定基準を調整することの関連問

題に関する通達』（国家外貨管理局 匯発

[2004]23号 2004年3月30日公布 同年5月

1日施行）で、前年度の経常取引外貨支出

が同収入の80％未満の場合は、前年度経常

取引外貨収入の30％が残高限度額（※）と

なり、前年度の経常取引外貨支出が同収入

の80％以上の場合は、50％までが残高限度

額（※）と定めています。 

（※『国内機関の経常項目の外貨収入留

保緩和関連問題に関する通知』（国家外貨

管理局 匯発[2005]58号 2005年8月2日発

布 同日施行）により、現在では、それぞ
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れの残高限度額が50％、80％へと緩和され

ています｡） 

 最後に、経常取引外貨決済口座開設まで

の経過日数についてですが、金融機関に必

要書類を添えて申請し、内容に不備がない

場合は、当日に口座開設されると考えます

が、詳細な手続きなどは、取引金融機関へ

の確認をお勧めします。 
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10．保証金口座について 

 

 

子会社が「保証金戸」の口座を開設しました。取扱い通貨は人民元です。

為替予約取引に使うとの話ですが、実際にどのような口座で、どのよう

に使用すればよろしいのでしょうか。 

Q ：

 

 

為替予約取引に使用する人民元建て

の保証金口座についてのご質問です

ね。国有商業銀行で先物決済業務を行なう

企業は保証金を最低でも先物取引金額の

3％を納めなければならず、その納付する

通貨は外貨でも人民元でもよいようです。 

 なお、具体的な記載はされていませんが、

『人民元銀行決済口座管理弁法』（中国人

民銀行令[2003]第5号 2003年4月10日公布 

同年9月1日施行）の専用預金口座の説明に

おいて、その特定用途資金の管理と使用及

びその用途を規定しており、ご質問の「保

証金戸」は、その中における「先物取引保

証金」と同じ性格を持つものと推測され、

「専用預金口座」に属すると考えます。な

お、その開設及び管理については第13条、

第19条、第35条に従うことになります。 

 補足として、為替予約取引について説明

しますが、通常為替予約取引に際して、銀

行は顧客の為替予約取引履行に対するリス

クを負うことになります。このリスクとは、

例えば、輸入予約（人民元売り外貨払いの

予約取引）の場合、顧客がある将来の指定

日に人民元を外貨に交換するレートを既に

確保しながら、その指定日において顧客が

交換できない、つまり交換する原資である

人民元を保有していない事態が発生した場

合には、銀行が代わりに市場においてその

取引を履行しなければならないということ

を指します。 

A ：

 通常、日本の銀行では為替予約取引を顧

客と締結する際、このリスク相当額を為替

予約取引限度額のいくらか（10～30％程

度）と設定したそのリスク相当分を顧客に

課すため、相当分同額の現金等を銀行とし

て確保しておこうとする場合があります。 

 おそらく、本件の場合、この確保したい

金額（顧客からの提供金）を「保証金口

座」という形で顧客に開設及び入金させて、

銀行が担保として管理しようというもので

あると推測します。 
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11．保険費用の決済通貨について 

 

 

新規取引先との輸出の取り決めの中で、貿易条件がCIFとなるものが出て

きました。シッパーとなる当社としては、保険の手配が必要となるため

保険会社と船積み時の貨物保険について調整を行なったところ、下記のような

ことを保険会社担当者よりいわれました。 

Q ：

 「保険費用を人民元で支払った場合、もし仕向け地、コンサイニー側で貨物

に損害が出て、求償することになれば、当方（保険会社）より支払う金額は人

民元となり、米ドル、日本円といった通貨（外貨）での支払は出来ない。従っ

て、もしも求償時、米ドルなど外貨で支払を望むなら必ず保険費用については

米ドルで支払をして欲しい」 

 そこで、質問なのですが 

1．外貨管理規定で上記のような規定が定められているのでしょうか。 

2．また、もし規定があり、外貨で保険費用を支払う場合、中国国内での外貨

取引は禁じられているかと思いますが、例外として支払うことが出来るので

しょうか。 

 

 

中国国内から海外へ輸出する場合の

貨物海上保険に関するお問い合わせ

ですね。 

 貨物海上保険の保険金額（付保額）の建

値は、CIF契約の建値と同一ですので、中

国から輸出する場合は、米ドルや日本円な

どの外貨（国際決済通貨）となるのが通常

です。そして保険金の支払いは原則、保険

金額の建値で行なわれます。従って、保険

事故が発生し、海外でコンサイニーが求償

し保険金を受け取る場合、人民元ではなく

外貨（国際決済通貨）となるわけで、海外

のコンサイニーとしても人民元を受け取り

たくはないでしょう。 

 一方、保険料（費用）は、保険金額に一

定の保険料率を乗じて算出する関係上、保

険金額の建値と同一になります。中国から

の輸出の場合、保険金額が外貨建てとなり

ますので、保険料も外貨建てとなります。

もちろん引受保険会社が認めれば、外貨保

険料をその時の為替換算率を使って人民元

に換算し、人民元での決済も可能でしょう

が、現状では中国国内の保険会社は通常外

貨での支払いを要求しているようです。 

A ：

 ご質問の外貨管理規定上の制限について

ですが、確かに中国国内では、外貨建て価

格、外貨建て決済は禁止されていますが、

いくつかの特別な場合は、『国内外貨振替

管理暫定規定』（国家外為管理局 匯管函

字[1997]第250号 1997年9月25日公布 同

年10月15日施行）により、特定のケースに

おいて国内企業間での外貨建ての送金、振
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替が認められており、取引銀行あるいは外

為管理局が、その取引内容を審査し、認定

を受けた後に実施することができるとなっ

ております。本件のように国内の保険会社

に対する保険料の外貨預金からの支払いは、

銀行の審査認定で可能となっています。 
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第 10 章 会計に関するＱ＆Ａ 
 

 

 

 

－229－ 





１．輸入設備の減価償却開始日について 

 

 

これまで輸入設備に限らず、固定資産の減価償却開始は使用開始した月

の翌月からとなっているかと思いますが、噂で上海地区については

2003年11月頃から使用しておらず梱包の状態でも工場に搬入された月の翌

月から可能になったと聞きましたが、そのような通知ないし運用について教え

てください。 

Q ：

 

 

本件に関しまして、上海で特別な通

知が出たということについては、当

方では聞いたことがありません。 

 『企業会計制度』（財務部制定 2001年

11月29日公布 2002年1月1日施行）第37条

では、「当月増加した固定資産については、

当月は減価償却をせず、翌月から減価償却

の計上を開始する。」と規定されており、

これが大原則になります。『外商投資企業･

外国企業所得税法実施細則』第32条には、

「企業の固定資産は、使用開始月の翌月か

ら減価償却費を計上しなければならな

い。」と規定されておりますので、「増加」

と「使用」が同一の意味であれば、即ち固

定資産取得と同時に使用を開始したのであ

れば、両者に差異はありません。 

 『企業会計制度』第27条では、「固定資

産は取得時に取得時の原価により記帳しな

ければならない。」と規定されており、取

得した月が固定資産の増加した月になりま

すので、会計上は翌月から減価償却が開始

されます。したがって、固定資産を取得し

て何ヶ月も使用に供しなかった場合でも、

『企業会計制度』第37条では、取得した月、

即ち固定資産が増加した月の翌月から減価

償却が可能になります。これに対して、税

務上、『外商投資企業･外国企業所得税法実

施細則』第32条では、厳密にいえば、取得

しただけで使用に供しなければ減価償却で

きませんので、会計上では減価償却費を計

上しても、税務調整でその費用を自己否認

し、法人利益に会計上の減価償却費分を損

金不算入として加算するという取扱になる

かと考えます。但し、税務と会計を敢えて

分けると実務的には、税務用の固定資産台

帳を別途作成する等、面倒な為、理論的に

は成立しても、現実的ではないと考えます。

そもそも購入して梱包状態のままにあると

いうことが、かなり稀なケースかと思いま

すので、数ヶ月内に使用が見込まれるので

あれば税務と会計を一致させておいた方が

実務的かと考えます。 

A ：
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２．三項基金について 

 

 

Q 税引後利益から積み立てる「三項基金」の会社形態による、強制か任意かについて教えてください。 

：

  独資 合弁 合作 ○強制 △任意 

1．準備基金    ○   ○   ○ 

2．従業員奨励基金 ○   ○   △ 

3．企業発展基金  △   ○   ○ 

 任意とは董事会にて決議する事。 

 

 

まず、ご質問にある「任意」の定義

については「積み立てても積み立て

なくてもよい」と理解して回答致します。 

 三項基金における強制か任意かについて

は、企業の設立形態によって取扱に違いが

あります。 

 最初に、独資企業については、規定上、

準備基金は「累計引当金額が登録資本の

50％に達するまで、納税後利潤の10％以上

引当せねばならない。」、従業員奨励基金は

「独自に決定」としており、企業発展基金

については特に規定されていません（『外

資企業法実施細則』第58条）が、『外商投

資企業執行新企業財務制度的補充規定的通

知』（財政部 第474号 1993年12月23日発

布施行）（以下『補充通知』）第1条第10項

において、外資企業は企業発展基金を積み

立てないことができると規定されています。 

 その中において、比率の定めがない従業

員奨励基金は企業独自で低く（0％や1％な

ど）設定してもよいように考えますが、

『外資企業法実施細則』第68条では、「工

会がある場合など、企業は工会と協力して

適正設定としなければならない。」と規定

していることから、実務上は、あまりにも

積立率が低い場合などは財務局などから指

導を受けることもあるようです。 

A ：

 董事会の決議については、法的には要求

していないものの、三項基金の分配そのも

のが利益処分となりますので、不可欠であ

るものと考えます。 

 次に合弁企業ですが、規定上、全ての基

金について積み立てることが義務付けられ、

かつその積立比率を董事会が決定する

（『中外合弁企業法実施条例』第76条1項）

としています。よって、合弁企業において

は三項基金全てを積み立てる必要があり、

董事会の決議も必要であるものと思われま

す。 

 合作企業については、合作企業の基本法

である『中外合作経営企業法実施細則』に

は特に定めはありませんが、『補充通知』

第1条第10項をみる限り、合弁企業と合作

企業における取扱は同様の対応と思われま

すので、三項基金全てにおいて積み立てる

必要があろうかと思われます。 
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 したがって、ご質問にある表においては、

合作企業における従業員奨励基金について

は「△」ではなく「○」になるものと思わ

れます。 
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３．歩留まり品再利用時の会計処理について 

 

 

中国国内に輸出向け製品の工場、および中国国内向け製品の工場があり

ます。工場の性格上、生産活動において、歩留まり品が少なからず発生

します。これらの歩留まり品は、ほとんどが生産ラインに再投入されて、再加

工のうえ製品となって出荷されます。 

Q ：

 一方、中国国内に中国国内で販売した製品のアフターサービスを実施するサー

ビス会社があります。この会社は現在、日本から修理用部品を調達しています。 

 以下のような行為は日本では、工場からサービス会社への所得移転となるの

で当然できませんが、中国では可能でしょうか。 

1．中国国内の工場で発生した歩留まり品を、生産ラインに再投入せずに廃棄

処分とします。 

2．廃棄処分となった歩留まり品を、同じく前述のサービス会社が廃棄物の回

収として資産価値ゼロで入手し、修理に活用して修理の原価を抑制します。 

 

 

中国の税務規定では廃棄物は、企業

の董事会の承認を受けて、関連証拠

資料を整備して、後日の税務当局の書類審

査と税務調査に備えなければなりません。

廃棄したという証拠がなければ、損失処理

ができないことになります。 

 一方、廃棄物を無償で受け取る企業につ

いては、無償贈与を受けた廃棄物の価値が

実質的にゼロであれば問題ないと考えます

が、それを用いてアフターサービス品を生

産するのであれば、公正価値のある廃棄物

を無償で贈与を受けたことになり、受贈益

の課税が行なわれるとともに、その受贈益

が会計上は資本剰余金に計上されてしまい

ますので、甚だ不都合な会計処理になりま

す。 

A ：

 従って、廃棄物処理をするにしても、何

らかの処分対価（例えばスクラップ価格）

で取引した方が無難かと考えます。 

 また、税務当局は廃棄する企業の損失を

否認する方向で検討することも予想されま

す。 
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４．資産購入時の増値税計上について 

 

 

「資産購入時に発生する増値税は、記帳価額に含める」との準則があり

ますが、この場合、会計仕訳として、例えば100の資産を購入し、17の

増値税が発生した場合 

Q ：

 〈借方〉資産 117／〈貸方〉未払金 117となり、増値税明細が存在し

なくなります。 

 つまり、元帳上での増値税の金額は、発票の金額と異なりますが、中国での

元帳上の管理は、これが普通なのでしょうか。 

 

 

『企業会計制度』によれば、固定資

産の会計上の処理については、実際

に支払った購入価額、包装費、運送費、据

付原価、納付した関連税金費用等を記帳価

額とします。 

 通常の物品購入等の場合（一般納税認定

者の場合）、仕入増値税と売上増値税の相

殺後、差額の増値税を納付するため、増値

税明細は確かに必要となりますが、固定資

産の購入の場合には、この相殺および控除

が認められていないため、通常の物品仕入

時のような「原材料」「未払増値税（仕入

税額）」科目を各々借方計上し、支払うべ

き金額を「買掛金」科目として貸方計上す

るのではなく、ご指摘のように購入資産を

「固定資産」科目に借方計上し、支払うべ

き金額を「その他未払金」（即払時は「銀

行預金」）科目に貸方計上することになり

ます。 

A ：

 従って、固定資産の購入に限っては、購

入に際しての発票は領収書としての意味は

あるものの、増値税明細においては売上増

値税との控除ができないことから不要であ

ると考えます。 

 ちなみに、東北3省では、地区の奨励策

の一環として、一部の業種に対し、この固

定資産購入に際する増値税を売上増値税と

控除できるとした法規『増値税の控除範囲

の拡大に伴う企業の認定作業の展開に関す

る通知』（国税函[2004]143号）が発布され

ています。 
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５．減価償却方法の種類について 

 

 

Q 中国の固定資産の減価償却方法として、定額法、作業量法、年数総和法、倍額残高逓減法（200％定率法）がありますが、 

：

1．倍額残高逓減法（200％定率法）の計算方法を教えてください。 

2．中国の固定資産の償却方法として、どの償却方法が一般的なのでしょうか。 

 

 

固定資産の減価償却方法として、会

計上ではご質問のように定額法、作

業量法（生産高比例法）、年数総和法（級

数法）、倍額残高逓減法（200％定率法）を

採用することができますが、税務上は、定

額法を採用するとしており、その他の償却

方法を採用する場合、別途、国家税務機関

の認可が必要となります。仮に、税務機関

の認可が得られなくても、会計上は定額法

以外の償却方法を選択することが可能です

が、定額法との差額は税務上、調整する必

要があります。 

 倍額残高逓減法（200％定率法）の計算

方法ですが、「減価償却限度額＝未償却残

高×耐用年数に応じる定率法の償却率×

2」で計算し、最後の2年で均等に償却しま

す。例えば、取得金額が100で償却後余剰

価値0、耐用年数が5年、償却率20％の場合、

定率法であれば、1年目は100×20％＝20を

償却しますが、倍額残高逓減法（200％定

率法）の場合、1年目を100×20％×2＝40

で償却し、2年目は未償却残高60に対して

60×20％×2＝24を償却します（3年目は未

償却残高36に対して36×20％×2＝14.4を

償却し、残りの未償却残高21.6を2年間で

均等に償却）。 

A ：

 中国においては前述のように、企業の減

価償却方法として、税務上は定額法を要求

していることから一般的に各企業は定額法

を採用しているものと考えます。生産高比

例法を採用している企業は聞いたことはあ

りますが、級数法や200％定率法について

は聞いたことがありません。おそらく、税

務上と会計上との調整を行なう必要がある

ため、二重に管理せねばならないことが定

額法以外の償却方法を採用しない要因に挙

げられるものと推測します。 
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６．合併会計基準について 

 

 

現在、当社は中国国内に現地法人を3社有しています。その内の1社を

2005年末をもって、撤退させる予定です。現在、完全清算とするか、

残りの現地法人と合併させるかを試算していますが、仮に残りの現地法人と合

併するということを選択した場合、合併会計基準として、パーチェス法、持分

プーリング法どちらの会計基準を適用しなければならないのでしょうか。その

他、合併時に留意すべき点等ありましたら併せて教えてください。 

Q ：

 

 

中国の現行会計法規では合併会計基

準についての規定はありません。従

って、現時点ではいずれの方法も採用可能

と考えられますので、事前に財政当局に相

談することをお勧めします。 

A ：

 「持分プーリング法」は合併前の資産負

債の簿価がそのまま合併後企業に引き継が

れますが、「パーチェス法」では合併前の

資産負債を時価評価して合併後企業に引き

継ぎます。 

 合併後の資本金は両社の合併比率により

決定されますが、『外商投資企業の合併と

分割に関する規定』（外経貿法発[1999]第

395号 2001年11月22日改正 同日施行 

以下『規定』）では、合併前における両社

の登録資本金の単純合計金額を、合併後の

登録資本金としなければならないと規定し

ています。この規定のみで判断すれば「持

分プーリング法」が採用されているように

も見えますが、実際には両社の実質持分は

登録資本金ではなく出資比率で決定されま

す。従って、私見ではありますが、この規

定が必ずしも「持分プーリング法」による

ものとは判断できません。 

 『規定』では、合併の時に時価評価した

場合であっても、税務上は合併前の簿価で

資産負債を引き継ぐことが要求されていま

す。この規定も簿価引継ぎと時価評価のい

ずれであっても税務では簿価引継処理を要

求しているもので、会計処理でいずれの方

法を採用するかについては触れていません。 

 国際会計基準では、複数の企業が結合す

る場合は企業結合の状況により、それが企

業買収か持分の結合かを、法的な形式では

なく、経済的な効果によって判定している

ようです。そしてこれが企業買収であれば

「パーチェス法」を、持分の結合の場合に

は「持分プーリング法」を適用しているの

が一般的な模様です。 

 合併に関する手続きは、『規定』第3条に

より、合併は吸収合併と新設合併の二つの

形式をとることが出来ますが、ご相談のケ

ースでは、吸収する方の公司が引き続き存

立し、吸収される方の公司が解散する「吸

収合併」のケースとなると考えます。 

 留意点としては、外商投資企業の合併に

ついては『外商投資方向指導規定』『外商

投資産業指導目録』に合致しなければなら
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ない（『規定』第5条）といった点、合併を

行なう際はその外商投資企業のもとの審査

認可機関による認可を経た上で登記機関に

おいて設立、変更または抹消の登記を行わ

なければならない（『規定』第七条）とい

った点があげられます。 

 合弁会社の合弁終結には、単純に解散す

る場合は『中外合弁経営企業法実施条例』

の第90条に拠りますが、合併の場合であれ

ば、『規定』の第31項に基づけばよいと考

えます。但し、これは『中外合弁経営企業

法実施条例』の第33条に規定されている通

り、董事会の決議が必要であり、3分の2以

上の董事の出席し出席董事全員の一致が必

要となります。 
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７．固定資産の概念について 

 

 

固定資産の定義として、『外商投資企業及び外国企業所得税法実施細則』

第30条に「企業の固定資産とは、耐用年数が1年以上の建物、構築物、

機器、機械、車両運搬具、およびその他の生産・経営に関する設備、機器、工

具等を意味する。(以下略)」とあります。 

Q ：

 この場合、 

1．磨耗が激しく数ヶ月ごとに交換していく、高額な（1万元を越えるよう

な）生産機器の部品は、どのように資産管理、償却をすればよろしいのでし

ょうか。 

2．生産機器は様々なパーツに分解することが可能ですが、このような資産を

管理する場合、パーツごとの管理が義務づけられているのでしょうか。 

3．携帯電話などの少額資産管理は行う必要があるのでしょうか。 

 

 

1. 「磨耗が激しく交換が頻繁とな

る高額の部品」とは例えば、機械に

据付する刃やドリルのようなものを指すか

と考えますが、通常この種の部品は、耐用

年数が1年以上あるとはいいがたく、また

企業も一般的には、頻繁に交換する部品に

ついては資産計上するのではなく、「消耗

品」などで費用計上しているのではないで

しょうか。仮に、資産計上した場合、その

都度、資産勘定から加除せねばならず、か

つ償却処理及び廃棄損失処理もしなければ

ならないという事務の輻輳を考えると、結

局は費用計上するのと同様な結果となるた

め、資産計上はされないものと考えます。 

 ちなみに、使用率の向上、使用強度の強

化により、常に昼夜稼動状態にある機器、

設備については、減価償却期間の短縮が税

務機関への申請及び認可を経て認められて

います。実際に、資産計上してしまった場

合、事後申請で可能かは分りませんが、

「消耗品」として費用計上するよう変更を

願い出るか、もしくは早期に費用化してゆ

くのが賢明ではないでしょうか。 

A ：

2. 「様々なパーツに分解できる生産機器

はパーツ毎に資産管理が義務付けられてい

るか」について、外国投資家投資企業及び

外国企業所得税法関連法規、ならびに企業

会計制度においても、特にそのような規定

はないため、義務付けられてはいないもの

と考えます。 

 また、『外商投資企業及び外国企業所得

税法実施細則』（以下『実施細則』）第38条

では、固定資産における「列車、船舶、機

器、機械及びその他の生産設備」の定義に

ついて規定していますが、「各種機器、機

械、ユニット、生産ライン及びその一連の

設備、各種動力、輸送、電動設備等を含

む」と定めており、あえて分解して資産計
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上することを求めておらず、「生産機器」

として資産計上すればよいものと推測しま

す。 

3. 携帯電話等の資産管理について、一般

企業における通信手段として保有する「携

帯電話」は「生産・経営の主要設備に属さ

ない物品」に該当するものと言えます。そ

の場合、『実施細則』では、単価が2,000元

以下もしくは耐用年数が2年を越えないも

のについては、実際取得にかかった金額を

費用化できると規定しています。企業で使

用する携帯電話はおそらく2,000元以下の

ものを使用していると考えますので、通常

は取得と同時に費用計上しているものと推

測しますが、2,000元を超えるものについ

てはやはり資産計上する必要はあると考え

ます。 
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第11章 技術ライセンス・知的財産権 

に関するＱ＆Ａ 
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１．技術提携時の一般的な留意事項について 

 

 

Q 中国企業と技術提携を行う場合の関連法令及びその内容を教えてください。 

：

 また、技術提携時の一般的な留意事項を教えてください（契約締結時の注意

事項、ロイヤリティーの送金規制など）。 

 

 

技術援助契約の締結については、

『技術輸出入管理条例』（国務院令 

第331号 2001年12月10日公布 2002年1月1

日施行 以下『条例』）に基本的なことを定

めているとご理解下さい。以下に主なポイ

ントを説明致します； 

1．『条例』第5条では、「国は技術の自由な

輸出入を許可する。但し、法律・行政法規

に別に規定がある場合を除く。」と規定し、

国が禁止するもの、制限するものを除いて、

技術の輸出入を自由と定めています。 

 更に、「自由輸入（輸出）に属する技術

は、契約登記管理を実行する。自由輸入

（輸出）に属する技術の輸入（輸出）は、

契約が法により成立したときから効力を生

じ、登記をもって契約発効の条件としな

い。」（第17条、39条）と定め、自由輸入に

属する技術に関する技術導入契約は、双方

の当事者の署名により発効し、締結済みの

技術導入契約は登記を要求しています。 

 登記の際は、申請書、契約書副本、契約

当事者の法的地位を証明する文書を対外経

済貿易部門（商務部か地方対外経済貿易委

員会など）に提出すると、3日以内に「技

術輸入（または輸出）登記証」を交付する

とし、それをもって外貨管理局、銀行、税

務局、税関で手続きすると定めています。 

2．契約の有効期間を制限する条項はなく

（以前は10年）、一方、契約期間満了後の

輸入技術の取扱については、「技術輸入契

約期間満了後は、技術供与者と受入者は公

平・合理の原則に従い、技術の継続使用に

ついて協議を行うことができる。」（第28

条）と定めています。 

A ：

3．技術提供者側の義務として、「技術輸入

契約の供与者は、提供する技術が完全で、

瑕疵がなく、有効で、約定の技術目標に到

達できることを保証しなければならない。」

（第25条）ことを要求しており、実務上、

技術導入契約において目標と到達条件を具

体的に規定することが必要になります。 

4．第三者からの権利侵害告訴に対する技

術提供者の義務について、技術提供者は

「技術輸入契約の供与者は、自らが提供す

る技術の合法的所有者であることを保証し、

またはその技術の譲渡もしくは許諾の権利

を有することを保証しなければならない。

技術輸入契約の受入者が契約に定める供与

者の提供した技術を使用し、第三者に権利

侵害で告訴されたときは、受入者はただち

に提供者に通知しなければならない。供与

者は通知を受け取った後、受入者に対する
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妨害を排除するのに協力しなければならな

い。技術輸入契約の受入者が契約に定める

供与者の提供した技術を使用し、他人の合

法的権益を侵害したときは、提供者が責任

を負う。」と定めているため（第24条）、技

術導入契約への反映が必要です。 

5．技術導入契約において、以下の制限的

条項を反映することを禁止しています。 

(1) 受入者に技術輸入に不可欠ではない

付帯条件の受入の要求をすること。不

必要な技術、原材料、製品、設備また

はサービスの購入を含む。 

(2) 受入者に特許権有効期間満了後また

は特許権が無効と宣告された技術に対

して、使用料を支払わせ、または関連

の義務を負うことを要求すること。 

(3) 受入者に供与者が提供した技術の改

良または受入者の改良技術の使用を制

限すること。 

(4) 受入者に提供者が提供した技術と類

似する技術またはそれと競合する技術

をその他のソースから取得することを

制限すること。 

(5) 受入者に原材料、部品、製品または

設備を購入するルートもしくはソース

を不合理に制限すること。 

(6) 受入者に製品の生産数量、品種また

は販売価格を不合理に制限すること。 

(7) 受入者に輸入した技術を利用して生

産した製品の輸出ルートを不合理に制

限すること。 
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２．技術譲渡料について 

 

 

中国子会社との間で技術供与契約を締結しようとしています。 

技術譲渡には、親会社の製造する技術の設計料を含めて回収を考えてい

ますが、中国のある関係者から設計技術は制限業種に該当しますから回収は出

来ないと言われました。 

Q ：

 国務院2002年4月1日施行の外商投資産業指導リストには制限業種には記

載がありません。 

 親会社から設計技術を譲渡した場合、技術譲渡料として認められないのでし

ょうか。 
 

 

技術輸入管理については、『技術輸

出入管理条例』（2002年1月1日施

行）第8条に、「国務院外経貿主管部門は、

国務院の関係部門と共同して輸入が禁止さ

れ、または制限される技術のリストを制定

し、調整し、かつ、公布する。」と規定さ

れており、『中国の輸入禁止・輸入制限に

かかる技術目録（第1組）』が2002年1月1日

から施行されています。実際にはこの目録

により、禁止や制限などの輸入管理がされ

ています。 

 制限技術の輸入に関しては、同管理条例

の第10条には、「輸入制限に属する技術に

ついては、許可証管理を実行する。許可を

経ないで輸入してはならない。」と規定さ

れており、同管理条例と同時に施行された

『輸入禁止・輸入制限技術管理弁法』にお

いても、その第3条で同様の規定があり、

仮に御社の技術が、目録でいうところの制

限技術に該当するとしても、許可証管理の

下で輸入できることになっています。御社

の設計技術がどのような技術なのか判りま

せんので、制限技術に該当か否か判断でき

ませんが、バイオテクノロジー・化学工業

技術・石油精製技術・石油化学工業技術・

生物化学工業・造幣技術が輸入制限技術に

指定されています。 

A ：

 加えて、そのロイヤリティーの支払に関

してですが、『技術輸入契約に係る外国為

替売却・支払の管理の強化に関する対外貿

易経済合作部及び国家外国為替管理局の通

知』（2002年2月20日外経貿技発[2002]50

号）には、その第1条にて、「輸入制限技術

（「輸入禁止・輸入制限技術目録」に掲げ

られている輸入制限類技術をいう。）の輸

入について、技術輸入契約に係る外国為替

売却・支払手続をする場合には、対外貿易

経済主管部門の発行した「技術輸入許可

証」および「技術輸入データ表」を提示し、

外国為替指定銀行の審査照合を経て偽りの

ない後に限り、外国為替売却・支払手続を

することができる。」と規定されているこ

とから、制限技術であることを理由に、ロ

イヤリティーの支払・受取ができない（技

術譲渡料として認められない）ということ

はないのではないかと考えます。 
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３．技術設計料の外貨送金について 

 

 

日本の企業で製品の設計を行い、中国の企業はその設計に基づき、製品

の製造、販売を行う場合、日本企業への技術設計料の外貨送金は可能で

すでしょうか。送金にあたり、どんな関係手続き、提出書類などが要求される

のでしょうか。 

Q ：

 

 

お問い合わせの日本企業への技術設

計料にかかる外貨送金は可能と考え

ます。 

 まず、技術輸出入管理に関する法規につ

いては、『技術輸出入管理条例』（2002年1

月1日施行）があり、同条例第8条および

「中国の輸入禁止・輸入制限にかかる技術

目録（第1組）」（2002年1月1日施行）によ

り、禁止、制限などの輸入管理を定めてい

ます。 

 今回、お問い合わせにあります技術設計

がどのようなものかは、判りませんが、技

術設計に見合う技術が、輸入制限に属する

ものであれば、国務院外経貿主管部門から

の許可証管理となり、自由輸入に属するも

のであれば、契約登記管理となります。そ

して、国務院外経貿主管部門の許可及び承

認を経て「技術輸入契約登記証」が交付さ

れることになります。 

 お問い合わせの設計技術料の外貨送金に

ついですが、関連法規として『無形資産の

導入に対する外貨の売渡、対外支払の管理

強化に関する問題についての通知』（国家

外貨管理局 匯管函［1998］第92号 1998

年3月20日発布）および『貿易外支払いに

関わる外貨の売渡、対外支払および国内居

住者個人の外貨収支管理取扱規程（試行）』

（国家外貨管理局 匯発［2002］第29号 

2002年3月18日発布 2002年5月1日施行）

があります。上記関連規定において、技術

ノウハウ、技術指導などの非特許技術導入

に係る外国為替の支払を認めております。 

A ：

 海外送金については、当局の許可は不要

ですが、金融機関による承認が必要になり、

その際の提出資料は以下の通りになります。 

①技術設計料にかかる契約または協定、

②インボイスまたは請求書、③技術導入及

び設備輸入契約登記発効証書または技術輸

入許可証または技術輸入契約登記書、④技

術導入契約データ表、⑤税務証憑 
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４．技術供与契約におけるロイヤリティーの算定基準について 

 

 

子会社と進料加工契約を締結し、親会社から原料を有償支給します。（正

当な取引状態）技術供与契約書には、ロイヤリティーの算定は売上金額

の5％として設定してあります。 

Q ：

 ロイヤリティーの算定の場合、売上金額から親会社が支給した原料分を差し

引いてから5％を掛けて算定するのでしょうか。 
 

＜例示＞ 

親会社有償原料：100  売上金額：1100 

売上金額1100－有償原料100＝1000×5％＝50 
 

売上金額：1100 1100×5％＝55 

 

 

技術供与について遵守すべき法規で

ある『技術輸出入管理条例』（国務

院令 第331号 2001年12月10日公布 2002

年1月1日施行）には、「ロイヤリティーの

算定方法」について特に記載されていませ

ん。 

 しかしながら、既に失効していますが、

これを規定した『技術導入契約の締結及び

審査認可の指導原則』（外経貿技総字

［1990］第1号 1990年1月22日発布施行 

1993年既に失効 以下『原則』）第15条6項

(3)には、ランニングロイヤリティー価格

計算について、「控除基数に控除率を乗じ

た計算方式を採用し、その基数は純販売価

格に従う。純販売価格とは、市場販売価格

から包装費、保険料、倉庫貯蔵費、運賃、

商業割引、設備据付および各種税収などの

費用を控除し、又は契約製品の生産原価に

企業利益を加えたものをいう。」と規定し

ています。また、第15条7項では、純販売

価格は、供給側から調達する契約製品の部

品価格を控除するべきものであり、理由と

しては、その部品価格は供給側の技術を使

用しておらず、かつ供給側が受領側に販売

する際に既に販売利益を取得しているから

ということを挙げています。 

A ：

 既にこの原則は廃止されているとはいえ、

ランニングロイヤリティーの比率などはこ

の原則に従い、運用上も5％を超えるもの

は認められていないなど、未だにこの原則

を基にしているであろうことを考えれば、

実際の価格計算においても、この原則に従

い計算されるものと思われます。 

 したがって、この計算についてはご質問

の例からいえば、売上金額に5％をかける

のではなく、売上金額から部品価格分（つ

まり有償調達分）を控除したものに対し、

5％をかけるというのが妥当と考えます。 
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５．ロイヤリティーの支払方法について 

 

 

当社は、江蘇省に子会社を作りました。技術供与契約を締結して、入門

料（専有技術料・技術サービス料）をイニシャルフィーとして、売上の

3％をランニングフィーとして、ロイヤリティーを徴収する予定を考えていま

す。 

Q ：

１．イニシャルフィーは、契約締結時、工場完成時、商業生産開始時期などに

一括で徴収するのが妥当なのでしょうか。 

２．上記１．に関連し分割徴収は可能でしょうか。この場合、商業生産開始後、

ランニングフィーを徴収しながら、イニシャルフィーの支払いは問題がない

のでしょうか。 

３．入門料を一括徴収するケースで支払う資金が無い場合は、当局に支払いの

延期申請は必要でしょうか。経理上では、子会社：未払金 親会社：未収入

金で処理し、資金の手当てができた時点で支払うことが認められるのでしょ

うか。 

 

 

1．イニシャルフィーは、契約締結

時、工場完成時、商業生産開始時期

などに一括で徴収するのが妥当かとの質問

について、イニシャルフィーの支払につい

ては、既に失効している『技術導入契約の

締結及び審査認可の指導原則』（以下『原

則』）の第15条に規定してあります。上述

の通り原則は既に失効していますので、技

術ライセンス契約の内容は必ずしも原則の

規定に従う必要はないのですが、技術ライ

センス契約作成・締結時の一つの目安には

なるといえます。但し、地方によっては原

則に従って実務上運用しているところがあ

るため注意が必要です。 

 さて、イニシャルフィーの支払方法に関

して、『原則』第15条第6項第(2)号におい

て「イニシャルフィーは、一般に1回で全

額を払ってはならず、技術資料の交付およ

び製品考査などの進度と対応しなければな

らない。」と記載されております。従って

この『原則』が過去拘束力を持っていたこ

とを考えるに、一括払いではなく技術ライ

センスプロジェクトが進捗していく各段階

で支払っていく方式が一般的だといえるで

しょう。『原則』は既に失効しているため、

イニシャルフィーの一括払いを禁止してい

る訳ではありませんが、上述の通り地方に

より運営が異なっていますので、イニシャ

ルフィーの一括払いを採用する場合、事前

に当地の商務部門に相談されてはいかがで

しょうか。 

A ：

 さらに、この『原則』第16条第1項第(4)

号においては、イニシャルフィーにランニ

ングフィーを加える方式の支払において、
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分割して支払うイニシャルフィーのタイミ

ングとそれぞれの比率について以下の通り

記載しています。 

(1) 契約の発行後30日内に、5％ないし

15％を支払う 

(2) 技術資料の全部が到着し、60％ない

し50％を支払う 

(3) 契約製品の考査研修が完了し、10％

ないし15％を支払う 

(4) 保障期間が満了し、10％ないし5％

を支払う 

2．商業生産開始後、ランニングフィーを

徴収しながら、入門料の支払いは可能かと

の質問について、これも『原則』第15条第

6項第(2)号においてイニシャルフィーとラ

ンニングフィーの併用方式の記載があるた

め、可能といえます。ここでは更に「イニ

シャルフィーは、供給側が技術の提供に充

てる頭金である。受領側は、イニシャルフ

ィーを低下させ、ランニングフィーの比率

を増加させるよう努めなければならない。

イニシャルフィーは固定価格としなければ

ならない。」などの記載があります。 

3．イニシャルフィーを一括徴収するケー

スで支払う資金がない場合、当局に支払い

の延期申請は必要かとの質問について、登

記した契約の内容を変更するものでなけれ

ば、そのような申請は必要ないと考えます。

但し、地方における運用では、外貨指定銀

行にて遅延支払を行う時に、遅延の理由を

求められるケースもあるやも知れませんの

で、支払遅延の発生が予想された場合は事

前に外貨指定銀行に確認する必要があると

考えます。 
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６．技術移転契約の対価送金について 

 

 

当社は、02年11月より蘇州にて生産を開始した独資企業です。操業は

02年11月より行っているのですが、本社との技術移転契約は03年10

月に関係当局に登記・承認されました。契約の登記を行う際、関係当局からは、

契約期間中のロイヤリティーの年度別支払い予定額を提出せよとの指導があり、

料率・事業計画に基づいて算出し提出した経緯があります。 

Q ：

 その後、昨年末から今年2月にかけて、契約の対価として02年～03年発生

分のロイヤリティーに加えアブセンスフィー（日本からの技術指導者派遣費

用）を合わせて支払いました。 

 今回、04年第一四半期分として対価を支払おうとしたところ、銀行からは

「既に04年度の支払い金額の枠を超えており、送金できない」と言われてい

ます。どうも登記時に提出した予定額が各年度の送金限度額の基準となってお

り、その際にアブセンスフィーを登記していなかったため限度額を超えた扱い

になっているようです。 

 そこで質問ですが、 

１．技術移転契約の対価支払の実務に関する法令などを教えてください。 

２．現状、送金はできないといわれていますが、対抗策があれば教えてください。 

３．仮に限度額の変更が必要だとして、技術移転契約の再締結若しくは変更・

捕捉が必要になるのでしょうか。 

 

 

1．ノウハウの使用許可または譲渡

の対価の対外支払に関する規定とし

ては、『貿易外支払に関わる外貨の売渡、

対外支払及び国内居住者個人の外貨収支管

理取扱規程（試行）』（2002年5月1日施行）

があります。また、『外国為替管理条例』

（国務院1997年1月14日改正 同日公布、

施行）第5条において「国は、経常収支に

属する対外支払いを制限しない。」と定め

ており、適法であると外貨取扱指定銀行が

確認すれば、対外支払は認められています。 

 ノウハウ使用許可に係るロイヤリティー

の対外支払については、技術移転契約を締

結し、登記しておけば、外為管理局の許可

を必要とせず、外貨取扱指定銀行での確認

をとれば外貨送金は可能なはずです。また、

アブセンスフィー（日本からの技術指導者

派遣費用）についても同様で、技術移転契

約において当該費用の対外支払を明記して

おけば、外貨管理局の許可を必要とせず、

外貨取扱指定銀行での確認をとれば外貨送

金は可能で、送金額に上限はないはずです。 

A ：

 

2．支払い不可の可能性のひとつとして、

－250－ 



外経貿部門が発行し、技術輸入の対価送金

時の必要書類である「技術導入契約データ

表」に記述された、支払い対価の上限の基

準になっており、その上限を超えたことに

より送金できない可能性があるものと推察

します。その場合、「技術導入契約データ

表」に記述された支払い対価の変更ができ

るか、外経貿部門への相談をお勧めします。 

 可能性のもうひとつは、昨年締結したと

いう技術移転契約の有効期間が操業を開始

した02年11月に遡ってカバーしているかが

問題になろうかと考えます。この技術移転

契約が操業開始まで遡及して発効していな

い場合、その期間のロイヤリティーは勿論

のことアブセンスフィーの対外支払は認め

られないことになります。ご質問では、

「昨年末から今年2月にかけて、契約の対

価として02年～03年発生分のロイヤリティ

ーに加えアブセンスフィーを合わせて支払

い」、更に04年の第1四半期の対外支払を申

請した時点で「04年分は限度額を越えてい

る。」と銀行側が説明したことから、これ

ら送金済みの02～03年のロイヤリティーお

よびアブセンスフィー分を、銀行側で04年

分のロイヤリティー支払として計算してい

る可能性が考えられます。この点について

一度当該銀行に確認されることをお勧めし

ます。 

 もし、推察の通りであれば、02年～03年

の間をカバーする技術移転契約を別途締結

し、届出をするか、または現行の技術移転

契約の発行期間を操業開始の時点にまで遡

りカバーするよう修正・再届出が必要にな

ります。 
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７．特許実施許諾契約の登録について 

 

 

日本企業が所有する中国特許を、中国企業に実施許諾するケースは、『技

術輸出入管理条例』が適用されるのでしょうか。また、実施許諾契約を

対外経済貿易主管部門へ登録しなければ、中国企業から日本企業にライセンス

料を支払うことができないと認識していますが、ライセンス料を取らない場合

でも登録をしなければいけないのでしょうか。 

Q ：

 

 

中国における特許権に関する法律に

は『特許法』(全国人民代表大会常

務委員会 2000年8月25日第二次改正、公

布 2001年7月1日施行)と『特許法実施細

則(改訂)』（国務院令第368号 2002年12月

28日公布 2003年2月1日施行）があります

が、特許の実施許諾に関しては、ご指摘の

とおり『技術輸出入管理条例』（2002年1月

1日施行）が適用されます。 

 『技術輸出入管理条例』の第2条に「本

条例でいうところの技術輸出入とは、中華

人民共和国国外から中華人民共和国国内へ、

或いは中華人民共和国国内から中華人民共

和国国外へ、貿易、投資或いは経済協力の

方式を通じての技術移転行為を指す。前款

規定の行為は、特許権譲渡、特許申請権譲

渡、特許実施許諾、ノウハウ譲渡、技術サ

ービス、その他方式の技術移転を含む。」

とあり、ライセンス料の徴収有無に関わら

ず、登録の必要はあります。 

A ：
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８．商標使用料の送金について 

 

 

日本の親会社に対して商権使用料を送金しようと考えていますが、商標

権の登録にはかなりの時間を要するので、正式な登録前に送金しようと

思うのですが、このような場合でも親子会社間での契約に基づいて親会社宛送

金することはできるのでしょうか。 

Q ：

 

 

『商標法』（2001年10月27日第二次

改正、同日公布、2001年12月1日施

行）の第40条に、「商標登録者は、商標使

用許諾契約の締結によって、他人が当該商

標を使用することを許諾することができ

る。･･･（中略）･･･商標使用許諾契約は、

商標局に届け出なければならない。」と規

定されています。 

 正式に商標を登録していなければ（登録

商標でなければ）、当事者間で締結した商

標使用許諾契約を商標局に届け出ることに

よって、銀行での送金時に必要な書類の一

つである「国家の商標主管部門が発行する

『商標使用許可契約届出通知書』」を入手

することができませんので（※注①②）、

「正式な登録商標の使用料としての送金」

はできないという結論になるのではないか

と考えます。 

 但し、「商標登録」の第一義的な意味合

いとしては、『商標法』第3条に「商標局の

許可を経て登録された商標は、登録商標と

する。･･･（中略）･･･商標登録者は商標専

用権を有し、本法律の保護を受ける･･･

（後略）」と規定されている通り、侵害さ

れた場合に法的な保護を受けることができ

るか否かということであり、「中国で登録

していない商標の使用許諾契約は結べな

い」ということではなく、契約自体は有効

です。そこで、昨年外貨管理局より公布さ

れた『現行法規では明確に定めていない貿

易外取引の外貨購入、対外支払にかかわる

問題についての通知』（2003年4月1日施

行）により、例えば金額5万米ドル以下で

あれば銀行の判断（審査確認手続）で外貨

購入、対外支払ができるようになりました

ので（※注③）、法的に保護を受けること

ができる正式な登録商標の使用許諾契約と

してではなく、単なる使用許諾契約の内の

一つとして本契約を捉えるのであれば、送

金は可能であるのではないかと考えます。 

A ：

 何れにしても、上記通知第1条によると、

審査確認手続については①外国為替指定銀

行で直接行なう（5万米ドル以下）②外貨

管理局の分局に申請（5万米ドル超50万米

ドル以下）③外貨管理局の分局経由で総局

に申請（50万米ドル超）と規定されており

ますので、最終的には金額によりその関係

部署に直接確認を取られることをお勧めし

ます。 

 

（※注①）無形資産に対する対価の支払と

関係書類について規定されている『貿易
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外支払に関わる外貨の売渡、対外支払お

よび国内居住者個人の外貨収支管理取扱

規定（試行）』（2002年5月1日施行）にお

いて、大項目２．「商標」の小項目(1)

「特許ノウハウの使用許可あるいは譲渡

を含まない商標の使用許可」時の確認資

料（商標使用料送金時の確認資料）とし

て、①書面による確認申請書、②契約ま

たは協定、③インボイス又は請求書、④

国家の商標主管部門が発行する「商標使

用許可契約届出通知書」⑤納税証明の提

出が挙げられています。 

（※注②）「商標使用許可契約届出通知

書」の文面には「･･･の関係規定にもと

づき、貴（ ）が 年 月 日に当局に

提出した～が第～号～商標を使用するこ

とを許可する使用許可契約の副本につい

ては、審査を経て、当局は届出を受理し

た。商標使用許可契約届出番号は～であ

る。以上通知する。」と記載されていま

す。届出通知書の文面に、『第～号～商

標を使用すること』と明確に記載されて

いるということは、商標登録を行なうの

であれば、順序としては商標使用許諾契

約届出の段階では既に登録は完了してい

るということだと考えます。 

（※注③）提出書類については、上記通知

の第3条に「外為指定銀行は、現行法規

で規定が不明確な非貿易外貨兌換送金取

引について真実性の審査を行なう際、国

内機関が提出した申請書類、契約書（取

り決め書）、インボイス（支払通知）、及

び税務書類を審査しなければならな

い。」と規定されています。 
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９．中国での委託生産時の商標使用許諾契約･技術提携契約の当局へ

の届出について 

 

 

現在、次の様な形態の中国での委託生産を検討しております。 

日本企業A社は、香港の企業B社を通じてその中国の委託生産子会社C社

でA社もしくはA社のOEM先の外国の商標を付した製品を委託生産することを

考えています。 

Q ：

かかる生産形態において、 

１．A社がC社で生産されたA社の商標を付した製品を全量輸入する場合でも、

A社とB社の間で締結された商標使用許諾契約書(C社で生産される製品にA社

の商標を付すことを認める旨規程)を中国の商標局へ当該契約の届出が必要か

否か、ご教示願います。 

２．上記１．の場合、もし、全量A社が輸入する場合、当該契約の届出が不要

ということであれば、仮に、A社がC社で生産された製品の一部を中国国内

販売し、残りの分を輸入する場合、A社は、中国国内販売分だけの商標使用

許諾契約書(C社で生産される製品にA社の商標を付すことを認める、認める

旨規程)をB社との間で締結し、中国の商標局に届出をすれば良いかご教示願

います。 

３．A社のOEM先の商標を付した製品をB社を通じてC社に委託生産し、A社

が全量輸入しOEM先へ輸出する場合のOEM先とB社の間で締結された商標

使用許諾契約書の中国商標局への届出の要否についてご教示願います。 

４．上記１．２．および３．のケースのA社とB社の間で締結される技術提携

契約書(C社でのA社の知的財産権、ノウハウおよびその他技術情報の使用を

認める旨規程)の中国商務部門への届出要否について教えてください。 

 

 

A社商標またはOEM先の商標は中

国で登録されているという前提で回

答します。登録されていなければ、そもそ

も商標法上の保護を中国で受けないことと

なりますので、ご質問は全く当てはまらな

いこととなります。 

 

1．AB社間の商標使用許諾契約は海外の契

約につき、商標局の届出対象外です。ただ、

A社は中国企業であるC社に対して商標の

使用を（限定的な範囲ではあるものの）許

諾していると評価しえますので、『商標法

実施条例』（国務院令第358号 2002年8月3

日公布 2002年9月15日施行）第43条によ

りライセンサーであるA社は締結日から3

か月以内に商標局に届け出る義務を負いま

す。しかし、本件のようにAC社間に契約

文書がない場合には、事実上届出を行うこ

A ：
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ともできず、他方、問題とされるリスクも

皆無ということとなります。 

 商標使用許諾契約を届け出ていなかった

場合の問題は、商標使用許諾契約に基づい

てロイヤリティの送金を行うことにありま

すので、そのような送金が予定されていな

い場合には届出を行う実際上の必要もない

ことになります。ただ、商標使用許諾契約

上のその他の義務の履行を義務者が履行し

なかった場合に、履行を求める場合にも当

該契約の届出の欠如を理由として義務が認

められないような事態に陥る可能性も全く

ないわけではありませんが、このような履

行請求も本件では想定されていません。 

 要するに、全量輸入するか否かではなく

（ライセンサーが全量輸入する場合でも、

商標を付して使用する行為は商標使用であ

り、それを許諾することは一種のライセン

スであることに相違ありません）、AC社間

で商標使用許諾契約を締結して届け出る必

要性が全くないので、法定の義務ではあっ

てもあえてこのようなステップをとらなく

てもよいのではないか、という判断に至る

合理性があるわけです。（そうなると、文

言上法定の義務とされているにもかかわら

ず、これはそのようなステップを経なけれ

ば法の保護を受けられないだけである、と

いう規定と読むべきかもしれません。） 

 

2．AB社間の商標使用許諾契約については

上記1.と同様、そもそも中国商標法の守備

範囲外です。AC社間について、一部国内

販売することにより商標使用許諾契約を届

け出る義務が生じることがあるか、という

点については、上記1.の通り、そもそも全

量輸入か否かによって商標使用の概念が異

なってくるものではありませんので、商標

使用許諾契約を締結して届出をすべきか、

という点は、上記1.と同様、法規の文言に

関わらずA社としてその必要性があるかと

いう観点から決すべきものと思います。そ

うなると上記1.と同様の結論になろうかと

考えます。 

 

3．AをOEM先と読み替えても、上記1.及

び2.と同じ分析が妥当します。 

従って、OEM先－B社間は対象外、OEM

先－C社間はOEM先の必要性に応じて決

することとなります。 

 

4．AB社間の技術契約についても、商標契

約と同様、『技術輸出入管理条例』の守備

範囲外となります。C社への技術供与分に

ついても、A社（又はOEM先）がC社から

技術対価を回収する必要性の有無、その他、

直接C社に遵守させたい義務を規定する必

要があるか否かという点から登記の要否を

決すればよいものと考えます。 
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10．技術移転の対第三者責任について 

 

 

Q 中国に技術移転を行うとき、対第三者の責任問題がいつも論議になります。 

：

 『技術輸出入管理条例』の第24条の中に、「技術輸入契約のライセンシーが

契約によりライセンサーが提供した技術を実施した結果、他人の合法的権利と

利益を侵害した場合には、その責任はライセンサーが負わなければならない」

と厳しく規定されていますが、一方、『契約法』の第353条「譲受人（ライセ

ンシー）が、約定に従って専利を実施し、技術秘密の使用により他人の合法的

な権利を侵害するならば、譲渡人（ライセンサー）は責任を負うべきである。

但し、当事者に別の規定があればこのかぎりではない」との規定もあります。 

 もし、双方の契約でライセンサーが一切責任を負わないと合意すると、本当

に責任を負わないのでしょうか（無効契約と判断されないでしょうか）。 

 『契約法』と『技術輸出入管理条例』が矛盾していると感じますが、司法解

釈はどちらの優先順位が高いのでしょうか。 

 

 

『技術輸出入管理条例』（国務院令

第331号 2001年12月10日公布 2002

年1月1日施行）第24条の規定と『契約法』

（主席令 1979年3月15日公布 同年10月1

日施行）第353条は共に「ライセンサーが

提供した技術情報を契約の規定に従ってラ

イセンシーが使用して、第三者の合法的権

益を侵害した場合は、技術を使用したライ

センシーではなく技術を提供したライセン

サーが責任を負うべき」と定めているもの

の、一方『契約法』第353条の但し書きに

おいて、ライセンサーの当該責任について

「当事者間で別段の定めがある場合を除

く」と定めている。この定めに基づいて

「ライセンサーに全くそのような責任を負

わせない」と技術ライセンス契約に定めた

場合、『契約法』第353条は、上記但し書き

をおいていない『技術輸出入管理条例』第

24条の規定と矛盾しないか、またどちらが

優先と見なされるのかという趣旨と理解し

て回答します。 

A ：

 まず、ライセンサーがライセンシーに技

術情報を提供する前提として、『技術輸出

入管理条例』および『契約法』では、ライ

センサーは、自ら提供する技術情報の合法

的な所有者であることを保証すること

（『契約法』第349条前半部、『技術輸出入

管理条例』第24条第1文）を要求していま

す。 

 このように保証している以上、ライセン

サーが提供した技術情報が第三者の権益を

侵害した場合に「ライセンサーは全く責任

を持たない」と規定することは当事者間の

公平性を欠くのではないかと推察します。 
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 『契約法』第353条の但し書きは、当事

者間の別途の定めでライセンサーの責任を

全くなくすことを定めるという趣旨ではな

くて、ライセンサーとライセンシーとの間

で責任の負担割合を別途取り決めることが

できるという程度の趣旨だと考えます。 
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11．システム使用料の回収について 

 

 

当社は蘇州に子会社があり、そこから日本側にあるサーバー（ハードウ

ェア）、およびOracle、PRONESといったソフトウェアをインターネッ

ト経由で利用しています。 

Q ：

 このような場合、ソフトウェア使用許諾契約ではなく、システム利用契約と

してシステム全体に掛かる費用の一部をシステム使用料として回収することが

可能でしょうか。 

 可能であればどのような契約、書類などを作成し、どこへ提出し許可を受け

ればよいのでしょうか。 

 

 

お問合わせの件について、本契約が

技術輸入と見なされ、『技術輸出入

管理条例』に該当するかがポイントになり

ますが、サーバーやソフトウェアをインタ

ーネットを経由して利用することに対して

の対価は請求せず（使用許諾契約を含ま

ず）、親会社がシステム全体にかかる費用

を立替えて、現地子会社と清算するという

主旨であれば、費用分担契約を締結するこ

とになり、技術輸入とは見なされず、特段

当局への届出や許可は不要と考えます。 

A ：

 もう1つのポイントとして、分担費用を

外貨送金できるかですが、『現行法規で明

確な規定がない非貿易取引の外貨売却支払

の関連問題に関する通知』（国家外貨管理

局 匯発[2003]35号 2003年3月6日発布 

同年4月1日施行）で、現行法規で明確な規

定のない5万米ドル以下の貿易外取引につ

いては、外貨管理局の審査を経ることなく、

相応の証憑によって外為指定銀行が真実性

の審査を行なった後に、外貨送金が可能と

規定しています。 

 一方で『多国籍企業の貿易外外貨売却支

払管理の関連問題に関する通知』（国家外

貨管理局 匯発[2004]62号 2004年6月29

日発布 同年8月1日施行）が施行され、こ

の第10条にて「多国籍企業或いはその国外

関連企業が、国外へ、当該企業が分担しな

ければならない、或いは多国籍企業の国外

関連企業が立替えたその他の費用を支払う

には、･･･直接その外貨口座の中から支払

う、或いは外為指定銀行で外貨を購入した

後に支払うことができる」と規定していま

す。 

 つまり、「明確な規定」がない本件のよ

うな場合には、匯発[2003]35号が適用され

ることになり、立替金や分担金の取り扱い

は、匯発[2004]62号によって多国籍企業と

認定された企業には認められているものの、

それ以外の一般企業では、ご質問の分担費

用を送金できない可能性があります。いず

れにせよ、詳細については取引のある外為

指定銀行に確認することをお勧めします。 
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12．商標権の取得について 

 

 

Q 日本本社会社名、生産品の中国における商標を弊社現地法人にて取得を考えていますが、問題があるのでしょうか。 

：

 

 

商品商標については、本来の商標権

者（この場合は日本本社）からの了

解を得ていれば、当該商標が『商標法』

（全国人民代表大会常務委員会 2001年10

月27日第二次改正 同日公布 同年12月1

日施行）第13条に規定されている、いわゆ

る「著名商標」に該当しない限り、可能だ

と考えます。 

 しかしながら、本来親会社は、自らが持

つ商標を付与された商品サービスが、その

商標にふさわしい品質、技術に到達してい

るかという観点から常に管理する必要があ

るため、商標の登録についても自ら登録し

たうえで現地の子会社に対して当該商標の

使用を許諾に留めているのが一般的だと考

えます。 A ：
 ちなみに、お問合せのケースのように現

地法人が商標を登録すれば、その法人の企

業名称の一部として中国で登録した商標を

用いることは可能でしょうが、仮に本社が

中国で商標登録をし、その登録商標を現地

法人が自らの企業名称の一部として使用し

て企業名称を登記しようとしても、工商行

政管理局から認められないケースがありま

す。この場合、商標の使用許諾を日本本社

から取得したのと同様に、本社から名称の

一部として商標を使用することを許諾して

もらう必要があります。 
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第12章 その他のＱ＆Ａ 
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１．『日中租税条約』第5条の恒久的施設の該当の有無について 

 

 

当社はハイテク関連の製造業です。中国の関連会社との物流効率改善の

ために、上海外高橋保税区に当社の所有権のまま在庫しておき、中国関

連会社が必要な量を引き取り、分發(事後通関)し、当社の売上・中国関連会社

の仕入を計上するオペレーションを企画しています。具体的には以下のとおり

です。 

Q ：

1．部品メーカーからの納品は当社の港倉庫に入荷した時点で、仕入計上して

所有権を当社に移動する。 

2．常時外高橋保税区に保税のまま在庫する。(当社所有権のまま) 

3．中国関連会社の日々の要求数に従って、部揃作業をしたあとに支給する。

この時点で当社の売上・中国関連会社の仕入を計上する。 

4．外高橋保税区を出荷するまで倉敷料等の費用は当社が負担する。 

 上記について、『日中租税条約』第5条の恒久的施設に該当するか教えてくだ

さい。部揃作業が加工に該当するかどうかの判断と港前倉庫に入荷したあと外

高橋保税区に移動することで非居住者の営業活動(駐在員)となるかがポイント

と思っています。 

 

 

ご質問は、親会社（日本企業）が外

高橋保税区内の倉庫を更の状態で賃

借および負担し、その倉庫に親会社所有の

貨物を保税のまま保管するが、その部揃作

業を駐在員事務所の駐在員が行う際には、

この倉庫もしくは駐在員事務所が『日中租

税条約』第5条における恒久的施設（以下

「PE」）として認定されるのか、と理解し

てコメントします。 

 まず、前提条件にある活動において、例

えば部揃作業による役務提供により現地法

人から実務的には難しいですが駐在員事務

所が収入（対価）を得るような取引であれ

ば、PEとみなされます。 

 次にこれらの活動において収入を得ずに

行うと考えた場合には、下記に該当するか

否かを判断することになります。『日中租

税条約』第5条4項ではPEに含まれない形

態として、次のように規定しています。 

A ：

1. 企業(本社)に属する物品又は物品の保

管、展示又は引渡しのためにのみ施設を

使用すること 

2. 企業(本社)に属する物品又は物品の在

庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ

保有すること 

3. 企業(本社)に属する物品又は物品の在

庫を他の企業による加工のためにのみ保

有すること 

4. 企業(本社)のために、物品もしくは物

品を購入し又は情報を収集することのみ
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を目的として、事業を行う一定の場所を

保有すること 

5. 企業(本社)のために、その他の準備的

または補助的な性格の活動を行うことの

みを目的として、事業を行う一定の場所

を保有すること 

 したがって親会社が賃借する保税倉庫自

体は『日中租税条約』上のPEにはあたら

ないように思えます。しかしながら、実際

には、これらの活動に対して日本本社の人

員が中国国内で実際の作業を行う或いは6

ヶ月を超えて監督管理をする場合はPEと

みなされる可能性が高くなります。但し、

その判定の裁量権はあくまで税務局にあり

ますので、事前に管轄の税務局において確

認された方が得策であると考えます。 

 補足ですが、上記活動はよく保税区内の

倉庫企業や物流企業に委託するケースはよ

くお聞きしますが、独自で行なう活動につ

いては不知でしたので、その可能性につい

て上海外高橋保税区連合発展有限公司にヒ

アリングを行ったところ、「最近できた物

流園区内では可能」とのコメントがありま

した。 
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２．親子ローン契約の印紙について 

 

 

子会社には、資本金を払込完了し借入金部分を親会社から貸付すること

になりました。貸付にあたり「金銭消費貸借契約書」を締結します。契

約の条文には、貸付にあたり日本国法が適用すると記載があります。 

Q ：

 貸付側は、日本の法律が適用になり、印紙は貼る必要はあるのでしょうか。

借入側は、中国の法律が適用になり、印花税を納めなければならないのでしょ

うか。 

 

 

「金銭消費貸借契約書」への印紙貼

付についてですが、日本の『印紙税

法基本通達』第49条により、課税文書の作

成地が国外であれば、その課税文書の権利

行使と文書保存が国内であっても印紙税法

は適用されません。 

従って、当該契約書が国外で締結された

ものであれば、日本の印紙は貼付不要にな

るかと考えます。一方、中国の『印紙税暫

定条例施行細則』（財税255号1988年9月29

日公布 実施）第14条では、課税文書が国

外で調印されても国内で使用する場合は印

紙税を貼付しなければならず、課税文書が

中国国内で法的効力を有し中国法の保護を

受けるものは中国の印紙税課税文書となり

ます。 

従って、中国国外で締結した契約書であ

っても中国で効力を発生するものであれば、

中国の印紙（中国では「印花」）を貼付す

る必要があります。 A ：
これらの規定をまとめると、日本国内で

締結された契約書は日本及び中国の印紙税

の両方が適用されることになろうか考えま

す。 

さらに、この場合、日中間の契約書締結

においては、日文2通および中文2通の合計

4通の正式な契約書を作成し、締結するの

が一般的でしょうが、日文2通と中文2通い

ずれも正式文書であれば、その4通すべて

に日本と中国の印紙税を貼付することにな

ります。 

中国国内で締結された契約書は中国の印

紙税のみが適用されますので、正式文書4

通に中国の印紙税が貼付されるでしょう。

いずれにしろ、専門家にご確認されること

をお勧めします。 
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３．通関の種類について 

 

 

通関の種類として自理報関、専業報関、代理報関の3つがあります。自

理報関、専業報関と代理報関はどう違っており、実務的にはどのように

使い分けされているのでしょうか。 

Q ：

 

 

通関の種類についてですが、通関は、

輸出入権のある企業または税関登録

された申告業者（以下まとめて「通関企

業」）のみが行なえることになっており、か

つ申告手続き実務は必ず「通関員」という有

資格者のみが行なえることとなっています。

これは、『税関法』（全国人民代表大会常務委

員会 2000年7月8日改正、公布 2001年1月1

日施行）の第11条に規定されております。 

A ：

 上述の通関企業は以下の三種類に分けら

れます。 

1.自社通関企業（中国語で「自理報関」） 

2.通関専門業者（中国語で「専業報関行」） 

3.通関代理業者（中国語で「代理報関企業」） 

1. 自社通関企業は、自ら輸出入権があり、

自社の通関業務のみ従事することが可能で

す。代表的な例として、輸出入権のある生

産型企業、専門の対外貿易公司などが挙げ

られます。 

2. 通関専門業者は、専門的に輸出入の代

理業務に従事する業者で、通関服務公司な

どがあります。 

3. 通関代理業者は、自ら輸出入権を有し

てはいないが、輸出入権のある企業に代わ

り通関申告業務を営む企業です。代表的な

ものとして、国際貨物運輸代理企業があり

ます。 

 「専業報関行」と「代理報関企業」の実

務的な使い分けに関しましては、現地進出

物流企業の方々などからもご意見をいただ

きましたので、それを踏まえて回答します。 

 「専業報関行」は、小規模の出資で設立

が可能であり、そのほとんどが職員も数人

規模の個人経営に近いものです。税関との

個人的人的関係をベースに成り立っている

要素が非常に強いようにも思われます。

「専業報関行」は通関のみの業務であり、

委託する客先は前後の物流を別途自分で構

築してゆく必要があります。 

 「代理報関企業」は総合物流企業にとっ

ては業務の一部であり、委託する客先は、

前後の物流（倉庫・輸送）その先の国際物

流（海上etc）まで一貫して委託すること

ができます。 

 日本の一般的な考え方で言うと、「代理報

関企業」は手間が省けて責任の所在が明確で

ありトータルコスト削減という事になるので

しょうが、中国では大型国有企業は有り余っ

た職員と車両などの自社ハードを使わなくて

はならず、また業務ごとに分けた多数の外注

業者を、血縁や地縁その他を使い自分でコン

トロールしたいというエネルギーが相当働く

ため、「代理報関企業」はメリットがないと

いう意見も多々見受けられるようです。 
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４．旅行傷害保険について 

 

 

当社は中国駐在の人員のために日本において日本の保険会社に旅行傷害

保険を付保し、駐在員およびその家族の現地での疾病、傷害に備えてお

ります。 

Q ：

 日本の親会社の事務的負担を軽減するため、現地化の一環として中国に進出

している保険会社（中国現地法人）とわが社現地法人の間で傷害保険（疾病、

ケガを担保）を締結することを検討しています。現状中国ではこれが可能でし

ょうか。 

 

 

以前、北京に駐在していた際に、駐

在員の傷害・疾病に備えて中国の保

険会社による付保を検討していたのですが、

病院が限定されたり、負担額に上限があっ

たり、保険からの支払自体を否定する傾向

が強かったりとなかなか思ったような医療

を受けそうにもなかったので、断念したこ

とがありました。 

 現在では、日本の保険会社が、日本で保

険契約を締結し、実際に中国で、駐在中の

社員が病気あるいは、ケガをし、費用が発

生する際は、大陸のクレームエージェント

との間で清算できるようなシステムにして

いるようです。このシステムを利用すれば

親会社の事務的負担を軽減できると思いま

す。 

A ：
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５．土地のリースについて 

 

 

外資100％の企業ですが、上海市郊外で建物と土地のリースを受けて事

業を行なうことになりました。土地使用権証には「集体土地使用権」で

用途「工業用地」とあります。リース契約の貸主は同地の企業（もと郷鎮企

業）の予定です。 

Q ：

 本件の場合、同地の建設計画に則った事業内容であれば、合法的かつリース

契約期間中の使用は保証されると考えてよいでしょうか。 

 具体的には、工業用地としてかつて使用していた企業が（たぶん）破産した

後にリースを受けることになっているので、この法律に則り合法的に賃借でき

そうですが、その場合、貸主は本来誰になるべきなのでしょうか。 
 

 

「集体土地使用権」とは、つまり

「農民集体所有土地使用権」のこと

だと思うのですが、『土地管理法』（全国人

民代表大会常務委員会 1998年8月29日第

二次改正、公布 1999年1月1日施行）第63

条では「農民集体所有土地使用権を、払下、

譲渡あるいは賃貸し、非農業建設に使用し

てはならない。但し、土地利用総体計画に

適合し、かつ、法に基づき建設用地を取得

した企業が破産または兼併などの事由によ

って土地使用権の法による移転を発生させ

た場合を除く。」と規定されています。よ

って、この要件全てを満たしていない限り

は「合法的」に賃貸できないと思料します。 

なお、罰則規定は同法の81条にあります

が、これは「賃貸側」への罰則です。もち

ろん「賃借側」にとっても、例えば一定期

間当該地で経営活動ができなくなるなどの

被害を被る可能性はあると考えます。 

ただ、現実には、場所によっては、前述

要件の全てを満たしていない、いわゆる違

法な農民集団土地使用権の賃貸が横行して

いるという話も聞いたことがありますので、

法的なリスクと実務的なリスクをよくお考

えになられて最終結論を出した方がいいの

ではないでしょうか。 

A ：

貸主についてですが、「契約をする相手方

は不動産権利証に記載されている真の権利

者」（おそらく、当該当地のもともとの所有

者である「○○鎮農民土地管理委員会」と

か「○○鎮農工商連合社」といった、鎮な

どの行政単位の下部機関や関連機関、ある

いはそれらの機関から『土地管理法』第43

条1項に基づき使用権を譲り受けた郷鎮企業

だと想像します）ということだと思います。 

いずれにせよ本件は「使用権を有するその

郷鎮企業が年次検査未提出により営業停止状

態になっているため当該不動産契約の有効性

が不明」、「賃借後当該土地上に新たに建物を

建てるがその際の権利関係処理やその実務に

ついての貸主側の言い分がおかしい」など

様々な問題が発生する可能性があるので事前

に十分リサーチをされることをお勧めします。 

－268－ 



６．MADE IN CHINA製品の再輸入規制について 

 

 

当社は、江蘇省で独資の電子部品の加工をしております。今般、ある部

品を日本から輸入しようとしたところ、同部品の原産地が中国であるた

め（日本の部品メーカーが中国の工場に委託生産をさせている）、外経貿局発

効の輸入許可証が必要との説明が通関業者よりありました。中国生産品の再輸

入規制というのは、実際には存在するのでしょうか。 

Q ：

 

 

「国貨復進口」（ここでは「国内貨

物の再輸入」と訳させていただきま

す）について、各地方の税関や外経貿部門

のホームページを確認しました。以下「国

内貨物の再輸入」の概略をまとめます。 

1. 「国内貨物の再輸入」とは原産地が中

国の製品が一旦輸出された後に再輸入さ

れること 

2. 「国内貨物の再輸入」をする際は各地

方の外経貿部門に対して、「国貨復進口

備案証明」にて備案申請を行い、外経貿

部門がこれに「専用章」を捺印したもの

を、税関に届出 

3. 原産地が中国の製品であるが、加工貿

易方式で再輸入するもの、国家の輸入割

当管理、輸入許可証管理、または自動輸

入許可管理等で管理されている場合、そ

れぞれの輸入手続に準じて再輸入「国貨

復進口」の根拠法規は『関于国貨復進口

処理問題的批復』（税関総署貨管司[86]

貨一字第111号）にて規定されておりま

す。 

 江蘇省では上記批復を受け、『関于授権

各省轄市外経貿局弁理国貨復進口証明的通

知』（[2002] 蘇外経貿貿管函字第157号）

にて江蘇省直轄市の外経貿部門にその証明

手続について通知が出されています。 

A ：

 下記、江蘇省無錫市の企業が輸入すると

いう条件で調べたものです。 

1. 一般貿易（課税）の場合 

 上海通関，無錫通関とも中国製品を輸

入するという「国貨複進口証明」を無錫

市対外貿易経済合作局に申請し批准を得、

通関時に税関へ提出する必要があります。 

 無錫通関の場合はこれに加えて、中国

製輸入部品のリストを作成し事前に無錫

高新技術開発区管理委員会（無錫市人民

政府新区管理委員会経済発展局）の批准

を取得しておきます。 

2. 加工貿易（免税）の場合 

 上海通関，無錫通関とも手冊に輸入先

として中国を記載しておかなければなり

ません。（1．の書類は不要です。） 
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７．製品の輸出、リインボイス、再輸入のスキームについて 

 

 

当社は民生用製品のメーカーであり、中国において地域本部として認定

される子会社が日本などから当社製品を輸入することができることを前

提にお伺いします。 

Q 
 中国で生産して海外に輸出する製品に関しては、従来から、日本の本社がリ

インボイスをして製品の研究開発などの費用を回収することができています。

今後は海外から中国に輸入するものについても同様に本社での費用回収が可能

です。 

 一方、これからは中国生産のものが中国市場向けに出荷されるものが拡大し

ていきますが、これに関してそのままの販売形式からでは日本本社で費用を回

収することはできません。 

 このため、中国生産製品を一旦輸出し、そこで日本本社に売り上げ、日本本

社の資産となった製品を中国に再輸入するというスキームを検討しています。

このための一時的な輸出先としては香港を想定しています。中国での生産は自

社工場または（外国系の）EMS工場です。再輸入する場所は深圳または上海を

想定しています。 

 香港に一時輸出し、リインボイスして再輸入するというスキームは、従来か

ら部品などにおいて慣行となっています。ただ、一般消費者に大量に販売され

る製品において、改めてこのスキームを行うことに何らか法的その他のリスク

は存在しないのかということを以下の点でお伺いしたいと思います。 

１．中国生産の製品を再輸入することについて何らか問題となりうるような政

策または運用はありますか（例えば輸出奨励の政策との関係などです）。 

２．中国製品の中国市場向けのリインボイスについて何らか問題となりうるよ

うな政策はありますか。 

 ここでは中国市場向けも海外市場向けも同様のマージンを乗せることを予定

していますが、（下記のように保税地域が利用できる場合も含めて）利益移転

その他の税務政策などとの関係です。 

 なお、華東地域については上海外高橋の物流園区（保税区）も候補となりま

す。ただ、現在のところ、区内に搬入しただけで「輸出」とするようにはまだ

機能していないと聞いています。保税地域への搬入が「輸出」と扱われるよう

になったときは、上記のようなスキームについて香港の場合とは異なるリスク

が存在するでしょうか。 

 

：
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1．制度としては、中国生産の製品

を再輸入する場合、外経貿部門に備

案申請し、その後税関に届出する必要があ

ります。また、一度中国国外に出して再輸

入する際は、商品価格が上がり、製品とし

て関税と増値税を支払うというコストが発

生します。 

A ：

 もし御社中国法人が、輸出企業として優

遇税制を享受している場合、再輸入のスキ

ームは実質的な国内販売にあたり、優遇税

制を享受する資格がないとみなされる可能

性はあるかと考えます。 

 また、中国生産の製品の再輸入スキーム

自体について、特に華南は香港を通じて中

国の優遇処置（輸出企業の優遇税制、加工

貿易企業の保税処置）を受けるためにこの

変則的な運用をしているので、将来的に規

制がかかる可能性もあります。 

2．再輸入のスキームでは一度日本本社に

売上が立ち、一定額の利益が海外に移転さ

れることになりますので移転価格税制上の

問題が生じる可能性はあります。その意味

では日本親会社と中国法人と技術コンサル

契約を結び、ロイヤルティーという形で費

用回収する方がリスクは低いでしょう。 

 なお、華東地域については上海外高橋保

税区の物流園区を候補と考えているようで

すが、外高橋保税区の物流園区が将来的に

香港と同じ機能を有するようになるかは、

現時点ではまったく不透明です。外高橋保

税区の物流園区は、早ければ2005年早々に

実施細則の制定予定と伺っており、実施細

則の詳細が出てから改めて香港と同じ機能

が担保されるかを見極めることになるかと

思います。 
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８．金の輸出について 

 

 

ＩＴ関連産業において、金を中国で輸入し、加工時にでた「くず」を日

本へ輸出、日本で再度精錬を行うという話がありますが、中国から金を

輸出することはたとえ、「くず」であっても、手続き上まず許可が下りないと

聞きました。お手数をおかけしますが、中国から金を輸出する場合の手続きと、

許可状況を教えてください。 

Q ：

 

 

お問い合わせの金の輸出入について、

税関総署、中国人民銀行からの回答

をいただきました。金の輸出入に関連する

規定は『税関総署公告[2003]第19号』にて

定めています。 

 2004年1月1日以降、金および金製品にお

ける輸出入について、委託加工貿易の場合、

その全てが輸出されることを前提としてい

ますので、中国人民銀行および税関当局の

許可は不必要で、通常の一般貿易により輸

入して、国内にて販売を行う場合、従来通

り中国人民銀行及び税関当局の審査及び許

可が必要となると定めています。 

 お問い合わせの「くず」（端材）を輸出

入する場合は、『加工貿易の端材、余剰材、

不良品、副参品および被害保税貨物に関す

る管理弁法』（海関総署第111号2004年5月

25日発布 2004年7月1日施行）第2条で

「端材」について定めています。端材とは、

加工貿易企業が加工貿易再輸出業務に従事

し、税関が査定する製造原価単位の範囲内

で、加工過程において発生する、当該加工

契約下で輸出する製品の加工に使用するす

べのない、数量が合理的な、「くず材」、

「半端材」、「切れ端材」であると定めてい

ます。 

A ：

 そのうえで、第10条で、加工貿易企業が

「端材」を積戻し輸出する申請を行なう場

合、税関は積戻しの関係規定にもどづいて

処理し、関係の積戻し証明資料によって照

合消し込み手続きを行なう旨定めています。 
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９．メッキ工場の規制について 

 

 

いわゆるメッキ工場を設立するにあたりこれを規制する法令上の根拠は

どんなものがあるのでしょうか。その場合の法律の概略もあわせて教え

てください。 

Q ：

 

 

お問い合わせのメッキ工場の建設に

ついてですが、昨今、中国では急速

な経済成長の一方で環境問題が深刻化して

おります。メッキ加工業においては、使用

する薬品と廃水処理が大きな問題となって

おり、メッキ加工の工場設立については厳

しい制限があります。 

 設立に関する法令として『環境影響評価

法』（2002年10月28日第9回全人代常務委員

会第30回会議採択2003年9月1日施行）があ

ります。 

 上記法令によると、新規プロジェクトを

行うにあたり、もたらされる可能性のある

環境影響について、分析・予測・評価し、

悪影響を予防・軽減するための環境アセス

メントを行い、関係政府機関(環境保護部

門)の認可を得なければなりません。環境

アセスメントに関し認可を得ない場合には、

そのプロジェクト自体が認可されないこと

になります。 

 プロジェクトの環境アセスメントは、国

家環境保護総局が発行する「建設項目環境

保護分類管理名録」によって3段階のレベ

ルに分かれており、メッキ加工業者は環境

への影響が最も重大な類型のプロジェクト

に適用されております。 

 そのため、一般開発区などに建設する場

合は、煩雑な環境報告書の作成が必要であ

り、環境審査をクリアするために、プロジ

ェクトの実施者が各省の環境保全庁による

個別審査を受ける必要があります。さらに、

認可所用期間が長く、認可の可能性も非常

に困難であります。 

A ：

 その他関連法令は、『水汚染防止法』、

『危険化学物品安全管理条例』、『汚染排出

費用徴収使用管理方法』など環境保護に関

する法令が多数あり、メッキ工場建設にか

かる環境報告書作成の際は各々の法令に遵

守しなければなりません。 

 このようにメッキ工場建設にあたり、個

別のプロジェクトが認可されにくい一方、

地方政府がメッキ処理等の重汚染プロジェ

クトについて特定区を選定し、開発区自体

で環境アセスメントの認可を得ているケー

スもあります。 

 無錫市では、江蘇省環境保護庁に正式に

認可された表面処理科技工業園が建設され

ております。主なメリットとしては、 

1. シアン系薬品を使用する企業でも営業

許可証が迅速に取得可能。 

2. 園区内に集中廃水処理工場があるため、

自社廃水処理設備の建設が不必要。 

3. 園区自体が環境保全庁により認可され

ているため、環境報告書の作成は不必要
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であり、定期、臨時検査は園区にて対応。 

4. 園区内薬品会社からの購入、危険物倉

庫による保管が可能。 

5. 政府の開発区であり、将来に渡り操業

停止、移転などのリスクがない。 

等があげられます。 

 以上、メッキ工場設立については厳しい

制限がかけられているのが現状です。 
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10．工業規格について 

 

 

Q 中国には日本のJISに該当するような工業規格はあるのでしょうか。もしあればどのようなものがあるのか教えてください。 

：

 

 

日本の「日本工業規格：JIS」に当

たるものとしては、中国では「中国

国家標準：GB」というものがあります。

GBはGuojia Biaozhunの略で、制定機関

はSACS (State Administration of China 

for Standardization) です。SACSは日本

名では中国標準化管理委員会と言います。

この機関は、中国標準化年間(目録)を刊行

しております。但し、追加版形式なので、

注意が必要です。 

 規格は北京の標準出版社から発行されま

す。規格分類としては、国家標準はGBの

規格略号のあと、1桁から5桁の規格略号と

制定年で示されます。SACSが管理するも

ので、国民経済・技術政策に関するものを

制定しています。 

 なお、このGBの他に、部門標準として、

製図，公差，ねじ，鋼材，マッチなど、全

国土的正確をもつものが制定されています。

（例えば、YB：冶金，SY：石油，JT：船

舶，TB：鉄道，JB：製図・公差・工具・

計器、etc.） 

A ：

 中国の規格に付与されている分類記号に

ついての公式な対応英語、及び責任窓口の

一覧表が、http://www.sac.gov.cn/english/ 

cnmng/index5.asp (国家標準化管理委員

会のホームページ) ありますので、参照く

ださい。 

 これらが規定されていない製品及び工程

における技術基準として、企業標準があり

ます。強制規格は全体の70％程度です。 
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11．中国におけるGPS（衛星測位情報システム）の実態について 

 

 

Q 上海およびその近郊にてGPSをトラックに搭載したい、と考えています。中国でのGPSの実態について教えてください。 

：

１．中国において現在、GPSのシステムは導入されているか。 

２．導入されている場合 

 (1) 申請手続きはどうするのか。（申請先、注意事項、その他） 

 (2) 許可までの日数は何日くらい必要か。 

 (3) 申請手続きにおける費用はどのくらい必要か。 

 (4) ハード購入する場合いくらくらい掛かるか。（トラック10台として） 

３．導入されていない場合 

 (1) 日本からハードを持ち込むことは可能か。 

 (2) 可能な場合、規制はあるか。 

 (3) ソフト（地図）は何処で手配するのか。 

 

 

GPSシステムについてですが、中国

でも導入可能です。ご質問のGPSシ

ステムについて 

A ：

・トラックにGPS受信機を含む車載機を搭

載する 

・車載機の情報を中国の携帯通信網を通じ

てセンター側に受信 

・センター側で受信した情報をモニターに

表示し、運行状況をセンター側で管理す

る（地図はセンター側のみ必要） 

という前提で回答いたします。 

 まずGPS利用における申請手続について

ですが、GPSは基本的に衛星からの座標情

報と絶対時間情報を受信するのみであり、

特段中国当局または関連機関への申請は必

要ないようです。 

 但し、トラックとセンター間の通信手段

や、利用するデジタル地図の種類等、GPS

システムの運用方法によっては、関係機関

に利用申請する必要があるかもしれません。

自社開発でなく、GPSシステム開発企業か

ら導入する、もしくは既存のGPSサービス

提供業者のサービスを利用するのであれば、

これらの企業との導入、または利用契約の

みで問題ないと考えます。 

 次にGPS機器の価格ですが、システムの

内容によって異なり一概には言えません。

GPS関連に詳しい方にヒアリングしたとこ

ろ、安価なものであれば、日本円で 

・車載機一台5万円前後 

・センター側100万円前後 

でそろえられるとのことです。（参考） 
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12．航空輸送の１級ライセンスについて 

 

 

当社は、CEPAを利用して、本年12月を目標に、上海・浦東（保税区外 

地区）に、「貨物輸送サービス（FREIGHT FORWARDING SERVICS）

の会社を設立することを計画しており、設立後に、航空輸送の１級ライセンス

を申請・取得を考えております。 

Q ：

 この１級ライセンスを取得するのに、最長で10ヶ月程掛かるといわれてお

りますが、この間、当社はライセンスを保有する他社（中国国内輸送、倉庫業

も含む）へ業務委託し、売上計上を行いたいと思っておりますが、これは可能

でしょうか。それとも、ライセンスを取得するまで待たなければならないので

しょうか。 

 

 

航空輸送の1級ライセンスについて

ですが、ライセンスを保有していな

い企業がライセンス保有企業、またはその

代理店に業務委託することで実質的な営業

活動を行うことはできるようです。 

 但し、公に認められた行為ではないため、

当局から指摘を受ける可能性があります。

航空貨物販売代理業について規定している

『民用航空運輸銷售代理業管理規定』（民

用航空総局令第37号1993年7月5日施行）第

33条では、「経営批准証書がなく不法に航

空運輸販売代理業を経営した企業に対して、

民航行政主管部門または民航地区行政管理

機構がその不法経営を取締り、その不法所

得を没収し、かつ3万元以上10万元以下の

罰金が課せられる。」と規定しています。 

A ：

 業務自体も他社に業務委託して行うため、

サービス料金･品質･スピード等の業務品質

の面で限界があることが考えられるので、

慎重なご検討が必要かと考えます。 
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13．衛生レポートについて 

 

 

華東地区某所で独資進出し工場建設着工直前の状況下、2002年5月1日

施行の『職業病予防法』並びに『建設項目職業病危害分類管理法』を根

拠として「衛生レポート」の作成を建設要件にあげられ、対処に困っています。 

Q ：

 おかしなことに、当該「市」には国務院が承認したレポート作成機関そのも

のが未だ存在しない状況で（省の病気予防センターにはあるが）、地方の弁法

で上記法律の実施細則が出され、作成が義務づけられたと主張しています。

（市衛生監督署） 

 

 

衛生レポートについてですが、『建

設プロジェクト職業病危害分類管理

弁法』（衛生部 第22号 2002年3月28日公

布 2002年5月1日施行 以下『弁法』）で

は、F/S段階にて「建設プロジェクト職業

病危害事前評価報告」（以下「事前評価報

告」）を衛生業務部門に対し衛生審査申請

及び下記の資料を提出することを要求して

おり、また仮に提出しない、もしくは事前

評価報告につき衛生行政部門の審査同意を

経ていない場合、関係部門はその建設プロ

ジェクトは認可しないと規定しています。

加えて竣工後においても、同様に「職業病

危害抑制効果評価報告」（以下「抑制効果

報告」）の提出を要求しています。 

 「衛生レポート」とは、この事前評価報

告および抑制効果報告を指しているものと

推察しますが、この作成は、法により設立

された省級以上の人民政府の衛生行政部門

の資質を取得した「職業衛生技術サービス

機構」（以下「サービス機構」）が行なうと

定められています（『職業病防止・処理

法』第9期全国人民代表大会常務委員会第

24回会議採択 2002年5月1日施行 第17

条）。このサービス機構は甲級と乙級にわ

かれ、「甲級」では『弁法』第5条に規定す

るように衛生部が責任を負うものについて

もレポートの作成を行なうことが可能です

が、「乙級」ではこの部分を除く形となり

ます（『職業衛生技術服務機構管理弁法』

衛生部 第31号2002年7月31日公布 2002

年9月1日施行）。従い、ご質問にて言及す

る「衛生レポート」の作成は、「甲級」資

質を取得したサービス機構であれば、どの

ような建設プロジェクトであれ対応できる

と考えます。 

A ：

 当機構事務局にて調査したところ、『衛

生部公告』（2004年第7号2004年4月19日）

において、認可した15の甲級資質を有する

サービス機構をリストにして記載していま

す。このうち華東地区を直接担当すると考

えられる甲級サービス機構は以下の通りで

す（なお、乙級サービス機構については確

認できませんでした）。 

 上海市････上海市預防医学研究院 

 江蘇省････江蘇省疾病預防控制中心 
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 ただし、浙江省については、省級レベル

の甲級サービス機構が見当たらないため、

「中国疾病預防控制中心職業衛生与中毒控

制所」「中国疾病預防控制中心輻射防護与

核安全医学所」にて対応可能かもしれませ

ん。いずれにせよ、上位の機関にて、対応

は可能ではないかと考えます。レポート作

成に必要な調査の具体的方法については、

事前にこれらの機関に確認されることをお

勧めします。 

 なお、参考程度に各評価報告について下

記に記載します。 

 事前評価報告には、以下の内容を含む必

要があります。（『弁法』第7条2項） 

1. 職業病危害事前評価の目的及び根拠 

2. 建設プロジェクトの概況 

3. 建設プロジェクトの場所選択、生ずる

おそれのある職業病危害要素並びに業務

場所および労働者の健康に対するその影

響について、分析及び評価をする。 

4. 採用予定の職業病危害防護施設につい

て技術分析及び評価をする。 

5. 職業病危害類別を確定する。 

6. 相応する職業病危害防護措置を確定す

る。 

7. 評価報告の結論 

 また抑制効果報告では、以下の内容を含

む必要があります。（『弁法』第17条） 

1. 建設プロジェクトの概況 

2. 職業病危害抑制効果評価の根拠、範囲

および内容 

3. テスト運行状況 

4. 建設プロジェクトに存在する職業病危

害要素及び危害の程度 

5. 職業病防護施設の運行状況及び効果 

6. 評価結論 

 サービス機構の評価報告作成作業におい

て、企業にどのような資料を要求するかは

不明ですが、おそらく上記の内容を確認で

きる資料を揃えることにより、そのサービ

ス機構は作成にあたることが可能となるの

ではないでしょうか。 

 職業衛生技術サービス機構（以下「サー

ビス機構」）および事前評価報告について、

紹興市招商局、常熟開発区及び会員企業よ

り情報をいただきましたので、下記に記載

致します。 

1. 紹興市招商局 

 「紹興市疾病控制中心」が甲級の指定を

受けているサービス機構となり、事前評価

報告の作成が可能。この評価報告は招商局

でも作成申請手続を代行することが可能。 

2. 常熟開発区 

 サービス機構は常熟に存在しないため、

一般的には周辺のコンサルタント会社に作

成手続を依頼している。必要とあれば、開

発区よりコンサルタント会社を数社ご紹介

する。 

3. 無錫進出の会員企業 

 進出地周辺にサービス機構がなく、建設

時にコンサルタント会社に一連の手続を依

頼。 

 実際に『建設項目職業病危害預評価報

告』のモデルを見ると、サービス機構は、

20の主要評価基準を満たし、かつ国家・地

方基準や規範に遵守しているかを確認した

上で、各評価報告を作成するのではないか

と思われます。このことから、やはり進出

周辺に該当するサービス機構がない場合に

は、コンサルタント会社に手続代行を依頼

する形になるように思えます。 
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14．『戸口登記管理条例』について 

 

 

『戸口登記管理条例』第13条では「公務出張や旅行に出かける場合でも、

社宅、一般家庭などに3日以上外泊する場合は、現地の公安局、戸口登

記管理機関に暫住登記をする義務がある。但し、ホテルに投宿する場合は、ホ

テルの旅客登記簿に宿泊登記することで足りる。」との記載がありますが、こ

の条例は形骸化されているのではと考えているのですが、いかがでしょうか。 

Q ：

 同様に第15条では「3ヶ月以上、常住住所を離れて暮らす場合は、現地の暫

住登記の延長もしくは常住戸口移転登記が義務付けられている。」との記載が

ありますが、形骸化はされていないと考えて宜しいでしょうか。 

 また、上記の3日、3ヶ月というのは、連続でカウントされるのか、積算さ

れるのかどちらになるのでしょうか。 

 

 

ヒアリングによりますと、上記何れ

のご照会に関しても、『戸口登記管

理条例』（1958年1月9日全国人民代表大会

常務委員会第91次会議採択）は今尚、有効

に存在しているけれども、とりわけ、ご照

会事項二点についての遵守状況に関してい

えば、形骸化しつつあるといえるのではな

いかというのが実際の状況のようです。 

 戸籍管理については、中国政府は1958年

制定の本条例にもとづく一元的な管理を実

施しています。戸籍管理の主管部門は国家

公安局であり、中国国民は出生、就職、結

婚、出産、死亡などの都度、戸口変更登記

をしなければならないという基本的な取扱

については、現在においても取扱に変更は

ないと考えます。従来は、戸籍登記管理さ

れている常住人口の把握のみならず、食糧

配給や労働分配、耕作田の分配などといっ

た目的で、社会主義計画経済制度との密接

な関連の下で本制度が運用されてきたわけ

ですが、茲許に至っては、上記ご照会のよ

うな内容の遵守状況については、少しずつ

環境に伴って変化してきているといえるの

ではないでしょうか。 

A ：

 ヒアリングでは、上記のような場合に、

登記をしている中国人の方のお話を聞くこ

とはできませんでした。実際に、都市には

多くの出稼ぎ労働者が溢れ、アパートが

次々と建設され、マイホーム購入も増加し、

人口の流動化が激しいといった状況の中で、

公安当局も一つ一つ検査・管理しきれない

状況にあるのも事実のようです。しかしな

がら、運用が形骸化しつつあるから、登記

しなくてもよいということではなく、本条

例が存在する以上、登記しないと法律違反

であることに変わりはありません。ちなみ

に、本条例は外国人をも対象としています

し、特に外国人については、本条例以外に

も、『外国人入国出国管理法実施細則』

（1994年7月15日公安部及び外交部発布）
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の第4章において宿泊登記の必要性が規定

されておりますので、運用を遵守されるこ

とをお勧めします。なお、日数カウントに

ついては、連続でカウントされるとのヒア

リング結果を得ましたが、詳しくはそれぞ

れの公安当局に確認されることをお勧めし

ます。 
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15．『建設工事設計活動に関する暫定規定』について 

 

 

中国国内の建設活動については、国内に恒久的施設を設立しなければ、

契約の当事者にはなれませんでしたが、今般5月10日に発布された『建

設工事設計活動に関する暫定規定規定』により、設計作業については、恒久的

施設なしに請け負うことが可能になったということでしょうか。また、その場

合に（源泉徴収後の）対価を日本国内の口座で受け取ることが可能でしょうか。 

Q ：

 

 

『外国企業の中華人民共和国国内に

おける建設工事設計活動従事管理に

関する暫定規定』（建設部 建市[2004]78号

2004年5月10日発布 2004年6月9日施行）に

基づくと、「外国企業は、建設行政主管部

門が発給した建設工事設計資質を持った中

国側設計企業を少なくとも1社選択して中

外合作設計を行わなければならず、かつそ

の選択した中国側設計企業の資質許可の範

囲内において、中華人民共和国国内の建設

工事設計を請負うことができる。」（第4

条）となっています。但し、「工事設計契

約は、合作設計の中国側設計企業或いは中

外双方の設計企業が共同で建設単位と締結

しなければならず。」(第5条)、かつ「建設

単位の行う資格事前審査条件に合致する外

国企業が合作設計に参与することができ

る。」（第6条）といった条件つきです。あ

くまで「中外合作設計」においてであるこ

とをご認識ください。 

A ：

 同規定の第12条に「外国設計企業が中国

国内において建設工事設計を請負、設計費

用を受取る場合は、中国の設計費用徴収基

準を参照して執行しなければならず、かつ

中国の関係する法律規定にもとづいて中国

政府に納税しなければならない。」と規定

されております。源泉徴収後であれば、そ

の対価を日本国内の口座で受け取ること、

即ち外国送金は可能なはずと考えます。 
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16．運送業法（中国国内運送）について 

 

 

中国国内の輸送について教えてください。例えば大連で製造した商品を

上海のお得意先に配送する場合、単純に大連の運送業者に頼んでも、運

送業者にはそれぞれ配送サービスが可能な地域が制限されているとのことで、

そのまま上海まで配送できないようなのですが、一般的に中国の物流配送は日

本のように大手の運送会社は存在しないのでしょうか。 

Q ：

 

 

本件は、道路輸送(中国では公路)の

ライセンスの問題だと思われます。

交通部による全国輸送可能なライセンスを

保有していれば「大連→上海」の輸送は可

能です。実際に「大連→上海」のトラック

輸送を行っている日系外商投資企業もある

ようです。 

 法令としては、『外商投資道路運輸業管

理規定』(交通部 対外経済貿易合作部令 

2001年9号 2001年11月20日公布施行)や、

『道路運輸投資分野の更なる対外開放に関

する通知』(交通部 交公路発[2002]第551

号 2002年11月28日)といったものがあり

ます。 A ：
 中国では、大手の幹線輸送業者が少なく、

トラック数台(中には1台のみ)で運用して

いる会社が数多くあるのは事実です。この

種の業者は、特定の仕向地のみを運行して

いるケースが多く、今回のような問題にな

る場合が往々にしてあると聞いています。 

 但し、数は多くはないようですが、日本

のような大手の運送会社も存在しているよ

うです。 
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17．トラックの積載量規制について 

 

 

トラックが規定以上の貨物を載せてはならないとの規定が公布されてい

るとの話を聞きましたが、そのような規定は出ているのでしょうか。こ

れにより運送料に影響がでているという話はあるのでしょうか。 

Q ：

 

 

ご質問の規定は恐らく『関于在全国

開展車輌超限超載治理工作的実施方

案（交通部 公安部 国家発展改革委員会 

国家質量監督検験検疫総局 国家安全生産

監督管理局 国家工商行政管理総局2004年4

月30日）のことではないでしょうか。この

方案では、6月10日より規定の積載重量を

超えた車輌を取り締まる旨規定しています。 

 ヒアリングした結果、特に2004年7月に

入り過積載の取締りが厳しくなっているよ

うです。運送料の値上げに繋がっているケ

ースはまだ出ていないようですが、値上げ

の可能性は否定できないと考えます。 

 上海ー南京の高速は4車線拡幅工事の為

とトラック過積チェックの為にトラックを

通行させない、と聞いており、実際トラッ

クは南京への高速道路を通行していないよ

うです。また、我々が聞いている情報では、

従来5トントラックに10トン程度の貨物を

積んでいたので運賃が安かったが、過積制

限チェックの為に5トントラックには5トン

しか積めなくなりこの為運賃が上昇すると

聞いてます。 

A ：

 トラックの最大積載重量は、輸送会社が

トラックの積載登録をする際、トラックの

軸数に決まります。但し、ほとんど中国の

輸送会社は積載重量を高く登録すると、高

速道路代、税金等が高くなるため、低い積

載重量で登録している場合がほとんどであ

ると伺っております（所謂「大dun(口＋

屯)小標」というらいしいのですが）。従っ

て、過積載で輸送しても実際の積載量を超

過していないため、以前はほとんど問題な

かったそうです。 

 ご指摘の通り、一度に積載できる量が小

さくなりますので、運賃が上昇する可能性

は否定できないと思います。 
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18．ナンバープレートの取得について 

 

 

新自動車産業政策が発表されましたが、一部報道では、上海市での乗用

車購入・車両登録の場合、ナンバープレートの取得は競売で落札が必要

とのことです。 

Q ：

 ナンバープレートの取得は、平均取得価格も４万人民元以上と法外な費用が

かかると報じられています。 

 新自動車産業政策下では、このような地域別の個別費用徴収は認められない

とあります。これらの制度は廃止されるのでしょうか。今後の自動車販売にも

大きな影響が考えれますがいかがでしょうか。 

 

 

『自動車産業発展政策』（国家発展・

改革委員会令 第8号 2004年5月21日

発布・実施）第63条において、「各地は、

自動車購入、登録および使用段階において、

行政事業性の費用徴収や政府性基金の項目

および金額を新たに増やしてはならな

い。」と規定されております。 

 上海におけるナンバープレート競売制度

が、上記第63条にいう「費用徴収や政府性

基金の項目」に該当するか否かは当方では

判断つきかねますが、『自動車産業発展政

策』に定める「個人消費を主体とする自動

車市場を育成」することには反するといえ

るでしょう。 

 但し、『自動車産業発展政策』との整合

性とは別の議論として、商務部から上海に

おけるナンバープレート競売制度は『道路

交通安全法』（第10届全国人民代表大会常

務委員会第5次会議 2003年10月28日採択 

2004年5月1日施行）に違反していると指摘

されているようです。 

A ：

 この指摘を受けて上海のナンバープレー

ト競売制度を見直す動きがあるとの報道も

ありますが、正確なところは何ともいえな

いようです。 
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19．『電力需要家の発電企業からの電力直接購入試点暫定弁法』について 

 

 

首記法律に関してですが、 

１．現地進出外資企業にも適用され、自家発電所でなくとも、独立関係の 

 発電所から売電可能なのでしょうか。 

Q ：

２．現地中国企業が中国一般発電事業者から売電可能と、タイトルからは読み

取れますが、対象発電事業者に制限・区分はあるのでしょうか。（三峡発電

等は政府中央の管理下であり、如何に湖北地元企業といえども売電交渉余地

はないと理解しています。であれば、どのような発電所が対象となるのでし

ょうか。） 

 電力不足は構造的であり、電力値上げ・配電規制等々あるなかでの、本法

律の背景・意図・位置付けが理解できません。 

 

 

お問合せの『電力需要家の発電企業

からの電力直接購入試点暫定弁法』

（国家電力監督管理委員会  電監輸電

[2004]17号 2004年3月29日発布 以下『弁

法』）の前提は、「電圧レベルの高い電力需

要家或いは使用量が大きい電力需要家（以

下「大口需要家」と略称）が、発電企業か

ら直接電力を購入する試点（テストケー

ス）を展開」することです。（『弁法』冒頭

部分） 

 従って、基本的には全ての大口需要家が

発電企業から直接電力を購入することが可

能というわけではなく、あくまでもテスト

ケースであり、現在直面している電力不足

問題を解決のための直接的な効果はあまり

期待できないのではないでしょうか。 

 さて、この大口需要家に外商投資企業が

含まれるか否かについては、弁法には明記

していません。但し、大口需要家たる要件

として、「法人格を有し、財務独立採算で、

独立して民事責任を引き受けることのでき

る経済実態」であることを要求し、また大

口需要家がテストケース参加のために申請

するには「国の産業政策に合し、電力使用

不可が安定し、単位の生産値エネルギー使

用量が低く、汚染排出が少ない」ことを要

求しています。 

A ：

 しかしながら、これらの要件は定量化さ

れておらず、非常に曖昧な表現ですが、外

商投資企業が大口需要家の候補から排除さ

れるものではないと考えます。 

 次に、発電企業の要件については、まず

「国の産業政策に合致し、発電機の送電線

を送電網に接続させている」ことを要求し、

テストケースへの参加申請には、火力発電

企業（原子力発電を含む）の場合、電容量

が60万kw以上で、かつ単体の要領が30万kw

以上であること、水力発電企業の場合、電

容量が20万kw以上あるいは単体の要領が10

万kw以上であることを要求しています。 
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いずれにせよ、この弁法に基づいて、実施

細則および関係する契約規範が制定される

見込みですので、この弁法の実施はこれら

の制定を待ってからの話ではないでしょう

か。 
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20．永住権取得について 

 

 

Q 中国における永住権の取得には具体的にはどのような条件で、どのような手続きが必要なのか教えてください。 

：

 

 

永住権についての法規として『外国

人の中国における永久居留の審査許

可に関する管理弁法』（国務院2003年12月

13日批准 公安部・外交部令第74号 2004

年8月15日公布 同日施行）があります。 

A ：

 永住権を取得するためには、まず申請す

る外国人は、中国の法令を遵守すること、

健康であること、犯罪歴がないこと、かつ

以下7つの条件のうち、1つを満たす必要が

あります（第6条）。 

1. 中国への直接投資を行い、投資状況が

3年連続で安定しており、かつ納税記録

が良好であること。 

2. 中国で副社長、副工場長クラス以上の

職位、または助教授、副研究員などの副

上級職クラス以上の待遇を受ける者であ

り、在職期間が連続4年に達し、この4年

間のうち中国における居留日数の合計が

3年に達し、納税記録が良好であること。 

3. 中国への重要かつ突出した貢献があり、

国が特別に必要としていること。 

4. 本条の第一項、第二項、第三項に該当

する者の配偶者および満18歳未満の未婚

の子女であること。 

5. 中国国民または中国における永久居留

資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻

関係が連続5年に達し、中国における居

留が連続5年に達し、毎年の中国におけ

る居留期間が9カ月に達し、安定した生

活の保障と住所を有すること。 

6. 18才未満の未婚の子女で父母と生活を

共にしていること。 

7. 国外に直系の親族がなく、国内の直系

親族に頼って生活し、60歳以上で、中国

における居留が連続5年に達し、毎年の

中国における居留が9カ月以上で、安定

した生活保障と住所を有すること。 

 また、申請手続きに関しては、上記条件

などの実情に基づき「永久居留申請書」を

作成した上でパスポート、中国政府指定衛

生検疫部門などによる健康証明書、中国大

使館などからの未犯罪歴のないことの証明

文書、写真、その他上記条件に該当する関

連資料が必要です。 

 その上で、受理機関である公安機関など

へ申請し、公安庁、公安局の審査を経て、

公安部より許認可を得ることになります

（第5条）。 

 

－288－ 



21．上海（浦東空港）でのハンドキャリー持込について 

 

 

日本から工場で使用する治具（30万円相当）をハンドキャリーで上海

（浦東空港）へ持ち込もうと考えていますが、以下の点について教えて

ください。 

Q ：

１．空港で手続きを代行してくれる通関業者 

２．日本への外貨送金が必要ですが、送金に必要な書類 

３．具体的な手続きの方法、必要書類 

 

 

「2．の日本への外貨送金が必要」

とのことから、上海の工場へ販売す

る治具（日本本社と上海の工場の間で売買

契約締結）を所謂通常の輸出手段に沿って、

輸出貨物（中国の立場では輸入貨物）とし

て物流企業に輸送、通関を依頼する代わり

に、個人が携帯して中国内へ持込みたいと

いう前提で回答します。 

A ：

1．について 

 『税関法』（全国人民代表大会常務委員

会 2000年7月8日改正 同日公布 2001年

1月1日施行）「第4章：出入国物品」（第46

条）に、「個人が携帯して出入国する物品

は、自己使用のもので、適正な数量を限度

とし、かつ税関の監督管理を受けなければ

ならない」と規定されていますので、ご質

問のようなケースでは、通関時に税関職員

から自己使用か確認されると考えます。 

2．について 

 銀行での日本への外貨送金時には、銀行

確認書類として「輸入（売買）契約」や

「輸入貨物通関申告書」（他にも「輸入代

金対外支払報告書」「インボイス」「船荷証

券」）が必要となりますが、税関に対して

は個人使用として申告したうえで通関して

おき、別途工場と日本本社との間で輸入

（売買）契約を締結することは矛盾すると

考えます。 

 また、外貨送金時に、銀行確認書類のな

かで、個人使用として持ち込んだことが記

載されている通関申告書と、日中双方の企

業間で締結した売買契約が存在するのも矛

盾するものと考えます。 

 以上のことから、結論として、「自己使

用目的以外の物品を個人が携帯して出入国

することは難しい」ということになろうか

と考えます。 
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22．『価格独占行為阻止暫定規定』について 

 

 

『独占行為阻止暫定規定』は日本の『独占禁止法』と同じようなものと

聞いていますが、詳しい内容を教えてください。また、実際にこの法律

に触れたケースなどあれば教えてください。 

Q ：

 

 

『価格独占行為阻止暫定規定』（国

家発展改革委員会令第3号 2003年6

月18日公布 同年11月1日施行 以下『暫

定規定』）は、『価格法』（主席令 第92号 

1997年12月29日公布 1998年5月1日施行）

に基づき制定された規定で、その名の通り

価格独占行為を制止する規定といえますが、

中国では体系だった『独占禁止法』自体は

まだ存在していません。 

A ：

 理由は、中国がこれまで計画経済体制を

とってきたことにあります。つまり、石

油・石化産業、航空、道路、鉄道、通信、

電力、ガスなど多くの公共性の高い産業に

おいて国有企業によって経営され、政府に

よる政策管理がなされています（政府が政

策の監督者であると同時に経営者になって

いるという行政による「公的独占」状態で

す）。 

 よって、今までは『独占禁止法』を制定

する必要がなかったものの、社会主義市場

経済の導入、WTO加盟など中国の市場開放

が進む中で公平な競争が求められ、『独占

禁止法』の制定に迫られています（草案は

できているものの、公布の時期については

まだ明らかになっていません）。その中で

今回の価格面における独占禁止規定が公布

されたことは重要な役割を持つと考えます。 

＜『暫定規定』の概要＞ 

1. 「価格独占行為」とは、経営者が相互

に結託する、或いは市場支配的地位を濫

用して市場の調整価格を操作し、正常な

生産経営秩序を撹乱し、その他の経営者

或いは消費者の合法的権益を損なう、或

いは社会の公共利益を脅かす行為を指し

ます。（第2条） 

2. 「市場支配的地位」は、主に経営者の

関連市場における市場占有の割合、取扱

商品代替の程度および新たな競争者の市

場参入の難易度などに依り判定します。

（第3条） 

3. 経営者間で協議、決議或いは協調など

結託の方式を通じて以下の価格独占行為

を行なってはいけません。（第4条） 

(1) 価格の統一確定、維持或いは変更 

(2) 生産量或いは供給量の制限を通じた

価格操作 

(3) 入札或いは競売における価格操作 

(4) その他の価格操作行為 

4. 経営者は市場支配的地位を利用し以下

の行為を行なってはいけません。（第5

条～第8条） 

(1) 仕入販売店へ商品を提供する際その

転売価格を強制的に限定すること 

(2) 法律･法規に違反して暴利をむさぼ
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ること 

(3) 競争相手を排除し、これに損害を与

えることを目的としたコストを下回る

価格のダンピング。或いはリベート、

補助、寄贈などの手段で形を変えた価

格引き下げを用い、商品の実際価格を

商品自体のコストより引き下げること 

(4) 同一の商品或いはサービスを提供す

る際、条件が同じの取引対象に対し、

取引価格において差別待遇を行なうこ

と 

5. 価格独占行為があった場合、政府の価

格主管部門が法によって認定し、『価格

法』第40条および『価格違法行為行政処

罰規定』第4条にもとづき処罰を実施し

ます。（第9条、第10条） 

6. 政府および所属部門は、法によって経

営者の価格設定自主権を保護しなければ

ならず、市場調整価格に対して不法に関

与してはいけません。（第12条） 

7. 政府はあらゆる組織および個人が価格

独占行為に行なう社会監督行為を奨励、

支持、保護し、政府の価格主管部門は、

価格独占行為の通報者に対し褒章を与え

ることができ、かつ通報者の秘密を守ら

なければなりません。（第13条） 

このようにカルテルや、再販売価格維持行

為、私的独占の禁止を規定していますが、

問題点もあります。前述の通り、現在は市

場経済に転換しつつも多くの産業でいまだ

に国有企業（政府行政機関）による独占が

なされており、これら産業に対して『暫定

規定』が厳格に適用されるかどうかという

ことです。 

 また、中国のように国土が広大で、地域

毎の経済圏が存在し、また沿海部と内陸部

のように地域毎で市場規模の差が大きい中

で、『暫定規定』で掲げられている「市場

支配的地位」の適用範囲は、中国を一つの

市場として見て判定するのか、省、市など

単一の市場として見て判断するのか不透明

な状況です。 

 実際にこの法律に触れたケースとご質問

ですが、『価格独占行為阻止暫定規定』の

適用された事例について国家発展改革委員

会価格監督検査司監督処に確認した結果、

中央レベルでは『暫定規定』施行以後、価

格独占行為が認定された事例はなく、地方

レベルは地方の価格主管部門が管轄してい

るとのことです。 

 なお、価格監督検査司が価格独占行為に

対して能動的に、日々目を光らせているわ

けではなく、組織、人からの通報によって

価格独占行為が行なわれているか調査を行

なうようですが、通報の信憑性の問題など

あり調査、認定作業は難しいようです。 

 また価格独占行為が行なわれた場合、そ

れを対外的に公表はしないとのことです。 
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23．集団所有制企業について 

 

 

集団所有制企業について教えてください。 

１．「集団所有制企業」と「郷鎮企業」と「郷村集体所有制企業」と「城

鎮集体所有制企業」は、それぞれどのような意味の違いがあるのでしょうか。 

Q ：

２．集団所有制企業は、「・・・有限公司」や「・・・股份有限公司」という

名称は使わないのでしょうか。そうであれば、一般的にどのような名称にな

るのでしょうか。 

 

 

1．について、中国の企業はその所

有形態によって、大きく「公有制企

業」と「非公有制企業」の二つに分類する

ことができ、「公有制企業」には「全人民

所有制企業（一般に『国有企業』と呼ばれ

ている）」と「集団所有制企業」があり、

「非公有制企業」には内資の「私営企業」

や外資の「三資企業（合弁、合作、独

資）」があると考えます。 

 そのうち、ご照会の「集団所有制企業」

とは、上記の公有制企業の一形態で、労働

大衆による生産手段の集団所有制を基礎と

する、独立した商品経済組織を指しますが、

その設立場所によって「郷村集体所有制企

業」と「城鎮集体所有制企業」に分類され

ます。つまり、農村部に設立されるものが

「郷村集体所有制企業」であり、都市部に

設立されるものが「城鎮集体所有制企業」

と考えます。 

 なお、「郷鎮企業」とは、農村集団経済

組織または農民の投資を主とし、郷、鎮

（管轄する村を含む）において設立する農

業支援義務を負う各種企業を指します。 

「郷鎮企業」と「郷村集団所有制企業」お

よび「城鎮集体所有制企業」は、いずれも

集団所有制企業であり、その性質上、同じ

企業類型に属すると考えます（ただし、

「郷鎮企業」は、その定義上、農業支援義

務を負う企業として制限されていますが、

「郷村集団所有制企業」および「城鎮集体

所有制企業」には、かかる制限がありませ

ん）。 

A ：

 以下に根拠となる法令をご紹介します。 

『郷鎮企業』：『中華人民共和国郷鎮企業

法』（全国人民代表大会常務委員会、1997

年1月1日施行） 

『郷村集体所有制企業』：『中華人民共和国

郷村集団所有制企業条例』（国務院、1990

年7月1日施行） 

『城鎮集体所有制企業』：『中華人民共和国

城鎮集団所有制企業条例』（国務院、1992

年1月1日施行） 

2．について、上記のとおり、「集団所有制

企業」とは、企業の所有制性質に着眼点を

置いた企業分類方法ですが、「有限公司」

又は「股份有限公司」とは、企業の組織形

態に着眼点を置いた企業分類方法です。従

って、集団所有制企業が、組織形態上「有
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限公司」又は「股份有限公司」の形態を採

用した場合は、その名称に「有限公司」又

は「股份有限公司」という用語を使用する

ことができると考えます。 

 なお、「集団所有制企業」である場合で、

直接その名称に「集団所有制企業」という

用語を使用するということではなく、その

企業の所有の性質が「集団所有制企業」で

あるということだと考えます。 
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24．原産地表示について 

 

 

中国には加工貿易など製造したものを輸出することを原則とする制度が

あるため、加工したものを一旦、輸出してから中国で（部品として）使

用するために輸入することが多く行なわれています。中国で製造したものを中

国国外に輸出して再輸入する場合の原産地を規定する法律を教えてください。 

Q ：

 

 

原産地の表示に関わる法令としては

『原産地標記管理規定』（国家出入

国検査検疫局 2001年4月1日施行）、『原産

地標記管理規定実施弁法』（国家出入国検

査検疫局 2001年4月1日施行）、『輸出入貨

物原産地条例』（国務院令第416号 2004年

9月3日公布）があるかと考えます。 

 『輸出入貨物原産地条例』において、完

全に一つの国家（地区）で獲得される貨物

は、当該国（地区）を原産地とし、二つ以

上の国家（地区）で生産される貨物は、最

後に実質的変化（基本的には、輸出入税則

上の分類が変更することを指す）を及ぼし

た国家（地区）を原産地とすると規定され

ています。 

A ：
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